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理事長小林 正

面する諸改革課題を多角的に検討する一つの

テーマとして蝋初任研〃については、最も若

く、新しい教育の担い手である仲間の問題と

してとらえていきたいと思っています｡｢五月

病」で若い生命を絶つ悲劇を繰り返さないた

めにも教職員集団としての相互啓発と援助を

基礎に子どもとの出会いと実践を通して自信

をつけながら、何よりも元気を出してとりく

めるような条件整備を目指してとりくみを進

めなければならないと思います。

今後、教文研においてもⅧ新しい仲間〃の

問題と蝋研修権〃について早急に検討をすす

められるよう要請したいと思います。

87年度は組織結成40周年にあたります。記

念事業の基本テーマを「こども」とし、新し

い世紀の担い手となる子どもたちに、ノアの

方舟〃ではなく、ゆるぎない平和を保障する

ために、40年の節目をそのためのスタートラ

インとすることとしています。 「平和｣は教文

研にとっても一層重要なテーマとなると思い

ます。

県教文研・地区教文研が一体となって教育

文化運動の大きなうねりをつくり出しましょ

う。

発足以来、 帆開かれた教文研〃をめざして、

各地区教文研とともに着実な歩みで一層存在

感を増してきたこの運動は、 「教育懇談会｣の

とりくみをすすめてきた神教組の運動と相伴

って多くの帆みのり〃をもたらしてきました。

昨年秋に出された県教育問題懇話会の提言に

示された今日的教育状況に対するアブ°ローチ

の仕方、今後の論議の方向性、教育行政・現

場の今後の課題等は神奈川における教育改革

課題であり、この具体化は棚ふれあい教育運

動〃の論議の今後の進展にも重要な関係があ

ります。

臨教審による三次に亘る答申とこれをツマ

ミ喰いして戦後教育を総決算しようとする文

部行政に対して教文研教育行政検討委員会が

この間、教文研だより〃等を通して批判と解

説をわかり易く現場教職員や父母に語りかけ

てきたことが、神奈川の教育改革を進める上

で大きな力となりました。

87年度､文部省の指導によって30県市に｢初

任者研修制度」の試行が行なわれています。

神奈川においては、前述の様々な努力の集積

によって、裾野の広い改革論議を基盤に、研

修問題、学校五日制、学校を開く課題など当
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教育改革聞題と
教文研のとりくみ

所長奥津心一

の機関でしかあり得なかったのかなと思いま

す。審議委員に父母の代表はなし、外すこと

のできないと考えられる教育学者もなし、そ

れでは専門委員にはと期待したもののこれも

僅かに2名というありさま、これでは教育を

担う側の意見・要望をことさら忌避したもの

と見ざるを得ません。

このような経過で臨教審が設置され教育改

革について論議が開始されたとしても、いき

つく結論は初めからおよその見当がつくと言

えるのではないでしょうか。またそれは正に

中曽根首相が口にする「戦後政治・教育の総

総決算をしたい」ことの具現化の一つとして

の臨教審であることを如実に物語る経緯と受

けとめられます。

戦後の憲法・教基法の精神に添った民主教

育を否定し、再び戦前の国家主義教育に引き

もどそうとする自民党の教育政策によって、

今日どのような教育問題を生じさせることと

なったかの反省の一かけらもなしに、 82年

～83年の間に起きた校内暴力など一連の事件

の要因すべてを今日の学校・教師、さらには

戦後の教育のありように押し込めてしまって

います。もっと日本の伝統文化を尊重する教

育にしなければならないというような言辞を

弄して、その具現化を教育改革の名において

おしすすめようとする臨教審の設置であると

もとらえざるを得ません。

87年4月の臨教審第3次答申に至るまでの

改革論議の内容は、世論を配慮して憲法・教

基法の精神を踏まえてとしながらもそれは単

なる建前・看板にすぎず、経済界の教育に対

する要望に組敷かれ、教育の条理・論理はど

1 ．父母の願う、教職員の望む教育改革

臨教審から第3次にわたる答申と、その間

に出された概要報告、合わせて膨大な字数に

のぼる教育改革案なるものが、 84年8月21日

臨教審設置以来今日までの3年たらずの短期

間でまとめられ、 うちだされました。

しかし、すでに第1次・第2次答申につい

ての批判力ざ教育行政検討委員会報告として明

らかにされたとおり、それは父母国民や教職

員の望む教育改革内容になっていません。

臨教審の設置以前に、自民党内に設置した

高等教育問題・教員問題・教科書問題・教育

基本問題・学制問題(80年6月～81年11月）

の5小委員会による提言、83年3月中曽根首

相の私的諮問機関として､｢文化と教育に関す

る懇談会」の設置、同年12月の衆議院選挙に

あたっては、教育政策に関する12の政策（試

案）を発表、教育の自由化・多様化・国際化

を原理とするとして21世紀を展望した教育改

革の具体的課題を提起するなど84年2月の衆

参両院本会議での中曽根総理力施政方針演説

において、教育全般にわたる改革の断行とそ

のための諮問機関（臨教審）の設置の表明に

至るまで、着々と諮問機関での改革論議がど

のような方向と内容であるべきかを牽制する

手立てが講じられているととらえざるを得ま

せん。審議会委員・専門委員ｶｾ首相の任命制

であるにせよ、その実際の人選にあたって首

相自身が大きく関与したと言われていること

からしても、臨教審は臨教審以前の意図する

恋意的な教育改革の手段・道具的存在として
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I こ吹〈風のごとき内容となっています。

案の定という思いをつよく抱いた今日まで

の概要報告と答申内容であったのですが、 こ

れでは能力主義教育と教育の多様化が生涯教

育・学習のオブラートに包まれて一層ドッキ

ングざれ現実には差別・豊捌の教育の強化と

なり、およそ今日の父母国民と日々教育実践

をすすめている教職員の教育改革に期待する

ものとは裏腹なものとなっているといわざる

を得ません。

問題分析・検討を経て、 ざらに事後の継続相

談（主として手紙や電話、 ときには面接相談

の場合も）を分担し相談問題の克服に向け取

り組んでいただいています。相談内容に応じ

て、心理学、教育学、生活指導、精神医学等

それぞれ委員の先生方の専門の立場から、寄

せられた問題の要因についての分析と治癒に

むけての方策について検討がきれ、それをふ

たたび相談者のもとに返すという地道な作業

です。こうすれば明日、明後日治癒しますよ

ということにはならないにしても我が子の問

題で藁をも掴む思いで相談を寄せられる父母

に対してはそれなりの有効な相談対応がされ

ているのではないかと判断しています。また、

次年度についても相談対応の質を一層高める

努力をしていきます。

「生活指導委員会』は前年度主題とした、

「子どもの自然的成長過程の奇型化の問題」

を引き続き検討を深めると同時に、子どもの

生活指導についての具体的な方法につなげて

いくための研究・検討がすすめられました。

このための研究・検討の方法として、現在

の教育制度の中にあっても、 日々の教育実践

を通して問題克服と、新しい教育の創造に全

園・全校をあげてとりくんでいる実践校を訪

れ直接見る・聞くことによってたしかめ、以

後の検討・論議の裏付けとするなどの取り組

みがすすめられました。

「私たちの教育改革委員会』 と 「子ども文

化の創造委員会」については、前年度までの

「戦後教育検討委員会』 と 『地域文化振興委

貝会」にかわって86年度からそれぞれ新たに

設置されたものです。 しかし、教文研事務局

の準備等の関係で前者が7月から、後者は10

月末での「地域文化振興委員会』にあてられ

ていましたので11月からの発足となり新委員

会のとりかかりがおくれ十分な検討・論議の

時間がとれなかったことについて委員の先生

方に大変申し訳なく思っています。

しかし、 i私たちの教育改革委員会』では学

i

’
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2．． 86年のとりくみをふりかえって

登校拒否、いじめの問題、増えつつある女

子の問題行動など、依然として日々の子ども

の教育の問題は山積しています｡｢親と教師の

教育相談室』に寄せられる教育相談を通して、

現代という時代に覆いかぶされている子育て、

子どもの教育のむずかしき、深刻きを日々肌

で感じさせられているのですが、不幸にして

崩壊同様の家庭の子どもに問題がおこるなら、

それなりに要因が分かるにしても、今日では、

どのような家庭であっても、 さらには、一生

懸命幼児の時から子育てに親として努力して

きながら、子が成長するにしたがって問題を

抱えるに至る家庭が少なくありません。どう

してこうなるのか、その要因が家庭にも学校

にもあることを謙虚に反省し探ることは当然

のことですが、一方で子育てや日々の教育実

践に努力している父母と教職員の姿にせっす

ると、情報化時代といわれる現代社会のもと

での子育て、子どもの教育の困難さを強く感

じきせられます。臨教審にはこうした重要な

側面についての分析は極めてお座なりで、む

しろ子育て・子どもの教育のための社会形成

にたいする過去の責任を回避しています。

このような状況下で､前年度より100件余も

多い相談が寄せられました｡子どもの問題(症

状)が重く、深刻な問題の相談については『教

育相談委員会」に提出し、全員の相談委員の

」



に提起してきました。

第3次答申だけでも、あわせて6章からな

る総花式の改革提言、その各章の一つ一つに

ついて批判・検討をすることは大変なことで

すが、答申全体にながれている改革理念も重

要な批判の対象ですから全体と部分の関連を

にらみながらとくに改革提言とはいえ着過出

来ない重要な事柄について重点的にとりあげ

その批判・検討としてまとめていただいてお

ります。その批判・検討のまとめは、 日常の

多忙巻教育戦場の状況もふまえ、読みやすく、

読んでいて退屈することのないよう、極めて

ユニークな批判・検討としてまとめられてい

ます。是非全員の方々に目を通していただき

たいし、それぞれご自分の教育改革の思いと

重ねあわせてみてほしいとおもいます。

枝職場の状況を通して管理強化が一層進行し

ている問題、臨教審答申内容にも係わる教育

内容における男女差別の問題、その他私たち

の教育改革として当面とりあげるべき課題に

ついての検討、また、 こうした制度・管理が

強化されているなかでも子ども・青年を主体

にした創造的な実践例の提起など新委員会と

しての出発段階ですがかなり幅広い論議がす

すめられています。

『地域文化振興委員会」の最終報告につい

てはすでに教文研だよりで提起したところで

すが、情報化社会といわれる今日の社会状況

のなかで、子育て・子どもの教育環境を中心

にしての地域の文化の振興をはかるための方

策という難しい課題について検討・論議を長

期にわたってすすめていただいた委員の方々

に対し深く感謝いたします｡｢子ども文化の創

造委員会」は子どもの文化という問題を、大

人の側が考え、子どものための文化をつくり

上げていくのか、子ども自身の側の文化の問

題・課題としてとらえていくのか、 というこ

とから論議が開始され、従来その後者につい

ての研究・検討が不十分ではないのかという

ことからそこに焦点をしぼって論議をすすめ

ています。具体的な検討の課題として、すで

にファミコンや塾と子どもの生活、そこにみ

られる子ども自身の側の文化の状況・文化水

準等の問題について論議がすすめられていま

す。 ざらに高度な経済社会、管理社会に進ん

でいくとすれば、そうした社会状況で子ども

の文化をどう高め創造していくかは極めてむ

ずかしく困難な課題です。が、一方避けては

通れない課題でもあるようにおもいます。大

変なことでしょうが委員の検討・論議に期待

し、その成果を学校職場に還元していきたい

とおもいます。

『教育行政検討委員会』は臨教審、教科審

の答申、中間まとめが公表きれた都度、委員

会をもち、批判・検討をおこない、その結果

（批判･検討のまとめ)を職場の教職員の方々

3． 87年度のとりくみ

もっと踏み込んだ、 日常の子育て、 日々の

学校での教育実践に資するものを教文研とし

て提起しなくてはと思いつつも、すでに87年

度に入ろうとしています。 87年度は、前年度

につづいて教育相談事業の充実を図ると同時

に、教育文化研究所設置の主旨・目的の達成

にむけて一層努力していきます。

とくに防衛費1%枠突破の問題や、高校日

本史教科書問題にみられるように、 「平和教

育」の必要性は一層増しています。多くの肉

親を失った戦争に、その戦争の功罪を口する

余地は全くありません。戦争は血塗られた

悪・罪以外のなにものでもありません。私た

ちが臨教審の教育改革のなかにナショナリス

ティックな教育への転換の臭いを感じ、それ

にたいする警戒心を強く抱くのもつねに「平

和を守り、育てる」ことが教育の根幹の一つ

であるとふまえるからです。こうした側面に

ついて心を新たにしてとりくまなくてはと考

えています。
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｢臨教審｜の第三次答申を読んで
心すべきこと

研究評議会議長宮島 肇

1 ．わたくしは昨年の「所報」では、 「『臨教

審』問題でゆれ動いた1985年の教育界」とい

う小論を書いた。それから一年以上経った。

どうだったか。教育界は大いにゆれ動いたか。

答えは、 「否｣である。正直に言って、私は第

三次答申の全文を見て、あきれた。現代日本

の最高の頭脳を集めたと言われる25人の「先

生たち」力欝、よくもこんな空々しい大文章を

かいたものだ、 と。一々、名前をあげる必要

もないと思うが、いやしくも今日の混沌たる

教育の実情に関心をもち、 「臨教審」を通じ

て、それ相応の改革を望んだ人々は、やはり

即効性のある改革を期待したはずである。す

なわち学殖をちりばめた論議ではなく、即効

性のある実際の改革だ。 ところで、どうであ

ろう。一つ実例に当ってみよう。初章からや

っつけるのは気が引けるが、第三次答申の初

めの第一節「評価の多元性｣、 （一）評価の基

本的方向、の条下の文章である。「………、こ

れまでの学校における偏差値偏重、社会にお

ける学歴偏重の評価の在り方を根本的に改め、

評価の多元化を図る必要がある｡」の文章･主

張がそれである。これなどは、今日の日本の

教育の欠陥をいくらかでも知っている人なら、

誰でも知っている問題である。知っているだ

けでなく、 日本の子どもを持つ親なら、その

弊害にさいなまれて、皆悩み苦しんでいる経

験をもっている。問題は、この弊害をどう取

り除いて、父母、教師、子どもたちの苦悩を

少しでも和げるかにある。その実践の方法論

だ。一つの考え方として例えば、すべての入

学試験を、全廃するとか、 「クジ｣で決める方

法とかだ。差当って東京大学の入試を、まず

「クジ」で決めるやり方だ。もちろん、全廃

論やクジ引き論を掲げれば、それはそれでま

た「ブーブー」と反対論力菅おこるだろう。し

かし、クジ引き論を掲げる以上、その人たち

は、世人を、いや父母や教師を説得する責任

がある。それが出来なければ、東大教授を辞

めることだ。わたくしは、 日本の学校の入学

制度や進学制度は、そこまで来ていると思う。

それを知ってか、知らないでか、或いは避け

て、今日の入学制度や進学制度を、合理化し

ようとするものだから、五十年間、または百

年間、同じことをくりかえす愚をおかしてい

る。 「臨教審｣の諸公も、それを知らないわけ

はない。「個性重視の観点から、人々の能力の

様々な側面に着目し、特定の側面における秀

でた能力を積極的に評価する。また、異なる

価値観や文化を受け入れる姿勢が大切であ

る｡」と書かれているからである。それなら

ば、なぜ、東南アジアの近隣諸国の人々の慣

行や文化について、それらを自然心を以て受

け入れることを奨励し、それらがうまくいか

ぬときは、 「臨教審｣は世論に訴え、政府に訴

えても、行動に移す責任があることを、覚知

すべきであろう。さもなければ、いかに大言

壮語をしても、壮大な美辞麗句を並べても、

「臨教審」の答申は、机上の空論を言われて

も、仕方がないと思う。

2．以上は､一般の父母や教師たちにはよく

知られていて、それを「臨教審」の諸公も、

よく知っていながら、実現のための努力を積
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極的に行なわない無責任ざを、責めたもので

ある｡次ぎにはもう少し立ち入って､｢臨教審」

の諸公には、 よくわかっているかも知れない

が、そこに説かれていることは、一般の読者

にはよくわからない問題をとり上げてみよう。

「臨教審」の諸公には、 よくおわかりのテー

マであっても、その中味が不分明で且つその

説き方が、一般の父母や教師たちに通じない

では、意味がをいからである。それは、第三

次答申の第一章、第二節に出てくる「インテ

リジェント化」とか、 「インテリジェント・ス

クール」とか、の観念や具体像のあいまいさ

とわかりにくさの問題である。例文として、

一つを引用してみよう。 「教育・研究・文化・

スポーツ施設を社会共通の学習基盤として有

機的に活用することが必要である。このため、

高度の情報通信機能と快適な学習・生活空間

を備えた本格的環境として施設を整備すると

ともに、地域共通の生涯学習、情報活動の拠

点として、その機能を最大限有効に活用する

方策（インテリジェント化）を、地域の状況

や施設の特性に応じて進めていく。」（｢教育・

研究・文化・スポーツ施設のインテリジェン

ト化｣)と、いうのがそれである。 .さて、 ここ

で言われている「地域共通の生涯学習、情報

活動の拠点として、その機能を最大限有効に

活用する方策、すなわち「インテリジェント

化」を、 「地域の状況や施設の特性に応じて」
、 、 、 、 、

進めていく、 とは、具体的にはどういう方策

をきすのであるか。すでに、 「生涯学習･情報

活動の地域共通の拠点として、高度の情報通

信機能と快適な学習・生活空間を備えた「本

格的環境」は、一応整備されているというの

であり、それらの機能を最大限有効に活用す

るのが、 「インテリジェント化｣というのであ

るが、そのインテリジェント化の中味が何で

あるか、 よくわからない。通俗的に言えば、

「インテリジェント」 (intelligentjとは、理

性的な、理知的な、 ものわかりのよい、鯏巧

な、 という意味のものであるから、上述のイ

ンテリジェント化とは、単純には、教育、研

究、文化、スポーツ施設などを「知性化する

こと」と、言うのでもあろうか。教育や研究

や文化を、「知性化するというなら、まだうす

うすながら、わかる気もするが、スポーツ施

設を知性化するとなると、てんで何を意味し

ているのかわからない。 「臨教審」の諸公に

は、これではっきりおわかりになったという

のであろうか。

「臨教審」の諸公は、これにもう少し中味

を入れて、次のように補説しておられる。こ

れなら、はっきり規定されてくるであろうか。

すなわち､｢各施設を新しい情報通信機能を備

えた環境として整備する。コンピュータ、ビ

デオ、ファクシミリ、高精細度テレビ、テレ

ビ電話などの情報通信機器の導入、構内通信

システムの整備、 インテリジェント化された

他施設や家庭、さらに海外とのネットワーク

化を進める｡｣などと書かれている。これらを

見ると、今日のハイテク産業及び施設のあら

ゆる限りのものを書き並べてあるが、筆者の

ような科学無知のものには、何と何とをどう

組み合せるのか、それさえ見当もつかない。

これを押し縮めて言えば、以上の「教育・研

究・文化・スポーツ施設」等を、最新の高度

技術システムによって装備すること、第三次

答申の言葉をそのまま使えば、 「学校、研究

所、図書館、公民館、博物館、美術館、体育

館、文化会館などを総体的にとらえ、 これら

のインテリジェント化一『インテリジェン

ト ・スクールj構想を積極的に進める」とい

うことになるらしい。これまた、 「臨教審｣諸

公の最新の情報科学知識体系を以てすれば、

問題はないかも知れないが、私などには、何

のことやらよくわからない。

3． 日本の最高頭脳の人毎25人の精励して

書かれた大文章に、けちをつけるような非礼

はおかしたくないが、読んでもよくわからぬ

ものを、賛成するわけにも行かない。これら
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から、 25人をえらぶのであるから、この人選

作業そのものが大変な難事であろうが、前掲

の教育実践家の○○先生から､｢現場を知らな

い『臨教審」は無力だ」と嘆声の出ないよう､〃

の人々の究極の努力も、今日の日本のゆきづ

まった教育界に、何らかの特効薬的な機能を

もたせないというのであるから、一般の父母

大衆や教師諸君に、無意味などころか、世人

をまどわすもとにならぬとも限らない。心す

べきことである。 1億2千万人の国民のなか

細心の努力を払ってもらいたい。

(横浜国大名誉教授）
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生活指導委員会報告
一今の教育の問題と改革の実践例一

田中正司

1 今の子どもの動向 らも、容認している。たしかに、それは、今

後いつまで続くか分かりはしないが、戦後の

高度成長が生み出した豊か社会の教育環境の

産物である。しかし、 これらの現象の底にあ

る本質的な問題は、たんに戦後の豊か社会の

産物として容認していて済む事柄ではない。

問題は、 これらの傾向が最近20年来顕在化し

てきた脱工業化社会現象の表現である点にあ

る。

今年の大学入試は、国公立大学の受験機会

複数化に伴うざまざまな狂騒曲を生み出した

が、結果は、東大頂点の序列化の一層の進行

と、受験産業の支配の強化に終ったようであ

る。他方、数年来大きく世間を騒がせてきた

校内暴力やいじめは依然として跡をたたず、

現場の教師の苦労は絶えないまでも、表面的

には沈静化してきたかにみえる。 さすが昭和

元禄の太平天国で、いろいろガタガタしても、

結局はすべて世は事もなしということであろ

うか。

数年前に登場したさいには、いささか衝撃

的な感じを与えた「新人類」用語も早や陳腐

化し、いつの世にもあるたんなる世代間断絶

の当世風表現として受けとめられるようにな

っている。たしかに人間本性は、よかれあし

かれ容易に変るものではなく、 10年、 20年前

はもとより、今日とは全く生活環境のちがう

戦前と較べても、今でも良い子、良い学生は

一杯いる。が、同時に、戦前はもとより、 10

年、 20年前と較べてみても、われわれ旧人類

の理解を絶する重大な変化が生まれつつある

のも、否定しえない事実である。たとえば、

ファッション生活用品はバッチリもっている

が、本はほとんど所蔵しない学生の増大。小

まっちゃくれて、頭でっかちで、 ノッペリ、

締まりのない、残忍で、 自分本位で、 自己抑

制ができない、ひ弱な、 自分ひとりでは生き

てゆけない、対象依存症の宇宙人的子供の増

大・一般化は、街でも学校でもしばしば見か

ける通りである。大人はそれを豊かさの止む

をえざる帰結として、にがにがしく思いなが

2 脱エ業化社会の教育環境

脱工業化社会とは、高度技術の発達の結果、

数十年前までのすべての人類がその長い歴史

を通して営んできた額に汗して働く肉体労働

から開放きれて、ボタン一つで生活必要物資

を自由に手にすることができるようになった

社会のことでる。それはその限り誠に結構な

ことで、それに異をたてる必要は毛頭ないが、

問題は、そうした今日の超高度技術･情報化・

サービス産業社会としての脱工業化社会の中

で、成長過程の子供がこれまでのすべての人

類の成長・人間形成の支柱をなしていた「労

働と交通」をしなくなっている点にある。

これまでの人類は、生きるための蝋労働〃

と、そのための仲間との蝋交通〃を通して、

ざまざまなことも学び身につけてきた。素晴

らしい民芸品や職人の技能知は、いずれも書

物の知識や学校教育の産物ではなく 、職人の

労働経験から生まれたものであるが、今の子

供は、労働はおろか、手伝いもしない。遊び

はするが、その遊びも、積木や砂遊びのよう

な自由な想像力や創造力の発露につながるも

のではなく、仲間とのコミュニケイションよ

ー
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ざまの賎折した感情を抱くのも、無理からぬ

成り行きである。

登校拒否、いじめ、 ’校内暴力に代表される

ざまざまな欲求不満、身勝手、ひ弱さ、主体

性の喪失等々の現象が生まれる背景はそこに

ある。その直接原因は受験で、幼稚園から東

大受験を目指す今の風潮は、すでに「異常」

を通りこして「狂気」としかいいようがない

が、 より深刻な問題は、そうした教育環境の

中で、現代の脱工業化社会の動向が子供の自

然的成長過程そのものを大きく奇型化しつつ

ある点にある。

り一人遊びが多くなっている。遊びの対象は、

テレビケーム、マンガ雑誌、プロ球団のシン

ボル用品、パンダ、ディズニーランド等々、

いずれも自分ひとりで孤独に機械と向き合う

ものか、でなければ、外から商業的に与えら

れるものに受動的・集団的に向き合うだけで、

自然の対象への能動的な働きかけや、仲間と

の交通（さまざまな人間的かかわり）を通し

てなきれるものではない。そこには人間を教

育するものが基本的に欠落しているようにみ

える。昔の子供は、いろいろ大人の仕事の手

伝いをやらされ、仲間と喧嘩しながら、その

ことを通してざまざまな「生活知」を身につ

けてきたが、今の子にはそれがない。そのた

め、野放しで、のっぺりしていて、締まりが

ない。

その代りに蛾教育〃が発達している、 と人

はいうことであろう。たしかに、現代の人間

は、労働や交通を通して成長することが少な

くなった代りに、教育とマスコミを通してさ

まざまなﾞ情報〃をえている。生涯教育が叫

ばれる一つの理由もそこにあるが、今の教育

は知育偏重で、教育における労働と交通のも

つ意義が忘れられている。そのため、受験戦

争に勝利することだけが教育の目的と考えら

れ、東大支配が貫徹する結果になっているこ

とは、誰しも認める通りである。 しかし、全

貝力東大に入れぬことはいうまでもないし、

入試偏差値が高い人間が必ずしも優秀な人間

でないことも明らかである。記憶力が良い頭

の回転の早い秀才は、すぐれた大学者、大発

明家、大政治家になれないことは昔から定説

がある。にもかかわらず、東大、ないしそれ

に準ずる大学合格者だけが勝利者であり、そ

れ以外は大なり小なり敗者であるかのどと<

格付けきれ、レッテル化されれば、大学にも

行けぬ子供の反発があるのは当然である。め

でたく合格の可能性のある子供も、親や回り

から受験・受験でヤイヤイいわれ、ガツガツ

詰めこまれれば、アレルギーをおこし、さま

3 入船の裸足の学較

本生活指導委員会は、数年来の研究を通し

てこのような認識をもつに至ったが、本年度

はざらにこうした見解の正否を実地に検討す

るため、こうした動向に対し、わずかでも改

善・対抗の努力をしている学校・教育現場の

フィールド・ワークを試みた次第である。

私たちが最初に訪れたのは、ハダシの学校

で知られる横浜市鶴見区の入船小学校である。

入船小は、かつてオール3教育で勇名をはせ

た学校だが、今日ではその後の関係者の教育

理念に基づく新しい教育方針として、教室と

校庭でのハダシの生活実践を奨励している。

これは文字通り奨励で、強制ではなく、裸足

になるかならないかはあくまでも個々の子供

や教師の自由意思にまかせているとのことで

あるが、校長・教頭をはじめ全校の3分の2

以上の子供や教員たちは、校舎の内外を通し

て裸足の生活を実践しているようである。そ

のことが、どういう意味をもち、 どのような

効果を生むのか。はじめに教文研事務局の説

明を聴いた時点では半信半疑であったが、入

船のハダシ教育は、裸足になるというたった

一つの行為のたえざる実践が、現代の文明社

会では絶えて久しく失われてしまった動物と

しての人間の諸能力、動物的勘や敏捷性、耐

－5－



りの濃い教育環境に歴代の関係者の見識と苦

労を憶い、改めて大きな敬意を感じたことで

あった。

久力や自然への感受性等々を回復するのにそ

れなりに有効である次第を改めて教えてくれ

ているようにみえる。

今日の文明社会の人間は、靴をはき、靴下

を着用することで自然と一線を画し、 自然に

加工することで自然を支配しようとしてきた。

その帰結として私たちは文明の成果を享受し

ているわけであるが、その反面、私たちは母

なる大地とつながる素足を自然から隔離した

結果、人間の動物的諸能力の多くを失うに至

ったのであった。それが現代の社会環境でざ

らに人工化きれ、道路はもとより、大方の小

中学校でも全校地をアスファルト舗装するの

が文明ないし近代化の証であるかのどと〈考

えられるようにをった結果、わずか数十分間

の朝礼にも耐えられずに転倒する子供が続出

するに至っている。それを大騒ぎして介識す

るのが当り前になっているが、奥様族に飼い

慣らされた犬猫はともかく、カルガモをはじ

めすべての動物は、人間にまざるとも劣らぬ

愛情をもってはいても、決してそんな甘った

れた教育はしていない。そのことは、テレビ

を通してみたカルガモの子育てに感動した人

びとのご承知の通りである。 、

入船の教育実践は、裸足で歩き、運動し、

生活するという、わずか数百年前までの人類

もそうしていた生活指導方針を学校教育の中

に取り入れることによって、子供の動物的運

動能力を強化し、母なる大地との接触の機会

を増やした結果、朝礼などで倒れる子供は皆

無になり、運動中等の接触のぎいの瞬間的反

射力などが強くなっただけでなく、他の動物

や友人に対する同じ動物としての思いやりや

~蝋自然蝋の変化に対する感受性の増大等々の

派生的効果をも生み出しているとのことであ

る。数年来、子供に合わせてハダシの生活を

していたら、風邪をひいたり、転ぶこともな

くなったという教頭の静かな語り口と、戦時

中から音に聞こえた京浜工業地帯のど真中に

あるにもかかわらず、緑の多い、 自然のかお

4 市場中の実験

私たちが次に訪れたのは、同じ鶴見区の市

場中学校である。市場中はかつて札付きの暴

力中として知られた学校であるが、今はうっ

て代って、全日教育と文化祭で知られる模範

校である。

全日教育とは、すでにご承知の方も多いこ

とと思うが、夏休み中の一日24時間、卒業を

控えた全3年生が全教員と一緒に学校に泊り

こみ、 自由に語り明かし、 ざまざまな形の企

画で自己を表現する教育である。

文化祭は、それとセットになった企画で、

秋の一週間、全校生徒が参加する学校全体の

行事として、一週間ぶつ通しで合唱コンクー

ルその他のさまざまな文化的営為を繰り広げ、

学校に隣接する鶴見川の土手沿いに往復5時

間の持久歩をしたりする蝋お祭り〃である。

私たち部外者からみればわずかそれだけの

ことでも、学校当事者や子供たちにとっては

そのための年間を通してのざまざまな活動の

頼み重ねと時間の捻出が必要で、現在の指導

要領の下では可成りのやりくりを必要とする

ようであるが、その実現のために教師･父兄・

子供が一体になって努力することが、それ自

体一つの教育実践になっているといえるであ

ろう。市場中の元校長・松井堅氏がこの運動

をはじめた狙いは、今の学校教育が知育、よ

り以上に受験教育一辺倒で、そうした教育の

在り方が子供の心を荒廃きせ、いじめ、暴力

教室につながったのではないかとの認識にあ

ったようである。そうした荒廃した学校を建

て直すには、それぞれの子供にそれぞれの所

をえさせ、 目標と充実感をもたせ、やりがい

を感じさせることが必要であるというのが、

松井校長の教育理念であったと考えられる。
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で、 自分たちの手で一本の傘を手作りすると

いう「手仕事」 (manuallabor)に、 クラス全

員がいかに団結し、労働の意義を学び、充実

感を見出すか、改めて確認した次第である。

こうした信念から畷荒れる学校〃の再建に

取り組んだ市場中の教師たちの奮闘ぶりは、

松井堅氏の『校舎に光が戻った日一ハマの

校長奮闘記」 （桐原書店)に生き生きと描かれ

ているので、詳しくは同書を参照されたいが、

市場の実験は、こうした現代教育の問題点に

対する認識から、すべての子供に仲間や教師

との自由なコミュニケーションと、子供の能

力や個性に即した何らかの自己表現と創造

（創作・労働）の機会を与えることを通して、

暴力やいじめを一掃し、逆に、すべての子供

にそれなりの充実感をもたせることに成功し

た見事な例であるといえよう。問題は、 こう

した教育方針の結果として知育充当時間が減

るため、学力偏差値が下がる点にあるとのこ

とであるが、これはこれまでの市場中がおか

れていた特殊事情と地域的特性によるもので、

学力と行事とは必ずしも絶対的に矛盾するも

のではないことが注意きれる要がある。

今日の受験体制下で親も学校も、勉強以外

の行事に時間を使うことは受験の障害になる

と考えているようであるが、勉学の効果はそ

れほど算術的なものではなく、やたら詰めこ

めば効果が上がるというものではない。そう

した考え方は、頭の回転・人間の知的能力の

展開・発展の法則を知らぬ人間の妄想で、人

間の知的活動にもリズムがあり、波があるこ

とはいうまでもない。その波をうまく利用し

てざまざまな能力にそれぞれの所をえさせる

のが本当の教育であり、やたら詰めこむだけ

では生産性が逓減し、逆にアレルギーをおこ

すだけである。 とすれば、行事と学力を反比

例的に考える必要は毛頭なく、私たちは現代

教育の一つの原点を教えた市場の実験をもっ

と一般化し、今日の受験体制の中にも取り入

れてゆくことができるのではないであろうか。

私たちは、市場中見学の翌月、川崎市の高

津中学を訪れ、 「手作り」の教育について見学

してきたが、高津中では今の教育が忘れてい

る労働教育の成果が見事に花咲いているよう

5 たけのこの問題提起

横浜・川崎市内の三つの小・中学校の見学

は、私たちに何でもやればできるという明る

い希望とともに、それぞれの形で立派な教育

実践をされている三校の先生方の情熱と見識

と人柄にふれる機会を与えてくれたが、以上

の事例はあくまでも現在の学校教育体制の枠

の中での現状是正ないし改善の試みにすぎず、

今日の脱工業化社会の生み出している教育環

境に正面から対決しようとしたものではない

ことはいうまでもない。そうした私たちの飢

えをみたしてくれたのが、静岡県島田市のた
けのこ保育園の見学であった。

このたけのこ保育園については、すでに農

文協の『｢待ち」の子育て』 （農文協・人間選

書）に詳細なルポルタージュがあるので、詳

しくは同書を参照されたいが、島田市の郊外

の間道沿いに父兄力端板を持ち寄って建てた

といわれる吹き通しの教室と数棟のバラック

建築からなる保育園は、それ自体、冷暖房完

備を歌い文句にするような今日の多くの教育

経営に対する批判的意味をもつものといえよ

~フ。

私たちが訪れたときは、ちょうど昼食中で

一人でモグモグ2時間近くもかけて食事をし

ている食べるのが遅い子がいたり、強制をし

たり、統一的に規律正し<行動させないやり

方に、はじめは当世風の子供の｢自主性」 （？）

を尊重する「待ち」の自由教育の一変型を思

い浮かべたことであった。 しかし、それは私

たちの誤解で、園長の話を聴き、子供たちの

行動をみているうちに、たけのこの教育の本

質はそんな甘いものではないことがすぐ･に分

った次第である。

＝

~
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というたけのこの教育方針は、 こうした現代

の教育の在りように対する暗黙の批判を意図

しているかにみえる。自分が興味をもったこ

とは進んで行い、 自分で何かを発見し創り出

してゆくたけのこの子の遙しさと、どこで学

んだか分らぬような生活知や仲間への思いや

りなどは、外から上から与えられ、押しつけ

られて育った子にはない強さである。それら

はすべて大自然の中で、 自然との対話、 自然

への働きかけとしての労働と仲間との交通を

通して生きる知恵を身につけきせてゆくたけ

のこの教育実践の帰結であるが、 これこそ人

間教育の原点ではないであろうか。

問題は、 こうして育てられた子供たちが、

小学校以後、文明環境の中でどうなってゆく

のか、受験はどうなるのか、 という点にある。

人は、おそらく、かつての「山びこ学校」を

憶い出し、田舎の自然の中で自由にのびのび

と育った子も、都会の文明環境の中では早晩

堕落してしまうのではいかと考えることであ

ろう。 しかし、幼少年期に身につけた動物的

な強きや生活知などは、形は変っても、無く

なるものではない。それに、今日の問題は、

そうした未開対文明の問題ではない。今日の

問題は、肉体労働から解放されるようになっ

た現代の脱工業化社会の人工的な社会環境の

中で、子供たちが動物としての人間の成長に

必要＊自然環境から疎遠になり、労働と交適

の機会も少なくなっているのと対照的に、知

識と情報だけが一面的に肥大化している点に

ある。私たちはそれを文明の進歩の帰結と考

えて当然視しているが、労働と交通に媒介さ

れない情報や知識が果してどれだけ人間を成

長きせることであろうか。

小さいときから自分で蝋生きる〃ことを身

をもって教えられず、ひたすら与えられ甘や

かされ、知識と情報だけを詰めこまれた人間

が、 自分に固有な独自なものの生産者であり

えないことはもとより、人間の生存に必要な

生活知や技能知、 ましてや、他人への思いや

何時間かけて食事をしようと文句をいわな

い代り、 ヨチヨチ歩きの幼児でも、保母が一

切手助けせず、 自分のことはすべて自分でや

らせ、食事が終わったときには食器だけでな

く机運びまできせるたけのこの教育の本質は、

人間が本質的に動物でしかないとの認識の下

に、自然の中で、 自然との交わり （自然の観

察や自然への働きかけ）を通して、 自分ひと

りで生きてゆく力をつけさせる点にあるとい

えよう。

人間が動物であることは改めて指摘するま

でもない事実であるが、現代の科学技術は人

工的に生命代用装置を作り出しうるほどに高

度化していることから、人工環境の中で子供

を人工的に養育することに疑問を抱かなくな

り、 自然環境の中で子供を動物として、他の

動物と同じような生存条件の中で宵てること
、 、

が人間の成長に不可欠な次第を忘れ去ってし

まったようにみえる。周知のように、わずか

数十年前までの人類は、 きびしい自然環境の

中で他の動物と同じように自分ひとりで生き

てゆくために必要な物資を手に入れるために、

自然に働きかけ、仲間と交わることを通して、

さまざまな生活知や技能知を学んできたので

あった。子供もその例外ではなく、子供は、

自然の中で、 自然に働きかけ、仲間と交わり、

大人の労働の手助けをすることを通して成長

し、 ぎまざまな知識と技術を身につけてきた

のであった。それが子供の人格形成、知的成

長の基礎をなすものであったが、現代の教育

は、 こうした人間教育の原点を忘れ、子供を

自然と仲間から隔離し、温室的な人工環境の

中で純粋培養し、ひたすら知識の断片を詰め

こみ、手を貸すことが、あたかも蝋教育〃で

あり、子供に対する帆愛情〃であるかのどと

<錯覚しているのではないであろうか。

手を貸さない。字を教えない。怪我を恐れ

ない。余計なおもちゃや機械は与えない。そ

の代り、 自然の中で自分で興味をもったこと

は自由にやらせ、できるだけ山歩きをきせる
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~ りなどをもちうるはずはない。自分だけでは

生きられない、ひ弱な、情報と技術の奴隷化

した頭でっかちの頭だけの子供が増えてきて

いるのは、当然ではないであろうか。それで

も大人になれば何とかなるからそれでよいと

人はいうかも知れないが、人間が本来動物で

あることを忘れ、 自然との接触を通してえら

れる人間的な情操を失うとき、人類は、いつ

しか人工人間の奴隷となり、生命力自体も衰

弱していくことになるのではないであろうか。

たけのこ保育園の実験は、 こうした問題を

私たちにつきつけているようにみえる。私た

ちは、私たち自身が知らず知らずのうちに冒

きれている技術＝人工＝文明＝進歩という技

術万能信仰をすてて、 どうすれば、子供たち

が､現代の人工的な文明環境の中で、その｢人

間的自然」 (humannature)に即した成長を

遂げ、その人間本性を美しく開花させること

ができるかどうかを私たち自身の問題として

考えてみる必要があるようである。

本委員会が見学したいくつかの実践例は、

いずれも現代の脱工業化社会の現実の下では

余りにも小きい、無力な試みでしかないが、

それだけでも今日の教育が見失っているもの

を取りかえし、登校拒否、いじめ、家庭内暴

力や校内暴力等の一掃に大きな力を発揮して

いることは、みられた通りである。今の私た

ちに必要なことは、今日の豊か社会と脱工業

化社会の当面している教育問題の本質の認

識・理解の上に、前述の諸実験例にみられた

ような小ぎな芽を拡大・強化・組織化するこ

とによって、子供の成長に不可欠な自然との

対話や労働と交通による全人格的人間教育の

視点を教育課程の中に取り入れてゆくことで

はないであろうか。 （一橋大学教授）

なお、昭和61年度の生活指導委員会の活動

内容は、下記の通りである。

第1回 7月14日 （月）

テーマ 「自然的成長過程の奇型化の問題に

ついての研究推進について」

報告者松井堅
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第3回 10月16日 （木）

川崎市立高津中学校一体験学習の
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第4回 11月27日 （木）

静岡県焼津、たけの子保育園（待ち

の子育て）の視察I

第5回 1月30日 （金）

テーマ 「入船小・高津中の実践とこ

どもの成長・発達」

報告者全員

！

第6回 2月25日 （水）

テーマ 「市場中の実践と人間教育」

報告者松井堅

卜
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Ｉ
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第7回 3月19日 （木）

テーマ 「たけの子保育園の子どもた

ちと現代社会」

報告者田中正司

’
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1

１
１

’
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教育相談委員会報告

山田 勉

◇教育相談状況◇

はじめに

1985年度（1986.4～1987.3） 神奈川県教育文化研究所〔親と赦師の教育相談室〕

’ 相 談 者相談対象 者○ 内 は 手繊
対象

小学生
祖
父
母

本

人

そ
の
他

教

師

その他 父

帆

母

親

中学生 高校生合計
高学年低学年

樋別

｜ 女 女女 男 男女 男 女 男計 男 女 男

①61①24 ①5 2 1①61 7 7対人関係 37 11 17 11

④56①6②3 ①7 3 6 1④57 ③33 ①24 15 8 1性幡･幽門 性 絡 ７ ２1

｜
’

１
１

251 1 16 ２ 3 ２ 6 1 1その他 25 18 ７

②80 1 1①5 ①19 2 1②82 ②43 16 9趾校拒否 10 9 1139

登校拒否ワ
畦

－

31 ２錘内晶力 1 23

’
｜ ， ’2

31 1 1暴力的 3 ２ I

１
１

53性 的 5 3 ，
凸

非 行3

’｜
’

12 16 1 12 2盗 み 13 10 3 1

93 3 2 1その他 9 5 4

4034 ２ 14 13学業 ・ 成紙 17 ２ ２40 234

①34①6 2 2①34 ①14 37 7 3 4健康 , 発途 雫205

①4①3 ①①4 3知 能 11

4131身 体 3 14

障 害6

’１
１；

353 3 2甘 館 8 5 3

｜
’

211その他 2 ２

－

２ 295 12 5 41進路 ， 進学 29 17 127
~

①1①7 20 1①22 ①19 5 2 31学校・敏師問題 3 48

①① 1①1 ①1校 内 事故 19

1 7 11 11 2 1 1 2家庭問 題 510 9 4

’ 3225そ の 他 ２ 5 4 1 4 425 15 1011

’ 43 1生 沽 指導 412 4

21生徒指 導 12 1 113

逆 路 指 導14

対 人 関 係15
~

’
16
一

17

16

17

父 母 挫 檎

］ ’
l ' :3

1

7 13

~ ｜
""'' l･02io7' |②57 ⑤51 ①102 ①7041

｜
|③'921③192

1の 他そ 1 1

’’ ②2 ⑨凶22 ]50 2 2②51 40⑪443 ⑧251 11総 計

蕊項目の12-17は相談者が教師の場合のもの
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◇相談種別の割合◇
生活指導

ゞ

◇相談対象者状況◇
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いものについて、教育相談委員会にかけるこ

とにするのである。 したがって、相談委員会

は、手紙による相談と電話相談の一部とを、

月1度の委員会で審譲、回答することになる。

回答は、なかには電話で行うものもあるが、

手紙にすることが多い。事情が十分のみこめ

ないものについては、電話で尋ねながら回答

する必要があるが、ある程度わかるものにつ

いては、手紙で的確に回答するように努めて

いる。

前年度の所報には、このような相談委員会

の活動を通して委員が感じていることを7項

目に分けて報告する形式⑬をとったが､本年

度は､その最後にあげた教師の相談や母親か

らの相談を通して考えられる教師の生活指導

や学級経営上の課題について述べてみたい。

◇年度別相談件数◇

教師への課題一敷育相譲を通Lて一

教育文化研究所のもつ顔の一つとして、教

育相談委員会は過去1年間、精力的に相談業

務に当ってきた。所員は、相談日には半日電

話にかかりきりにをる始末で、教育相談の困

難さとともに、子どもの問題で悩む親の苦悩

の深きに共感し、 ともに悩むという状況が繰

り返されている。電話口で語る母親のなかに

は、泣いて声にならないケース、ざらに、 う

っ積した不安や不満がほとばしり出てとめど

なく話すケースなどがあり、所員は電話のむ

こうの様子を推測しながらじっと聞いていく

のである。 ざらに、不十分な点やわからない

点を聞きだして、こちらの考えを相手に伝え

るわけで、その苦労は並大抵のものではない。

数多くの相談のなかには、相談委員の特定

の人を指定してくるものもある。 さらに、委

員会として対応してくれるよう要諸するもの

もある。なかには、その場で対応するだけで

は納得してもらえないので、後日相談委員会

として回答すると伝えるものもある。いずれ

にしても、電話だけでは十分な相談にの．れな

’ ｜
’

１
１

’
｜
’’ ’
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1982年度

1983年度

1984年度

1985年度

1986年度

電話

154

160

215

330

443

手紙

22

14

15

5

11

総計

176

174

230

335

454



電話で受けた限りにおいて、学校の教師がこ

の子どもの登校できない苦悩にどう対応しよ

うとしているのかわからない場合がある。相

談する母親が一言も教師について語らないケ

ースさえある。なかには語りたくないのかも

しれないと思われるものさえある。

登校拒否の原因はさまざまであろう。小学

校低学年の場合、母親から離れることができ

ないために登校を嫌うと思われるものがある

が、多くは、学校に理由が潜んでいる。学校

が楽しくて、行き甲斐のあるところであれば、

この問題の大半は解決するはずである。

多くの教師は与えられた状況のなかで、で

きるだけ魅力のある学校や教室にしようと努

力している。登校拒否の子どもや、教室で乱

暴な行為に走る子どもたちに対しては、でき

るだけの努力をしているはずである。しかし、

問題は、その努力が、子どもにどう映ってい

るかということである。教師が自分の考えに

もとづいて努力すればするほど、子どもは教

師の心から離れてしまうというケースのある

ことを忘れてはならない。教師の1つの行為

は、すべての子どもに1つの行為として共通

に理解されることはない。 1つの行為は、子

どもによって様々な行為として理解きれ受け

入れられるわけである。教師の善意はたまに

悪意にさえ転化きれることを忘れてはならな

い。

要するに、教師の教育的行為は、子どもに

よって異なって受け止められ、個々ばらばら

な教育的影響を与えるという事実を、まず教

師が厳しく受け止めなければならない。問題

行動を引き起こす子どもは、教師の行為を最

も特異なスタンスをもって理解する子どもた

ちである。いや、 もしかしたら、最も純真に、

ストレートに受け止める子どもかもしれない

のである。教師の側にある、矛盾や大勢順応

の事なかれ主義を鋭く見抜けるのが、彼等で

あるというべきかもしれないのである。

このことは子どもばかりではない。親もま

◇敏育相麟状況1986年度(I986.4～1987.3)･
－

１

１

０

０

０

０

０

１

両

唖

５

４

融

２

１

件
Ｉ

’

（月) 4 5 6 7 8 9 111 1 1 12 I 2 :1

（チラシ配布5)1， ］OII）

③昨年度の報告の7項目をここにあげて
おく。詳細については、 ’86年の所報を見

ていただきたい。

①社会の機能分化や専門分化が急速に進

む中で、親の間に、子どもの問題は専門

機関である教育相談機関にまかせていれ

ばよいという風潮がみえる。

②夫婦関係の崩壊が子どもに深刻な影響

を与えている。

③本当に相談の必要なものは親であると

いう場合が多い。

④子どもの問題については父親が無理解

であったり母親まかせにしたりしている

場合が多い。

⑤現在の子どもの問題は、社会が引き起
こしたものだとみるべきであろう。率直

にいって、子どもは被害者なのである。

⑥教育相談というのは、本当に相談者の

悩みに答えて事態の改善に役立つものだ

ろうか。

⑦教師からの相談が殆どないということ

をどう受け止めるべきか。

学級担任や生活指導担当者、さらに学佼が

この子どもにどのようにかかわっているのか、

よくわからないことがある。

登校拒否についての相談は相変らず多いが、

－12－



ったく同じである。子どもに対する教師の働

きかけを、教師の意図通りに親が理解するこ

とはまれである。親はつねに子どもを介して、

子どもを媒介にして教師の行為を知る。それ

ゆえに、親はむしろ子ども以上に、教師から

遠いところに位置し、 自分のスタンスの上に

教師像を描くわけである。したがって、親と

教師の意思疎通は、実にきわめてむずかしい

ことだと考えなければならない。教師が自分

の意図を理解してもらうためには、それなり

の努力をしなければならないのである。 した

がって親が自分の意図や指導方法を理解して

くれないということを教師が嘆くとすれば、

このような教育的行為のもつ本質的情況を無

視した、一方的な言い分でしかないというべ

きであろう。

教師と親の間で、考え方の相互理解が進ん

でいる場合には、教育相談においても、先生

はこのようなことをしてくれているという言

葉が、親の方から猫極的に出るはずである。

そして、確かにそのようなケースもある。親

が教師に感謝しながら、 さらに的確な対応の

方法を学ぼうとして教育相談することがある。

そのような場合には、親の教師への気持が十

分表われる。問題はその逆の場合である。相

談委員会においても、 しばしば先生は何をこ

の子のためにしているのかなと問いたくなる

のである。

いずれにしても、相談する親の口から、先

生のことが十分語られるようになることが、

まず必要なことではないかと思う。そのため

には、教師の教育的行為は、教師の意図から

離れて、子どもによって独自に理解きれてい

くものであることを認識すること、そして、

教師の意図が子どもに理解されるように、 ま

ず教師が子どものあり方をとらえ、それとの

関係で働きかけていくようにすることが必要

なことである。

教師があまりにも性急に子どもに働きかけ、

むしろ子どもの問題行動を促進させてしまう

ことがある。

教師が子ども理解に徹しないで、一方的に

子どもに働きかけ、それがきわめて性急で強

制的になっているケースがある。教師はきわ

めて誠実に1つ1つ的確に子どもに働きかけ

ているのであるが、子どもはその教師の働き

かけをうっとうしく思うのである。余計な千

渉のように受け止めるのである。それゆえに、

子どもの問題行動が改善されるのではなく、

むしろ加速されてしまう。教師の意図とは逆

の結果を生み出してしまうのである。

教師は何をしているのだろうかと思うとき、

このように、教師の働きかけがあまりにも性

急で正直過ぎることを感ずることがある。 も

っとゆとりをもって、時間をかけるつもりで

子どもに向き合ってくれれば、 きっと問題行

動は次第に解消されていくのにと思う時、誠

に残念に思うのである。

子どもを育てるということは、 日常的な活

動の累積と、そのなかに時に現われる非日常

的な特異な活動との相互作用のなかで行われ

るものである。子どもの側からいえば、 日常

的な行動、経験をしているときに、時にきら

っと光るような特殊な経験をすることが重要

であって、その特殊な経験が子どもの人間性

に深いひだを与えることになる。このような

特殊な経験をきせることは、長い日常的な指

導を、子どもとの関係でし続けてきた教師に

して初めて可能なことである。また、 日常的

な指導をしている教師から離れて、別の人格

に接する時に起きるものである。したがって、

子どもを育てることは、短時日に成果を上げ

ようとか、強引に矯正していこうとかという

指導態勢ではできないことだと考えなければ

ならない。むしろ、基本的には、 日常的な指

導を通して、子どもとの信頼関係を確立する

方向で努力していくことに力を注ぐ･べきなの

-13-



③A君は入学当初から話さない子だったが、

緊張のあまり、授業中におもらしをしてし

まったことがあり、その時以来、臭い臭い

という言葉の暴力が2年間続いた。このこ

とからカツとなり見境なく怒るようになっ

たと思われる。

④問題は学校の先生の対処の仕方にあるの

ではないだろうか。

ざらに、この母親が担任をどのようにみて

いるか、文章の中から拾い出してみよう。

ア担任は1年から3年まで持ち上がりで、

3年になる時に学級の編成替があったが、

同じ担任になってしまった。

イ編成替の際、担任は、 3年になる時にこ

のままではいけないと考え、自分のクラス

にA君を引き入れたと、母親に話きれたこ

とがある。

ウ ところが、 3年の1学期だけで産休に入

られた。 自分が面倒を見なければと思われ

たにしては、無責任である。

エ担任は、母親に対して、事の重大ざをわ

かっていない、 と話し、早く教育相談に行

き、対処の仕方を聞いて、担任に連絡しな

さいと言う。

オ学校に呼び出されて、担任、A君、母親

の3人で話し合った時、担任がA君に学校

は楽しいかと聞くと、A君は、あまり話す

友達がいないからあまり楽しくないと言う

と、担任は、その割には休まずに学校に来

てるなと言われた。

このようなところに、母親の担任への気持

が表われている。

そこで、母親は、A君にどのような指導を

しているかというと、まず、A君に、学校に

行く時は、 自分がきれていやなことはするの

ではないt これをしたら善い事か悪い事か考

えて行動しなさい、 と注意している。また、

父親とも相談して、男同士の会話をきせてい

るともいう。

とにかく、担任からは、 しばしば電話があ

である。この信頼関係をベースにして展開き

れる意図的な、特殊な指導が、子どもを目覚

めきせ、 自己認識に至る道を開くものと考え

るべきであろう。

教師と親の関係を1つの相談事例から考え

てみよう。

以上述べてきた教師と子ども・親との関係

の現実を、 1つの相談事例から具体的に考え

てみよう。

相談は現在4年の男子(A君とする） をも

つ母親からのものである｡

相談のきっかけは、担任が教育相談に行っ

たか行ったかと繰り返し聞かれるので、手紙

を書いたということになっている。電話だと

上手に話せないかもしれないから手紙を書く

と書いてあるので、最近の母親にしては珍し

いタイプと思われる。われわれとしては、大

いに歓迎したいところである。

相談の目的は、子どもが学校ですぐカツと

なって暴れるということで、教師が手を焼い

て、お母さんになんとかしてほしいと思い、

教育相談をすすめたと考えられる。

まず、 この母親の手紙から、子どもの問題

行動を拾い出してみよう。

aすぐかっとなって我慢することができな

いと担任から注意きれる。

b学校ではあまり話さない。

この2つが問題行動なのであるが、これを

母親は次のようなところに原因があると考え

る。

①友達2， 3人力笛、A君に因縁をつけてき

て怒らせるように仕向けてくる。A君は別

の弱い子に向かっていく。するとはじめに

仕掛けた2， 3人の子が、正義の味方のよ

うにして出てくる。だから、問題は2， 3

人の仕掛人にある。

②~先生はこの事実に気づかないで、 またA

君がしたと判断する。
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１
１
１

I

り、このところよくなったと聞かされること

もあるが、時々、 また怒って暴れたと言われ

ることもある。友達が我慢しているのだから

早く教育相談に行って直してきてほしいと言

われる。

要するに、このようななかで、私たちはど

うしたらよいのでしょうか、 という相談であ

る。

なら口にしないだろうと思われる。また、オ

に書いた、面白くない学校によく来るをとい

う感じの言い方である。 さらに、①②に書い

た暴れる事実の把握が、母親の書かれた通り

であるとすれば、 この教師はやはり問題であ

る。母親が不信感をもつことは当然である。

しかし、われわれはこれはあまりにもひど

いと思い、 どこかに誤解があるのではないか

と考えた。学校への問い合わせに対する回答

によると、A君はとにかくひどい暴れ方をす

る。それは異常であるということであった。

もちろん、A着をめく・る友達関係の真実は調

べるわけにはいかない、 とにかく 、A君が激

しく暴れるという事実だけは間違いないと考

えて、われわれは回答を考えなければならな

いのである。

われわれがここで問題にしたいのは、母親

がこれほどの不信感をもつと、A君に対する

担任の教育的配慮や活動がすべてマイナスの

効果をもつものとして受け止められてしまう

ということである。

おそらく、教育相談に行って直して来なさ

いという言い方は、 もっとまともな言い方で

あったろうと思うのだが、母親が反感をもっ

て受け止めていることは事実である。オの言

い方も同じ様に母親はゆがめて理解している

かもしれない。そして結局、A君の暴れの原

因は教師にあると、母親は考えてしまうこと

になる。

この事実関係をゆがめて理解することの最

たるものは、 イとウに関するものである。担

任はA君をなんとか自分の手で立ち直らせた

いと考え、学級編成替の時、 自分の手元にお

いたのであるが、その善意はまったく理解さ

れない。むしろ逆に妊娠という事実を無責任

な行為ととられているのである。善意も結果

的にはマイナスに評価されてしまうのである。

1

I

教師への不信感は教師のことばの受け止め

方をゆがめてしまう。

I
この相談に接して、相談委員会としてもど

う答えてよいものか大変当惑した。

まず問題は、事実がわれわれにはつかめな

いということである。母親は子どもから様子

を聞いて、事実が次のように起きることを信

じ込んでいる。クラスにいる2， 3人の子ど

もが、A君をからかい、怒ったA君が暴れる

のを面白がって見ている。その面白がって見

ている子は子分がいるので、先生が来るのを

いち早く知って、先生が来たぞと言って逃げ

る。A君はそれを追って行く。そこに先生が

来て、A君がまた暴れているのかということ

になる．われわれは教師から情報をいれるこ

とはできない。 しかし、このケースは、事実

関係を把握しないと何とも言えないと思い、

学校の関係者に若干聞いてみた。それは、担

任から相談するように言われているというの

で、学校に直接様子を聞くことは問題ないと

判断し、 しかも、そうしないと、間違えた事

実把握の上で回答文を書く恐れが多分にある

と思ったからである。

手紙によると、母親もA君も徹底的に担任

不信に陥っているとしか思えない。 しかも、

手紙だけによれば、それはもっともなことだ

と思えるのである。その1つは、エにある教

育相談に行って直して来いという受け止め方

をされる指導である。みんなが我慢している

のだから早くしなさいなどとは、普通の先生

１

１

１

I

I

￥
ワ
ー

ー
~
Ｆ

、

里

』
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かるのである。

われわれに真実はわからないが、担任がも

う少しA君の気持を理解し、先入観で見るA

君とは違うA君を発見できたら、A君は担任

を見直し、担任とA君の間で、心の疎通が可

能になるであろう。

親と子が教師不信に陥った時に、その状況

からはい上がる方法は、教師が子どもを別の

視点から見、気づかなかった新しい姿をとら

えていく以外にない。つまり、子どもが、先

生は自分のことをわかってくれる時があると

思い、それを通して親が、先生を見直す以外

にないのである。

子どもの理解は、表面的ではなく、一皮も

二皮もはいだ深いところでなされなければな

らない

この相談事例は、教師の子ども理解が的確

か否かというところに決め手がある。われわ

れは、子どもの情報にもとづく母親の訴えに、

かなりの真実があるように思えてならない。

それは、母親のぼうが、現象面から一歩中に

入ったところで現象を説明しようとしている

からである。担任は、暴れるという現象に即

してA君を見ているように思える。 もちろん、

これは推測でしかない。教師からわれわれ自

身がそのことについて直接説明を受けること

をしていないで、間違っているかもしれない

と思う。 しかし、なんなく、担任の現象把握

が現象面にかたより過ぎている感じをぬく．い

去れないのである。

A君が友達を追いかけたり、物を放ったり

している時、A君が暴れているととらえるこ

とは、誰でもできることである。それは見た

通りであるからきわめて易しい判断といえる。

しかし、 より深く理解しようとすれば、A君

になぜしたのか尋ねるのが普通である。母親

に言わせると、A君は口べたでよく言えない。

要領のよい友達が、A君に手を出す子どもの

ことをあまり悪く言わないで、そのことに怒

り出すA君の様子を、上手に説明する。そこ

で担任は、いつしかA君はいつもそういうこ

とをする子であるという先入観に陥り、友達

の説明を正しいものと判断してしまう。おそ

らく、この繰り返しが、過去重ねられてきた

のではないかと思うのである。

この繰り返しがある限り、A君は、友達と

担任との関係のなかでは、真実の自己を示す

ことはできない。残された方法は、激情的な

暴力行為しかないであろう。 うまく言えない

し、友達が上手に話してしまって、 自分の意

思を担任に伝える術をなくした子どもの思い

余った姿を想像すると、 このA君の行動がわ

教育相談の回答の骨子は、母親に、問題が

あった時に、 もっと深く先生と話し合ってほ

しいというところにおいた。子どもの情報を

もっと的確にとらえ、お互いに交換し合うこ

とによってしか、A君の暴れる原因をつきと

めることはできない。すでに4年生であれば、

A君の心の中には相当のストレスがあると考

えられる。また、学級の人間関係にも心配が

なくはない。いろいろなことを考えて、母親

と先生、 また関係のある子どもたちやその母

親と先生の話し合いをもつことが、 まず緊急

に必要なことである。そして、A君自身のス

トレスが暴力や激情の原因であるならば、そ

れを解消していく方向に学級経営をもってい

ってもらい、そこまで努力してもなお、A君

の行動に変化がない時にはじめて、本格的な

相談をなさったらということにした。

いずれにしても、教師の子どもへの働きか

けは、両者の人間関係を背景にしてなされる

ものと考えなくてはならない。その働きかけ

が再構成する教師と子どもとの人間関係を背

景にして、教師と母親との人間関係がつくら

れている。 したがって、母親が相談してくる

際の教師像は、本当の教師像、つまり、教師

の本来の働きかけの意図からは、大幅にずれ

たものであることは間違いない。 しかし、教
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とではなくて、親がそのように受け止めてい

るという事実が存在することが無念でならな

いのである。それは、端的に言えば、教師の

努力が子どもと親に伝わっていないことを示

すからである。教育は、この伝えることに成

功すれば、その大半の営みはできたとみてよ

いのかもしれない．それだけに、毎日、 この

ような困難な仕事をしている先生方に敬意を

表するとともに、今後を期待したい気持で一

育にたずさわる者は、 このずれをできるだけ

つめて、お互いにそれぞれの意図を正確に理

解し合うことに努めなければなるまい。教師

としては、このずれができるだけ生じない、

あるいは少なくなるように子どもと親に働き

かける必要がある。それが、教師の教育指導

の原則だともいえるわけである。

教育相談をしてみて、母親が子どもの担任

や学校を無視したい反感をもったりしている

と感ずる時は、実に残念に思う。教師が無力

であるとか指導に間違いがあるとかというこ

(横浜国大教授）杯である。
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｢子ども文化の創造」委員会報告

河村十寸穂

1 ．新しい委員会の発足 ことから始めようということになった。

●第2回委員会（1987年1月29日）

教文研嘱託研究員である林洋一氏から、

神教組生活指導委員会が実施した調査の中間

的資料にもとづいた報告と、子ども文化を論

ずる際に無視できないファミコン現象に関す

る提言をきき、 ざまざまな問題点について活

発な論議を行った。

①第3回委員会（1987年2月24日）

委員である鈴木賢氏（湘北教文部長）およ

び吉川恵子氏（横浜市立汐入小学校）からそ

れぞれ中学生および小学生の生活・遊び・余

暇時間などについての簡単な実態調査結果を

きき、 さらに研究員の斎木孝道氏から日本各

地の調査資料にもとづいた報告を受け、 これ

らをもとに子どもの生活に関する実態把握に

つとめた。

④第4回委員会（198ﾌ年3月31日）

斎木孝道研究員から子どもの塾通いについ

て、全国的資料にもとづいた考察をきき、塾

が今日の日本の子どもの生活のなかに占める

大きさと、それが子どもの文化・意識などに

与える影響についてかなりつっこんだ意見交

換を行った。塾が「第二の学校」 といわれる

ぐらいに子どもの生活のなかで普遍化しつつ

ある現状をわれわれは再認識させられた。

昨年(1986) 11月に新しく 「子ども文化の

創造」委員会が誕生した。これまで地域文化

振興委員会が、学校や教師と父母や地域住民

との結びつきを本当に草の根レベルで実現す

るにはどうしたらよいかという問題について

研究討議を重ねてきたが、その成果を不十分

ながら一応「地域・父母と真に連帯した学校

を求めて」 という鏡終報告にまとめた。これ

は「教文研だより』21号(1986年11月）に載

せられたので読んでもらえたかと思う。

新しい「子ども文化の創造」委員会は、 こ

の地域文化振興委員会のメンバーを中心に、

教文部長をふくむ各地区の現場教師を加えて

構成きれている。この委員会はスタートして

まだ日が浅いので、十分に討議の広がりと深

まりを実現しているとはいえないが、今後精

力的に勉強していきたいと考えている。

2．研究の経過

次に委員会のこれまでの研究経過のあらま

しを紹介しておこう。

④第1回委員会(1986年1 1月20日）

相談の結果、河村力樫長をつとめることに

なった。そしてこの委員会の課題である「子

ども文化の創造」 とはどういうことかという

点について自由な意見交換を行った。様々な

見解が出されたが、現代の脱工業化段階にお

ける大衆社会状況のもとで子どもをとりまく

文化のあり方を批判的に検討するというおお

まかな共通理解を前提にして、 とりあえず子

どもの生活と文化に関する現状認識を深める

3．子ども文化の概念と研究の視点

この委員会はまだはじまったばかりで本格

的な成果を報告するほどの蓄穣をもたないが、

いくつかの問題点について次に少しばかり述

べておきたい。

まず「子ども文化」 とは何かという問題で

ある。この点については第1回委員会でも相
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当論議されたところであるが、従来使われて
きた「児童文化」というコトバとは多少ニュ
アンスがちがうようである。これまで児童文
化といわれてきたものの内容は、一般に成人
が子どものために与えた文化、子どもにとっ
て望ましいと思われる文化、成人が指導・育
成する文化という色彩が強かったようである。
実際には子ども自身が営む文化一作文・児
童画など－であっても、孑どもが主体的に
生み出したというよりも、どちらかといえば
成人がある方向にみちびくという教育性が含
意.されていたようである。つまり子どもは教
育される対象であって、その主体性や能動性
は必ずしも十分に前提きれてはいなかったと
いえるようである。

最近、こうした児童文化というコトバに代
って子ども文化といういい方が強調きれるば
あい、かっての児童文化概念のもつ教育的．
高踏的性格が批判ざれ、子どもたちが主体的
につくり出し、子どもたちの間に共有ざれ伝
達される生活の仕方や考え方、いってみれば
子どもたちの生活・思考様式の総体を子ども
文化と考えようとするものである。 したがっ
てその主要な領域は遊びを中心とした生活分
野ということになる。

しかし他方において、社会のなかで子ども
だけが完全に独立した生活や文化の領域を持
ち得るものでないことも明らかであり、 とく

にマスコミを中心とした高度の情報化が発達
した現代の社会において、子どもが自発的．
主体的に生み出したとみえる文化も、実は成
人が作り出した現代社会のメカニズムに深く

規定きれているのではないかということを考

えざるをえない。むしろ現代の子ども文化を

考えるぱあい、 こうした視点の方が重要であ

るともいえるであろう。

われわれはこのような観点から、マスコミ

の影響による子どもの生活と文化の受動化や

画一化、産業化の進展による社会環境の変化

とくに子どもの生活条件の変化、進学競争の

激化や塾通いの一般化等々を通して、現代の
子どもの遊びや仲間集団の変容、生活文化の
変化などを検討し、子どもの生活にとって、
いま何が必要かという問題について深い洞察
を加え、できれば積極的な政策的提言の可能
性を追求していきたいと考える。なお、 「子ど
も」とはどのくらいの年齢層を念頭におくか

という点については、おおまかに小・中学生
を中心に考えることにし、ばあいによっては

就学前段階をも含めるという程度の共通理解
で作業を進めることになった。

4．高度情報化のなかの子ども文化

本年（1987） 1月1日の朝日新聞は「子ど

も社会も情報化一ピツピツピッ」という特
集をしたが、そのなかで「ファミコンしっか

り定着」という見出しで、すさまじいファミ
コンブームを紹介している。

われわれの委員会でも、すでに述べたよう

に第2回の研究会で林洋一氏の報告にもと

づいてファミコン問題の勉強をしたし、第3

回の鈴木氏と吉川氏の調査報告のなかでも子

どものファミコン熱が相当なものであること
が指摘きれている。

林氏はすでに教文研の所報第5号（1986）

に「情報化社会の中の教育」 という論文を書

いて、ファミコン現像の検討をしているので

読まれた方も多いかと思うが、 さきの研究会

では子ども調査研究所の斉藤次郎氏の著書

『ああファミコン現象」 （岩波ブックレット、

1986)を紹介しながら、今日の子どもの生活

のなかでファミコンの占める比重の大きさに

ついて述べた。斉藤氏の本はその副題に蝋｢是

か非か」を超えて〃 とあるように、機械や情

報機器に弱い成人たちがファミコンに熱中す

る子どもたちを見てただ歎いたり批判したり

してもはじまらない、実態をよく見きわめて

そのプラスとマイナスを十分検討しなければ

いけないという趣旨で書かれているのである
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が、たしかに普及台数がほぼ1000万台に達し

たといわれるファミコン、ファミコンで遊ん

だ経験をもたない子どもはほとんどいないと

いう各種の調査結果を考えれば、これからの

子どもの生活と文化を考えるぱあい、ファミ

コンや今後の情報化の一層の発達という問題

を抜きにした議論は意味がないであろうとか

んがえざるをえない。

当面のファミコンに関していえば､｢熱中し

すぎて勉強や宿題をやる時間がなくなる」と

か､｢外遊びをしないで部屋の中にぱかりいて

不健康である」とか、 「眼に悪い」とか、 とく

に「どんなに面白いといっても、 しょせんは

代理経験であって、本当の体験ではないので

パーソナリティ形成上問題がある」など、否

定的ないし批判的な評価が相当あるし、 また

それはそれなりにもっともな論点をついてい

るであろう。 しかし林氏もききに述べた所報

第5号で論じているように､「これからの教育

にたずきわる者にとって、すでにコンピュー

タは不可欠の要素である。好むと好まざると

にかかわらず、必須の知識・技術となるのは

明らかである。仮にコンピュータの教育への

利用を批判するにしても、 コンピュータとは

何なのか、何ができて何ができないのか、そ

して問題点はどこにあるのかということを十

分に認識しておくことが必要である」のであ

り、 「そのためにも、低価格で子どもが喜ぶフ

ァミコンは役立つかもしれない。ファミコン

狂想曲を苦々しく眺めているだけでなく 、そ

の中から新しい時代の動きを学び、来るべき

高度情報化社会の問題点を考察することも必

要なのではないだろうか｡」

情報化の進展とその速度はわれわれの予想

を超える可能性があり、子ども文化を論じよ

うとする者は、これらの趨勢に眼をとざすわ

けにはいかないであろう。われわれの委員会

としても、ファミコンに限らず、与えるイン

パクトを注意深く検討しなければならないと

考えている。

5．塾と子どもの性格

乱塾時代というコトバが出来てすでに久し

い。小中学生の生活を語るとき、 もはや塾の

問題を除外することは不可能になったし、塾

をめ〈･る実態調査も膨大な量に達する。斎木

研究員に収集してもらった調査報告類もかな

りの数に上っているが、これらの調査結果も

大体同じような傾向を示している。

一般に小学校の低学年まではいわゆる「お

けいこ塾｣、すなわちピアノ･エレクトーンな

どの音楽や習字・そろばんなど、 さらには水

泳などのスポーツ系の練習やおけいこに通う

ものが多いが、高学年から中学生になるにつ

れてこれらのおけいこ塾が減少し、逆に学

習・進学塾に通う者がふえていく。現在とく

に問題になっているのはいうまでもなくこの

学習・進学塾である。

今や中学生の3人に2人は学習塾に通って

いるといわれ、学ぶ教科は数学と英語が中心

で、国語がこれに次ぎ、理科と社会科が少し

という状態はほぼ共通してみられるようであ

る。

いまここで塾をめぐる諸問題について詳し

いことを論議する用意はないが、高度経済成

長を契機として高校・大学進学卒が飛躍的に

増大するにともなって学習塾の増加が目立つ

ようになったことはたしかであり、いわゆる

進学競争の激化ないし一般化力哩問題の背景

にあることはいうまでもない。そして学校の

勉強だけでは望みどおりの進学ができない、

あるいは学校の勉強だけではふつうについて

いけないという不安や心配（あるいは現実）

から、親は子どもを塾に通わせる、 また子ど

もも塾に行きたがるというような事情がある。

もとより塾通いの原因や動機にはいろいろな

理由があって簡単に片づけることはできない

が、何といってもいわゆる学力をつけるとい

う点に主要な目的があることは明らかである。
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われわれは塾の問題をそれ自体として論じ

るというよりも、塾通いが一般化した社会状

況全体のなかで、子ども文化の現代的ありよ

うを考えることにしたいと思っている。

福田誠治氏は「学習塾と教育産業」 （『ジュ

リスト」増刊総合特集、 NU16、 〈日本の子ど

も>、 1979） という論文で、学校を路線バス

に、塾をタクシーにたとえた。すなわち現行

の学校教育では、いわゆる「落ちこぼれ」に

対する救済措謹が不十分な教育課程になって

いるので､｢教育課程という名のバスに乗り遅

れた者には、いくら待ってもバスは来ない。

こんなことでは就職という汽車にも遅れる。

そこでやむなくタクシーを呼びとめる。それ

が塾ではないのか」 と述べ、 苔らに一流進学

塾と呼ばれているものの存在について､「この

塾に入ることは、バスよりはるかに先んじる

ためにタクシーに乗るようなもので、あわよ

くば就職の汽車に一番乗りして最も良い席を

占められるということを意味する」と論じて

いる。

塾問題の正しい把握と解決のためには公的

な学校教育のあり方を含めて他面的なアプロ

ーチが必要であるが、 ききにもふれたように

塾で学ぶのは何よりも知識、それも子どもの

生活体験と直接に結びつかない知識であり、

ペーパー上の学力であり、そういう点からい

って、ひとぴとの体験によって肉体化された

生活文化一知識というより知恵一の学

習・継承という重要な側面が欠落することは

避けられないであろう。学校教育が薄らいで

塾だけが栄えるとしたら、人間の生活と文化

はゆゆしい問題に直面することになるだろう。

「ゆとりのある教育」 ということが最近よ

くいわれるけれども、子どもは塾通いのため

にゆとりを失ってしまったようである。子ど

もたちの会話でも「きょう学校から帰ったら

遊ぼう」というコトバでなく 、 「遊べる？」と

いうコトバが多くなったそうである。つまり

子どもの放課後の生活もスケジュール化きれ

てしまって、何曜日は学習塾、何曜日は何時

からピアノなどと日程が決っているので、無

条件に相手と遊ぼうという発想自体が最近の

子どもの間では通用しなくなっているという。

6．今後の展望

交通安全に関連して子ども向けに「飛び出

すな。車は急には止まれない」という標語が

ある。ある人はこれを批判して、急に止まれ

ないのは子どもの方なのだから、むしろドラ

イバー向けに「注意せよ。子どもは急には止

まれない」 という標語を徹底きせるべきだと

論じた。

「子どもの眼の高さまでおりて物を見よ」

といわれる。子ども文化を論じる番いに、 と

かく成人の眼であれこれ批判しがちであるが、

担い手である子ども自身の立場に立って物事

を考えることが必要であろう。 もとより、こ

れはすべて子どものやることを肯定したり、

子どものすることに迎合したりせよというこ

とではないであろうが、特定の文化なり行動

様式を子どもの気持ちを十分考慮しながら考

察することの必要をわれわれは常に忘れるべ

きではあるまい。われわれの委員会も子ども

文化を外在的に見ることなく 、子どもの気持

ちを十分理解するという態度を前提にしたい

と考える。

子どもをふくめてわれわれの生活はたいへ

ん便利になった。たいていのことは機械や高

度のサービス装置がやってくれる。ナイフで

鉛筆を削れない、マッチをすれない、卵を割

れない子どもがふえたといわれる。こういう

現象につい:て、 自分の身体を使って何かをや

ることができないということはきわめて憂慮

すべきことであるという強い批判と不安が、

心ある成人の間には根強く存在する。

これは一般的な問題としてとられるならば、

近代化、機械化、都市化、生活便利化などと

いわれる社会過程をどうとらえるかという課
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い事態に対応できないであろうし、現代およ

びこれからの子ども文化を正当に評価するこ

ともできないであろう。

われわれの委員会は子ども文化の「創造」

を問題にする委員会である。われわれは上に

述べたような問題を広く文明史的な観点から

根源的に検討しなおすことを通して与えられ

た課題に少しでも答えられるように努力しな

題になる。ファミコンのところでもふれたよ

うに、 このような変化は今後一層スピードア

ップきれるにちがいない。

これらの過程は成人に対してはもちろん、

生まれたときからそういう環境のなかで育つ

子どもたちにとっては測り知れない要因とし

て働くにちがいない。 もちろんこれを過大視

することは問題であるが、同時に単なる感情

的嫌悪や反科学的対応だけではとうてい新し (横浜国大教授）ければならないであろう。
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地域。父母と真に連帯した
学校を求めて

一地域文化振興委員会最終報告一

地域文化振興委員会

教組委員長の口から口ぐせのようにとなえら

れていたのである。

ところが、 この昭和50年代にはいって、ど

えらい事件が相ついで起った。この相ついで

起こった事件を目の前にして、われわれはそ

れにどう対処していったらよいか、全く考え

る力を失い、首（こうべ） を垂れて、ためい

きをつくほかはなかった。その一は、 、開成高

校生殺人事件｡蝋 （昭和52年10月30日）その二

は、 蝋祖母殺し高校生自殺事件職 （昭和54年1

月14日）その三は、 咄金属バットによる父母撲

殺事件蝋 （昭和55年11月29日)、である。この

いずれも、人間の「親」として、人間の「子」

として、在りうべきこととは考えられない。

その中でも第三の「父母撲殺事件」に至って

はとても耐え難い。考えてみることさえ、あ

われでしのびない。 しかも、それが、わが神

奈川県の川崎市の学歴エリート中流家庭に起

っているのだ。われわれは、教師として、社

会の先輩として、小・中・高校の子どもたち

に接している。親や父母たちと、子どもたち

を良くしようとして、相共に相談し合い、相

共に手を携えようと、努力してきている。に

もかかわらず、あのような恐ろしい事件が、

学園の周辺でひきおこきれている。教室での

学科の授業も教室内外での子どもたちへの、

いわゆる生活指導も、すべて瓦解して、 うわ

くだけの指導や接触が残っただけではないの

か。世のいわゆる教師族も社会教育家族もす

べて、 自信喪失になって、他に代われる適当

な職があれば変りたいと思ったのではあるま

I・ 序

1 ．いわゆるこれまでの学園指導の全面瓦解

1970年代後半（昭和50年代）から、約十年

間にわたる私流の新聞紙切抜帳約二十冊ぐら

いを、念のためひっくり返してみた。全く驚

いたことには、 この昭和の50年代には、学校

や教育の荒廃どころか、中・高校生の自殺や

殺人はあたりまえのこと、 自家の息子の勉強

の邪魔になるからと言って、隣家の大声を立

てて騒ぐ息子たちを殺してしまう人でなしの

母親がいたり、その他、これに類する隣家の

隣人5人を殺した悪逆無道の大学生の事件が

起っていたり、今更のようにこの当時の惨状

には目をおおいたくなることが、多く目につ

いた○これはもう教育の頽廃ではなく、教育

の荒廃だ、 と評する評論家もいたが、そんな

言葉の置き換えなどどうでもよい。こんな教

育界の荒れかたにおどろいて、 これは正にこ

の無謀な受験体制社会の重圧に子どもたちが

おしひしがれているせいだから、親や社会の

意識革命がまず第一だと論ずるジャーナリズ

ムや評論家群がいたり、或いはまた偏差値信

仰や学歴社会信仰にこりかたまっている親や

父母と歩み寄りそれらを説得することが大事

であるからといって、父母と学校．教師との

提携に教師も社会も力をつくすべきであると

いう父母．教師との提携論が、 この時期の日
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き起して、お互いに知恵を出し合おうではな

いか｡」と強く訴えかけたのである。 と言って

知事にこの仕事を手伝うような地域や地区の

父母や、そのために駆けまわる地区の教師た

ちがついているわけではない。だから結局そ

の仕事は、横浜地区、川崎地区、鎌倉湘南地

区、湘北地区、等の各地区の教師たちが引き

受ける侭かはない。そこで以上のような任務

を果たすために、各地区の教職員組合は、そ

の年の十月頃からボツボツ活動を始めた。大

きいところでは、一校20人～30人の小父母集

団単位に、土曜の午後とか、夜とかを利用し

て、教師と父母の話し合いが持たれたわけで

ある。私なども、湘南地区の父母との懇談会

に、 また湘北地区の小集会に出席して、父母

との話し合いのテーマや、 日時について意見

をのべた経験がある。

開催の日時は、その地区の実情に応じて、

土曜の午後か、夜七時以後をつかうことで、

話は片づいたが、議題にする内容については

なかなか煮つまるまでには時間がかかった。

即ちその地区の教育環境問題や教師の協力不

協力問題、教科書問題やP． T.A活動問題、

男子生徒対女子生徒の差別の問題、事務職員

や養護教諭の問題、等々に始まって受験競争

や偏差値の問題、私立中学への進学の問題

等々、問題はいくらでも拾い上げられてくる

のである。そして後で述べるように、父母・

教師間に、 これらの内容問題に対する理解度

や価値付けなどが違うにつれて、これらをま

たどのように比較し調整して一つの運動論を

高めて、一般的法則にまで高めてゆくか、な

かなかむつかしい問題となってくるのである。

学校・教師と父母との提携という問題がもと

もと運動論から出発してくる理由はここにあ

るのである。

いか。 もちろん、その当時はわたくし自身も

その一人であったのである。

2．長洲知事の勇気に脱輻

そのうちに、年が明けた1981年(昭和56年）

の始め頃から、県庁の知事周辺から耳よりな

噂話が伝わってきた。知事が近い機会に、神

奈川県の荒廃した教育界に一石を投じる意味

で､講演会を催し､そのため400字原稿用紙120

枚<･らいの資料を用意しつつある、 という話

である。長洲知事がこういった種類の文化・

教育の講演をするのは珍しいことではないの

で､私などは、 「こういう教育問題が袋小路の

ようなところに追い込まれている困難な時代、

しかも日本国中の人々が耳をそばだてて聴い

ているような時代に､このような催しをする」

ことの勇気に敬意を払ったわけである。だか

ら理想論だけでなく 、問題の重要ポイントだ

けでも要領よく指摘してくれればよいがなあ、

と思ったのである。こちらも県下の教育問題

については、多少の苦労はしっているつもり

であり、 こんな時期に「教育問題」について

提言することが、如何に困難であり、勇気の

要ることであるかは、多少想像できるからで

ある。

きていよいよ、 6月9日の当日となった。

県立音楽堂を埋めつくした1,200人のP．T、

Aの人々（県P． T， A協議会の主催でこの

講演会は行われた）や、学校教師や、教育問

題に悩んでいる若いお母ざんたちが、知事の

二時間にわたる提言を一言も聞きもらすまい

として、熱心に耳を傾けている様子がよくわ

かった。「今日の家庭内暴力、校内暴力によっ

て象徴される教育の危機一あのショッキン

グな金属バットによる父母撲殺事件は残念至

極にも、わが川崎市で起っている－を長洲

知事も深刻なこととして受けとめ、 自分にも

これという解決策があるわけではない。だか

ら、騒然たる教育論議を県内至るところで巻

3．運動論から一般構造輪へ

学校・教師と親・父母との提携の問題とい
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女たち一人ひとりが、一方問題提起をすると

ともに、他方それに自ら研究しながら答える

という、いわば一人二役の立場におかれて、

時間的にも多忙な立場にあった。だから、 「ゆ

っくり時間をかけてやろう」という形になっ

た。研究期間も他の研究委員会とちがって、

満二年間とったのもそういう理由からであっ

た。しかし、やってみると予定通りに行かず、

後半でやろうと思っていた運動論的究明から

だんだんと一般法則への導出に向かう一般法

則的購造論へ高めていくという論理的筋道の

示唆や意味付けなどを明らかにすることがで

きなかった。二年間でまとめるという時間的

制限が、それを許さなかったのである。 した

がって、 この論集では、運動論的側面も一般

法則化への仕事も、混然と入り交って十分に

整理きれていない。 まとめ役の座長や相談役

の各教授としては、たいへん残念至極のこと

と感じられていると思う。 したがって読者の

方々も、その辺の事情を了察の上、ご寛容願

いたいし、 これらの論集が、七地区から出て

こられた素人の主婦委員たちの二年間の涙く．

ましい努力一資料収集や予定時間外の討

議・討論、等一の賜であることを、ご注目

いただけば幸甚である。

（文責研究評議会議長宮島肇）

う場合､それが100%完全にぴたりと合致する

ことは、 まずあり得ないだろう。両者が別個

の教師個人と別個の父母との協力関係、融合

関係である以上、そこに若干のすき間があり、

ひび割れの介在することはやむを得ないはず

である。例えば、子どもたちの進級、進学に

あたって父母と教師とが提携してうまくやる

ためには、点数主義・偏差値主義を廃して、

子どもたちをひとりの生きた人間として、即

ち一人ひとりの子どもをそれぞれの未見の能

力を備えた人間として取扱い、それによって

進級も進学も決定されてくるというのでなけ

れば、父母も教師も満足しないはずである。

一般に、普通の父母は、偏差値否定に一応賛

成しながらも、 「それで先生、高校進学は大丈

夫ですか｡」とおずおずと反問してきたり、中

には、一人では担任の教師ににらまれるから

と、数人から7～8名の同級の母親を誘って、

集団陳情とくるものまで出てくるのであり、

われわれはそういう実例を、教育現場でしば

しば見受けてきたのである。このことは、教

科書問題をとってみても、非行問題をとって

みても同じであって、親それぞれに、教師そ

れぞれに、 ちがいがあって親と教師との間に

同一融和点が始めから存在することはあり得

ないのである。学級会や父母会を何回か開き、

重要な問題点や相違点をお互に話し合い、理

解し合って、だんだんと共通認識と共通理解

に鍛え上げて、普遍的な共通の地盤とそれに

基づく共通認識と一般構造論にたたき上げて

ゆくほかはないのである。

11．問題の所在

父母は、一人ひとりの子どもが、かけがえ

のない個性的存在と認められ、子どもが大事

に育てられる学校であってばしいとねがって

いる。

父母は、臨教審答申や教課審答申が百万言

を費やして教育の理想について提言をしても、

子どもの日常に明るい陽光がきしこまないか

ぎり、それらは無力にして無縁な文書だと受

けとめている。

ところが、学校は、性々にして、 このよう

な外在的権威や基準を拠り所にして教育上の

4．結 び

ここに編集されている諸論稿は、昭和59年

4月から、二年がかりで資料を十分に集めて、

ゆっくりと勉強しながら、昭和60年末にまと

め上げるつもりであった。それというのが、

この研究委員会委員の70%が7地区から集ま

った女性委員（主婦委員）であったので、彼
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にも賛否両論がある。しかし、教師が意識す

ると否とにかかわらずその言動の底流には、

専門職意識があるため父母は、専門職の言い

分に逆らい得ないと観念しがちである。これ

が両者の関係をいっそうよそよそしくしてい

る。

第3に、学校＝教師の多忙な状態がつくり

だされたこと。学校＝教師には、 1960年代以

降、教育の本質的仕事と、非本質的仕事との

区別をつけがたい状況が続き、非本質的仕事

に多くの時間を割かざるをえない現状である。

教師は、多忙を口実にして、本質的仕事につ

いても手を抜く状況がみられ、教師と地域＝

父母との関係の創出よりも、その形骸化状況

が進行している。

第4に、父母の多忙な日常があること。経

済成長と価値観の多様化は、多忙な日常をつ

くりだしている。 とくに、母親の就労機会の

増大や余暇時間の過ごし方の変化にともない、

母親の多忙化状況を普遍化してきた。そのた

め、子どもの教育について学校＝教師と話し

合う機会が減少し、塾に期待しがちな傾向き

えも生じ、それだけ、学校＝教師に対する期

待も薄らいできたことである。

このように、学校＝教師と、地域＝父母と

の相互補完の関係は、いま、本来的な機能を

十分に果たしえない状況のもとにおかれてい

る。

判断をしがちである。そのために、学校はい

ま、子どもの思いや父母の願いを胸の痛む思

いで受けとめがたい場所になっている。

私たちの委員会は、地域＝父母と学校＝教

師との間に、 このような溝があることを憂え、

両者の関係をあらためて創り出すための方策

について論議をかさねてきた。このかんに、

藤沢市と川崎市で地域懇談会を開いて問題状

況をとらえる試みをしたり、部活動やP. T.

A活動の具体的素材を取りあげて学校が甦る

ための教育のあり方について模索しつづけて

きた。

1 ．学校＝教師と、地域＝父母との相互補

完による営みとしての教育はどうなっ

ているか。－現象的には－

子どもの教育は、学校＝教師と地域＝父母

と力湘互に補完し合う関係によってすすめら

れるものである。この相互補完を成り立たせ

ている考え方や両者の関係性には、いまざま

ざまな問題がある。現実をみると、両者のあ

いだには、たえず、 よそよそしき、 しらじら

しきがつきまとい、時としては敵対的関係さ

えも存在している。このような状況はなにに

由来するのであろうか。

第1に､父母の側にはぬきがたい｢子ども＝

人質」観があること。父母が教師に対して、

心理的に一定の距離をおいて接する事情のな

かには教師が子どもの評価と進路決定につい

て大きな役割をもつことが考えられる。その

ため、父母は、表面上は教師をたてまつり、

内心では教師を軽蔑しすくなくとも面従腹背

を身上とすることが、得策だと'心得ているぱ

あいが多い。このような精神構造のもとでは、

子どもの教育について率直に話し合える関係

は成立しがたくなる。

第2に、教師の側には、多かれすぐなかれ

「教師＝専門職」意謝があること。教師が専

門轍であるか否かについては、教師のあいだ

2．戦後教育改革における学校＝教師と、

地域＝父母との連帯関係はどのような

事情で変化してきたか。－歴史的には

ところで、戦後教育改革期における学校＝

教師と、地域＝父母との連帯は、 1955年頃ま

では、教育が「国民に直接に責任を負ってお

こなわれる」 （敦基法)という原則を具体化す

るかたちで進行した。戦後教育改革では、こ

のほか、教育の機会均等の推進(教基法)、教
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育行政における地方自治の尊重（教基法、教

育委員会法)､教育に対する不当な支配の禁止

（教基法）等の諸原則が、公選制教育委員会

の制度と結びつき、生かされていた。 とくに、

公選制教育委員会制度のもとでは、地域住民

や父母に、教育委員の直接選挙、委員会の公

開、 自主的な財政権等が保障きれ、地域住民

や父母は、教育に直接参加できるようになっ

ていた。学校は、地域住民や父母にとっては

身近な文化センターとして機能し、教育委員

会およびP･T･Aとの協力体制をとりつつ

運営することが可能であった。

ところが、 1956年頃から、学校＝教師は、

ふたたび戦前のように、地域＝父母とは疎遠

な存在に変わりはじめる。その要因はどこに

あったか。

第一の要因は、学校の管理体制が強化きれ

る事情に関連している。学校の管理体制は、

1956年に、教育委員会法が廃止され、地方教

育行政の組織及び運営に関する法律が制定ぎ

れてから、徐々に強化されていく。そのため

の施策は、約10年のあいだに、教職員に対す

る勤務評定の実施、学校管理規則の施行、教

頭（副校長）の管理職化、学習指導要領の法

的拘束力、教科書検定の強化、行政研修の普

及、文部省一斉学力調査の実施等に具体化し

た。その結果、管理は、教育委員会→校長→

教員→こども、 という系列になり、それが当

然のこととして受けとめられるようになり、

学校は、管理し、管理される関係のなかにお

かれる仕組みができあがった。

第二の要因は、学校における競争原理と結

びつく能力主義の普及に関連している。学校

が、競争と能力に無縁な場所とは言えないが、

競争と能力が、学校運営の重要な教育原理な

いしは判断基準ときれ、一定の社会状況のも

とで、それが公認され支持されるようになる

と、問題が生じてくる。そういう意味で1960

年代に入ってからの高度経済成長政策が、学

校＝教師および地域＝父母に与えた影響はき

わめて大きい。 とくに、 1963年の「経済発展

における人的能力開発の課題と対策」 という

経済審議会の答申では、 「能力･適性に応じた

教育」が強調され、教育課程行政は、それを

受け入れたため、学校＝教師における競争原

理と能力主義教育（受験学力）は急速に普及

した。また、高度経済成長政策は、産業構造、

労働や経済および家庭生活の変化をもたらし

た。その結果、進学率を上昇させた反面、地

域＝父母の教育力の低下をもうみだした。進

学率の上昇は、学校＝教師よりも、塾をはじ

めとする教育産業への依存を高め、地域＝父

母の教育力低下は、子どものさまざまな問題

行動の発生と結びつきやすい条件となった。

このような社会変化にともない、地域＝父母

は、学校＝教師に対する信頼や期待よりも、

むしろ、不信と不安を抱くようになり、同時

にまた、それだけ、子どもの教育がいっそう

困難になった。 ~

このようにして、管理体制と能力主義は、

学校＝教師と地域＝父母をとりまく大きな状

況として日常的に存在するようになり、それ

が両者の関係を分断する作用をしている。つ

ぎに､この客観条件を視野にいれつつ､地域＝

父母に開かれた学校を創り出すための原則の

二・三について述べておく。

~

3．学校＝教師と、地域＝父母との新しい

関係性の創出には、どのような考えが必

要か。一原則的には一

第一に、学校＝教師と、地域＝父母ともに、

たしかな教育力を取り戻すことである。両者

の教育力が弱体化している現実は、学校にお

ける受験学力への追従と、子どもの問題行動

という人間形成の過程における歪みに端的に

あらわれている。これは、相互に責任を転嫁

し合うことでは解決できない問題である。学

校＝教師の教育力をたしかなものにするため

には、すくなくとも、教育実践の質がきびし
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教育に対する直接責任の体制が保障されをけ

ればならない。学校＝教師と地域＝父母との

共同作業として子どもの教育をすすめる過程

では、人びとに開かれた教育委員会が必要で

ある。前述のように､教育委員会制度は､1956

年を境に変容し、人びとには疎遠な存在にな

った。しかし、子どもの教育が、父母の直接

責任であるかぎり、父母・住民に直結する地

方自治の原則は、教育行政においても採用き

れなければならない。教育委員会が身近な存

在となるためには、教育委員の準公選を実現

する取り組み一教育委員候補者を地域住民

が投票し、その結果を参考にして、首長が教

育委員を任命する－が必要であり、それは

現行法のもとでも可能である。 したがって、

教育委員会を身近な存在にかえていく取り組

みをも視野にいれてすすめるようにしたい。

学校＝教師と地域＝父母との新しい関係性

を創り出す今日的意義は、およそこのような

ところにあると考えている。

（文責村田泰彦神奈川大学教授）

〈問われる必要がある。それが、授業であれ、

生活指導であれ、 日々の実践には、教師の個

別判断や選択が伴うもので、それは、多くの

ばあい、 くりかえしのきかない一回性の行為

であるが、そこに、教育力力端的に反映する

ものである。そういう創造的な仕事に携わる

者としての痛いほどの自覚と深い見識が、教

育力として結実していなければならない。

また、地域＝父母の教育力をたしかなもの

にするためには、家庭・家族および地域を子

どもを社会化する場として再認識する必要が

ある。子どもの社会化にあたっては、従来か

ら学校だけでなく、家族や地域社会のような

社会集団が重要な役割を担ってきた。地域に

は、年齢‘職業・生活習慣・考え方などを異

にする人たちが住み、 しかも人びとは、共通

の目標を立て、地域の諸行事を企画し、それ

に参加するなどして、子どもの成長・発達、

とくに、子どもの生活体験に好ましい影響力

を与えてきた。このように、地域＝父母の教

育力は、子どもを地域で育てるうえで重要な

機能をもつことを再認識しておきたい。

第二に、新しい関係の創出は、すぐ･れて文

化的な営みであること。私たちが､「地域文化

振興」 というときには、当然のことながら、

背後には地域文化の荒廃・衰退を愛想する考

えがある。私たちは、荒れ果てた大地に子ど

もを放り出しながら、子どもの成長・発達を

期待することはできない。荒廃した大地は、

辛苦して耕さなけれぱをらない。耕すことに

よって学校や地域の活性化を、 また、学校や

地域の本来的機能の回復を求めるものであっ

て、それは、語源的意味において、文化的営

みととらえることができる。このように、地

域文化の担い手である学校＝教師と地域＝父

母には、いま、子どもの教育を仲立ちとして、

共通の目標・共通の認識に立ちつつ、地域に

教育文化を創り出す意義を自覚することが求

められている。

第三に、新しい関係性の創出にあたっては、

’

Ⅲ、学校と教師への期待と提言

’
I

1 ．教師は自信をもって父母に語りかけよう ’
’

学校と父母や地域住民との連携を深めよう

という主題の討論会で、ある横浜の中学校長

は次のように述べた｡｢学校という教育現場で

子供を実際にあつかっていると、学校だけで

は片づかない問題が沢山でてくるから、いや

でも家庭や地域とのかかわりが生じてくる。

それは意識的に蝋連携〃をめざすなどという

こと以前の問題であって、どこの学校や教師

も当然のことのように蝋連携〃をやっている。

しかしそれがうまくいくかどうかは、学校や

教師が父母や地域の人たちから信頼きれてい

るかどうかにかかっている｡」これは長い現場

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

｜

’

’
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かも知れない。あたり各わりのないやり方で

済ます方が安全だという気になるのも無理か

らぬところである。 しかし、この壁を破るの

でなければ本当の信頼と結びつきは実現しな

いであろう｡」

の教育経験に裏づけられた発言であるが、果

して多くの教師は実際に親や地域の信頼をか

ちえているだろうか。

ある中学生の親はアンケートに答えて次の

ように書いている｡｢最近の様子を見ています

と、小学校の時から感じているのですが、先

生方が父兄に対して遠慮がちであると思いま

す。こんな事を言ったら批判を浴びるのでは

ないか、こんな風にしたら父兄から何か言わ

れるのではをいか、 と言うように何かにつけ

て父兄の目を気にしすぎるのではないかと思

います｡」

われわれが藤沢で開いた懇談会でも、ある

母親は､｢教師が親と接触するとき何かハレモ

ノにきわるように気をつかいながら、結局は

親を敬遠しているような気がしてならない。

親の言うことがまちがっていると感じた時に

は、先生は毅然と親の考えを批判してもらい

たい｡」 という趣旨の発言をした。

教師が父母や地域住民と結びつくといって

も、父母や地域住民の考えは多様であり、さ

らにいえば教師自身のなかにもいろんな考え

方がある。だからすべての教師がすべての父

母や住民と同じ意見を共有するということは

事実上は不可能に近い。 しかし意見はちがっ

ても相手から信頼されることは可能であり、

またそのことなしには父母や住民との結びつ

きは実現しないであろう。

意見の異る相手と信頼的に結びつくという

ことは、相手の言うことに安易に妥協したり

迎合したりすることではない。 自信のある自

分の考えは責任と熱意をもって相手に語りか

けて欲しい。 蝋御無理ごもつとも"の低姿勢で

適当につきあうという態度からは新しい何物

も生じないだろう。教師は自分の信じること

はきちんと父母に伝えるべきである｡「もちろ

ん率直に語りかけても、それが結局理解して

もらえなかったり、 また率直に語ったばっか

りに、かえって気まずきが深くなったりする

こともある。現実には、むしろその方が多い

2．教師は授業や生活指導の実践で実力と

力量を高めてほしい

教師が父母や住民から信頼きれるためには、

まず教師が自分の教える児童や生徒から尊敬

ざれ敬愛されることが前提である。われわれ

は、その基本は魅力的で楽しい授業を通して

子供から信頼きれること、蝋先生は自分のこと

を親身になって気づかつてくれている〃と子

供が実感することであると考える。密度の濃

い蝋日々の教育的実践の充実〃によって子供

から愛され、尊敬されることなしには、教師

は子供の親たちから信頼されることはできな

い｡「あの先生は一生懸命子供の教育をやって

くれている」という父母の側の認知なしには、

教師と父母・地域住民の結びつきは生じよう

がない。碑な授業もやれない教師、生活指導

もいい加減な教師が、いくら父母や地域との

連携を叫んでみても、彼は子供からも親から

も、 また地域のなかでも尊敬きれず、信頼も

されないだろう。

もちろん教師の仕事は教室や学校の中だけ

に限定されるものではない。しかし教師の第

一の仕事場は教室であり、学校である。教室

や学校の中での充実した仕事一一授業や生活

指導一こそが学校の外での信頼をかちえる

不可欠の前提であるとわれわれは考える。父

母や地域住民との提携を考えようという文脈

のなかで、 まず第一に「立派な授業をやれる

実力を養い、生活指導などを通して子供から

敬愛される教師であれ」 というのはこのよう

な趣旨からである。

神教組の調査(1986. 2～3月県下父母

2,172名の調査〕によると、父母の教師への要
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望で上位を占めているのは「勉強についてい

けない子をつくらない指導｣、 「教師の力量や

指導力の向上｣、 「道徳教育の充実」などであ

って、 「親(保識者） との連携の強化」は思っ

たほど多くないし、 「P．T，A活動を活性化

させる」というのは極めて少ない。 また県下

各地で実施きれている「教育懇談会」に関す

るデータをみても、父母が今、学校や教師に

何を求めているかという点では､｢子どもの一

人ひとりの個性を大切にしてばしい」や「い

じめの問題に真剣にとりくんでほしい」 とい

うような希望が上位を占めており、 「P．T，

Aや地域活動に積極的な参加・助言をしてほ

しい」というのはあまり多くない。 また教師

自身に関する国民教育研究所の調査によると、

．教師がもっと時間をとってやりたいこと〃

では「授業の準備・整理」・「教材研究」・「子

どもとの話し合い」などの項目が圧倒的に多

く 、 「父母との連絡、 P. T、 A活動｣はほぼ

現状程度という意見が多く、 もっと時間をと

りたいという答えは少数である。

これらの調査結果は、教師および父母の双

方の側において、教師の中枢的任務は授業や

生活指導などの、直接子供に接する指導活動

であるという共通認識が存在していることを

示すものであろう。われわれはP． T、Aや

地域懇談会活動その他を周辺的領域というつ

もりはないが、 しかしそれは授業や生活指導

という固有かつ本質的な機能をなおざりにし

て行われるべきものではないと思う。

授業や生活指導に真剣にとりくみ、その実

力や力量を高めることによって、 まず第一に

子供自身の尊敬と敬愛をかちえてこそ、親や

地域住民にも信頼きれ、彼らとの結びつきも

実現されるということを繰り返し強調したい

のである。

このような基礎的前提を欠いたままで、地

区懇談会、○○運動､××の集い、△△大会、

等々のプログラムやイベントを試みたとして

も、それらは多くの場合形だけ開催したとい

う程度に終ってしまい、大した効果も上らず、

場合によってはしらけた逆効果を生むことに

さえなりかねない。

3．教師相互の連帯と開放的で民主的な学

校の雰囲気が大切である

教師一人ひとりの誠実で真剣な教育努力と

同時に、教師集団の相互信頼と励まし合いに

よる連帯と団結は父母や地域との結びつきに

とって極めて大切である。これはとくに父母

の集団や地域住民から学校や教師の教育活動

なり教育方針に対して誤解や批判が加えられ

たとき、教師やその集団、あるいは学校とし

て、その誤解をといたり、批判に応えたりす

る必要が生じた場合、欠くことのできない条

件である。

藤沢のある小学校で通知簿の段階的評価を

やめたところ、父母の一部から反対の声が上

り、地方政治レベルでの動きにもなる状況が

生じたというが、この学校がこの方針を打ち

出すまでには、長期にわたる慎重な検討が重

ねられ、親もこの検討の過程に参加しており、

決して一部の教師のいわゆる急進的運動によ

るものでないこと、教師集団の真蟄な連帯と

多くの親たちの支持のもとで決めた方針であ

ること、そして中学進学後もこの小学校の卒

業生が学力その他の面で決して他の小学校の

卒業生に劣らないという結果がでていること、

などを基盤として、反対や批判に対して賊実

でねばり強い説得をすることができたと聞い

ている。これは、あるいはまだ数少ない成功

例かも知れないが、教師および教師集団、 さ

らには学校が、父母や地域住民と真剣に切り

結ぶなかから、新しい連携と相互理解を創り

出すには、何が必要かということを示唆して

いるように思われる。

もとより教師と父母・住民の間、 さらには

教師自身の間にもざまざまな意味や考え方が

存在することは既に述べたとおりであり、 ま
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ろ上の意向を想像的に先取りして迎合的態度

をとるような校長、 ざらには副校長（教頭）

がいるのではないか。このような学校管理者

は当然のように教師の自由で創造的な教育活

動を抑圧し監視しがちであり、 また教師と親

たちの友好的で前進的なむすびつきにも神経

をとがらす。

このような管理者のもとでは一般教師も自

由で活発な教育活動をしにくい。いきおい、

事なかれ主義で無気力な雰囲気が支配的にな

り、父母との接触もあたりさわりのない内容

のものにとどまって、形だけは整っているが

それ以上何物も生れないという状況になって

しまう。 しかしこのような状況においてこそ、

教師集団の連帯が求められるのである。そう

でないと一人ひとりがバラバラにきれて、管

理者の思うとおり切りくずきれてしまう。そ

して自覚的な親たちとの結びつきも一層困難

になる。

ここでわれわれが特に強調しておきたいこ

とは、現在の制度的状況のなかでも、校長の、

したがって学校の責任と権限において、やる

気になればずいぶんすばらしい教育活動がや

れるのだ、ということである。蝋上からにらま

れないように〃 という発想でなく、穂極的に

創造的な教育実践のリーダーとして活躍して

いるすぐ･れた校長が沢山いることをわれわれ

は知っている。こうした校長は、必ず開放的

で民主的な教師集団一したがってまた授業

や生活指導などの日々の教育活動においても、

すぐ・れた実力と力量をもっている一に支え

られまた、熱心で種極的な親たちからの支持

を受けているのである。

たその多様性を無理に力で一つに統一すべき

ものでもない。 しかしそれぞれの考え方を互

いに真剣にぶつけ合い、討議し、交流する過

程で、たとえ最終的に一致しないまでも、そ

れぞれの立場や考え方に対する理解と寛容が

芽生える。相手に対する理解と寛容こそ、教

師集団内部の、 また教師と父母や住民との連

帯と提携にとって不可欠の条件ではなかろう

か。そしてそのような理解と寛容をかちえる

ことができる教師は、彼自身授業や生活指導

の面で賊実な教育努力を重ね、実力と力量を

高めることの出来た教師である。たとえ意見

や考え方が異なっても､「あの先生のいうこと

なら」という理解と寛容が少しでもあれば、

教師と父母との絆は失われることはないであ

ろう。このような教師集団によって溝成され

る学校は、父母や住民の間から信頼され高い

評価を受けるにちがいない。~
~
一

一

得■~、｜■

4．開放的で民主的な学校をつくるにあた

って校長の黄任は大きい

親と教師の自由な交流・接触を警戒したり、

妨げたりしようとする校長がいる、 というこ

とをわれわれはかなり聞かされた。親への通

信や連絡も校長からチェックきれるとか、 P．

T、Aの役員決定にもあれこれ干渉するなど。

校長は一般の教師や親たちの方を向かずに、

教育委員会や文部省の方を向いているという

わけである。

たしかに学校とくに公立の学校は文部省や

教育委員会など上からの教育支配のシステム

のなかに位證づけられているから、学校管理

者としての校長は上からの要求を無視するわ

けにはいかない。 また学校教育に関しては、

きまざまな制度的なとりきめがあるから、親

や地域住民から要求されたからといって、直

ちにそれに応えられないことも多い。 しかし

浩々たる反動化・右傾化の流れのなかで、上

からの支配に耐えかねてというよりも、むし

5．学校や教師は多少の失敗を恐れず、積

極的な數育活動を展開しよう

現在、教育の荒廃が叫ばれ、学校や教師を

とりまく世論もまことにきびしい。子供の発

達にとって学校教育がオールマイティでない
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は真の教育の名に値しないものであることは

周知のことではなかろうか。自由でのびのび

した、 しかも真剣な教育を通してこそ子供は

育つ。

不幸にして非行や事件が起ったとき、一部

のマスコミのように、 「それ見たことか｣と鬼

の首でも取ったように騒ぎ立てて非難したり、

またすぐ教育委員会などに訴えてその責任追

及ばかりを考えるような風潮では、その学校

と地域の教育を真に望ましい方向に発展きせ

ることにはならないであろう。 自由で創造的

な教育に献身する教師と学校と、それを支え

る親たちや住民。たとえ事件が発生しても、

そのような結びつきが存在していれば、親た

ちや住民の間からも冷たい非難や糾弾でなく、

職温かい批判〃 と激励が与えられるであろう

し、教師や学校もそれに支えられて、然るべ

き努力をさらに重ねるようになるだろう。教

師や学校が、事にあたって峨言いわけ"や執自

己弁謹〃に汲々とせざるを得ないような状況

は、教師や学校と親や地域住民の双方にとっ

て、そして何よりもまず子供たち自身にとっ

て、決してプラスにならないことを考えるべ

きである。

多少の失敗を恐れず、 自由で積極的な教育

にとりくむ教師と学校、それを温かく、 しか

も批判的に激励する親と住民。それが教師や

学校と親や地域の結びつきの基本的なあり方

ではなかろうか。

ことは明らかであるにも拘らず、何か事件が

おこると、 まつ先に槍玉にあげられるのは学

校であり教師である。一部のマスコミは世論

と正義の代弁者であるかのような態度で学校

や教師に対して度をすぎた非難をあびせるこ

とによってサディズム的な快感を覚えている

ようにさえ思われる。このような状況のなか

で、学校や教師はともすれば守勢に立たされ、

問題が発生しないように規則をきびしくし、

監視の目をひからせ、消極的にガードを固め

ることに気を使うようになる。子供は積極的

な教育対象であることをやめて､蝋悪いことを

しないように〃監視される存在になってしま

う。

われわれも学校や教師の側の、 このような

適応の仕方を無理もないと思う。一概に学校

や教師だけを責めるのは酷にすぎると考える。

しかし、 このような状況は決して望ましい教

育のあり方でないことは明らかであろう。､事

件が起らないように、非行が発生しないよう

に〃 と抑圧的専制的な監視体制を強化するこ

とによって、現象的に非行や事故がおこらな

くなったとしても、それは創造的で自由な子

供の世界を正常に発展させないという大きい

マイナスの上にもたらきれたものにちがいな

いo

われわれは「エラーを恐れて守備だけを問

題にする野球より、多少のエラーを恐れず、

ヒットを打って点をとる野球のような教育姿

勢を持とう」と提唱していたのである。 「エラ

ーを恐れず」 というのは見方によっては甚だ

無責任な言い方であるが、多少の誤解を承知

の上であえていうならば、ある程度の非行な

り事件の発生は、 自由でのびのびした教育が

おこなわれるための、ある意味では必要悪、

あるいは止むを得ないコスト （代価）ではな

いだろうか。昔の戦争中のように、いききか

の逸脱をも許容しない厳重な監視的教育は、

たとえ一時的かつ現象的に、いわゆる問題発

生を迎えることができたとしても、所詮それ

Ⅳ．父母・地域との提携をめぐって
一若干の留意点一

1 ．．提携"は地域レベルでの監視体制をつ

くることではない

教師・学校と父母や地域との結びつきが必

要だという声は全国的にひろがっている。各

地の教育委員会でもこれに応えて予算措置を

してこれを推進しているところもある。 しか
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1

羅した「協議会」のようなものが確立してお

り、 また事業としては懇談会や講演会、パト

ロール、スポーツ大会、○○運動､××の集

い、等々多彩である。そして各地区ともその

組織や行事も似たりよったりの印象が強い。

これらは、それぞれに理由があって作られ、

あるいは実施されているものであって、それ

なりの効果も上っているであろうが、 しかし

一般的にいって、あまり整然とした組織がで

き上っているところでは、概して活動は不活

発で形骸化している場合が多いというのは言

いすぎであろうか。隣の地区でもやっている

からとか、あまり必要とも思わないが形だけ

は一応整えてとかいう程度の動機で作られた

り行われているものが結構多いのではないか。

そのためにあまり気乗りのしないエネルギー

を消費するよりも、本当にこれこそ本質的に

必要だと思う方策にエネルギーを集中するこ

とをもっと考えてもよいのではないか。各学

校や各地域がそれぞれに主体的かつ内発的に

とりくむ個性的な努力に対して、外から画一

主義的な批判をあれこれ加えずに、暖かく援

助する気持ちで見守ることが望ましいと思う。

し本当にそれぞれの地域や学校においてその

内発的必要にかられて独自の方法を発展させ

ているかというと、必ずしもそうとばかりは

いえないようである。外からあれこれいわれ

るからこの地域でも作らなければ、 というよ

うなところも少なくない。そういうところで

は、形だけは学校・過程・地域三者提携をし

ているような組織ができていても、実際は大

したことをやっていなかったり、 とくに考え

なければいけないのは、 蝋提携"と称して子供

の監視体制を学区全体にひろげて、たとえば

蝋愛のパトロール〃などを通して、学校だけ

でなく、時間的には放課後から夜間まで、空

間的には学区全体にわたって子供の監視体制

を作りあげて、非行防止に全力をあげようと

いうような考え方である。 もちろんパトロー

ルがすべてこのような監視的動機から行われ

ているとはいえないであろうし､こうした雨提

携〃が非行防止に役立っているであろうこと

を否定はしないが、 しかし提携の本旨はこの

ようなものではないはずである．これらはせ

いぜい応急の予防措置的な意味をもったもの

であって、監視的パトロールなどを必要とし

ないような教育を確立するにはどうしたらよ

いかということをもっと深いところで考え合

い協力し合うところに本質的な提携があると

思われる。父母や地域住民との提携というこ

とが、先に述べた「エラーを恐れて、守備だ

けを考える」教育の地域版であっては意味が

ない。

ウ
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卜
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1

1

1

’

3．地域の父母は互いに知恵を出し合うべ

きである－P．T.Aはその媒介になっ

て欲しい一

核家族化・少子化が進むと同時に、地域社

会の住民構成も多様化・異質化が増大したの

で、子供の育つ環境もかなり 「タコツボ化」

して、隣近所との交流も乏しくなり、若い親

たちの育児経験もタテ・ヨコの結びつきを欠

くようになった。専門の育児書や教育書がよ

く読まれるのも、 こうした状況が一因となっ

ているのであろう。親たちも子供の教育で困

った問題に直面すると、身近かに相談すべき

人がいないので、いろんな「相談機関」に頼

りがちになる。たしかに相談専門機関の存在

は必要ではあるが、 しかし｢家庭→相談機関」

2．形式的な組織作りで満足してはいけな

し， ．

多くの地域で行われている学校・家庭・地

域の協力や提携に関する報告をみると、たい

てい「○○地区提携組織図」などというのが

あって、校長や教頭をはじめ、 P．T、 A，

自治会・町内会などの代表者、青少年指導員、

体育指導員その他青少年団体関係者などを網

I

1

1

！

－33－

ｌ

ｆ



切な現状批判の意見が多く出されていた。そ

のとき一人の母親が遠慮がちに次のような発

言をした｡｢教組の研究集会に出席して勉強き

せてもらった時もそうだったし、今日のこの

懇談会でも感じることですが､私のような､幼

稚な〃 帆意識の低い〃親は、何となく気遅れて

しまって本当に思っていることを発言しにく

い。こんなことをいうと 蝋遅れている〃と批

判されるのではないかと、つい黙ってしまう。

今も、精一杯の勇気を出して緊張しながらこ

の発言をしているのです｡」

いわゆる意識の高い親たち、問題意識のす

るどい親たちの存在は、教育の変革的発展に

とって欠くことのできない要素である。この

ような親たちのおかげで、多くの教育反動化

の試みが阻止きれてきたし、 また望ましい建

設的な教育施策が実施きれる推進力にもなっ

てきた。教師だけでは出来ない改革や抵抗が

このような親たちとの結びつきによって成功

した例は多い。しかし同時に先にあげた母親

の発言は、考えなければならない何物かを暗

示しているように思われる。

いわゆる職意識の低い〃親たちは、何も好

きこのんでそうなっているわけではない。そ

れぞれに異なる環境の中で生き、異なる状況

に直面し、生き方や子供の育て方についてさ

まざまに考えをめく．らせ、それぞれに一定の

意見をもつようになったのである。一つの結

論に到達するにしても、その家庭にはさまざ

まな懐疑と試みと希望が錯綜してのことであ

ったにちがいない。自分と同じ意見の人でも、

あまり深く考えないでたまたま意見が同じで

ある人もあれば、 自分と結論は異なっていて

も、それに至る過程では自分と同じ問題を深

く考え迷った結果、ほんの僅かな要因のちが

いで自分と異った意見になった人もあるだろ

う。制服がいいか私服がいいか､ ~校則はもっ

ときびしい方がいいかどうか、中学は公立に

するか私立にするか、宿題はもっと多い方が

いいかどうか、 というような問題に対する意

という関係ばかりが重視されると、親をとり

まく地域的な連帯的環境の意義がますます失

われてくる。隣近所の年配者や同輩の親たち

はいわゆる教育専門家ではないが、それぞれ

に人生を生きてきた人たちであり、子供の教

育に関してはそれなりに苦労した経験をもっ

ている。これらの人たちとの経験の交流や連

帯は、当該の親たちの直面する問題の解決に

それなりにプラスするだろうと同時に、広く

教育全般をめく．る地域の力量を掘り起し、活

性化する契機ともなるであろう。

P. T.Aは元来その学校に通っている子

供の親と教師の任意困体であるが、親たちは

学区の地域社会のメンバーであり、 またかっ

て子供をその学校に通わせた親たち（いわゆ

るP． T、AのOB) も地域には沢山いる。

P．T、Aが教師と親たちの組織でありなが

ら、同時に親たちを通して地域社会の住民全

体と結びつく可能性をわれわれは重視したい。

学校の直面するざまざまな教育的困難を、 P.

T.Aの役員さらにはP.T、 Aに属する親

たちを通じて、地域全体の問題として受けと

め、学校とともに問題解決にとりくむことが

できれば、学校や教師と地域との連携も実質

化するであろう。それはP. T.A自身の活

性化をもたらす契機にもなろう。

P． T. Aに関しては、学校側と親の側の

双方について多くの問題があり、われわれも

いろんな点から議論をしたが、何れも簡単に

解決できる性質のものではない。ここではP．

T、Aに関しては、上に述べたような点を指

摘するにとどめておきたい。

4．蝋問題意識の高い親たち"は地域に根を

張って欲しい

ある懇談会で、何人かの親たちから活発な

発言が続いていた。教育問題に関する知識も

豊富で、問題意識もするどく、主として子供

たちの通っている学校のあり方を中心に、適
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る。これなしに学校・父母・地域の連帯とい

うことは実現するはずがない。

見にしても、すべてそのような背景をもって

いるであろう。

自分の意見と同じ人がすべて味方であって、

違う意見の人はみなダメだというような割り

切り方は危険である。ざまざまな意見のぶつ

かり合いのなかで、異なる意見の持主に対し

ても、それに至るまでの蝋人間的な迷い〃 と

でもいうべきものに対する共感のようなもの

を発見しあうことを通じて、たとえ外にあら

われた意見が異なっても、そういう人たちと

の間での相互理解や寛容の気持が深まれば、

地域的連帯が拡がるのではなかろうか。そう

した輪がひろがることによって、その地域の

学校はすばらしい支援者を獲得することがで

きるし、その学校の教育はいやでもよくなる

にちがいない。

6．教師が学区に住む問題

現在、義務教育の学校の教師は原則として

その学区には住まないことになっている。こ

れにはざまざまな理由があり、近代的学校制

凌からいえば必然的なことであるともいえよ

うが、 職地域の学校"ということが強調答れて

いる問題状況のなかで、 この点を再検討した

らどうかということがわれわれの間でも議論

になった。教師が当該学区に住んでいること

にはプラス．マイナスさまざまな問題が考え

られるが、現実に多くの教師はその学区には

住みたがらないようである。ある教師は「学

区に住んでいてはパチンコもやれませんから

ね」 といって笑った。たしかに地域社会のな

かで子供や父母との濃密な関係のなかに24時

間身をおくことが無条件でいいともいえない

であろう。 しかし同時に「先生もパチンコを

やっている」ことを通して、あけつぴろげの

人間関係を体験することによって、本当の教

育が展開できるのだという主張も当然ながら

存在する。

われわれは「教師はすべから〈当該学区に

住むべきである」という提言をする用意はな

いが、少なくとも、「自分は自宅のある学区の

学校で頑張ってみたい」と考える教師にはそ

の希望をかなえることが考慮きれてもいいの

ではないか、あるいは学校の教師のうち少な

くとも何人かは当該学区に住んでいることが

望ましいのではないか、 という意見があった
ことを紹介するにとどめておきたい。今後の

検討課題として考えてもらえれば幸いである。

5．事故に対する救済･保障体制を真剣に

考えるべきである

ききに「エラーを恐れない」教育というこ

とを述べた。しかし現実にはエラーを気にせ

ざるをえないような状況が多すぎる。だから

学校や教師は事故が起らないように神経をす

りへらす。また地域の親たちが自発的にある

行事を計画したり、善意で何か教育的なこと

をやった場合、不幸にして事故が起ったとき

に自分で責任をとらなければならないし、最

悪の場合には裁判に訴えられる。今日の社会

はいろんな意味で自発的な善意の通じにくい

社会である。 しかし学校と父母や地域の結び

つきということは、広義の自発的善意（ボラ

ンタリズム）に支えられなければ実現不可能

な面を沢山持っている。それを可能にするよ

うな制度的裂づけは現在甚だ乏しい°これは

もちろん政府・自治体・教育委員会で早急に

充実させるべき側面が大きく、学区の住民だ

けの手に余ることである。 しかし少なくとも

蝋善意の事故〃に対して地域住民レベルでの

精神的支援、精神的保障は不可欠の条件であ

おわりに

蝋教育に特効薬はない〃 とよくいわれる。

ここに述べたことも、特に目新しい提案があ
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るわけではないし､ また多くの教育関係者は

すでに日常的に努力していることが殆どであ

ろう。 また場合によっては見当外れの主張も

あるかも知れない。われわれはわれわれなり

に真剣に討議もし、考えもした。特にすばら

しいと自画自賛できるほどの提言をなし得な

かったことについては、われわれ自身の力量

不足をなげくほかはない。

ここに述べたこと以外にも重要と思われる

ことは沢山ある。教師の資質として期待きれ

る項目は非常に多く、一人の人間としてその

すべてを備えることは殆ど不可能とも思える

程である。われわれの討議でも、ここにふれ

なかった多くの問題力謡題になったが、その

すべてをここでとりあげたわけではない。わ

れわれの考えによれば、教師は必ずしもその

すべての領域にわたるオールラウンド・フ･レ

ヤーである必要はない。多少不得意な分野が

あっても構わ巻いであろうし、むしろその方

が自然である。要するに多少の欠点や不得意

な分野があっても、 トータルな一人の人間と

して、 「あの先生は一定の能力もあり、誠実で

一生懸命にやってくれている」という評価と

信頼があればよいと思う。そのような基本的

なポイントについてわれわれは強調したつも

りである。

なお最後に一言。教師は第一義的には子供

の先生という資格において、父母や地域住民

とかかわるわけであるが、 しかし子供の教育

という問題を離れても、一人の魅力ある人間

として、 また人生の友人として、父母や地域

の人たちと 職話の合う〃人であって欲しい。

それが結局のところ、信頼的な結びつきの基

盤になるであろうからである。

このレポートが関係者各位に批判的に読ま

れて、少しでも参考にしていただけるものが

あるならば、神奈川の、そして日本の教育の

ためにこの上ない喜びである。

(文責河村十寸穂横浜国大教授）
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私たちの教育改革を求めて

一臨教審一次答申批判をとおして一

教育行政検討委員会

もよくわからないのである。それが一つ。

次に今度の答申が、前記中教審の｢46答申」

とちがうところは、折角の専門委員の誤用で

ある。何しろ古い15年前の話だから細かいと

ころは忘れたが、前記の「46答申」では、文

章化の土台が専門委員の東洋氏以下'0人の

方々の手に委されていたせいか、用語の概念

語の中身にそれほどの不一致や混乱はなかっ

たような気がしている。

ところが、今度の「臨教審答申」の場合は

そうなっていない。教育の自由と教育の自由
化とがどう違うのか､更にそれと対比して個
性主義とかにおいてどう中身が違うのか、責

任者である部会長や部会長代理同士が対立し

て、罵り合っているという有様のようである。

それに新聞の報ずるところをきくに、本委員

と専門委員との間に意志疎通を欠き、専門委

員は全く蚊帳の外におし出きれているという
話までゴシップ風に書かれている。これでは

何のための専門委員であるか、その役割きえ

疑わしくなるのである。これがその二。

このようなていたら<であるから、現場教

師諸君も、これを読みこなすには、たいへん

苦労きれると思う。しかし、それだからとい

って、あきらめて投げ出してはいけない。

なぜなら、教師諸君もできるだけ読みこな

して、地域や学区のお母ぎんたちに、 これを

わかりやすく説明し、解釈して、彼女らの諒

解を共同意識のもとに共有せねばならない責

任を負っているからである。

「教育情報」の特集号で、教師各位の総学

習・総研修をすすめているのも、そういう趣

旨からである。これをぜひ、心に入れていた

はじめに

これほど日本国中を騒がせた「臨時教育審

議会」の答申であるから、県下の諸学校の現

場教師一同も、何らかの形でこれに目を通き

れていることと思う。それに、神奈川県教組

の方でも、早速「教育情報」の「号外」特集

を組んで(1985年7月12日号)、保存資料の形

で皆ざんにお配りしているから、なおざらそ

うであると思う。

しかし､ ~第一次答申にせよ、その解説的特

集号にせよ、そんなに読みやすいものではな

い。われわれ平素こういう理論的文章にはな

れているつもりの者でも全体を読み通すには

相当骨が折れた。それが正直な実感である。

「答申」 といえばよく引き合いに出きれる

のが「昭和46年の中教審答申」であるが、 ま

だこの方力輔みやすかった。 「なぜか｣を考え

ると、この「46答申」には、はっきりとした

教育改革の基本構想や目標が、正直なほど始

めから書き出されていた。 「46答申」も今度の

「臨教審答申」も、中央主導の形で21世紀に

向けての日本の政治・経済・社会・文化の全

体の流れのなかで、 もっと簡単に言えば、 21

世紀に向けての日本資本主蕊の発展過程のな

かで、どういう科学技術的エリート教育を前

進きせていくか、 という一言に尽きるが、今

度の臨教審答申は前者に比べて、単純簡明な

線が出ていなくて混乱し、混濁している。い

わば､それらを貫く一本の理念線がなくて蝋あ

れも〃 蝋これも〃といって欲ばりすぎている。

25名の委員が、一致して、どういう教育改革

を志しているのか、一般の世人にIま、読んで

！
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だきたい。 日の社会がもつ教育問題であり、われわれと

しても、その点については、 さしたる異論は

ない。 しかし、 日々子どもたちと接し、教科

指導以前に生活指導に追われている実践者の

目からみると、最も本質的な指摘に欠けてい

るとしか思えない。 実践者に今日の荒廃の

本質は何かと聞かれれば、おそらく多くの人

が次の事実を指摘するであろう。すなわち、

それは教師を含めて、学校の構成員が1人1

人砂のようになっている。 とりわけ子どもは、

自分だけよければよいという自己中心的世界

に閉じこもり、－これには一部の不見識な

母親たちにも責任がある－他人のことを顧

みることがない状況に陥り、あたかも学校が

ザラザラした砂の集合と化したということで

ある。 自然の遊び場を奪われ、テレビやマイ

コンによって生活の個別化を強いられ、学習

塾や水泳教室のような一種の流行や気休めの

ために生活時間をきかざるを得なくなった子

どもたちが、そのために友達の存在に気付か

なくなり、 自分だけが安定すれば事足れりと

する疎外状況に陥り、その安定やしあわせが

友達をはじめ多くの人々の善意や犠牲の上に

なりたつものであることにまったく無頓着に

なってしまっているということである。

この子どもの砂化現象は、単に学校だけの

ことではない。現代の日本社会そのものがそ

うなのであって、人はこれを大衆社会と呼ぶ。

そこでは、人々は生活を支える基盤としての

社会を失い、人と人を結びつける絆も断ち切

られてしまって原子化し、完全に根無し草と

なって浮遊する。学校の状況は、このような

社会の完全な反映とみなければならない。

答申には、このような教育問題のとらえ方

がない。 したがって、臨教審がどんな改革案

を提出してきても、 この本質的な問題を踏ま

えていない限り、単なる空手形に終わるだけ

である。今必要なのは、学校教育制度の改革

ではなく、大人社会の大衆化現象をくいとめ、

1人1人の人間の生き方を認め、すべての人

1 ．答申はどのような問題点をもっている

のだろうか

まず全体を通していえる基本的な問題点を

整理しておこう。この問題点は、以下の報告

に形を変えて度々現れるはずである。

(1)教育基本法の精神をねじ曲げた改革鱗想

となっている。

(2) 第二の教育改革と呼ぶ戦後教育の評価が

不十分であるばかりか、それが十分定着し

なかった原因をあえて避けて通り、政治や

教育政策の誤りについて何等の批判も反省

も加えていない。

(3) 経済における競争原理をそのまま教育の

世界に持ち込み、それを個性重視という表

現に置き換えたところから、答申全体が不

整合を起こし、 ところによっては甚だし<

矛盾する内容となっている。

(4)教育現場の認識がなく、観念的なつじつ

ま合わせの解決策を提案することがまった

くできていない。

(5) 審議の過程をみると、 目玉商品の選択と

提示を急ぎ、政治的圧力に屈服しているこ

とが歴然とする。これは臨教審が政治的支

配、 とりわけ一党一派の政治支配下にある

ことを端的に示すものである。

以下、やや細かく検討することにしよう。

2．答申は教育が荒廃しているというが、

その現象の本質を本当に追求したのだ

ろうか

答申は荒廃の現象として、受験競争の過熱、

いじめ、登校拒否、校内暴力、青少年非行な

どをあげ、その要因・背景として、偏差値偏

重、知識偏重から個人への配慮に乏しくなっ

た教育や詰め込み教育など10項目をあげてい

る。そこで、指摘していることはたしかに今
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わけである。だからこそ臨教審発足以前から、

臨教審が教育基本法を審議対象にするか否か

でもめたわけである。

答申によれば、教育改革は教育基本法の精

神にのっとって進められるものであり、その

趣旨に従って考えた結果、個性重視をもって

改革の基本原則として考えることになったと

ある。 ところが、審識の経過からみれば、個

性重視は教育の自由化というスローガンの代

わりに着けられた衣でしかない。 自由化に対

しては、特に義務教育段階での混乱を心配す

る立場からの強硬な反対があり、臨教審内部
の対立として報じられていた。この対立の妥

協が、ことばの上だけで行われ、結局個性重

視に落ち着いたのである。

教育基本法は「個人の尊厳を重んじ、真理

と平和を希求する人間の育成を期するととも

に、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の

創造をめざす教育」 （前文）を志向している。

この教育基本法にのっとった改革を個性重視

を基本原則として行うとはどういうことであ

ろうか。それはすでに報じられているように、

教育基本法体制下の戦後教育が画一化のため

に深刻な教育問題を生み出したので、今度は

個性を重視する改革をおこなうということの

ようである。臨教審がたしかにそのように考

えるならば、個性重視を当然のこととする教

育基本法体制が画一化していった過去を綿密

に分析し、その責任の所在を明確にして、そ

の部分の改革をこそ緊急の改革策として提言

すべきではなかろうか。また、真理と平和を

希求する人間の育成を図る方向や、普遍的に

してしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす

教育ではいけない理由を、国民の前に明らか

にすべきであろう。そのことをしないで、教

育基本法の糖神から個性の重視のみを取り出

して教育改革の基本原則とし、その上､「第二

部本審議会の主要課題」の「教育の目標」

の項で「教育基本法の精神が、今後のわが国

の教育に生かきれるよう、その正しい認識の

が生き甲斐をもって生きていける平和的で民

主的な国家・社会を建設することである。

日本の政治には次の如き許し難い伝統的な

悪弊がある。社会の矛盾が大きくなり、政治

経済の上でゆきづまりが顕在化すると、時の

権力者は自分の都合のよい教育改革を断行す

る。つまり、様々な社会問題を教育によって

処理してきたのである。今回の臨教審の設置

もこの例にもれず、ことがらがすべて、政治

的問題として処理きれようとしているのであ

る。 したがって、大人社会のもつ基本的な矛

盾に･は目をつぶり、すべてを教育の枠の中に

閉じ込めて改革を図ろうとする。われわれは、

まずこの見えざる意図を教育荒廃の指摘から

鋭く読み取らなければならない。

3．答申は教育基本法【二のっとって改革の

基本的な考え方を生み出したようなこ

とをいっているが、はたしてそうであろ

うか

教育改革は本来社会改革の一環でなければ

ならない。 また、教育改革に即していえば、

それは部分的な改革ではなく、国民の意識変

革を根底においた全面的な改革にならなけれ

ばならない。そうでない限り、部分的改革は

必ず他の部分に新しいひずみを生み出すこと

になる。高校全入の実現は高校教育の内容に

大きな格差を生み出す。内申書による高校入

学者の選抜は、受験準備教育期間を中学在学

期間の3年間に広げる。共通一次試験の導入

は大学ランク付けを生む。いずれも、 1つの

解決は新しい1つないし、それ以上の矛盾し

た問題を生み出すことになってしまう。

そこで、教育改革を推進するためには、 ま

ず国民的コンセンサスが先行し、その意識が

十分ゆきわたることと同時に改革案が生まれ、

実行に移きれるという手順が必要になる。こ

のコンセンサスに相当するものを今日探し出

そうとすると、憲法と教育基本法にゆきつく
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確立に努める」と述べるに至っては、笑止千

万というばかはない。それは、教育基本法の

実質的改ざんや歪曲そのものであるというべ

きであろう。

今日の教育荒廃を認めた上で、教育実践の

質的改善の方向を探るとすれば1人1人の子

どもに自立と連帯の意識を高揚させ、学校や

地域全体に本当の意味での人間らしい人間が

生き生きと活動できるようにすること、つま

り、 自己実現を果たした人間とそれを保障す

る学校や地域を実現することである。そのた

めには、真理と正義にもとづいて平和の実現

を図る人間を育成することが何よりもまして

重要なことである。

いじめや暴力は、 まさに正義と平和に敵対

する行動である。わが子の尻を叩いて受験戦

争に追いやる親は、真理や正義のなんたるか

を忘れた人たちである。 日本の個性的にして

普遍的な文化によって磨き上げられた人は、

平和をこよなく愛する人たちである。今教育

基本法を歪曲して、個性重視のみを取り上げ

て教育改革を図るということは、 まったく納

得できないところといわねばならない。

み込んではならないということになっている

のである。そこには、真の意味の人間の自由

力罫宿るからである。

ところが答申では、基礎・基本の重視とい

うことで、 「人格形成の基礎･基本をしっかり

と教えることは、いきざかもおろそかにして

はならない」といい、 「多様な個性は、基礎・

基本の土台の上にはじめて築き上げられる」

と考える。 とりわけ学校においては、 「徳育・

知育・体育について、 さらに基礎・基本の徹

底が図られなければならない」 という。要す

るに、学校は徳・知・体について、個性とは

無関係に、個性の土台となる共通普遍的なこ

とをしっかりと教えるところだといっている

のである。これは人間の発達と教育について

はまったく無知な人たちのいうことであって、

個性を無視し、否定するところの教育観その

ものである。個性は人間の誕生とともに現れ、

自分では知らぬまに育てていくものであって、

人間の諸能力の基礎は、この個性の発達とと

もに培われていくものである。人間の発達と

教育を、経済における物の生産や動きとその

管理と同じものと考えているから、 このよう

な非人間的な提言が出てくるというべきであ

ろう。

それでは、土台である基礎・基本として何

をしっかりと教えることを期待しているので

あろうか。それ睦端的にいえば、個性とは無

縁の徳・知・体の教育ということになるので

あるが、その内容を暗示するものとして次の

文章を取り上げることができる。それは、 「戦

後、十分には考慮きれていなかったわが国の

文化、社会の個性をしっかり見据えて、 日本

人としての自覚を育む教育の在り方を示すこ

と」 （審議会の役割の第四）と「国を愛する心

を育てる教育、 日本文化の個性をしっかと身

に付けさせる教育とともに、諸外国の文化、

伝統などについて理解を深めるための教育が

確立されなければならない」(改革の基本的な

考え方(7)） というものである。このことから、
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4．個性重視を基本原則とする答申が本当

にねらったものはなんだろうか

答申のいう個性とはなんであろうか。残念

ながらどこにも個性についての説明はない。

われわれは、個性とは統一きれた人格のも

つ差異性と考える。私とあなたの人格の違い

である。あるいは私にしかないもので、他の

者ではどうしても代用することができないも

のである。 ところが、答申では人格を構成す

る一つの要素としての能力だけを取り出して、

それをもって個性としている感が強い。いわ

ゆる個人のもつ固有な適性・能力である。

本来、個性の核になるものは、徳性である。

だからこそ、歴史的にみれば、人間個人の固

有の世界である徳性の教育には、公権力は踏
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地位と名誉を守り抜くために必死である経済

界のリーダーたちが今最も欲しいのが、創造

性ゆたかな高度技術者である。彼等の養成は、

今までは企業内の教育や研究を通してなされ

てきたのであるが、それを学校に求めようと

するのである。一方で、経済的効率を原理と

する行政改革を推進して彼等の経済的負担の

軽減を図り、他方教育の世界にも経済的効率

主義を持ち込んで、直ちに役立つ人間を安い

費用で教育する制度を生み出そうとする。こ

れが今日の財界主導の行革と教育改革である。

教育の自由化の主張はいろいろなところで

なされているためにわかりにくいところがあ

るが、 ここにあえて整理すれば次のような考

え方である。まず、教育に経済社会と同様の

競争原理を導入して、私立学校を自由に設立

できるようにし、教育の民営化を図ろうとす

るものである。

教育を受ける側は、教育機関を自由に選択

し応分の教育費を受益者として負担すること

に巻る･これが民間活力の教育への導入であ

る。次いで、公立学校においても学校選択の

自由を保障する。そのために学区制を否定す

ることになる。 ときには子どもたちによる教

師の自由選択までも含まれることになる。さ

らに、教育の機会を家庭教育にまで広げて、

義務教育の就学義務を家庭教育で代替するこ

とを認めることにする。 したがって当然のこ

とながら、教科書をはじめ教材や教育内容に

関する一切の規制が緩和きれるか撤廃される。

そして、学校あるいは教師を単位としての自

由競争が激しく行われることになる。

自由化論のなかには、たしかにわれわれが

従来主張してきた教育の自由と符合するとこ

ろもある。例えば、文部省が口出しをしてい

る諸規則・諸規制の緩和などがそれである。

しかし、教育の自由とは、学習する子供は

もちろん、子供の教育について責任をもつ親

と教師が、学問や思想の自由を根拠にし、制

震的には教育の機会均等の原則にもとづいて

表向きには教育基本法の「正しい認識の確立

に努める」 といいながら、実はそれとは逆の

方向、つまり国家主議的な方向にむかって学

校教育内容を再編成しようとする意図がある

のではないかと考えたくなるのである。出来

うべ〈んば、この推理が外れることを願うの

みである。

5．教育の自由化も隠されてしまったが、

その自由化は大いに推進されてよいも

のであろうか

臨教審が個性重視を基本原則とすることに

踏み切ったことによって、答申には個性重視

とは関係のない、 またときにはお互いに矛盾

する文言が目立つようになった。 もっとも、

このことはもとの言葉である教育の自由化と

しても同じである。矛盾は、政治権力の介入

によって生じてくるというべきであろう。

それにしても、 この教育の自由化というス

ローガンは、われわれにとっても魅力のある

響きをもっている。今日の教育現場の活力を

奪い、個性的で創造的な教育実践を困難にし

ているのは、文部省が教育委員会を通して確

立してきたルールとそれにもとづく管理体制

にある。このルールの廃棄、つまり教育現場

への様々な規制力輔回され、許認可事項が激

減し、教育内容の選択や、指導が、教師や学

校の主体性のもとに選択できるようになれば、

教育改革は教師の足もとから実現していくよ

うになるからである。

しかし、臨教審のいう自由化は、純粋に教

育的意味における、つまり教育の原理として

の自由の実現をいっているのではないことに

注意しなければならない。それは端的にいえ

ば、企業の求める人材を、激しい自由競争の

なかで養成する自由を求める自由化なのであ

る。

′､イ ・テクノロジーといわれる今日の激し

い技術革新戦争を乗り切り、経済大国日本の
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確保することができる教育をうける、 または

する権利としての自由である。実践者や学習

者からいえば、指導者としての、また学習者

としての主体性を確保することである。この

主体性＝自由がないかぎり、教育そのものは

真の意味では成立しないのである。主体性＝

自由のない指導は宣伝か伝達のいずれかでし

かない。今日の教育荒廃は、この主体性＝自

由が否定きれているところに起きている。い

わゆる、教育の自由化の主張とは、 この事実

には目を向けず、ただ、子どもたちの能力を

効率的に育成する方策を経済原理を適用して

考えているに過ぎないのである。

経済の競争原理が支配する能力主義教育の

世界はどうであろうか。能力を有するとの判

定を受けた者はその能力に最適の教育機関で

教育を受けその中で競争していくことになる。

そこではおそらく本来の意味での個性などは

無視きれるであろう。一定の教育を受け、一

元的な評価基準のもとに厳しく選別ぎれて、

エリートが発見され育てられる。数多くのエ

リートを生み出した教育機関（教育企業）が

社会的な評価を得て高い教育費の負担を要求

することができるようになる。臨教審がただ

1組、新しい学校として提案した6年制中等

学校と単位制高等学校は、一応この路線にそ

ったものである。一方はエリートを中心にす

る教育機関として、他方はその対極として落

伍者のための教育機関である。一方のみの提

案は片手落ちとなるので、子どもの適性・能

力に即し、かつ生涯学習の保障という糖衣に

くるんでの提案である。われわれは、答申の

奥に潜む隠きれた自由化論の検討が、その意

味で重要だと考えている。

教育の自由化とは、 このように、一方で少

数のエリート人材を蕊成し、他方で部品とな

る人材を確保するという、人間の二極分解を

図る思想にもとづいて、教育制度を再編成し

ようとする財界主導型の企業ナショナリズム

ともいうべき教育再編成論だと断じてよいで

あろう。

6．答申の第二部は｢本審議会の主要課題」

となっているが、これほど網羅的に課題

をあげておいて、はたして審議を尽くす

ことができるのであろうか

答申にはたしかに積極的に評価できる部分

もある。 しかし、その基本的な考え方はおざ

なりで、適当なことばを見ばえよくちりばめ

たに過ぎないのではないかといわざるを得な

い。そういう点からいえば、この答申はきわ

めて無責任なものである。

その無責任さは､｢第二部本審議会の主要

課題」にも現れている。 21世紀に向けての教

育の基本的な在り方から始まって、八項目に

わたる内容を真剣に取り上げて審議し、 日本

の教育のあり方を具体的に決定するすること

を残る2年間に行うことはどうみても不可能

である。例えば「5．教員の資質向上」の項

一つを審議するだけでも2年はかかるであろ

う。時間をかけないで審議することは現場を

無視し、観念的な議論を重ねて、一部の有力

な委員の見解をもって結論とすることである。

そのような審議会であるならその存在理由は

ないのである。したがって、基本的な課題に

ついての十分な審議をし、意味ある提言をま

とめてほしいものである。

このように主要課題を羅列しておきながら、

われわれからみるときわめて重要で、かつ緊

急を要する課題には一言触れているだけ、 と

いうことがある。例えば、学級定員をはじめ

とする教育条件の整備がそれである。答申に

は、 「4．初等中等教育の充実･多様化」の(6)

で、 『児童･生徒が個性に応じ適切な教育を受

けられるよう、学級縄成・教職員定数の改善、

大規模校の解消など教育条件の整備について

検討する」とある。われわれは、 40人学級の

早期実現と、 35人以下を目標とする学級定員

削減の具体的計画を策定すべきだと考える。
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個性重視を原則としながら、国際的にみて異

常ともいうべき学級規模をそのままにしてお

くことは許されないことである。このことは

学校規模にも通じる。学校の管理運営を課題

とするをらば、その前に、過大規模の学校や

通学区の広大な学校等の改善を検討し、学校

規模の適性化を図ることを提言しなければな

らないはずである。

それでは主要課題のうち「8．教育行財政

の見直し」だけを取り上げて、われわれの見

解を述べておくことにする。 もちろん「5．

教員の資質向上」 もきわめて重要な問題であ

るが、その検討は今後に待ちたい。

教育行政の見直しについては、基本的考え

方において「国家財政全般との関連において、

適切な財政措霞が講じられなければならな

い」と述べたこととの関連で急謹挿入きれた

もののようであるが、その原則は、選択機会

の拡大を述べているところで指摘されている

「教育行政や制度もまた柔軟で分権的な構造

でなければならず、関連する規制緩和が必要

となる」という考え方でなければならないは

ずである。しかし、はたしてこの分権構造が、

いわゆる地方分権という内容をもつことにな

るかは、他の文言で示される理念からみると

きわめて疑わしいとみなければならない。

まず、 「教育における官民の役割分担｣につ

いてみよう。 「教育における宮･民の役割を明

確にし」 とあるが、 これは何をいおうとして

いるのであろうか。前者は貧者＝弱者＝愚者

を分担し、後者は富者＝強者＝賢者を分担す

るというのであろうか。自由化論者の遺伝決

定論的優生学的な人間観を知ると、残念なが

らこのようなことしか考えられないのである。

「義務教育、教科書検定、学習指導要領、

学校設置基準などにかかわる許認可や規制に

ついて、文部省の指導、助言など実態面を含

め，広く見直す」というときの方向が、義務

教育の充実のために教育環境整備を推進し、

そのために必要な財政的基盤の拡充を図ると

か、教科書検定を廃止して自由発行にすると

か、学習指導要領を廃止して教授の自由を保

障するとかいうものならば、われわれの考え

方と軌を一にするものである．しかし、 「選択

の機会の拡大はとくに高等教育、後期中等教

育の段階で重要」 という指摘や、基礎・基本

の重視の考え方からみて、 この見直しの方向

はわれわれの期待にこたえるものではないの

である。基礎・基本の教育段階で、教授の自

由が保障きれることが、人間の発達と教育の

観点からいえばきわめて重要であることをあ

らためて指摘しておきたい。心配するのは、

義務教育段階において、規制が逆に一層強化

され、教育内容が国家主装化することである。

答申内容に政治権力が介入している事実をみ

るとき、われわれはこの恐れを強くもつもの

である。

(A) 「教育における国・地方の資任と役

割分担」についてはどうであろうか

ユ
ョ
一
一

→

これは官・民の役割分担以上に重要な問題

を含んでいる。教育の自由化を主張し、各種

規制をゆるめ、教育現場の主体性を強化しよ

うとするならば、国と地方の関係については

地方分権化の方向を明確に打ち出きなければ

ならないはずである。地方分権が確立され、

はじめて活力のある教育活動が保障きれるは

ずである。ところが、答申においては、 「責任

の役割分担｣を検討し、 「市町村教育委員会の

権限と責任を再確立するという観点から、そ

の充実と役割の明確化」を検討するという。

この表現からは、教育の中央集権化と教育現

場の管理強化を図るために、役割・権限・責

任を明確にしてその充実を図ると理解するこ

ともできなくはない。

われわれは、むしろ讃極的に、地域住民の

教育意思を十分に把握し、その願いの実現に

向けて最大限の努力をすることのできる地方

教育委員会の拡充整備を図るという方向性を
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案されている6年制中等学校や単位制高等学

校の設置はその可能性を含んでいるのであろ

うか。端的にいえば否である。後に述べるよ

うに、それはエリートと落伍とを際立てるだ

けあって、その学校の卒業生はますます無条

件に一定の社会的評価を受けることになろう。

むしろ、学歴社会の弊害が助長されるとしか

考えられないのである。いずれにしても、学

歴社会の弊害を是正する措置は、国民の意識

にくいこでいく、つまりみんなが本当に納得

し安心して学歴から解放きれたと思えるもの

でなければならない。高等教育への入学機会

を拡大したり、多様な高等教育機関を設けた

りすることは、本質的に別のものである。

次に、 「受験競争過熱の是正のために」とし

て、提案されている具体的な改革案を検討す

る。

明示することが、基本的考え方に対応する課

題の表現だと考える。このことが行えない臨

教審が、いかに活力ある教育の再生を唱えて

も、われわれはそのスローガンを信ずること

はできない。むしろ、臨教審自体を否定する

考え方を強固にするだけである。

(B) 「学校の管理運営の在り方」につい

てはどうであろうか

教育の正常な実施という観点から､｢校長の

権限、学校の組織など学校の管理運営につい

て見直しを行う」としている。これは「第一

部、第一節教育の現状」の④で、 「(教師）

の一部には指導力の不足した者や使命感に乏

しい者もみられる。また、校長がリーダーシ

ップを発揮できず、学校の適切な管理運営が

行われないことから、諸問題に対する適時、

適切な対応が困難となり」 と述べられている

ことに対応する。この指摘から素直に読みと

れる方向は、 ここでも残念ながら一層の管理

強化を図るということである．

①大学入学者選抜制度の改革について

ここでの焦点は「共通テスト」の提案であ

る。共通テストは現行の「共通第一次試験」

とどこが異なるのであろうか。共通第一次試

験が引き起こしてきた様々の弊害に対して、

国立大学協会は独自の立場からその改革を手

がけてきていた。 87年度は、今回提案の「共

通テスト」にかなり近い内容のものに変える

予定であった。 もちろん、各大学の意向は多

岐にわたり、それを十分集約してすべての大

学が納得できる試験を生み出していくことは

不可能である。大学教官の意向の中には、そ

の廃止を求めるものも多いはずである・

そもそも共通一次試験の発足そのものが、

大学教官の理解を得たものではなく、むしろ、

政治的な配慮の下に実施に踏み切ったのであ

る。 したがって、試験そのものの在り方は、

国立大学協会内部の問題として限りなく手を

加えていくべき性質のものであった。そして

事態はそのとおりに進行してるときに、共通

テストが提案ぎれたわけである。

7．「第三部当面の具体的改革提言｣でと

り上げられていることははたして、教育

の荒廃を回復させる結果をもつものだ

ろうか

答申が取り上げた改革は次の諸点である。

まず、教育問題の背景にある学歴社会の弊

害の是正を取り上げ、生涯学習社会、学校教

育の改革、企業・官公庁における人事管理の

在り方を提言する。次いで、大学入学者選抜

制度の改革と大学入学資格の自由化、弾力化、

6年制中等学校、単位制高等学校の新設を提

案する。

ここでは提案されている個々の事項につい

て若干の考察を加えることにする。

学歴社会の弊害の是正のためには学校教育

における改革が必要であるというが、今回提
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大学の目的に合わせて工夫されるべきである

という提案だけをすれば十分なのである。共

通一次試験と同様、大学が国の規制を受けざ

るを得なくなる選抜方法を提案することなど

はまったく許きれないことというべきであろ

う。 ~しかもそれが国の政治権力の圧力に屈し

て行われたとすれば、臨教審そのものの存在

理由を自ら否定したことになると考えたい。

さらに、 この問題にかかわって私立大学の

経営状況を考えなければならない事態がある

ことも問題である。教育企業としてはその財

政基盤の安定が何よりも必要なことは周知の
とおりである。現在の私立大学経営は必ずし

も十分なものではない。入学者選抜方法を含

めて、答申には私立大学が殆ど無視されてい

る。高等教育在籍者の大多数を抱えるのが私

立大学である現状をみると、私立大学への配

慮が色濃く出ることが自然であろう。これで

は高等教育の改革について、本質的に検討し

たことにはならないといわざるを得ない。

教育の自由化を基本的理念としていた臨教

審が、大学入学者選抜方法までこのような画

一的な方法を提案するのはなぜであろうか。

もちろん、その利用の仕方は各大学の自由に

まかせるということであるが、画一化を悪の

元凶とみる臨教審が、全国画一的な共通テス

トを考える背景には何事かが隠ぎれているは

ずである。

その隠されていることは、答申公表の直後

に国民の目にきらされることになった。それ

は首相ならびに官房長官が共通テストを1987

年度に実施することを表明したことである。

共通テストは明らかに政治権力の圧力によっ

て、その是非の検討もなされずに答申の目玉

にされたのである。そもそも文部省自体、臨

教審設置以降は被害者側に回っているのであ

るが、共通テストについてはその事態が歴然

としている。大学入学者選抜方法の改革は日

本社会の長年にわたる懸案事項である。 ヨー

ロッパ諸国は進学希望者の増大につれて、 日

本と同じ苦悩をもつようになってきている。

アメリカにおいても、学力の低下がいわれ、

厳しい学力試験の必要性が問われるようにな

っている。いずれの国をとっても、 これで十

分満足しているという状況ではなくなってき

ているわけで、 日本がわずか1年の審議で具

体案ができること自体おかしいとみるべきで

あろう。

重要なことは、各大学が大学固有の目的を

もち、その目的にふきわしい学生を選抜する

ための独自の方法を自由に開発していくこと

である。試験を1月から3月の期間に限定し

て行う必要もないし、 ましてや全国一斉の画

一的試験などまったくナンセンスなはずであ

る。受験生は自分の志望に応じて、いくつも

のチャンスを活用してチャレンジしていくこ

とが人間形成にとって必要なことであろう。

臨教審が本当の意味での教育の自由を実現

しようとしているならば、大学の入学者選抜

方法については、多くの機会と多様な方法が

②機会の多様化・進路の拡大

まず提案されているのが「大学入学資格の

自由化･弾力化」であり、 「高等教育の門は可

能な限り多様で幅広くすべきであるとの基本

認識の下に、修業年限3年以上の高等専修学

校の卒業者などに対し、大学入学資格を付与

することについて、政府においてできる限り

速やかにその具体的方途を検討するべきであ

る」と述べられている。

高等教育への機会への拡大は望ましいこと

に違いないが、それがなぜ高等専修学校の卒

業生に広げられなければならないのだろうか。

専修学校の設置目的はごく狭い専門技術の養

成を主とするものであって、高等学校のよう

な一般教養の深さを要求するものではない。

両者は同一年令の青少年の教育機関であって

も、 まったく質が異なるのである。一方、進

路の多様化に対しては、 コース間の移行を保
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障するという常識もある。この常識に従って

先の提案はなされているのであるが、 この二

つのコースのもつ本質的な相違はどうなるの

であろうか。高等専修学校の卒業生が大学の

入学試験を受けようとすれば、そのための準

備が当然なされることになる。結局、高等専

修学校は受験準備カリキュラムまでも用意す

ることになって、その本来の目的を逸脱して

いくことは目に見えている。コース間の移行

はこのような学校種別間で行われるべきでな

く、いわゆる総合制高等学校のようなところ

で推進ぎれるべき方策なのである。

しかし、それでも高等専修学校卒業生の中

に大学進学を志す者が出る可能性はある。そ

れも大いに結撰なことである。このような人

たちに対しては、現行の｢大学入学資格試験」

の活用を図ればよいのである。それは高等専

修学校卒業生ばかりでなく、すべての青年に

開かれた大学入学のための門戸であり、運用

によっては高等学校卒業資格取得試験ともな

り得るものである。

進路の拡大を求めるならば、必要に応じて

生み出きれてきた現行の制度を再検討してい

くことによって十分達成できるのである。こ

のような提案の背後に民間活力の導入の一形

態としての高等専修学校を数多く生み出し、

そこできわめて狭い専門技術教育を効率的に

行うことと、大学進学の可能性を制度的に保

障することと組み合わせて、進学希望者を多

数吸収できるようにするという巧妙な配慮が

あると考えるのはわれわれの邪推であろうか。

6年制中等学校についてはどう考えたらよ

いであろうか。臨教審としてはこの新しい学

校の設立を答申の最大の眼目と考えたふしが

あるが、それははたして「教育制度の改革の

突破口」となるものであろうか。

個性重視は教育改革の基本原則であった。

しかし、 6年制中等学校の提案には、個性の

重視ではなく 、能力の重視がその本当のねら

いであることが露骨にみえるのである。

6年制中等学校の目的は､｢生徒の個性の伸

長を継統的、発展的に図ること」にあるとい

う。問題点は、中.高の間にある「節目がな

くなり、変化を持たせにく く、中だるみが生

じやすいこと、進路選択の決定の時期が早ま

るおそれがあること」だと指摘している。

このように若干の問題点はあるにせよ、 6

年制中等学校が、中．高の接続から生ずる問

題を解決することのできるすばらしい学校で

あると考えるならば、その6年制中等学校を

学校制度の基本とする提案をなぜしないので

あろうか。これはまったく納得できないとこ

ろである。 もちろん、 3年間で退学したり転

学したりすることを認める制度にしておけば、

指摘きれている問題点も半ば鯛肖できるはず

である。 とりわけ進路選択の決定が早まるお

それの心配はまったくないのである。

自画自賛するこの中等学校をごく一部のも

のにするのは、それなりの理由があろう。そ

れは端的にいえば、能力的に優れた者を選択

して早期教育を行い、将来のエリートを養成

しようということである。小学校卒業のだん

かいで、指摘される5つのタイプに合うよう

に進路選択ができる者は、 より以上の早期教

育を受けた者以外にあり得ないのである。ま

た、この時期からそれぞれの分野の教育を専

門的に受け育つのではないかという心配もあ

る。こうして育った人間が社会のリーダーに

なるとすれば、 日本社会の将来は暗潅たるも

のとなる。戦前、知的エリートとして集めら

れ徹底的に軍事教育を受けた陸軍幼年学校出

身者が政治権力を握ったとき、 日本が転落の

道、国際信義にもとる道を一挙に転がり落ち

たことを思い起こせ蛾、中学校段階から特定

の専門分野の学習を中心にする教育のもつ恐

ろしさはうなずけるはずである。公教育は決

して一部の特殊な能力をもつ人間のための教

育を志向してはならない。それはあくまでも

国民全体を視野に入れ、幅広い教養に支えら

れた知性の教育を行う機関であることを忘れ
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てはならない。

このエリート教育を志向する6年制中等学

校の対極に置かれる学校が、単位制高等学校

であることはすでに述べた。

単位制高等学校は「学習者の希望、学習歴、

生活環境などに応じて高等学校の教育力溶易

に受けられるようにする」ことを目的として

設置しようとするものである。また、「生涯学

習の観点に立って、高等学校での履習形態の

多様化を進める方策の1つ」と考えてもいる

わけで、 6年制中等学校と同様中等教育の多

様化を推進するものに違いない。

しかし、この単位制高等学校の設立は、今

日の教育状況からみて、現実的には、消極的

な救済学校になることは間違いない。それは、

増加する高等学校中退者を救済し、公立高等

学校に入学できず、 しかも私立高等学校には

経済的な理由で進学できない子どもたちが、

不本意ながら行かざるを得＊い学校となる。

まきに学校落伍者のための学校ということに

なるわけである。それならば、現行の働く青

少年の後期中等教育を保障する定時制・通信

制高等学校や夜間中学校を充実させることの

侭うが急務であり、それで救済することもで

きるはずである。

単位制高等学校の発想を生かすとすれば、

現在ある高等学校をすべてこの方式で運営す

ると考えた方がはるかに現実的であり有効で

ある。現行の高等学校も一応単位制をとって

いながら、現実は完全な学年制となっている。

単位制は生徒指導その他の面で運営上むずか

しい面はあるが、弾力的なカリキュラムを設

けて個性に即した教育を実施するためには、

きわめて有効な方法である。 もちろん教育の

配置や施設については、一層充実させなけれ

ばできない。それだけの財政的努力をして、

高等学校を純粋の単位制高等学校にしていく

ことが最も必要なことであろう。それを、中

学校と接続きせ、 6年間のカリキュラムを編

成することが、今日の中等教育が直面する問

題を解決する方策となると考える。

このような単位制中等学校が設立されれば、

生涯教育の観点からみてもきわめて有効であ

る。思春期の青年と、社会の荒波にもまれな

がら、なお学習意欲をもつ成人とが、机を並

べて真剣に勉強している教室を思うとき、そ

こにはじめて教育・学習の真の姿を見出すこ

とができるのである。

われわれは本当に自由な学習社会の実現と、

それを公教育として整備充実を図り保障して

いく教育政策の立案を心から望んでいるので

ある。

（文責山田勉横浜国大教授）
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私たちの教育改革を求めて

－臨教審二次答申批判をとおして－

教育行政検討委員会

枠組と方向性を与え、大学の自治をはじめ、

本来最大限に尊重されなければならない教育

の自由が実際には否定されている。教育荒廃

をいいながら、それを口実にして最も個性的

な教育の営みまでも切り捨て、学習社会の全

体を体制の意のままに変えていこうとする方

向性が、答申の背後に見えるのである。それ

は委員個人個人の内部にある善意と改革の理

念が、答申の深部に押しこまれていくことに

よって変質し、答申全体としては、何か別の

全体的な意思をもったものに生まれ変わって

いるという感じである。 したがってこの答申

は部分的にはわれわれとしても賛意を表する

点が多いのであるが、それも全体の方向性か

らみて、本当にその実現を図ろうとしている

とは思えなくなるのである。つまり、他のよ

り具体的な部分にはそれとは逆の方向が明示

きれていて、むしろそのほうが実現の可能性

力塙いと判断されるのである。そして、 もし

この全体の意思を体して、この答申に盛り込

まれた具体的改革案が摘み食いの形で実行き

れると、活性化の名目のもとに教育費の一部

を地方と受益者に負担させながら、今日まで

の教育政策の延長線上を突走ることになるの

ではないかと予想きれる。われわれは、その

結果、戦前・戦中の学校教育が復活するので

はないかという恐れ答え抱かざるをえなくな

るのである。

要するに、第二次答申は、一見、第一次答

申に対する批判を受け入れて、教育基本法を

正統に受け継ぐ．ようなポーズを示している。

しかし、その内実はまったく異なるものとな

臨時教育審議会の第二次答申が提出きれて

からすでに数多くの見解や批判が発表されて

おり、そのいずれもが、答申のもつ問題点を

的確に指摘している。神奈川県教育文化研究

所も、第一次答申の際と同様「教育行政検討

委員会」で検討してきた。その結果、答申は

部分的には重要な問題を提起しているが、公

教育制度下の学校の将来を考えると、誠に憂

慮にたえない内容となっているというのがわ

れわれの共通の見解であった。ここでは、今

教師が堀も考えなければならないことに焦点

を置いて批判を述べることにする。

1 ．はじめに思うこと

第二次答申は13万字に及ぶぼう大なもので

ある。そこで触れられている分野は教育理念

から制度、指導法ざらに学習社会の体系化に

いたるまで、およそ教育と思われることのす

べてにわたる。そして、なんとか一度通読す

ると、二度と読みたくない、一種のやりきれ

なきと空しさを感ずる。それは、 どこまでも

観念的で教育というものをはだで感じとって

いない。子どもの立場などにはまったく立つ

ことのできない、 自称社会文明評論家の傲慢

で押し付けがましい自己満足に徹した文章だ

からである。

われわれはこの答申に接して、 きわめて危

険な方向性をもつことを察知した。答申では、

21世紀に向けての価値ある教育であるといい

ながら、その実、教育行政、教育内容、教育

方法、 とりわけ教員養成と研修制度に強硬な
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にも温かくおおらかに接するであろう。子ど

もを人格をもつ人間として確立きせ、そのよ

うな子どもと交わり、 ともに歩んでいくこと

もできるはずである。教養や学力をひけらか

し、子どもの学力のなさや人格の未熟さをな

じることはない。まして、差別することなど

はまったくない。こういう、教養人としての

教師に、子どもたちは接することを期待し、

そのような学力を身につけた人間になりたい

と願っているはずである。

このような教師は、性急な教員蓋成カリキ

ュラムをもつ教員護成大学などで育つもので

はなかろう。また既製の枠にはまった研修な

どで簡単に生まれてくるものでもない。幅広

い専攻分野から集められた青年のなかで、子

どもに学びながら教育に目覚め、そのために

自らの教義を自らの力で高める努力を惜しま

ない人たちのみが到達するところである。 し

たがって、学校の研究や研修の体制が自主自

律的であること、余裕のある時間のなかで、

教師集団力話し合い自らを高めていく、そう

いう職場の雰囲気がどうしても必要になる。

それこそまきに教育における自由の一つであ

る。

第三に子どもたちが求めるものは、入学試

験のための無味乾燥な学習から解放きれるこ

とである。これは文字通りの教養のある教師

の願いでもある。入学試験から解放され、基

本的なことについて具体的、経験的に十分時

間をかけて学習することができれば、子ども

たちは学習の楽しさを味わうこともできるし、

知識も応用力のあるものとして身につけるこ

とができる。また、絵を描くことが好きで上

手な子どもは、かりにテストができなくても、

そのことで友達に認められるようになる。そ

のようななかでこそ、子どもの個性が育ち人

間性が磨かれていくのである。 ところが今日

の学習は、 まったく機械的に記憶することだ

けが強いられ、覚えることの意蕊きえわから

ずに終づてしまう。生活と学習、人格と知識。

っている。教師にとって今最も必要なことは、

答申のもつこの虚構を鋭く指摘し、教育の自

由を回復するために、毎日の教育実践の質を

高め、権力のつけ込む余地を残吾ないよにし

ていくことである。

2．子どもと教師に背を向けた第二次答申

今学習している子どもたちからみて、最も

緊急に改善してほしいものは何であろうか。

その要求に端的に応えることができれば、教

育改革はまず成功するはずである。

子どもたちが今最も要求することの第一は、

学校の教師が子どもたちの学習に対して十分

な時間を割き心を開いて指導に当ってくれる

ようになることである。わからないことは時

間をかけて教えてくれる。悩みごとのある場

合にはなんでも相談できる。 自分の体験など

も踏まえて親身になって相談にのってくれる。

社会はあまりにもせわしく動いている。父母

も隣近所の大人たちも、みんな子どもたちに

心からの目を向けてくれない。そんななかで、

学校の教師だけは、子どもの立場に立って考

え理解してくれるので、父母よりも納得でき

る解決策を考えてくれる。このような教師の

いる学校を子どもたちはまず期待しているの

である。

子どもたちが第二に期待しているのは、教

師が十分な学力をもち、子どもたちにも十分

な学力をつけてくれることである。ここで学

力というのは、単に知識が豊かだとか、学力

試験に通用する力ということではない。 もち

ろんそれも学力の一部ではあるが、 もっと奥

の深い教義とよべるような人格の一部となっ

ている学力である。音楽の教師が道を歩きな

がら植物の話ができる。子どもに数学の学力

をつける力をもつ教師が、 ときには音楽や文

学を語り合い、展覧会場で美術論を交える。

こういう人の心のひだに分け入るような奥行

きのある幅の広い学力、つまり教養としての

学力である。 このような教師は、当然子ども
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技能とが分裂して、子どもたちは学習の満足

感や充実感を味わうことができず、ついに自

己の存在感さえも希薄になってしまう。この

ような学習から解放されるためには、少なく

とも高等学校の選抜試験がなくなる必要があ

る。この子どもの要求に応えることは、 6年

制中等学校を各県に2つ3つつくることでは

ない。高校進学についての選抜試験を不要と

する学校制度を生み出きなければならないの

である。

第四に子どもたちが求めるものは、自分た

ちの生活そのものがそれ自体価値あるものと

して認められることである。遊べる時には心

おきなく遊びに熱中できる。 ものを作り始め

たら、作り上げるまですべてを忘れて取り組

める。われわれの世代が幼い頃には、そのよ

うに熱中して、食事を忘れ、 日の暮れるのも

忘れて夢中になり、最後には親に叱られたも

のである。このように、子どもの現時点での

固有の在り方や生活が、今日ほど奪われてい

ることはないであろう。明日のため将来のた

め、 よい学校や会社に入るため、そして選別

競争に勝つために、今したいこともできず、

たとえ手がけたとしても途中であきらめなけ

ればならない。その結果生まれる不満足感は

ストレスとなり、子どもの心深〈に蓄積され

て、子どもの心を確実に蝕んでいる。

子どもたちは叫んでいる「自分の生活は自

分でつくる」 「つくらせてくれ｣と。 この魂の

叫びに、教育の在り方を根本的に考えようと

する答申は識実に応えなければならないはず

である。

以上4点が、今子どもたちが鰻も求めてい

るものであるとするならば、少なくとも答申

はこの要求にまともに応えようとはしていな

い。むしろ逆の方向に向き、子どもたちに激

しい競争を強い、その上で能力に応じて厳し

く選別しようとしている。それがいうところ

の多様化・弾力化であり、個性重視なのであ

る。 13万字の文字は子どもと教師に背を向け、

彼等をしてひたすら自由競争と商品化の道に

追いこもうとしているのである。未来社会を

担う子と・もたちは、ひとりの人間としての人

格の完成を目指して教育きれるのではなく、

日本の国際的地位向上のための戦士として、

ヒトという資源としてトレーニングきれてい

くことになる。それにこそ、答申全体の隠さ

れた真意があるとみなければならない。

3．個性重視の衣の下に隠された鎧

第二次答申は第一次答申よりいかにも教育

基本法を尊重し、その精神にのっとって書か

れたかのごときポーズをとる。 しかしその考

えは「第1部第4節、 21世紀のための教育目

標、 (1)教育基本法の精神」に述べられている

だけあって、答申全体を貫く原則とはなって

いない。答申は、教育基本法の｢人格の完成」

や「平和的な国家及び社会の形成者」の内面

を示した「真理と正義を愛し、個人の価値を

たっとび、勤労と責任を重んじ、 自主的精神

に充ちた」 ということを戦後教育は尊重して

いなかったといい、 「個人の尊厳・個性の尊

重・自主的精神の涌養は、 自由と規律の均衡

と中庸のなかにこそある」 という。そして、

第一次答申が掲げた「個性重視の原則」こそ

今次改革の基本原則であり、それが教育基本

法の精神にのっとった「個人の尊厳、個性の

尊重、 自由・自立・自己責任の原則」である

とする。結局、 「人格の形成」と「平和的な国

家及び社会の形成者」は「真理と正義を愛し、

個人の価値をたっとび、勤労と責任を重んじ、

自主的精神に充ちた」者であるという教育基

本法の人間像が、答申では個性をもち、 自由

と規律の中庸を心得、 自己責任の意識の強い

人間像にすりかえられているのである。そし

て、 「21世紀のための教育の目標｣はさらに倭

小化きれて、 「1．ひろい心、すこやかな体、

ゆたかな創造力、 2． 自由・自律と公共の精

神、 3．世界の中の日本人」というえたいの
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美辞麗句の衣装をまとった第二次答申のな

かには、 このような恐るべき方向性が隠され

ているとみなければならない。その隠された

鎧は、第2部以降にようやく具体的な姿を現

わすのである。

知れない人間像になるわけである。

教育基本法の精神を基底にして展開された

戦後初期教育の展開を阻止した1950年頃以降

の教育行政の責任を棚上げにして、今日の教

育荒廃に終止符を打ち、 21世紀を担う個性豊

かな子どもを教育しようという答申の論理は、

実はこのようなすりかえのもとに展開きれて

いるのである。

また､｢第3節未来からの挑戦(1)教育に

おける『不易』 と 『流行』」で、 「注意しなけ

ればならないことは、教育がこの不易と流行

を一義的に確定することに性急であってはな

らないし、 また、そのような鵜りをもっては

ならないということである。何を不易なるも

のとして重視し、何を流行と考えるかは、究

極において自由な文化創造の営み、学問研究

の自由、多様な教育の試みに委ねられるべき

事柄である。それこそが人格の完成を永遠に

求め続ける人間にとって唯一の可能な方法で

あり、未来に対して開かれた態度であろう｡」

と述べることにわれわれもまったく同感であ

る。この人間にとって唯一の可能な方法を知

る人たちが、どうして21世紀の教育目標とし

ての人間像を、教育基本法の理念を歪曲して

設定することができるのであろうか。そして

また臨教審という審議会が、どうして21世紀

まで及ぶ教育の目標・内容・方法・制度のす

べてにわたって、かくも細かく規定すること

ができるのであろうか。それこそ多くの教育

実践者の試行錯誤を重ねた行為を踏まえて、

次第に形成きれていくものであろう。 1950年

頃から後の教育政策は、その可能性を十分に

もっていた戦後初期の教育体制を否定し、 苔

まざまな教育実践や実験を否定してきた。そ

していうところの硬直化した画一的な体質と

教育荒廃をもたらした責任が追及きれなけれ

ばならないはずである。戦後教育の総決算で

はなく、戦後初期教育を衰退させた1950年頃

以降の戦後教育政策と体制こそ総決算きれな

ければならないのである。

4．教育改革の内容と問題

第二次答申には、具体的に教育改革を述べ

る部分にいたると、教育の統制管理を策して

いるのではないかと思われるふしが多々見え

てくる。教育の地方分権化といいながら、大

事なところでは教育統制を図ろうとするので

ある。

＜教育内容について＞

本次教育改革の基本原則の第一は個性重視

である。この原則に立って「児童・生徒の個

性・適性の伸長を図るため、実践的体験など

も含め教育内容の多様化、指導方法の個別化

など教育・指導の在り方を柔軟にする必要が

ある」そのためには、教員に対しては、人間

愛、教養、教育に関する専門的知識、指導力、

心の触れ合い等を望み、 とりわけ「今後の科

学技術の進歩、国淵上や情報化の進展などの

社会の変化を考えると」 「自主・自律の精神、

主体性の確立が重要となる」 と述べ、教育行

政に対しては、教員の資質向上策、教育諸条

件、教育環境の改善に努めなければならない

と指摘している。

以上のことは、必ずしも個性重視の原則か

ら出てくるものとは考えられないが、学校教

育が子どもの期待に応えるためにどうしても

必要なことである。 したがって、今臨教審が

こときらあげつらうほどのものではなく、教

育を考える人にとっては、 イロハに属するも

のである。 しかし、現実にそのことが学校で

実現していないとすれば、教育関係者が大い

に、 また厳しく反省しなければならないとこ

~
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具体的な内容や方法の指摘がはたして整合性

をもつか否かが問題である。 またそのような

内容や方法に志向してきた教師の実践を否定

し阻止してきたものについて、的確に把握し

指摘しているか否かが重要である。

内容としては、表現力をつけること、郷土

やわが国の自然・伝統・文化についての理解、

日本人としての自覚、体力、健康についての

知識・習慣の育成、情報選択・処理能力の育

成等が重要なものとしてあげられている。ざ

らに小学校においては、読・書・算と基本的

な生活習慣の形成と定着、徳性、情操の掴義

等が重視されて、子どもの発達を踏まえて重

点的に精選されていかなければならないとい

う。そしてそのための学習方法として、「創造

力・思考力・判断力の育成を図るため、 自発

的に問題を解決し探求する学習の方法」を重

視することをあえて主張している。

以上の指摘には多くの問題点であるが、こ

こでは2つの点だけ指摘しておくことにとど

める。

その1つは、初等中等学校段階の基礎・基

本といわれるものについてである。国語、 日

本の自然と伝統、読・書・算、 しつけ、徳性

や情操、このようなものが、はたして個性重

視にのっとった基礎・基本といえるものであ

ろうか。むしろ、それは逆に、 日本人意識の

育成としつけ、読・害・算の画一的な教育を

意図した内容と考えるのが妥当ではないだろ

うか。

第2の点は、問題解決的な学習方法重視し

ていることである。戦後初期の教育において

主流をなしていたこの学習方法から伝統的で

効率的な学習方法への転換を強引に図ったの

は、 1950年頃以後の教育行政と1955年以降の

学習指導要領である。問題解決的な学習を実

践する教師が転任その他の不当な不利益処分

を受けたり、そのような研究をすすめる学校

が半ば強制的に解体させられたりした事実さ

えあった。それは、問題解決的な学習を実践

ろのものである。この点は、今後、関係者の

努力を待つほかない。

しかし問題は、答申でも指摘しているよう

に、行政がそのために必要な教育諸条件の整

備をしてきたかどうかである。 とりわけ、教

員の自主・自律と主体性の確立をあげている

が、行政はむしろこれを否定する諸措置を

次々と講じてきたはずである。 したがって、

教育改革に期待がもてるとすれば、 ここにい

う 「教育諸条件、教育環境の改善」について

いかなる提案がなされているかということに

尽きるといってよいであろう。

まず徳育の充実があげられる。われわれは、

人間の道徳性については、人格の中核に位置

するものであり、最も自主・自律的なものと

考える。 しかし答申は、道徳性の内容を規制

しようとし、指導方法にいたるまできわめて

画一的なものを求めている。ここは、答申の

もつ予盾や隠きれた鎧力端的に現われている

ところである。

先にあげた「自由・自律と公共の精神」の

項で主張されている自己抑制や自己責任のみ

が道徳教育の内容として強調きれ、本来そこ

に内包されているはずの自主・自立・自律・

主体性等の積極的な側面はまったく影をひそ

めている。しかも、道徳教育の実をあげ実践

的意欲を高めるためには､｢適切な副読本を使

用するよう奨励する」というに至っては、 ま

きに語るに落ちたというべきあろう。わが国

の教育において、およそ教科書の存在が、教

育の画一化を進め、教育内容の管理手段とな

っていた事実を認識する者であるならば、 こ

の一事から、答申のいう個人の尊重や個性

化・個別化・多様化等がすべて単なる言葉の

綾でしかないことを見抜くはずである。

これとまったく同様の予盾が、教育内容の

改善を述べた部分の随所にみられる。

初等中等教育において、基礎・基本の指導

と自己教育力の育成を重点的に行うことにつ

いては誰も異論はない。しかし、そのために

－52－



そもそも、戦後、教員養成を各大学で行い、

学生が一定の単位さえとれば教員免許状が取

得できるようにしたのは、各大学独自のカリ

キュラムを通して個性のある教師が養成され

ることを期待したからである。今回の答申に

おいて、教科・教職専門科目の内容にまで立

ちいって細かい見直しと内容の指定に類する

ことを行おうとしているのであるが、これは

大学において教員を蓋成するという開放性の

趣旨にまったく反するものである。教員養成

以外の分野で、国が大学教育に対してここま

で規制することがはたしてあるだろうか。大

学の自由な意思決定にもとづくカリキュラム

によって学生指導をしているのである。法的

規制はできるだけ少ないのがよいのである。

政治権力や臨教審が、教員養成関係大学の内

部にまで踏み込んで、大学の自治を侵し干渉

しようとしている姿がここには露骨に示苔れ

ている。

われわれは、各大学が独自のカリキュラム

で教員養成し、そこで養成された各教員が学

校で競い合うことが重要であると考える。そ

れこそ臨教審のいう自由化や活性化、個性化

というものではないだろうか。

教員になる者が社会人にまで拡大されるこ

とは望ましいことである。 また教壇に立つ者

のすべてが教員免許状をもっていなければな

らないという必要もない。 しかし、教員とし

て正規に採用きれる者は、大学教育を受け一

定の単位を取得した者に限ることが必要であ

る。 もちろん、それに相当する教養と学力を

もつという認定を受ける資格試験の合格者は

別である。社会人としての特定の能力、技能

をもち、それを学校教育に生かしたいと思う

場合には、正規の教員との協力関係のもとで

大いに教壇に立つべきであると考える。それ

は教育の自由きえ認められていればいくらで

もできることだし、今までも意欲的な実践を

行った教師や学校がしてきたことである。 も

し、答申のいう 「特別の免許状」が恋意的に、

することが、教育内容の創造からカリキュラ

ムの自主編成につながり、画一的な教育内容

管理の体制と衝突せざるをえなくなるからで

ある。創造的・主体的な意欲ある教師が、 こ

のような状況のなかで、政策的につぷぎれて

きたというのが、 1955年前後から今日までの

教育の実態である。このことを正確にとらえ

ない限り、教育内容・方法に関する教育改革

の提案などできないはずである。

教育内容についての矛盾は学習指導要領に

関する提言においても現われている。学習指

導要領の大綱化を図るといいながら、「基礎・
基本にわたる事項をより明確に示すことやよ

り充実するということにも配慮する」ことが

教科によっては必要であるという。その真意

は何であろうか。戦後教育史のなかで、告示

としての学習指導要領は教育内容と方法の画

一化に大きく貢献してきた。第二次答申にお

いて、教科書検定に触れない事実もそうであ

るが、教育に画一化をもたらした最大の元凶

に手を加えないことは、臨教審が、新たな教

育の画一化を図ろうとするからであろう。子

どもの能力に応ずる多様な学校や教育機関を

包みこんだ、 より大きなところにおける画一

的な教育といえば、 まきに戦前の複線型の学

校体系を思い起こすであろう。 21世紀の国際

社会の戦士としてのネオ・ナショナリストの

育成を目指して、能力に応じて選択きせる余

地を拡大しておく教育体制がこうして用意書

れてくるように思えてならない。
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あるいは特定の意図をもって教育委員会によ

って発行されることがあるとすれば、事は重

大である。制度としてはそのようなことので

きる余地を残さないことが必要であろう。

いかなる種類の教員免許状であっても、そ

れが正規の教員として採用されるために必要

なものは、行政機関から独立した大学におい

て一定の単位を取得したことによって授与き

れるということにすべきである。

なければならない。

また、個性的な教師集団のもとでしか個性

豊かな人間は育たないことも指摘しておかな

くてはなるまい。 ところが答申では､教師の

個性は無視きれているのである。教師は非個

性でありながら、個性的な子どもを青成しな

きいといっているのである。

そもそも、教師の指導力は教育に関する知

識や技能について話を聞いたり理解したりす

るという受動的な学習を続けていて身につく

ものではない。だからこそ初任者を特定の指

導教員のもとにおいて実際の場で研修できる

ようにしようとしたのであろうが、それも根

本的なところで講習会で人の話を聞くのと同

じなのである。そこには、子どもに対して責

任をとる体制を欠くがゆえに、教育活動を新

しく創造していこうとする意欲が、新任者自

身の内面から湧き出てくることは悲いのであ

る。逆に指導教員の指図を待ったり、彼の気

にいる指導をしようという、依存的他律的な

態震が培われ、創造的意欲的で、 しかも個性

的な教師は絶対育ってこないのである。おそ

らく、安易な道を歩み、効率的な指導を求め

る教師のみが、指導教員の手から生み出きれ

てくるだけであろう。その結果、学校はます

ます管理体制に組み込まれ、画一的・非創造

的・非個性的な教育が今日よりもいっそう進

行したものとして蔓延することになろう。

指導力のある教師は、主体的な研修つまり

学校における教師集団、あるいは地域の教師

集団による主体的な研究によってこそ育つの

であり、それが文字通り教育の研修に相当す

るわけである。教育法規や学校管理システム

の研修と教師の研修とは質的にまったく異な

ることを知らなければならない。いやそのよ

うな研修さえ、学校の具体的な運営のなかで、

教育活動を通してなきれること力哩ましいの

である。

＜教員研修制度について＞

初任者研修制度を創設し、一律に1年間指

導教員の指導下に研修を行うということは、

まさに教育の画一化を地でいくものである。

教育界においては、最初に赴任する学校で

どのような経験を積むかが、その後の教師と

しての在り方を決めるといわれる。 したがっ

て、採用後数年間の勤務、経験、研修の在り

方が教師生活にとってきわめて重要であるこ

とは衆目の一致するところとみてよい。新任

者に好ましい影響を与える学校では、教師集

団が連帯し、 日々創造的な教育活動をしてお

り、新任者はその中で組織の一員としての地

位と役割を与えられ、その遂行を厳しく要求

される。かくして新任者は教育指導の在り方

や教師としての喜びをおのずから知り、責任

感と指導力を身につけて教師として自立する

道を確実に歩んでいくようになる。そして、

教育実践を支える子どもへの愛情を掴らすこ

となく、潤沢に持ち続けていける自己の変革

のための自己修養、 自己研修を自らに課して

いくよになる。これこそ「自主･自律の精神」

と 「主体性」をもつ教師力管っていく道程な

のである。それを特定個人の指導下において

1年間研修させようとすることは、多くの投

書家も指摘しているように、およそ逆の方向

性をもったものといわなけれぱをらない。個

人による個人の指導は、集団による個人の指

導よりはるかに困難なことであることを知ら
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におちいり、人類の未来に不安をもたらすば

かりではなく、つねに軍事力と結びつく危険

性もおびている。そして、学術研究はそうじ

て大企業の要請にみあうかたちで奨励されて

いかざるをえない。答申はこの点についてき

わめて楽観的で、このままでは、大学の独自

な学問創造の道は閉ざされていく恐れがある。

最後にユニバーシティ ・カウンシル（大学

審議会一仮称）の提案について考えたい。こ

の機関の設置に当っては、一方で大学の自治

を尊重するといいながら、他方で大学の在り

方が社会全体に深くかかわっていることから、

広く社会の英知を結集するという。この限り

においては、ユニバーシティ ・カウンシルの

設置はいかにも正当な印象を与える。 しかし、

その内実には大きな問題が含まれている。こ

の機関は文部大臣の諮問に応じたり、大学の

基本的在り方などについて勧告するだけでな

く、個別大学の教育内容・方法・人材の菱成

計画、大学評価システムの開発などを扱うこ

とになっており、大学の自治と学問の自由に

対する重大な介入を招く恐れがある。 また、

この機関は、大学設置審議会と私立大学審議

会の機能の一部を再編成して一つに統合する

ものである。そしてその創設に関連して、こ

れまでの大学相互の間で大学の水準維持や向

上を図るための組織としての役割を果してき

た大学基準協会の在り方を再検討することを

うたっている。このことから、この機関は大

学の研究と教育を国家のプランのもとにおき、

大学を支配する中央集権的性格を強めること

は間違いない。われわれはこのような構想に

は異議をとなえざるをえないのである。

＜高等教育＞

「高等教育の改革は、基本的に個々の高等

教育機関が自らの問題として自発的にとり組

むべき課題であり、改革にあたって、それぞ

れの高等教育機関とくに大学について、その

自主性が尊重きれるべきことはいうまでもな

い｡｣教員養成について細かい改革を指示する

臨教審が、高等教育一般についてはこのよう

にいうのである。そして、大学制度の外郭に

ついてきわめて多くの傾聴に値する提言を行

っている。ここでは細部を省略し、われわれ

の考える問題点を指摘するのにとどめておく。

今大学など高等教育機関が直面している問

題は、国民の高等教育への真の要求を汲みい

れることを可能にする施設の拡充と改革であ

る。そのためには、大学の自拾を尊重し、そ

の理念である平和・自由・民主主義にもとづ

く進歩を基礎とする大学及び高等教育諸機関

の内側からの主体的な改革をベースにする必

要がある。この点について答申はまったく触

れていない。むしろ高等教育の自由化、民営

化を促進きせ大学の較差を助長しながら、学

術研究の振興に名をかりて大企業の要請に応

ずる改革の色彩が強い。

次に目につくことは、学術研究の質の高度

化を目的として、 自由でかつ自発的な基礎的

研究を推進するように提言しているなかで、

これまで自然科学に重点が置かれてきたこと

を反省し、人文・社会科学の振興に格段の配

慮を払うべきであると論じていることである。

しかし、 もう一方で、 「産・資・学」の共同研

究制度の一層の拡大と、大学への民間資金の

円滑な導入ならびに有効な利用等々、人間・

情報・物の相互交流の活性化を強調している。

この点からみると、諸科学の調和のとれた発

展を実現することは不可能であるといわざる

をえない。 しかも、先端科学技術はたえず新

たな開発を遂げて、 ともすれば技術万能主義

5． 「生涯学習体系への移行」ついて

第二次答申は､｢生涯学習への移行を主軸に

して学校教育中心の考え方｣ないしは、 「学校

教育の肥大化｣から脱却して、教育体系の｢総

合的な再編成」をめざす「新しい柔軟な教育
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答申が述べる生涯学習の基本理念について、

第3章（学校教育)、第5章（社会教育）と関

連させてみるかぎり、 「人間としての自己実

現」という視点があいまいである。人間とし

ての自己実現を重視するならば、 ライフ・ス

テージのすべての段階、 とくに初期の段階で

「学び方を学ぶ」ことが必要である。答申で

は、 「学習社会」という概念を採用している

が、学習社会は、本来、すべての人間が生涯

にわたって学び続けることが可能な社会であ

って教育・学習が優先する社会である。つま

り、教育・学習が、政治の侍女や経済の手段

になるものではなく、教育・学習じたいが目

的となる社会を指す。答申のように、生涯に

わたり 「職業能力開発」という労働力の有効

な再利用に役立つために学ぶ社会ではない。

このことを認識しておく必要がある。

このことは、同時に、価値観の転換を必要

とするものである。答申は、生涯学習におい

て、 「性別役割分業｣観を変革するという「21

世紀に向けての」重要な課題には、 まったく

言及していない。性別役割分業観が、強力な

体制イデオロギーとして陰に陽に機能してい

る現在、 これを濃存したまま、生涯学習をす

すめたところで、主体の変革には限界がつき

まとう。 「不易」の思想は、 「性別役割分業」

観をも不易とするのであろうか。

「生涯学習への移行」については、以上の

ような基本問題が欠落している。したがって、

答申は、具体的ではあるが、蹟末で古風な提

言であるだけではなく、危験な思想をも内包

しているといわなければならない。

ネットワークの形成」について提案する。 し

かし、 この提案には格別の新しさがなく、む

しろ問題点が多い。

まずはじめに、答申は、学校教育の荒廃と

家庭の教育力低下については､｢生涯学習体系

への移行」という観点から、教育を再編成し

て対処しようとする。生涯学習は、十数年前

から喧伝きれてきたが、生涯学習によって、

教育荒廃の救済や、教育力低下の回復を求め

ることは間違いであり、不可能でもある。こ

のような意図による生涯学習に幻想をいだく

ことは慎しみたい。

次に本来、生涯学習は、乳幼児期から老年

期に至るそれぞれのライフ・ステージごとの

教育・学習の体系化ないしは統合化を意味す

るものである。ところが、答申は、 「生涯学習

体系への移行」を第1章に据えてはいるが、

第2章から第5章に至る家庭、学校、社会に

おける教育との関係が述べられていない。生

涯学習体系をうちだすことによって、家庭教

育および社会教育のどこが、 どのような影響

を受け変化するのか、その視点が設定きれる

こともなく、具体的提言だけが羅列きれる。

したがって各章との有機的関連がないために、

生涯学習「体系」という用語も浮いてしまう

のである。

ざらに、 「生涯学習体系への移行」によっ

て、われわれが、 「生涯学習管理政策｣の対象

にならないように注意する必要がある。その

ためには、生涯にわたる学習の「主体、およ

び学習権」の保障の有無を確認しなければな

らない。答申では、生涯学習権についてはま

ったく言及していないが、生涯学習が、人間

としての自己実現、ないしは自己完成にある

ならば、そのための「学習権」は当然のこと

ながら学習者に帰属するものである。答申で

いう生涯学習には、 この点が欠落している。

学習権思想が欠落するのは、生涯学習の主体

のとらえ方と、生涯学習の基本理念に、そも

そも問題が内在するからである。

元ゲ

6．戦後教育の総決算を図る

教育改革の論理

・一能力主蕊社会と教育の商品化一

教育の世界で戦後社会の総決算というと、

どういう意味になるのであろうか。おそらく

それは、 1945年から55年前後にわたる戦後民
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わゆる自由経済の原理であり、利潤の追求を

最高の価値としながら、何でも金に換算して

できるだけ高いものを求めて行動するもので

ある。この経済原理が次第に教育の世界にま

で浸透し侵すようになって、今日では教育さ

えもこの原理によって動かされるようになっ

てしまったのである。社会の動きに教育の対

応が遅れをとったのではなく、経済の原理が

教育の世界も支配するようになり、そのこと

を教育政策が促進してきたのである。

この原理に代えて、答申はいかなる原理を

持ち込んだかといえば、それは明らかに能力

主義という競争と効率の原理である。それは

経済の原理と共通の基盤をもっている。答申

は個性重視をうたうが、その個性は能力のも

つ個性であることは第一次答申以来明白なと

ころである。そして第二次答申においては、

それが学校教育をこえ、全教育の領域にまで

拡大きれたとみてよい｡｢生涯学習体系への移

行」 というのは、 この原理にもとづいてすべ

ての教育システムが再編成されることである。

また、能力主義社会は資格社会ということ

もできる。いわゆる学習がすべて資格の取得

に換算きれていくのである。生涯にわたって

学習するといえば聞こえはよいが、 自分の能

力にあった資格を取得するためにいつまでも

追いまくられながら学習するということであ

って、それが人格の完成つまり自己実現を志

向する学習にとってかわることの恐ろしざを

われわれは知らなければならない。

要するに、第二次答申を貫く原理は、個性

重視の糖衣をまとった能力主義であり、教育

の商品化であって、教育基本法の精神や教育

の原理とは真向から対立するものとみなけれ

ばならない。政権政党、政治権力にとって都

合のよい教育を残し拡充して、都合の悪い教

育を排除・否定しようとする。そのために不

易や流行、個性の重視、生涯学習体系への移

行、高等教育の拡充、基礎・基本の重視、道

徳教育の尊重等々われわれになじみやすい美

主主義の残樺を一掃して、中曽根路線ともい

うべき新国家主義教育を実現しようとするも

のであろう。 しかし、高度経済成長期以降の

社会経済構造の変化に、硬直化した教育の適

応が遅れたことに教育荒廃の原因があるとい

う答申の指摘をみると、戦後教育は1955年頃

から今日までの教育とみなすこともできる。

それは、戦後初期の教育を否定する政策が露

骨になった1950年頃から今日までの教育政策

とその結果生み出きれた教育現実とみること

もできる。教育基本法にのっとった教育改革

をすすめるとするならば、この考え方に立つ

とみなければならないのであるが、臨教審は

必ずしもそうではない。

われわれの見解によれば、今改革きれなけ

ればならない教育理念や制度は、 1950年頃か

ら教育の反動化を推進し、 1955年頃からそれ

を制度化してきた教育政策であって、決して

教育基本法に立脚した戦後初期の教育とそれ

を継承する教育実践ではないのである。 した

がって､｢第1部第2節 (4)教育界の信頼の回

復」でというところの「不信の構造」と、そ

れを生み出した「歴史的にもたらされた戦後

教育界の不幸な対立｣を解消することは､1950

年頃以降、特に1955年から58年をピークに展

開きれた反動的文教政策とその継承発展であ

る今日の自民党文教政策や教育行政等を総決

算し、戦後初期教育の理念に立ち戻って、そ

こから現代社会を踏まえ未来への展望をもっ

た教育の在り方を構想すべきなのである。そ

して、政治権力の圧力に屈し支配きれる教育

でなく、答申も主張するところの「政治的対

立をこえるものとしての教育の復権、教育の

主体性を確立すること」に向かうべきなので

ある。

そのためには、答申を貫いている原理をと

らえ直して別のものにしなければならない。

答申は決して教育の論理には立脚していない。

高度経済成長期から経済大国と自称するよう

になったわが国の社会を支配した原理は、い
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ですすめることなどは、 まったく許しがたい

ことである。

われわれは、 これから進められるであろう

教育改革の1つ1つを子どもの立場から検討

し批判しつつ、毎日の教育実践の質の向上に

結びつけていく努力を続けなければならない。

それこそが教育実践者に課せられた課題であ

ると考える。

辞麗句を並びたてたのが、臨教審の答申なの

である。 もちろん、学校・学級規模の縮小な

どのように、個々の事項のなかには、われわ

れが賛意を表し、その早期実現を望むものも

多い。 しかし、教科書検定制度の弾力化や廃

止、教育委員会の公選制の復活、学習指導要

領の試案化等々、財政事情にあまり配慮しな

くてもできる自由化政策にはまったく触れず

に、地方分権化をすすめながら、地方教育費

の負担増や受益者負担を自助努力という名目

(文責山田勉横浜国大教授）
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私たちの教育改革を求めて
－臨教審三次答申批判をとおして－

教育行政検討委員会

ある優れた教育実践家であるO先生から厳し

い口調で、 「現場を知らない臨教審は無力」と

評きれるのであろう。 とんだ人騒がせの臨教

審ではないか。

ともあれ、第三次答申について、個別的な

テーマや主張について、細かい批判は出して

ないのであるから、これ以上、父母たちや教

師たちに対して、賛否の答を引き出すのは止

めることにしよう。論より証拠、父母や教師

それぞれが、この第三次答申をお読みになっ

てみて、納得がいく節がどれだけあるか、考

えてみていただきたい。臨教審の委員諸氏は、

教育現場の改革をいう点では敬服できないか

もしれないが、その他の頭脳においては、政

界、財界、学会から最高の頭脳として遇きれ

ている人々である。心して読んでみたいもの

である。 （研究評議会議長宮島壁）

はじめに

「臨教審」が法制化されて、世間的にもそ

の全貌が知られてきたのが、昭和59年の9月

である。その前後の、 2月、 3月、 4月頃の

マスコミの「臨教審」論をめくってみると、

なかなか面白い、教育関係者や教育産業関係

の人々だけでなく、広く産業界や企業界の人

たちまで、その会社や企業の延命を図る上で

必要な、有能で創造性のある若い人物の養成

を期待して、それぞれ活発な発言をしている

のである。わたくしなどは、一応平素教育界

なるものに身を置いて、教育の実態を多少見

ているから、 「教育現場をあまり知らない｣25

人の偉い委員たちの、 ものすごい心構えに、

辞易したものである｡｢そんなにバラ色の希望

や期待ばかり掲げてよいものだろうか」 と。

3年かかって公表された答申が、 もしも世人

の期待外れのものであったら、この25人のお

偉い人々は、どんな責任のとり方をするので

あろうか、 と。－これが、満3年前、わたく

しの頭の片隅をかすめた想念であった。

62年4月出た第三次答申の全文を見て、わ

たくしは、わたくしなりのかねての予想が的

中したような気がした。今、 この第三次答申

の全文について、ひとつひとつ批判する暇は

ないが、今日の多くの人々が、 この答申に期

待していた現代日本の教育病に対する即効薬

的効能は、どこにも見当らない。極端な評言

を敢えてすれば、そこに書き並べられている

諸文章は、一般の父母や教師たちには理解し

にくいような街学的な晦渋な文章の羅列であ

り、現代の教育病をいやすような即効的な効

能は、どこにも見出せないのである。だから、

~

「

ｰ

1 ．答申は、相変わらず、教育問題の渦中

にある子どもと教師を救い上げること

を考えず、いたずらに、人間選別のため

の方策と空虚な教訓を垂れるだけで終

始している。

4月1日、臨時教育審議会は「教育改革に

関する第三次答申」を中曽根首相に提出した。

この答申は、具体的な改革提言としては最後

のものになるということなので、われわれと

しては若干の期待を寄せたかったのであるが、

その内容はまったく期待を裏切るもので、一

次、二次答申を下回る、貧困でお粗末なもの

であった。読み進むにつれて、失望は怒りに

変わり、 こんな答申しかできない臨教審に莫

大な経費をかけることに納税者として憤りさ
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きなかった最大の理由は2つある。その1つ

は、彼等が日本の教育問題の根本的な原因を

正しく洞察していないということ、そして2

つは、彼等には日本経済はわかっても教育と

いうものの本質がわかっていないということ

である。この2つについて十分な理解ができ

ていれば、臨教審はもっとねばり強く教育制

度・行政の根幹に迫り、その抜本的な改革に

手をそめることができたはずである。教育基

本法の精神が教育制度・行政に具現できる道

を開くことが可能であったはずである。

例えば、今日の教育問題の必要な要因は受

験準備体制にある。これを臨教審は生涯学習

体系への移行によって解決しようとする。そ

れは一見いかにも壮大で21世紀の教育を描い

ているようにみえる。 しかし、生涯学習体系

ができることは、むしろ教育改革を積み重ね

ていく結果であって、そのためのステップを

社会全体が計画的に1つ1つ築き上げていく

ことなど、不可能なことである。かりにでき

ても、その結果に到達する間にまた多くの問

題が生み出きれ、受験準備体制にﾛ申吟する子

どもたちは爆発を繰り返すことになる。その

結果、教育問題の生じない生涯学習体系など

永久に実現しないということになりかねない。

われわれにとっては、今眼の前でうめき声

をあげている子どもたちを救うことが必要な

のである。そしてその救い上げる装置が、単

なる対症療法ではなく、将来に向かって制度

として定着できる、人間的な施策であること

が必要なのである。教育は遠い将来にかかわ

る営みであると同時に、優れて、今瞬時に生

きる営みなのである。

今次答申においては、高校入試の方法とし

ていくつかの提案をしている。その内容は臨

教審が答申しなければならないような基本的

な制度にかかわるものでなく、教育現場が、

自由さえ与えられれば、いくらでも考え実施

できる程度のものである。また、受験機会の

複数化のように、大学入試の失敗を繰り返そ

え覚えるのであった。私設の女性による臨教

審といわれる女性民教審のほうが、教育問題

を実質的に解決する見通しをはるかにもてる

改革案を作成しつつあることを知ると、憤り

はざらに高まるのである。

答申を読んで何よりも強く感ずることは、

まず長文であること、次に悪文であること、

そして誰彼となく、やたらに人に向かって説

教を垂れているということである。なかには

至極常識的なことであって、今さら答申する

ようなことではなかろうと思うことや、誰に

向かって言っているのかはっきりしないこと

や、 とてもそんなことはできないと思うこと

など、実に玉石混交、種々雑多なことを、い

かにも大義名分を知らしめる如き言辞をもっ

て説くのである。

臨教審は、第一次答申において、今日の教

育状況を教育荒廃と断じ、その由来を歴史的

社会的に述べた。そして、その荒廃を問題と

してとらえ、いかに解決していくか、 ざらに

その解決していく先にある21世紀の教育の在

るべき姿を描き上げることが、彼等に課せら

れた課題であるといってきた。 しかし、答申

で述べられた提言を見る限り、 21世紀の教育

像はおろか、現実の教育問題を助長し、新た

なる混乱を招きかねない施策しか考えられな

いのである。たしかに望ましいと考えられる

ものの多くは、心構えを説く部分で、具体的

な教育行政や管理・運営の改革案では見るべ

きものは殆どないといってよいであろう。第

三次答申についてもまったく同様の評価をす

ることができる。それは空漠たる議論の山を

築いているだけである。いや、積極的に差別

と選別の教育を自由で個性を伸ばす教育とい

い、それを推進しようとするところに、臨教

審の描き上げた21世紀の教育があるというべ

きであろう。

臨教審が、精力的に教育問題を研究調査し、

答申文の山を築き上げたが、われわれのいう

教育現場の問題を解決できる案を何故作成で

酉少
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2．答申は国の教育行政が管理強化を図っ
ていることを棚に上げて、学校の管理

・運営の解放と活性化を要求している。

学校が閉鎖的であるとはよく言われる。物

理的にも門を閉ざして入りにく くしている。

勝手に入って教室をのぞくことなどまったく、

できない。教師は外部の意見を聞くことをせ

ず、 自分たちだけでまとまって活動している。

このような批判はあながち間違ってはいない。

しかし、考えてみると、戦後の学校は極めて

オープンであった。設備が不充分なせいもあ

ったかもしれない。それがどうしてこうも閉

鎖的になってしまったのであろうか。

学校が門戸を閉ざし、外の世界との穣極的
な交流を絶つようになったのにはそれなりの

理由がある。子どもの安全管理の責任を社会

的に追及きれ、教育内容や教育方法の個別性

を親から指弾きれ、教育委員会からは文書の
扱いから授業時間の確保に至るまで細かくチ

ェックきれて、管理・指導きれるとなれば、

教師は横の連絡を密にしながら互いに防衛し
なければならないし、学校は校内の諸情報を

できるだけ外に洩らすまいと努力するように

なる。いずれも一種の自衛手段なのである。

それは善くないことだと知りながらも、学校

の平和を維持し、互いの平安を求めるのには、

協調し、時には結束して、学校を固く閉ざす
必要があったのである。ごく最近であっても、
いじめ事件が公開されて、学校､教師、父母、

子どもがどれだけ日常の生活を乱されたか考
えてみれば、事件をひたかくしにする心情は
理解できる。

答申はこのような学校の在り方を批判し、

「学校の施設・機能を地域住民に開放するこ

と」が重要であると主張する。そして、地域
の教育ネットワークの中核として発展してい

かなければならないと考え、学校は保護者や

地域住民の意見を反映させた運営に心がける

べきだという。また、学校は学校教育全体の

うとするのかと思われるものも含まれている。

ざらに、他機関の調査報告まで選考資料とす

るという発想においては、入学試験を明らか

に人間選別の方策とするもので、誠に許し難

い。

臨教審は、ついに日本の受験準備教育体制

を抜本的に改める案を用意することができな
かった。かりに六・三・三制は維持しても、

高校の在り方を改めることによって、 苔らに

大学への接続の仕方を考え直すことによって、

少なくとも小・中学校における受験準備教育

は大きく変わるはずである。受験準備体制の

改善は、正常な日常教育活動が正当な評価を

受け、その結果まともな教育成果が生み出き
れることを保障することになるのであって、

それによって、いわゆるゆがみがようやく解

消きれていくのである。臨教審の提言では、

現場教師がいかに努力しても、教育現場の問

題を解決することはできず、新たなゆがみを

再生産していくだけとなってしまうのである。

臨教審が当初の意図にもかかわらず、この

ような改革案しか発想できない方法的要因は、

自由化を望む委員も、保守的な委員も、 とも

に現実の教育問題を直視し、その内部に入っ

て、内部から問題の本質を見極め、その本質

にこたえる改革案を構想する方法を採らなか

ったところにある。文明評論家的で高踏な議

論はいかに繰り返しても、なまぐさい現実に

切り込む力とはならない。学校教育の体制を

建て直すことが、学校長の指導性を強化した

り通学区を廃止したりすることによってでき

ると考えている限り、われわれには聞くにた

えない空念仏としか受け止めら奴ないのであ

る。

これから、第三次答申の提言のなかから、

われわれ教育現場にいる者からみて特に重要

だと考えられるいくつかのものを取り上げ、

それを批判的に検討するとともに、これから

われわれが自らの教育実践の質を高める手が

かりを探ってみたい。
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中で「自然学校」を積極的に推進する方策を

検討し、地域全体の力で生活指導への問題も

解決していき、教育委員会は、学校開放の中

心的役割を担う校長に助言や援助を行い、学

校開放の全般的な指導をするよう述べている。

しかし、現実の学校からこの提言を見ると、

事実をとらえ、開放を提言していく方向がま

ったく逆立ちであることがわかる。今日の学

校は、置かれた状況のなかでいかに努力して

も、他地域との交流や自然学校を経営するこ

となどまったく不可能である。 また地域住民

と連携して学校運営をすることも、独自性を

発揮しようとすればするほど不可能となる。

それらを阻む最大のネックは、教育委員会が

定めた学校管理規則であり、授業時数の確保

や安全管理優先の現場への責任転嫁の体制等、

いわゆる教育における管理主義の徹底である。

定められた活動を行い、内容を消化していく

という、学校の管理優先の運営は、文部省、

教育委員会、学校という管理体系のなかで制

度的に確立されたものなのである。

したがって、今学校の解放、運営の自由化

をいうならば、管理規則をはじめとする学校

管理の諸方策を徹底的に洗い出し、いわゆる

教育委員会法なども撤回して、 まったく新し

い行政体系を樹立する必要があり、それこそ

が何よりもまして緊急を要することなのであ

る。文部省から学校への行政指導体系が逆転

し、学校をサポートする教育委員会、文部省

と、矢印の方向が逆に向かわなければならな

いのである。

臨教審が学校の開放や、 自然学校の推進、

さらに学校の管理・運営の確立と生徒指導の

在り方をいうのなら、 まず1956年以降の教育

行政組織の在り方を根底から改めることを提

言しなければならないはずである。そのため

には、戦後の民主教育体制をねじ曲げた教育

政策と自民党政府ならびに文部省を批判する

ところから始めなければならないはずである。

まきに「異なるものを受け入れ、理解を深め

る観点」を欠いていたのが、教育行政そのも

のなのである。

通学区域の弾力化が「開かれた学校」への

1つの方途として示冬れている。通学区域の

自由化、つまり、通学区域を廃止しようとす

る意見があったことは周知のことであるが、

答申はやや慎重な態度に変わっている。 しか

し、通学区域の存在について述べるところに

はまったく納得しがたいところがある。通学

区制は「学校教育の画一性、硬直性、閉鎖性

と子どもの自主的精神・個性の伸長を妨げて

いることなどの一因となっている」というの

であるが、学校教育の画一性についてはやや

理解できるにしても、その他にあげているこ

との一因となっているという指摘はまったく

理解不可能である。その原因となるものは、

画一的教育を前提にしてはじめて可能な入試

体制と学校管理主義である。その規制きえ除

けば、通学区制のもとであっても、各学校は

校長と教職員が地域の独自性や父母の教育要

求を生かして、独自に創造的な教育活動を展

開できるのである。

学校の開放を進め活性化を図ろうとするな

らば、その障害を取り除くことがまず必要で

ある。その方法は、制境としては特殊な受験

準備教育など不要な学校体系を確立すること、

行政的には文部省・教育委員会・学校という

管理体系を改めること、そして基本的には、

学校の教師に自由を認め、子どもが自律的に

学習していくことを保障する教育活動が、学

校を主体にして展開きれることである。これ

こそが「教育の自由」の確立なのである。こ

のことを認識できない臨教審は、教育問題を

解決する処方菱を論じる資格を欠くと考えた

い。

3．答申は高等学校の入学者選抜方法の改

善といいながら、大学入試改革の失敗を

繰り返し、人間の能力主義的な選別を推

進しようとしている。
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以外の活動を作文で評価して選考することな

ど発想すること自体、入学試験で苦悩する子

どもと教師を愚弄するものだと言いたい。こ

のような提案をする覚悟があるならば、 もっ

と積極的に、高等学校においては入学者選抜

をする必要のない学校制度こそ提言すべきで

はなかろうか。選抜という行為は、いかなる

方法を採るにしても、必ず運・不運や家庭の

条件など、受験者本人の能力とは関係の希薄

な条件が大きく働くものである。そうである

からこそ今までは、かなり限定された範囲の

能力を厳密にかつ客観的に測定して得た資料

にもとづいて選抜してきたわけである。それ

がよろしくないというなら、適当な理屈をつ

けた選抜方法を廃止し、受験者の自己選択を

重視した入学方法が採れる制度を実現する以

外ないのである。そのような不合理で非人間

的な入学者選抜方法を廃止し、学校をもっと

自由で創造的な場にしようとするのが、臨教

審のそもそものねらいではなかったのではな

いだろうか。

このように極めて無責任な学力検査を提言

しているうえに、 「教科以外の活動･徳育に関

しては、中学校からの調査書だけでなく、そ

の他の機関、団体からの報告・資料をも利用

することを考慮する」に至っては、思いつき

にしても許し難い提言だといいたい。ここに

は、教科外活動と徳育という領域の指定、学

校以外の機関、団体という作成主体、それに

報告・資料というデータの3つに重大な問題

がある。人間の道徳性や社会的活動が学校以

外の機関、団体によって評価判定きれて、高

等学校の入学者を決定する資料として利用き

れると考えるだけで、空恐ろしさを盛ずるの

である。このような選抜のための黄料力伽え

られることによって、高等学校入学者の選抜

方法が改善きれるとするならば、そのような

社会はファシズムの社会に違いない。中学生

の日常生活は、学校をはじめその他あらゆる

ところで監視きれており、社会的に認められ

後期中等教育の多様化ということで、答申

は高等学校入学者選抜方法の改善について、

6項目にわたる提言をしている。この6項目

の提言が、現在の中学校の受験準備体制を解

消することになると考えているとすれば、お

よそナンセンスな内容といわなければならな

い。しかし、この提言が高校入学者を能力主

義ないし全面的な人間評価に根拠をおく選別

方法の提案をしていると考えると、極めて重

要な意味をもつものとして受け止めなければ

ならなくなる。

提言の原則は、各都道府県が実情に応じて

選抜方法・選抜基準の多様化・個性化を図る

というものであるが、 このことはすでに文部

省が各都道府県に指示していることで、今き

ら言うまでもないことである。 しかし、 6項

目の提言を見ると、そこにきわめて重要な問

題が含まれていることを指摘せざるを得ない。

まず、学力検査問題の内容について、「常識

問題に関するテストを行うことを検討する｡」

そして「中学時代における生活など受験者の

過去の行動を題材とする作文の導入を期待す

る｡」とある。常識問題については、 「特定の

教科等の内容については、必ずしも教科等の

枠にとらわれない常識問題に関するテストを

行うことを検討し、 このための調査研究を推

進する｡」 といい、作文については、 「単に作

文能力をみるだけでなく、学校以外の場にお

ける活動、行動などを多面的に評価すること

によってそれらの活動を奨励することにもな

り、 また、受験者が入学者選抜の資料として

その自己評価なども含めて提出できる資料で

あるということもあり、その活用を期待した

い｡」と解説している。特定の教科等について

は教科の枠にとらわれない常識問題、学校以

外の活動の作文による申告、いずれも実際に

公平にまた客観的に入学者を選考しなければ

なら葱いと考え、そのことで長い間苦労を重

ねてきたわれわれからみると、いずれも選考

資料とすることのできない代物である。学校

~

~
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1

定強化と同じ結果をもたらすものとな

っている。

た複数の評価基準で評価きれ、上級学校進学

の資料となる。それゆえ、中学3年間は針の

筵の上の生活となってしまうのである。

受験機会の複数化の提言も、臨教審が教育

現場の問題を認識していむいことを示してい

る。 「受験回数を増加する」ことが｢受験者の

個性・能力等を生かした主体的な進路選択」

を保障する方法になるという考え方なのであ

るが、われわれにはその理由がわからない。

受験機会が一度だと偏差値偏重と輪切りの進

路指導となり、榎数になると、個性・能力を

生かした主体的な進路選択ができるというの

であるが、はたしてそうであろうか。大学入

試をみてもわかるように、受験機会を増すこ

とによって輪切りはより厳密になる可能性が

高いとみるのが常識であろう。

私立の高等学校とともに、国立学校関係者

に対して、「入学者選抜の公共性、中学校以下

の教育に及ぼす影響」などをかんがみて、選

抜方法の改善を強く要望しているが、臨教審

が勇気ある機関であるならば、国立学校とし

ての実験的機能を喪失している付属中・高等

学校の廃止を提言すべきであったろう。学校

教育の実験と教育実習は、一般の公立学校に

適切な教員配置きえしてあれば十分できるは

ずであるし、むしろそのほう力哩ましいと考

えられる。

以上、高等学校入学者選抜方法の提言をみ

たのであるが、 ここにも、臨教審が教育現場

の問題を外から観念的に眺めて常識的な考え

をするだけで、問題の本質を内側からとらえ

ることをしていないこと、そのために、根本

的な改革案の提言ができていないことが如実

に示されている。

教科書の検定と採択の制度改革については、

臨教審に多少の期待をもっていた。当初から、

臨教審内部には、教科書の自由発行制を主張

したり、検定の規制緩和を強く打ち出したり

する委員がいたからである。 また国としても、

国際問題になった教科書検定につし､ては、何

等かの決着をつけなければならない事情があ

ると考えられたからである。

しかし、答申の内容はまったく期待はずれ

で、教科書検定問題はますます混迷を深める

のではないかと思われる。

教科書検定問題を解決するためには、教科

書を子どもがいかに使うかということから発

想しなければならない。それを、答申は相変

わらず制度としての教科書しかみていないの

である。その見方で教科書問題を解決するた

めには、人々の価値観が国家の示す価値観に

よって一元化することが必要となる。民主主

義国家と社会では、そのようなことはできな

いし、 したがって、国家による検定制度を存

続きせたまま教科書検定問題を解決すること

はできないということになる。

教科書を子ども、つまり教科書を利用して

学習する場からとらえてみると、 まず教科ご

とに教科書が1種類しか手許にないというこ

とが納得できなくなる。事実子どもたちはい

くつかの資料集や参考書をもって学習してい

る。教科書の編集方針と方法にヴァラエティ

ーがあって、それを複数手にすることができ

れば、あえてほかの本を購入しなくてもよい

ことになろう。 とりわけ議論の多い社会科な

どは、 1つの事実について多様なとらえ方が

あることを知ることが大事なので、多様な立

場から書かれた教科書がどうしても必要とな

る。それによって指導の奥行きと幅が増し、

主体性をもって創造性ゆたかに考える子供が

4．答申は教科害制度の自由化をも含めて

研究する必要があるという方向性のも

とに､検定制度の規制緩和を提言してい

るというが、現実は逆で、提言内容は検
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いものである。

教科書の内容を画一化し網羅的にする最大

の元兇は検定制度である。現行の検定は原稿

本、内閲本、見本本の三段階審査となってい

るが、 これを一体化し、 「合否の判定を総合

的、大局的観点」から行い、検定基準として

「内容の正確性、水準および中立性・公正な

ど」を重点とする。そして、文部大臣は合否

判定の際､ 「審議会の答申に基づいて、修正の

指示をすることができる」ようにする。以上

が改革案の骨子であるが、検定周期の長期化

や教科用図書検定調査審議会、教科書調査官

等の制度と構成を見直すということも注目し
ておく必要がある。

現行の検定を執筆者サイドからみれば、教

科書調査官の質も大いに問題にしなければな

らない。 もちろん審議会委員の人選は重大で

ある。また、学習指導要領を検定基準とする

ことも改める必要のあるところである。正確

性、水準、中立性・公正などを重点的な基準

とするというが、そのいずれもが世界観や教

育観、 きらに教科観や子ども観によって異な

るものになる。すべてあいまいなのである。

それを検定する側の一元的判断で決めるため

に、教科書の内容が画一化し、結果的に1つ

の教科書ですむという感じになってしまうの

である。創意のあふれた、個性ゆたかな内容

をもつ教科書は、基準を多元化することによ

って生まれる。そのためには、結局、検定そ

のものを廃止するか、単純な誤まりの指摘に

とどめる程度のものにするしか方法はないと

いうことになる。あとは、教科書を採択する

教師1人1人の判断が十分反映する採択制度

を生み、おのずから悪しき教科書は淘汰され

ることを待てばよいのである。少なくともわ

-が国は、民主的国家であり、教師は大学教育

によって養成された能力をもつ人間である。

足りないのは、教師1人1人の自由のみであ

る。その自由を拠りどころとした教育実践で

ある。その自由な教育実践を保障する改革案

育つのである。

この考え方に立つと、採択制度などもまっ

たく様相を改めることになる。教科書を利用

する教師が、同学年あるいは学校単位に教科

書研究を行い、中心的な教科書と副次的教科

書とを組み合わせて選定することになろう。

教科書の種類が少ない場合には、選定する必
要もなくなる。 もちろん供給体制もまったく

変わるはずである。

今日の教科書が画一的で網羅的であるとい

う批判は、臨教審ならずとも批判していると

ころであるが、その原因は検定と採択制度に

ある。検定・採択・供給の改善を求めるなら

ば、 このような教科書の在り方をふまえて考

えてもらいたいものである。

「カリキュラム、教科書、指導方法、教材

等の研究・開発・評価を総合的に行う民間、

官民協力あるいは国立の研究センター等を拡

充・整備する」という提言もある。このセン

ター等は教科書の著作編集についての相談に

応じる機能を併せもつも~のと考えているので

あるが、われわれには、教育を管理統制する

機関がまた1つつくられるという感じをまぬ

がれない。教育とりわけここでいう直接学習

指導にかかわる事柄については、このような

センターを拡充・整備すればすむというもの

ではない。 もっと教育現場の近いところで、

授業者とともに悩み研究するスタッフがいる

ことが必要で、そのためには、各学校の教材

開発や学習指導研究の能力を高め、地域全体

が協力してその地域にふぎわしい教育の前進

を図れぱよいのである。教員の定数を大幅に

増し、研究条件を整備し、研究協力する機会

を増すことこそ最も必要な施策だといわなけ

ればならない。センターが相談に応ずるとい

うが、このような現場の研究態勢が整備され

れば、そのようなセンターは無用の長物とな

る。運用次第によっては、教科書の編集や教

育現場の学習指導の管理統制機関の代用とな

るもので、そのようなセンターはお断りした
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こそ、すべてに優先するものである。 浦どこへ行ってもそのモデル地域と大同小異

の生涯学習組織と施設がある。こんな将来の

姿を創造することは間違っているであろうか。

個性重視や規制の緩和、 さらに異なるものと

の理解と交流を深めることをすすめる臨教審

が、 このような画一的な将来像を描くといえ

ば笑われそうであるが、答申の表現からこの

ような現実が生み出されるとしか考えられを

いのである。

~そもそも、かりに生涯学習の基盤整備のた

めとはいえ、こんな地域社会づくりを国が計

画的に行うとしたら、これはきわめて恐ろし

いことだといわなければならない、地域文化

の個性と独立、 さらに地方政治の固有性こそ、

民主主義の基盤であり、 これから最も強調き

れなければならないはずである。それが、国

によって支援きれる学習プログラムやサービ

ス体系ができ、教育・研究・文化・スポーツ

施設がインテリジェント化ぎれ、 しかも重点

的な内容として、「遺跡､伝統芸能などの文化

財や郷土の歴史、生活様式など」を受け継い

でいく活動が奨励きれていくとしたら、生涯

学習社会の体系化は、臨教審の考えている日

本人を地域社会あげてつくり上げていこうと

する新たなる日本人育成論といわなければな

らない。それはまさにネオーナショナリズムの

教育版といえるものである。

生涯学習環境を整備する必要があるならば

このような提言をするのではなく、地域文化

育成のための財政措置を十分行えばよいので

ある。教育と文化はこの上なく金のかかるも

のである。あとは、各地域が、地域住民の要

求や理念を根拠にして、それぞれ固有の環境

づくりに取り組めばよいわけで、国によるモ

デル指定などの干渉などご免こうむりたいも

のである。生涯学習は、国の政治的支配から

まったく独立したものとして体系化・条件整

備がなきれなければならないのである。

5．答申は生涯学習の基盤整備の名のもと

に、日本の全地域の同質化を図っている

のではないかと考えられる。 したがっ

て、それは地域社会生活の自由をゆがめ

奪う可能性をもっているものといえる。

第三次答申においては、第二次答申を承け

て、生涯学習社会への移行にかかわって、評

価の多元化と生涯学習の基盤整備を進めるこ

とを提言している。それは、「地方が主体性を

発揮しながら、 まち全体で生涯学習に取り組

む体制を全国に整備していく。」というもので

ある。地方が主体性を発揮しながら基盤整備

を進めるということは建前としてはなんら問

題はない。むしろ歓迎すべきことである。 し

かし、その主体性に何となくうきんくぎざを

感ずるのである。どうも主体的な自助努力と

いう意味なのかなとかん<･りた<なるのであ

る。なぜかといえば、次のような説明がなぎ

れているところに、大きな危倶を抱くからで

ある。

家庭、学校、地域の三者が融合して総合的

な学習機会の整備をするということで、その

ために、まず、 「まち全体で生涯学習に取り組

む体制づくりを進める必要があり、 このよう

な地域が、都市部や農山漁村地域を問わず、

全国に形成されていくことが望まれる｡｣その

ために、国は地方のまちづくりを支援する方

策を検討することになる。そして、「国および

地方において、生涯学習に取り組む市区町村

の中から、特色あるものをモデル地域に指定

する」ということになる。

年輩者は、 この答申の表現を見て、あのい

まわしい大政翼賛体制を思い起こすのではな

いだろうか。臨教審の委員の大多数はその体

験者あるいはその一翼を担った人であること

を忘れてはならない。国が最も望ましいもの

としてのモデル地域があり、 日本全国津津浦

二F
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それこそ大変なことである。これは「情報モ

ラル」のすすめなどで解決できる問題ではな

い。臨教審がここまで踏み込むのは、ハイテ

ク時代のエリート育成を志向する臨教審が、

そのハイテクの市場開発に協力しているのだ

と考えたら、あまりに皮肉な言い方であろう

か。

スポーツ施設のインテリジェント化につい

ては、第4章「スポーツと教育」においても

触れられている。

国がスポーツ振興に乗り出すときは、その

背後に何等かの国家目標が隠されている場合

が多い。今回のそれは何であろうか。端的に

言えば、ネオーナショナリズムを背負う国民の

育成を、スポーツを通して行うというもので

ある。 「スポーツ活動(部活動等）は、個性の

伸長、集団の中での役割分担、協力、共通の

目標へ向かっての努力、校内・校外における

交流の促進の面で積極的な意義を有する」と

いわれる。体育の名称も「スポーツ教育」は

どうかと述べられたとある。たしかに、スポ

ーツといわれる団体競技は、集団訓練的要素

が強い。それが拡大きれてスポーツ全般にま

で拡げられると、戦前・戦中の国民体育から

国民錬成主義に転換していく可能性をひめて

いるといえよう。

もう1つの問題は、競技スポーツの奨励を

通してスポーツ・エリートの養成が図られる

ということである。国際競技大会の不成績を

理由に、国民あげて競技力のアップを図る声

が高まる。学校競技スポーツも、今日では明

らかにその基盤整備の役割をつとめきせられ

ている｡｢一定の地域ブロックごとに6年制中

学校などを設置することや高等専門学校の分

野を拡大すること」について検討するという

が、 これなどはまさにそのための礎石である。

スポーツ自体が奨励され、国民の健康が増

進し、基礎体力が向上していくことはまこと

に望ましいことである。 しかし、スポーツに

は別の側面、つまり政治的政策的意図がつき

6．答申の提言する赦育・研究・文化・ス

ポーツ施設のインテリジェント化でね

らうものは､ハイテク産業の市場拡大で

はなかろうか。

生涯学習の基盤整備と同様の危倶を、教

育・研究・文化・スポーツ施設のインテリジ

ェント化ということについてもいえる。イン

テリジェント化という、われわれにまったく

なじまない、いわば輸入概念を使うこと自体、

臨教審の新しがりや的なところがみえるとこ

ろで､実ににがにがしく思うのであるが、そ

のような施設が、 日本全国いたるところには

たして必要なのであろうか。 日本各地にある

教育施設・研究施設・文化施設・スポーツ施

設が再編されて、ハイテクノロジーに支えら

れた情報システムの一環に組み込まれていく

と考えるだけで、何となく窒息しそうな、空

恐ろしい思いにかられる。どこへ行っても、

同じようなインテリジェント化ぎれた施設が

あるということは、教育、研究、文化が画一

化ぎれているということであろう。文化の地

域性などどこへ行ってしまうのであろうか｡

学校、各種研究所、図書館、公民館、美術館

等々あらゆる文化施設が、新しい情報機能を

備えた施設となったら、それぞれの固有性は

どうなるのであろうか。その場所へ行っては

じめて感ずることのできるあるいは理解する

ことのできるオリジナリティーのようなもの

は、情報に還元されて、行かなくてもわかる

ということになってしまうであろう。実は、

学校教育をこのようなエセ認識ですます体質

となってきたゆえに、大きな問題を抱えてい

るのではなかったろうか。自然学校や体験教

育は生涯学習体系では不要とでもいうのであ

ろうか。

情報操作は、人間教育にとってときに最も

恐ろしい結果を招く。情報操作の主体が、国

や国の影響力を受ける地方団体となったら、

昼
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められてしまってきた事実には目を向けず、

塾をはじめとするいろいろな教育産業が繁栄

するのは、公教育制度下の学校の教育内容に

問題があるという立場に立っている。それは、

いわゆるダブルスクール現象という実態をふ

まえて、「学校教育の在り方を反省し、学校教

育の改革に生かすよう努力すべきである｡」と

いう表現に端的に示きれる。学校は、 1人1

人の子どもの多様な学習要求にこたえること

をしないために、親は私費を投じて民間教育

産業のご厄介になるのではないかということ

である。言ってみれば、それは学校教育の塾

化を図れということになろう。

たしかに、答申にもあるように、学校とい

う基礎学力を培う場において、高度に多様化

した学習要求にこたえることはできない、 し

かし、 ここで考えなければならないことは、

塾などに通う子どもたちの要求がどこから出

ているかということである。そのことを顧み

ることなく、いたずらに実現を肯定して学校

の塾化を考えることは本末転倒である。答申

としては、塾や予備校を不要とする学校制度

を提言することが本来の目的ではなかったろ

うか。

臨教審がこのような提言しかできないのは、

委員が教育問題の内部からその本質を照射し

挟り出すことをせず、いたずらに現状を追認

してその現状の改善を図ろうとする姑息な改

革しか考えないからである。いや本当のとこ

ろは、塾などの民間教育産業を貫いている効

率や目的合理性の原理を高く評価し、公教育

もその原理が貫く場にして、今彼等が最も必

要とするエリートの養成を企図するがゆえに、

非合理なものに拘泥し、人間の主体性をこの

上なく尊重する公教育制度の全面的後退と転

換を図ろうとしているというところが、その

隠された意図であるというべきなのかもしれ

ない｡｢公教育では対応し得ない個別の学習需

要に対して、民間教育産業の柔軟な発想によ

る多様で創意にあふれた教育サービスの提供

まとい、そこに大きな問題が生じる可能性が

あることを忘れてはならない。手離しのスポ

ーツ奨励や競技スポーツの強化には、われわ

れはつねに疑いの眼をもって対応しなければ

ならないのである。

7．答申は公教育制度を骨抜きにし、人間

を経済的財と考え､効率のよい付加価値

策を教育とし、民間による利潤追求の教

育産業を高く評価するものである。

臨教審は、従来からの公教育制度を、硬直

化しかつ画一化した制度であると批判し、そ

の活性化を図るために、 自由化と民間活力の

導入を主張してきた。それは、資本主義的な

競争原理を教育界に導入して活性化を図ろう

とするものであるが、一歩間違えば公教育制

度の否定になり、金持優先の教育制度を実現

するものである。われわれは、 このような教

育のとらえ方を経済原理をもって教育を支配

するもの、教育の商品化であると批判してき

たのであるが、第三次答申にもこの点が貫か

れている。生涯学習体系への移行ということ

は、学校中心の教育観から脱却することであ

るが、学校から離れる教育が、民間教育産業

に依存し、公教育制度とは異なる原理で教育

きれることにまかせる体系であるとしたらこ

れは大変なことになるはずである。

答申は、 「第2章初等中等教育の改革｣の

第7節に「塾など民間教育産業への対応」を

置き、 「民間教育産業の新しい役割｣について

述べている｡｢多様な民間教育産業の新たな発

展とその新しい役割や影響を認識し、その基

本的な在り方を検討していく必要がある」こ

とを冒頭にあげ、以下、民間活力そのもので

ある教育産業を高く評価しながら、学校が反

省しなければならないことを述べている。

臨教審は、大学の入学試験をはじめとして、

あらゆる入学試験が、いうところの教育産業

の資料提供によって、その本来の機能がゆが
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ないというが、その裏には、能力主義的

人間観が隠され､エリート選別のための

評価を正当化しようとするものである。

が増加することとなる｡」ということを裏返し

てみると、公教育は、個別の学習要求を無視

して、硬直した発想による画一的な教育サー

ビスの提供しかできないということである。

教育というのは、金のある人が金を出して、

自分に都合のよいサービスの提供を受け、 自

分の優れた能力を伸ばし、付加価値を高める

ことだということがここに語られているとみ

たい。

しかし、 このような臨教審も、 きすがに、

過熱気味の通塾には眉をひそめているように

みえ･る。 ところが、その問題把握と対策は相

変わらず甘い。

まず、進学塾が存在する根本的な理由は、

「現行の入試制度や入試問題の内容等にあ

る」ととらえ、 「入試の抜本的改善をざらに真

剣に進めることが重要である｡」と述べる。そ

のために、一部国立、私立の中・高等学校で

は入学試験問題の出題内容を自粛してほしい

という。 また、通塾の背景には、学校教育の

現状への批判があるとし~、学校では補習授業

等に積極的に取り組むことが必要だという。

そしてあとは、過度な通塾が健康に害を及ぼ

すので、学校を開放し、子どもの「遊びと健

康のオアシス」に変えていく努力をすべきで

あるということと、親が自発性の教育に努め、

塾は誇大宣伝その他の教育的配慮を欠くこと

をしないことなどが述べられる。

過熱化した通塾問題の解決に、臨教審がこ

のような提言をすることを、誰が期待してい

たであろうか。臨教審は、 まきにこのような

の教育問題を根元から断ち切る案を構想すべ

きなのである。そうでなければ、その存在理

由はない。つまり、入学試験制度そのものの

在り方を学校制度の改革を通して変革するこ

とが臨教審の基本的で最も緊急を要する課題

であったはずである。

答申は、生涯学習体系への移行を述べた第

1章を「評価の多元化」から説きおこしてい

る。生涯学習を実現するためには、学校を開

かれたものにし、人間が多元的に評価きれて、

その創造性や個性が生かきれなければならな

いというのである。

人間の評価は多元的になきれるべきである

ことは当然であるが、答申の言う多元は、特

定の能力を高く評価することであるようにと

れる。従来の学校の評価は総合的で、満遍な

く得点できる人に有利な評価方式であったが、

これからは「特定の分野で秀でた能力を積極

的に評価」することが大事であることを強調

する。学力についても、「子どもたちが興味や

関心をもっている特別の教科、科目等に着目

し、ひとりひとり優れた能力を伸ばしていけ

るような評価の在り方が大切である｡」 とい

う。そして今後は、 「学校など公的な機関にお

いて秀でた能力をいかに伸ばしていくかの検

討」が必要になるというのである。

公教育制度下における学校教育の基本的な

ねらいは、子どものあらゆる能力を可能な限

り伸ばしながら、基礎的学力を培い人間性を

高めることである． したがって、 きわめて限

定きれる「特定」の能力を極度に伸ばすこと

は、それが他の諸能力を引き出したり高めた

りすることになると思われるときには行われ

るが、一般的にはそう行われるものではない。

臨教審は、だからこそ、公教育制度は個性的

能力の伸長を図れないから、民間教育産業に

依存しようと考えるのである。

しかし、少し振り返って考えてみると、小・

中学校レベルで、特定の秀でた能力というも

のが、はたして明らかにつかめるものであろ

うか。 もちろん、優れているかもしれない能8．答申は評価が多元化されなければなら
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さらに生涯学習体系を人間選別機構とする構

想を打ち出したと考えざるを得ないのである。

臨教審には、 もう教育を語ってもらうべき

ではないというのが、われわれの気持である。

力の芽を摘んでしまうことは許されないが、

他の側面の能力にも、その可能性を求めて働

きかけていくことが必要なのではないだろう

か。臨教審が多元的評価というのは、この秀

れた能力を高く評価するためにいっているの

であって、決して原理の異なる、あるいは価

値観の異なる角度から、子ども1人1人を見

直そうといっているのではなきそうである。

そのような評価は決して厳密な意味での多元

的評価ではない。むしろ、能力主義に立つ、

危険な一元的評価というべきであろう。ただ、

その一元的評価を、全面的総合的に考えない

で、ただ一つの側面にのみ注目する、つまり

一面的で個別的な評価を重視するというもの
である。

このような評価観は、能力主義的立場から

人間を選別する際に重要な意味をもつ、その

面のみで評価し、数学の特別な教育を受けら

れるようにして、その能力を最大限に伸長し

ようということにをる°いわば、社会的未成

熟な偉大（？）な数学者が生み出巻拠ること

になる。人間としての良識や社会的知識をも

ち合わすことのない人間が、その限定された

領域の秀でた能力を発揮して歯車化していっ

たら、巨大な社会という装置はどうなってい

くであろうか。一握りの装置の計画者や設計

者によって、装置は自由に合理的に働かきれ

ることになろう。誠に憂慮にたえない事態が

生じるのである。

人間の評価においては、その秀でた能力が

正当に評価されなければならない。 しかし、

同時にそのことが異なる観点、価値に基づい

て評価されなければならないのである。かく

して、多元的で総合的な評価が実現するわけ

で、人間の選別や価値付けはそうたやすく行

われるべきものではない。臨教審は、これか

らの国際化時代を生き抜いていくためには、

多くの知的エリート、それもハイテクノロジ

ーを一歩でも二歩でも推進することのできる

エリートを生み出すために、学校や教育産業

9．答申は大学運営について提言している

が､それは大学が将来に向かって直面す

る最大の問題をふまえない観念論であ

る。

教育問題の根源は大学にあると言われるこ

とがある。小学校から、 ときには幼稚園にま

で及ぶ受験準備教育体制、その背景となる学

歴社会、そして現代青年像等々、そのよって

きたるところは、 日本の大学の在り方に問題

があるからだというわけである。 したがって、

教育改革は大学改革に在るとする極論まで現

われる。

大学はたしかに多くの問題を抱え、大きな

変革の時期にきている。かつての象牙の塔は

ガラス張りの透明な施設となり、誰れでも何

時でも出入りできる開放きれた研究・教育機

関に変わりつつある。

しかし、その大学に、 日本の文化・科学を

推進し、学問・研究のメッカとしての機能と、

その創造性を維持するための自由を確保する

という重大な使命があることを忘れてはなら

ない。国の権力が一つの方向を選択するとき、

その是非を鋭敏に感じ、機敏に反応するのが、

若き青年学徒であることは、歴史が証明する

ところである｡臨教審が二次答申において｢大

学審議会」の設置を提言したことは、この大

学の使命を思う時、大きな疑問のある提言で

あることを指摘したのであるが、第三次答申

においては、大学の財政措置と組織・運営に

ついて提言している。

財政基盤を確立するという方向性は言わず

もがなというべきことであるが、それが、あ

いかわらず、民間活力の導入と同じ考え方に

立っているところに、今後の問題があるとい
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十分なため､将来の教育に重大な支障を

残す提言となっている。

わざるを得ない。地方公共団体からの「寄附

講座」や「国、地方、民間の協力」による第

三セクターの活用などは、その運営を間違う

と、大学の自由や自治を侵す可能性をもって

いる。このことは、「特殊法人等の研究資金の

大学への導入の拡大」などでも留意しなけれ

ばなるまい。

「教員と職員」の項で主張されている、任

期制や契約任用制についても、教育・研究を

効率の原理で処理しようとする発想が強く、

教育．研究にとって不可欠な、身分の安定が

保障しかねる点で大いに疑問をもつところで

ある。

きらに、重大な問題は、昭和67年をピーク

にして、大学入学者年令層の人口が激減する

ことである。私立大学をはじめ、国公立大学

においても、 この入学者年令層の減少につい

ては、今最も頭を痛めているところである。

とりわけ、わが国の高度教育機関の大半を占

め、その社会的責任を果たしてきた私立大学

の経営を、今後どのよう詮方法によって維持

発展していくかについて、答申に何等の考え

も示されていないのは、今大学が抱えている

最大の問題を避けているとしか思えない｡｢大

学運営の面では、学長を中心とする教学の管

理運営組織と合議制審議機関としての教授会

がそれぞれの責任を明確にし、教学側と理事

会が強調して、大学を含めて学校法人が一体

として、社会的責任を果たすべきである｡」と

いう説教では、この問題はすまないはずであ

る。われわれは、 この時点に立って、将来の

大学教育をどうするかということを日本の高

度教育機関の全体系とのかかわりで提言する

ところに、臨教審の責務があったと考えるの

である。

これからの社会において、情報のもつ位置

はさらに重要になることは間違いあるまい。

情報がより重要な意味をもてばもつほど、社

会の在りようからの情報に左右される率が高

まるわけである。 とりわけ、 この側面は教育

の観点からいうと重大な意味をもつ。答申は

これを光と影という概念でとらえている。

しかし、問題は、光にあたる考察と提言が

中心で、影にあたるものについての内容的指

摘と、それに対する対策ならびに、それとの

関係における光の部分の取り上げ方に関する

記述が殆ど見られないことである。

答申は「情報化への対応は、 21世紀を見通

した長期的な検討が必要な課題であり、今後、

r情報モラル』を確立するとともに､その時々

の社会の状況、要請に応じつつ、教育システ

ムの情報化と情報環境の整備に取り組んでい

くことが必要である」といい、 「情報モラルの

確立」 「情報化社会型システムの構築」 「情報

環境の整備」をあげている。

人間形成の上で、情報は人間の多様性を培

う反面、判断や関心・知識の画一性や非人間

化をもたらしている。それこそが、答申のい

う影の1つであるが、答申はこのことについ

ては殆ど触れないばかりか、生涯学習社会の

基輯整備のところでも提言している「インテ

リジェント化」や「インテリジェント ・スク

ール」等の提案によって、光の部分のみを拡

張し、社会システムの根幹に情報による教育

とその処理をおこうとしている｡｢情報社会型

システム」や「情報環境の整備」の提言はま

きに、 この考え方にもとづくものである。

しかし、 これらの情報化社会システムが、

人間の判断や関心・知識の画一化と社会関係

の非人間化を推進させる影の部分については

まったく配慮していないのである。人間形成

FH二五

一一

10．答申は、これからの社会は摺報化社会

であるととらえ、その光と影を踏まえな

ければならないというが､影の考察が不
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の根幹が情報にあるのではなく、人間性に根

を置く人間関係にあることを臨教審はまった

く忘れているのであろう。

情報化社会の影の部分への配慮として、答

申は「情報モラルの確立」をあげているが、

今日多く見られる情報悪質化の実態は、モラ

ルの確立などによって解決できるものではな

い。それはむしろ、社会構造あるいは資本主

義的な利潤追求の原理によって生ずるもので、

それこそ情報商品化の必然的結果とみるべき

なのである。 したがって、答申のいう 「情報

モラルの確立」 という、倫理や道徳の問題と

して処理できるものではないというべきであ

ろう。情報化社会そのものへの何等かの改革

提言がない限り、それは殆ど意味をもたない

と考えられる。

情報化社会における教育は、その人間性を

回復することを最大の使命としなければをら

ない。社会が情報によって動き、情報処理こ

そがその鍵的な技術・能力であるというなら、

教育の世界にあっては、その情報を批判して

いける能力、 さらに、人間性の根底を培う人

間関係を基盤とした人間による人間の直接的

教育をこそ重視しなければなるまい。社会の

動きが必然的であればあるほど、教育も必然

的にその流れに流ぎれるのであって、教育改

革の提言は、その流れに抗し、その流れを人

間性ゆたかなものに切り替えていくことを可

能とするものでなければならないはずである。

たしかに、光の部分を活用することは当然

のことである。 しかし、それが提言に見られ

るように、情報化社会をゆがめる経済的原理

をそのまま承認し、それに乗るようなもので

あってはならないはずである。生涯学習の基

盤整備と同様、その必要性は認めるが、その

具体的な在り方についての提言は、情報化社

会のもつ教育機能に関しての原理的批判がま

ったくない点に大きな問題があると考えざる

を得ない。

(文責山田勉横浜国立大教授〉

I
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｢戦後教育総決算」をねらう
教課審の『中間まとめ」

－教課審の「中間まとめ」まとめ」批判一

教育行政検討委員会
場合によっては、学習指導要領が以前の「試

案」や、あるいは「参考事例」のようなもの

に変わる可能性があった。またそのことを期

待する人たちもいた。しかし、臨教審の答申

は、その期待とは全く逆に、教育内容につい

ては統制色を強める方向に転換した。この臨

教審の方向を鵜呑みにして、教課審もまた学

習指導要領を基準とし、そこに揺ぎなき教育

内容を盛り込もうとしている。

中学校の1週間の授業時数案(かγコ内は現行）

はじめに

教育課程審議会（以下「教課審」と略称す

る）は、昨年9月文部大臣から諮問を受けて

以来審議してきた内容を、10月20日、「教育課

程の基準の改善に関する基本方向について

（中間まとめ)j (以下「中間まとめ」と略称

する）として公表した。これは「中間まとめ」

であって、多くの人に読んでもらい、たくさ

んの意見を寄せてもらって、本答申に向けて

の参考にしようとするものと考えるのである

が、不思議なことに、 「中間まとめ｣のどこを

見ても、各界の積極的な批判を仰ぎたいとい

う趣旨の文言が見当らない。それは問答無用

というのが審議会の基本的態度であることを

示すものと思われるが、われわれとしては、

公表きれた以上だまっているわけにはいかな

い。沈黙はこの上ない肯定と理解きれるので

ある。今、教育関係者は、専門家として声を

挙げることが必要であるばかりでなく、むし

ろ義務であると考える。ここでは、教育実践

者、 とりわけ授業者の立場から｢中間まとめ」

の考え方や内容について具体的に検討し、問

題点を指摘することにする。

区 分 」 年 2 年 ’ 3 年

’
国 語

社 会

数 学

理 科

音 楽

美 術

保健・体育

技術・家庭

道 徳

特別活動
１

値

５

４

３

３

２

２

３

２

１

２－
１

4

4

4

3

1－2(2)

1-2(2)

3

2

1

1－2(2)

2－3(3)

4

3－4(4)

1

1

3－4(3)

2－3(3)

1

1－2(2)

必

修

選 択 3－4(3)

計 30

3－6(3)

30

4－8(4)

30’
(柱)選択敬科は1年外国語3－4， 2年外倒語3-4ゞ音楽、美術、
保健･体育、技術･家庭各1， 3年は外国諾3－4、各散科
で、その他に必要な数科1も認める。

そもそも、教育課程編成の責任は学校の教

師にあって、学習指導要領はその基準となる

というのが、現在の法体制であろう。われわ

れは、そのことは学習指導要領を、教育課程

を編成する際の参考、あるいはガイドライン

とすることだと考える。そして、 さらに進ん

で、教師集団が結束して、独自の教育課程を

編むことも必要であると考えている。それが、

教育の地方分権化であり、子どもと地域に根

拠を置く教育課程のあり方だと考えるのであ

1 ．だれのための教育課程基準なのか。

教育課程の基準を国が定めること自体疑義

のあるところであるが、百歩譲ってそのこと

を仮りに認めたとしても、その基準が具体的

にどのようなものになるかということについ

ては明確にしておかなくてはならない。臨教

審が教育の自由化をめく．って議論していた頃、
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準は、地域や子どもの実態に即しながら、子

ども一人ひとりが平和的で民主的な国家・社

会の建設者として育っていくのに必要な内容

を創造していくために手掛りとなるものであ

る。それは恐らく、多くの優れた実践者が子

どもとともに心血を注いで生み出してきた内

容の例示として示すことができる程度のもの

であって、それを参考にするとき、授業者が

子どもとともに新たな内容を生み出していく

意欲が高まり、その可能性を豊かにするもの

である。

「中間まとめ」は、教育課程のもつ本質を

知ることもせず、授業者の創造性・主体性ざ

らに個性等を無視し、いたずらに、教課審の

価値観とそれにもとづく内容を強制的に子ど

もたちに注入しようとする内容のものである。

しかも、その価値観は、国家主義的な色彩を

濃厚にもち、戦前の教育への回帰を思わせる

ほどである。

る。

しかし、教課審は、 このような教育の原則

に立脚した考え方には一顧だにせず、 日本の

全学校が、彼等の定める基準にもとづいて教

育活動をしなければならないと考えているの

である。教育についてずぶの素人を集めた審

議会によって、文部省官僚の考える教育内容

をオーソライズしようとするのが､今回の｢中

間まとめ」に顕著にみられた特質だとみてよ

い。 とりわけ、元文部次官を小委員会などの

主要ポストに据え、彼等の考えている課題を

一挙に解決しようとした姿勢には、心の底か

らの怒りを覚える。

「中間まとめ」における子どもと教師の位

置づけは、教課審の考える、いな臨教審も含

めて、彼等の考える国家目的を実現するため

の単なる手段となっている。教師と子どもに

は何等の主体性も自立性も認められておらず、

教師は指示された内容を子どもに伝達する道

具であり、子どもは能力に応じてその内容を

受け取り、国家、社会に奉仕する道具になっ

ている。 まきに、それは賢源としての人間で

あり、経済競争に勝ち抜く戦士となることを

期待きれている青少年とそれを育成する教師

ということになる。主体性や自立性、そして

平和で民主的な国家を建設するのに求められ

る創造性等は全く無視きれている。

「ねらい」に示きれている人間像には、臨

教審の答申と同様、 「豊かな心」 「たくましく

生きる」 「個性を生かす」等の文言が見られ

る。 しかし、その言わんとするところの内容

は、一定の枠の中に閉じ込められたものであ

って、決して社会を変えていくものではない。

「社会の変化に主体的に対応できる能力」に

端的に示きれるように、 「豊か」「たくましさ」

「個性」等のことばは、一定の制約の下に機

能するもので、その制約をはねのけ、 自らの

自律性において、新しいものを創造していく

主体性を示すものでないのである。

今、われわれ授業者が求める教育課程の基

2．「道徳｣によって人間性の回復が図れる

と考えるおろかさ。

すでに新聞の論調にもあるように、今回の

「中間まとめ」の最大の特色は道徳教育の突

出にある。道徳教育は全教育活動において行

われるというわれわれの考え方を逆手にとっ

て、国語や特別活動においても道徳教育を重

視しようとしている。新設きれる生活科も、

結局は道徳教育ないし、それ以下のしつけ教

育を志向したものであることは明白である。

学校教育において、道徳性ないし徳性の教

育がすすめられることは、個性の完成を志向

する教育としては当然のことである。あらゆ

る教科や教科外の指導は、究極的にはこの一

点に収散しなければならない。 しかし、問題

は、その道徳性や徳性が「道徳」の徳目とし

て示され、個性や生活の違い、 さらに具体的

な状況とのかかわりとは無関係に、その徳目

が注入答れることである。 しかも、例示きれ
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科の項にあっては、 「真に必要な公民的資質」

を育成する上での留意点として指摘されてい

るだけではなく、 ざらに歴史的な内容の改善

においても第一に指摘されているところであ

る。 「中間まとめ」が最も重視する人間像は、

まさにこの点にあるといってよいであろう。

つまり、すべての教育活動は、「日本人として

の自覚と責任感」の育成に焦点づけられるの

である。

る徳目の内容を見ると、戦前の修身で教えら

れたものとあまり変わらない。何となく、戦

前、戦中の修身ではないかと錯覚してしまい

そうになる。そこにナショナリズムの復活を

感ずるのである。

これからやや具体的にみてみよう。

<人間像について＞

まず、 「中間まとめ｣が志向する人間像を検

討してみよう。｢感謝の心や公共のために尽く

す心｣｢基本的な生活習慣を身に付け自らの意

思で社会規範を守る」 「自律･自制の心や強靭

な意志と実践力｣｢社会の変化に主体的に対応

できる能力｣等にみられるように、 「中間まと

め」が描く人間像は、社会に対して受動的で、

既成の社会規範をそのまま受け入れそれに適

応していく人間であって、社会に対して積極

的に立ち向かい、それを人々の幸福のために

変えていこうとする能動的な人間ではない。

いわば、社会環境や既成の価値観に従属、追

随し適応していく人間である。このことは、

臨教審の答申にもお題目のように繰り返きれ

ている基礎・基本にかかわってもいえる。基

礎･基本は「国民として必要とされる基礎的・

基本的な内容｣であり、 「個人として、 また国

家・社会の一員として望ましい人間形成を図

る上で必要な基礎的・基本的な内容」である。

このような、国民として必要な、また｢国家・

社会の一員として望ましい人間形成を図る上

で必要な」基礎・基本とはいかなるものであ

ろうか。

その内容を考えてみると、次の二つのこと

が指摘できるように思う。

まずその一つは、社会科の項で述べられて

いる「真に必要な公的資質」という表現であ

る。もう一つは、「我が国の文化と伝統に対す

る関心や理解を深める」ことと、 「国際社会に

生きる日本人としての自覚と責任感」を強調

するところである。この後者のほうは、社会

<｢道徳」への期待＞

臨教審答申以来、学校教育の荒廃を、教育

の内容と方法の面で救済する措置として､｢道

徳」授業の重視が述べられてきた。 しかし、

今日の子どもたちを前にして、学校で｢道徳」

の授業を行い、諸徳目を教えることによって、

本当に教育問題力噸決できると考えているの

であろうか。

| 「中間まとめ」骨子’’’

▽小学校低学年の社会科、理科を罷止し、新設の｢生活科」

に統合する

▽中学校の必鯵強化を弾力化し、洗濯強化を拡大する

▽高校の「現代社会」を必修から外す

▽道徳敬育を里視し、副読本使用の奨励措設を講じる

「基本的な生活習慣」 「兄弟姉妹や友だちと

仲よくし助け合おうとする態度｣｢親や教師な

どを敬愛する心」 「会社規範を守る態度」 「友

情や信頼を大切にする心｣｢郷土や国を愛する

心」「公徳を守り公共に尽くそうとする態度」

「思いやりの心｣｢日本の文化と伝統を大切に

する心」 「人間としての生き方の自覚」「世界

の中の日本人としての自覚｣等が、 「道徳」の

重点的な内容であるが、 ここに取り上げられ

ている徳目は、前述の人間像と見事に一致す

る。今日の社会に禰漫（びまん）する不公正

や差別に積極的に立ち向かう政治的正義感や

行動力、 また、人権の尊重や真理への傾注な
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たとしたら、それこそ漫画である。学校の現

状を全く知らない人たちが、戦前・戦中の修

身に郷愁を感じて提案したものと思われるが、

ここに教課審委員の人間性を見る思いがある。

それはまさに笑止のさたでしかない。

ど、総て意識の外にあるようである。

そもそも「道徳」の授業には多くの問題が

潜んでいる。かつての修身と同じような目的

をもつ教育であるとして反対する声も強かっ

た。 しかし、基本的には、かりに多くの徳目

を理解させても、そのことが人間性の涌養に

資することは殆どないというところに問題が

ある。 したがって、多くの教師が「道徳」を

教えるようになったの今日でも、子どもたち

の状況が好転しないのは、当然のことという

べきであろう。子どもたちは､学校で､ 「道徳」

その他の指導により管理され、社会・自然環

境の悪化の影響を受け、苦しみ通したうえで、

様々な問題行動を引き起こしているのである。

要するに、 「道徳｣の授業をいかに精力的に

展開したとしても、子供たちの道徳的意識が

高揚し態度が道徳的になることはまずないの

である。そうでなくて、 「中間まとめ｣が逆用

する、全教育活動の道徳化、つまり、諸教科

や教科外の指導が、子どもの心の琴線に触れ

ることができる深みのあるものとなることが

必要なことである。 また、その前に、政治を

はじめとする大人の社会が論理的に高まり、

子どもの得る諸情報が質的に向上することが

必要なのである。

今日の子どもの心の荒廃は、子どもの責任

ではなく、大人の問題行動の結果としてみな

ければならない。つまり、大人が自分たちの

問題として処理しなければならないことなの

である。

「道徳」については、なお恐るべきことに、

校長や教頭が授業を行って指導体制の充実を

図る必要があると述べられている。教課審の

委員諸氏は、このことを真剣に考えたのであ

ろうか。戦前・戦中の修身を校長が行ったこ

とがあるが、それによって子どもたちの道徳

性が高まったというデーターでもあったので

あろうか。校長の授業はまきに異常な授業で

あった。

今日の教育界に、 このようなことが行われ

3．能力主義を加速する選択の拡大

「中間まとめ」の一つの目的に、臨教審答

申との関係で、中学校高学年から選択制を拡

大することがある。選択制の拡大ということ

は、選択できる教科の数を増し、場合によっ

ては教科内で内容の選択ができるようにする

ということである。そこには、習熟の程度に

応じて指導するという、能力別指導への道も

開かれている。

「今日の高等学校の進学状況や中等教育の

果たすべき役割などを考噸し、中学校教育を

中等教育の前期としてとらえ直す視点をこれ

まで以上に重視し、中学校段階から選択履修

の幅を拡大する方向で改善する」 というのが

「中間まとめ」の考え方であるが、われわれ

には、なぜ選択幅を拡大する必要があるのか

理解しがたい。中等教育段階だから、選択履

修を種極的に取り入れなければならないとで

もいうのであろうか。高校進学が9割を超え

ている現在、少なくとも前期中等教育におい

ては能力・適性のレッテル貼りをやめて、共

に学ぶ事実を大事にしていきたいものである。

また、仮りに教科の選択を取り入れるにし

ても、実際に選択するという行為は、子ども

たち一人ひとりが行うのではなくて、学校が

主体制を発揮して選択教科を決めるというこ

とになろう。そこから多くの人が指摘する、

受験教科への傾斜が現実化し、選択の本来の

意味を失うことは、火を見るより明らかであ

る。
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に用意する以外にない。同時にすべての選択

教科を用意し、常に複数の多くの教師が子ど

もの学習に対応し個別に指導できるようにな

れば、学校の楽しきが増し、子どもの個性や

能力が伸長することは間違いない。そのため

には、現在の二倍の数の教師が必要になろう。

そのような条件整備が必要なことは､｢中間ま

とめ｣においても、たった一言であるが、 「指

導方法の多様化を図ることができるようにす

る観点から、教員定数及び学校施設の改善や

コンピュータ等の教育利用の推進などに配慮

する」 と記されている。この記述はいかにも

わずかで見落してしまう程であり、文部省が

腰を据えて対応しなければ簡単に無視されて

しまうであろう。臨教審・教課審ともその必

要性があることを真に認めるならば、今日の

教員需要の減少に見合うように、各教員養成

大学や学部に学生定員の減少を実現する策を

練らすようなことをきせないで、逆に、教員

需要の低下が見込まれる今こそ、教員蓋成学

部の質的向上と、教員定数の増加とを図るべ

きであることを提案するはずである。

<能力主義・競争主義への傾斜＞

選択教科の拡大は受験教育の激化を招くば

かりでない。その運営によっては、子どもた

ちの差別と選別を、中学校二年進級の時点で

行う恐れさえある。教科選択が進路選択との

かかわりで行われるとしたら、 これは重大な

問題である。かつて、中学校教育が直面した

大きな問題に、就職希望者と進学希望者とを

分離して教育するという、いわば差別教育と

それに対する就職希望者による反逆行為があ

った。これを乗り越えることができたのは、

中学校教師の差別教育への反省と積極的な実

践があったからである。今、能力主義と競争

主義が合体して、この教科選択に関係してく

ると、中学校は、 また新たな大問題を抱え込

むことになることは目に見えている。

教科内選択は､｢教科によってはその特性な

どを考慮し、第3学年を中心に多様な内容を

用意し、その中から選択して履修させる」と

なっている。これは明らかに能力別学習指導、

それも学習内容の程度を変えるということに

よって行われる指導を考えているとしか思え

ない。特に、 「中学校においては、教科によっ

ては習熟の程度に応じた指導について検討す

る必要がある」という指摘を考えれば、能力

別学習指導を推進させようとしていることが

明らかとなる。

現在、高等学校において、必ずしも成功し

ているとはいえないこの学習指導方式を、あ

えて中学校にまで導入しようとするのは、エ

リートの養成を企図する臨教審答申に応えよ

うとするほかの何ものでもない。

4．教育実践者への不信と教育内容への統

制管理への強化

「中間まとめ」を読むと、教育課程の基準

を考えるべき教課審が、必要以上に教育実践

の場に踏み込んでいることが目につく。先に

あげた校長と教頭による「道徳」授業の実施

もその一つであるが、 「はじめに｣の最後に次

のようなことわり書きをしているところを見

ると、そこには明らかに一つの意図が存在す

ることがわかる。

「今回の教育課程の基準の改善に当たって

は、教員の指導力、学習指導方法、家庭や社

会における教育、教科書などとの関連に留意

する必要」がある。

なぜこのようなことが必要であるのかにつ

いては何も述べていないが、察するところ、

<個を伸ばす授業の条件＞

選択教科を拡大したり、教科内容を可能に

する唯一の民主的方法は、学校の教師の定員

を増やし、多様な指導内容を十分な態勢の下
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教員の指導力が欠除し、十分な学習指導がで

きていないと考えており、どうしても教科書

によって指導内容を明確に指示する必要があ

ると考えてのことであろう。これは、われわ

れ実践者への不信感の端的な表われであり、

厳しい挑戦でもある。

<教科書＞

教育をこのように倭小化してとらえる教課

審が、次に心配するのは教科書である。教科

書きえ十全な内容にしておけば、教師はそれ

をそのまま教えればよいので教育効果は十分

上がると考える。まことに浅ましい考えであ

るが「中間まとめ」にはこのことがはっきり

述べられているのである。

「今回の教育課程の基準の改善の趣旨が十

分反映された教科書が作成ぎれることが大切

である。特に、国語科や社会科の教科書につ

いては、適切な教材が掲載される必要があ

る｡」

ここで、なぜ国語と社会科が取り上げられ

るのであろうか。適切な教材が必要なことは

すべての教科にあてはまることである。考え

られるのは、前にあげた道徳教育の重視であ

る。「小学校、中学校及び高等学校の国語科に

ついては、道徳教育に資する教材が適切に取

り入れられるよう検討する｡」ということが、

道徳教育の項に述べられているのであるが、

先の「適切な教材」とはこのことをいってい

ると考えられる。かくして、国語の教科書も、

意図的計画的に道徳教育に資する教材を加え

なければならなくなるのである。

もちろん社会科は、 もっと強く道徳教育に

近づく。 とりわけ新設される生活科などは、

道徳教育そのものだということができよう。

生活科設立の趣旨は､｢体験的な学習を通し

て総合的な指導」をするところにある。それ

は、 自分とのかかわりにおいて社会や自然を

とらえるとともに、必要な習慣や技能を身に

付けるものとなっている。 しかし、おかしな

ことに、このように一人の子どもとその体験

をこの上なく大事にする生活科に教科書を用

意しようとしていることが伝えられている。

教科書があってはならない教科と考えられる

のであるが、そうなると、やはり指導内容が

<教員の養成と研修＞

教育課程実施の効果は、確かに教員の指導

能力に負うところが大きい。 したがって、基

準改善の趣旨が、教員養成や研修に反映きれ

て指導力の向上が図られなければならない。

そのためには、 「教員養成において、指導方法

に係る内容を充実すること、道徳教育の充実

を図る観点から 鴫道徳教育の研究〃の改善充

実を図ることなどが望まれる｡」もちろん研修

においても「道徳教育の充実や指導方法の充

実を図る観点から、研修の内容や方法につい

て配慮されることが望まれる」 ということに

なる。

「道徳」の授業がいかに重視きれているか

がわかる。そのための教員養成と研修をこれ

ほどまで述べなければならないはところに、

教課審がもっている、大学の教育と現場教師

への不信感が端的に現われている。

しかし、 「道徳教育の研究｣の講義と研修に

よって、 「道徳｣が有効に実施され、子どもの

道徳性が高まると本当に考えているとしたら、

これこそ教育について全く無知な人のことば

と言わざるを得ない。道徳的な人の教え子が

必ず道徳的な人間になるとしたら、 これほど

容易なことはあるまい。教育のむずかしきは、

教師の意図を越えたところに、子どもが育っ

ていく事実にある。この事実を踏まえていれ

ば教員菱成や研修にもっと別のことを求める

はずである。それは学問的な研讃と教養の充

実、 そして人格の向上などではなかろうか。

桿卑
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では全く考えられていない。むしろ、その逆

の方向性をもったものである。 「君が代｣につ

いては、すでにここに取り上げるまでもなか

ろう。

不確かになると考えているのであろう。

同じことは「道徳」にもいえる。 「小学校及

び中学校における道徳教育の充実を図るため、

適切な道徳教育用副読本の使用について奨励

措置を講じる必要がある」というのであるが、

これこそ「道徳」を徳目教授活動と考えてい

る証拠であろう。公費で持たきれる文部省推

薦の副読本を手にして、校長から「道徳」を

教えられている子どもたちの姿は、 まきに漫

画以外の何ものでもない。

教科書をこのように重視するのは、教師へ

の不信感の表われであるが、それはまた同時

に教育内容を有効に統制する方法でもある。

教科書行政は、今後ますますその統制色を強

め、国は教科書を通して教育内容の統制管理

を強化していくと考えられる。

このようななかで、われわれは教科書から

離れ、 自主教材を開発し、子どもが求める授

業を展開する覚悟を固め、そのための力量を

高めていかなければならないのである。

5． 自治と創造の精神を失った特別活動

特別活動は、教科では指導しきれない側面

の教育活動であり、人格の陶治と全面的発達

という観点からみるときわめて重要なもので

ある。 とりわけわれわれが重視してきたもの

は、教科と違って、 この活動においては、子

どもたちが最も主体的に動けると同時に自主

自立の精神を高めることができるというとこ

ろであった。

教育内容改定のスケジュール

<｢日の丸」と「君が代｣＞

しかし、 「中間まとめ｣によると、 この特別

活動はその目的を全く変えてしまうことにな

る。それは、 「望ましい人間関係の醸成、基本

的な生活習慣の形成、心身の健康と安全な生

活、人間としての生き方、奉仕の精神や国を

愛する心の涌蕊」などの指導を充実きせる活

動ということになる。一言といえば、道徳教

育そのものである。われわれが重視した自治

的な学級会の運営や児童会・生徒会などの自

治活動については一言も触れていない。それ

らは、子どもたちの生活に害悪をもたらすも

ので、そこから反社会的行為や非社会的行動

が生み出されてくるとでも考えているのであ

ろうか。はじめに述べた「中間まとめ」の描

く子ども像とのかかわりでみると、特別活動

は、そのような子どもを体験的活動を通して

育成するためのものになるということができ

教育課程の基準に「日の丸」と「君が代」

が出てくることは、われわれが全く納得でき

ないところである。それは国家意識を高める

政治的目的のために教育が奉仕することを強

制することであって、教育の政治化そのもの

である。

「小学校、中学校及び高等学校については、

日本人としての自覚をもって国を愛する心を

育てるとともに、国際社会の一員としての自

覚を一層深める観点から、入学式や卒業式な

どの儀式的行事における国籏及び国歌の取扱

いを明確にすることについて検討する｡」

この一文は、 「日の丸」 「君が代」を、愛国

心を高める国家主義的イデオロギー教育の手

段として利用することを宣言したものである。

自然発生的に「日の丸」に接し、それを不戦

の旗として意識していくような教育は、そこ
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育を一掃する動きの中に完全に取り込まれて

いる。

社会科の解体は、いわば戦後民主教育の解

体そのものといってよかろう。われわれは、

今からでもこの動きをできるだけ阻止し、教

育基本法体制の教育が復権するよう努力しな

ければならない。そのためには、われわれ一

人ひとりがこの「中間まとめ」を臨教審の二

回にわたる答申と合わせ読み、その真意を批

判的に読み取って、毎日の教育実践を高める

ことによってそれに対抗することを、これか

らの使命としていかなければならない。

る。人間形成の上で重要な一つの柱がこうし

て取り除かれていくのである。

おわりに

「中間まとめ」は臨教審答申のもつ重要な

側面である、反民主化、能力選別主義、国家

主義の考え方に即して、教育内容を再編成し

ようとするものである。ここでは、大まかで

総括的なことしか述べてこなかったが、個々

の項目にわたって述べるとすれば、 この何倍

もの労力とスペーースを必要とする。 とりわけ、

社会科に対する攻撃は激烈をきわめ、戦後教 (文責山田勉横浜国大教授）
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［

｢私たちの教育改革」委員会報告

家坂哲男

〈努力の道。 もう一つは、枠から踏み出して

自前で理想の学校を起こして闘ってみる道で

ある。後者の道をとれば、上に抜粋した「問

題の整理」点などは、たちどころに実現でき

る類のものである。批判言説だけでを〈 、在

野での「先駆的試行」 として、その結果を、

「論より証拠」として突きつけ、世に問うこ

とができる。

そればかりではない。有能な先生たちが、

闘いで不幸にしてかく首の憂き目に逢っても、

このもうひとつの道が切り拓かれていれば、

救援金は、 よりプロダクテイプ(productive)

な原資ともなる。

はじめに

新委員会が発足し、 まだ開催回数も少ない

ので年度未段階で、委員会としての改革の手

だてなどについての具体的な提起がまだまと

まっていない。 したがって、在野の実践者と

しての私の意見を主体に述べ、委員会報告に

代える。

教職員組合立の学較をつくってみては？

論より証拠ということがある。学校現場に

は、簡単なことではどうにも解決できそうに

ない問題がごろごろしている。教職員組合は、

永年にわたって問題を整理し、闘ってきた。

そこに結集した一人ひとりの教員の苦闘のほ

どは、察するにあまりある。首を切られ、路

頭に投げだされようとする仲間たちを、組合

が守り、巨額といってよい救援金を保証して

きた団結力も目を見はらせる。

永年積みかさねてきた問題の整理は､｢わた

くしたちが求める教育改革への提言」にも反

映きれている。その冒頭には、 「『一人ひとり

の子ども．青年のための学校」が創造きれな

ければならない」と鮮やかに提言している．

その内容には、 「教育課程の自主繍成の保障」

「授業時数の削減｣｢授業形態を子どもを主体

とした活動的なものに工夫｣｢学校五日制｣｢中

学課程から高校課程の選抜試験の廃止｣｢40人

学級から35人以下の学級の早期実現｣｢大規模

校の解消」などが含まれている。

問題がこうして整理されたとして、その実

現のために闘う方法に二つの道がある。一つ

は、学校制度の大枠の中で徐々に改善してい

教職員組合立学校は必要性と可能性に満

ちている

われわれから見れば、 この先駆的試行は、

進学と就業をめぐる父母たちの意識の一般状

況の壁をこえるかどうか、すなわち、権力か

らの認可よりも、現場父母と子どもたちから

の「認可｣＝支持を、いかに勝ちとるか、 「そ

こに子育てと教育の新しい共同性にたつ職公

共性職をつくりだすことが問われている｡」

（｢教育改革への提言｣）のだと思う。

このモデル校の描想は、教職員組合にこそ

ふさわしく、その人材、その蓄穫、その資金

力からいって、本格的検討がなきるべきとき

がきたと思える。

公教育の本質（子ども・青年の学習権の保

障と教育の機会均等） を堅持しつつ、公立、

私立（学校法人）の道か、オルタナテイブ

(alternative)な第三の道を選ぶかによっ

て、迂回路を歩むにしても、教育課程の自主
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「個性化方針」で、たとえばうちは陶芸など

が目玉となっています。県の頭のよい人がデ

スクプランで考えることです。校長は県の方

針に基づいて策を立て、これに逆らわない。

デスクプランにはどういう生徒が入ってくる

かまったくプランがないから、生徒と対話し

て様子を見て、どういうカリキュラムにしよ

うかと考えるだけで2～3年かかってしまう。

2年からの選択をへらして、 3年から大幅な

選択にするとか、その程度のことでも時間が

かかります。

第3段階。前任校も3年のとき行ったので

わかるのですが、 ここから教育の内容をどう

するかで、教員の間でシビアな意見のぶつか

り合いが始まるわけです。50～60人の教育観

の違った先生たちがいるわけで、 蝋よい学び

舎蝋といっても蛾よい〃が人によって180度違

うのです。学校をつくっていくのは大変なこ

とで、そうやってできた学校を変えていくと

いうには、大変なエネルギーがいる｡」

公立小学校の先生を20年以上、 日教組の執

行委員を6年やったというKさんはいう。『い

ま私は3年担当ですが、去年の子も可愛くて、

この6年生2クラスに反原発の特別授業をや

ったのです。当然小学校の指導課程に入って

いないのですが、歴史や社会や道徳や学活な

どとのひっかかりでもつけてやればよいと考

え、組合と相談してやった訳です。小学生だ

から難しいと思ったが、 2時間にわたる授業

で喋りっ放しだったのに生徒たちは、緊張し

て聴いてくれた。あとで出きれた生徒たちの

感想文には感動した。「教育課程は、学習指導

要領の基準により、校長が編成する」となっ

ているけど、 この校長を→学校→教師と読み

かえて、直接責任を負う先生が自主性をもつ

ことが教育になくてはならない。

この2人の先生は、学校の改革、教育改革

は、校長＝文部省・臨教審がやるのでなく、

自分（たち）がやるのだといっていると思え

た。校長になったらやるのではなく、今「薩

編成、授業形態を子ども主体の活動的詮もの

にする工夫、 5日制、 20人学級、大規模校解

消などの実現を優先できる器の創造は、教職

員組合のモデル校でこそ、その「先導的」成

果が試きれるべきことである。

これまでの教職員の、子どもたちとの共育

過程での悩みが、どこまで国家、文部省、教

育委員会の管理や、企業要請や、父母の文化

状況、 さらに教職員同士の葛藤などにそれぞ

れよるものかが、明るみにでてくるに違いな

い｡

管理きれることからのひずみから解放きれ

る自由とひきかえに、管理されていることの

安易さに依存する便宜も失わなければならな

い。

自らの学校をつくれば、そこでもうひとつ

の自治・統治能力がためされる。これは、 こ

の闘いの道のもつ決定的に重要な意義といえ

る。

蔭（シャドウ）の校長

どこの学校にも「蔭の校長」ざんがいる。

いて欲しい。昨年の11月30日に、横浜市緑区

にある学校協同組合｢共学舎｣で、 「よい学び

舎をつくる会」の主催するシンポジウムが開

かれたときのこと。題して、 蝋よい学び舎をつ

くるには"。或る県立高校のT先生はいう。

「私は、新設3年目の経験から述べたいと

思います。 1期生と同時に赴任した訳でこの

3年間公立高校がいかにつくられるかを見て

きたわけです。第1段階というのは、 まず器

をつくる。 （略）第2段階。生徒が入ってく

る。 3年かかります。 1年めは中学｢4年生」

で、なにやっていいかわからない。部活も1

年生だけで、対外試合でもとても勝てない。

3年たって部活も行事もなんとなくサマにな

ってくる。 ところがこの過程は、一方では権

力闘争になる。 とくに新設校は県の方針が強

く反映し、最近の新設100校の目玉としての
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停学、および訓告の処分は、校長がこれを

行う」 (13) 「校長は、…全課程を修了した

と認められたものには、卒業証書を授与し

なければならない」 （28）

「地方教育行政の組織および運営に関する法

律j…「教育委員会の所管に属する学校の

校長その他の職員は、教育長の推薦により、

教育委員会が任命する」 （34条）

『神奈川県公立小学校および中学校の管理運

営の基準に関する規則』…「教育課程は、

学習指導要領の基準により、校長が編成す

る」「校長は、児童生徒が性行不良であっ

て、他の児童の教育に妨げがあるときは、

教育委員会の指示を受けて、その保護者に

対し、児童生徒の出席停止を命ずることが

できる」 （7条） 「校長は、…主たる教材と

して使用する教科用図書については、教育

委員会の承認をえなければならない」 （9

条） 「校長は、主任などを決定したときは､~

速やかに教育委員会に報告しなければなら

ない」 (10条）

ひとことで言えば、法認校長は、学校を管

理するように管理されている、現場の権力機

能をはたすべく位置づけられていて、それは

教（共）青を本義としていない。

「蔭の校長」群の発生の避けられない理由

がそこにあり、法認校長群を権力的に操作す

る国家の意志と闘うのである。

の校長」でやっているといった姿である。こ

うした闘いの中で自治能力を身につけた先生

たちが、教職員組合立のモデル小・中・高校

を支えるなら、その成果は、期待してよい。

｢蔭の校長｣群が､在野のモデル校を支える

「蔭の校長」のいる学校には二人の校長が

おり、 ときおり 「二重政権」状態になるが、

そうした忍耐のいる統治能力を鍛え、修羅場

を< く．りぬけた人びとなら、 自前の学校づく

りを熱望すると思える。法認校長の国家から

与えられた権力に対し、 「シャドウの校長｣の

力は、子どもたちと教師教員仲間たちから与

えられた同意と支持によっている。法定上の

校長の位置は、明文化きれたものだけでも次

のように規定されている。

『学校教育法』…「学校には、校長および相

当数の教員を置かなければならない」 （7

条） 「校長の…資格に関する事項蛙、…監督

庁がこれを定める」 （8条） 「私立学校は、

校長を定め、監督庁に届け出なければなら

ない」 (10条） 「校長…は、学生、生徒およ

び児童に懲戒を加えることができる」 (11

条） 「校長は、校務をつかさどり、所属職員

を監督する」 （28条)※ここで校務というの

は「学校の運営に必要な校舎などの物的施

設、教員等の人的要素および教育の実施の

3つの事項につき、その任務を完遂するた

めに要求ぎれる諸般の事務をざす」とされ

る （東京判昭32． 8． 20)。 「教頭は、校長

をたすけ、校務を整理し、および必要に応

じ、児童の教育をつかきどる」「教諭は児童

の教育をつかきどる」 （同条）

『施行規則』…「校長は、その学校に在学す

る児童などの指導要録を作成しなければな

らない」 （12の三） 「校長は、指導要録を作

成し、進学先の校長に送付しなければなら

ない」 （12の三） 「…出席簿を作成しなけれ

ばならなし､」 （12の四） 『懲戒のうち、退学、

わたくしたちの教育改革は､r蔭の校長｣群

プラスアルファーが核に

教育臨調の樹成をみればすぐわかるとおり、

そこにはこのシャドウの校長群の声を反映す

るものはなにもない。臨教審では、本質的な、

子どもたちを幸福に導くような教育改革など

けっして望めない。

ただ「蔭の校長」群のもつそのシャドウ性

は、絶えず陽光に曝きれなければならない。

自己否定の努力が払われるべきで、 こどもや
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親たちにしばしばその正体（真心）をオープ

ンにする癖をつける要がある。シャドウの働

きは、 「二重権力」的緊張状態をふくむから、

ともすれば学校外部社会には｢見えざる努力」

に閉ざされがちである。その深いうめき声や

喜びのつぶやきは、子どもや親たちにも通じ

ていない。

それに加えて、 「蔭の校長｣群は、国公立や

学校法人という国家意志の枠組から脱して、

「蔭の校長」から公然たる自治の校長へ変成

できる試み（組合立という 「もう一つの学校

建設｣)に手を着けるべきである。権力に依存

しながらも、反対のための反対を答けぶ「専

反組合」というデマゴギー(Demagogie)に

も一矢を報いつつ、オルタナテイプな砦とし

て、シャドウの陣地戦に役立てる。まだ部分

的ではあるが、幾つかの国家的束縛から解放

された自治の試行の中で、獲得しえたものを

プラスアルファーとする方向である。

自分たちの手で創設する学校での、校長の

役割、 クラスの人数、 カリキュラムの編成の

方法とその内容、週休をどうするか、部活の

在りかた、財政経営など、現実的創意がみな

ぎるのではあるまいか？

同じ紙上の「声」欄の4つの投書の見出し

は、 「受験生惑わす試みはやめて」 「振り回さ

れたわが家の体験｣｢すすむ無個性化序列化に

憤り」「こんな思いはもうたくさん｣というも

ので、すべて国公立入試へのやりどころのな

い気持の告白だった。

1例をあげると、志望順にX、 Y. Z (日

程それぞれB、A、 C) 3大学を受けた某ざ

んは、X大には足を切られて受験資格を失い、

Y大は受験でき、水増し合格もあるからと、

おおいに期待したが、結局不合格で、 Z大だ

けが合格。Y大では水増し採用にもかかわら

ず、定貝割れで補欠繰り上げの追加合格が出

る可能性があるというのでなお未練が残った。

Z大の入学手続きをとってしまえば、 自動的

にY大からの追加合格は放棄したことになる。

受験生も大学も、 まるでギャンブルに振り

回きれた。

改めてショックを与えたのは、東大を頂点

とする学生たちの偏差値による序列化の一層

の進展である。エリート選別装置の一段の精

密化である。

別表は、河合塾力塾生3,539人について調べ

たもので、選別マシーンの貫徹の様相を誇示

している。

今年の大学入試の結果はショックだ

~ヘミこぐ合否結果
1次得点○○i○●！●●

計

「また期待裏切った臨教審」という社説を

掲げた1987． 4． 2付の「朝日新聞jは、教

科書検定､高校入試などの他､ 「国公私立の3

種類に分かれている大学の設置形態は、高等

教育がここまで大衆化した現在でも適切なの

かどうか｡」と注目すべき指摘をした上で､「こ

の問題も、将来にわたって検討課題として見

送られた」 と、臨教審第3次答申を批評した。

学校協同組合共学舎は、 もうひとつの学校

としてすでに登場している。一公教育は、

NGO(nongovernmentalorganization)す

なわち官でなく共（協）でこそその本質に迫

れる、 という考え－。

720以上

719～640

639～560

559～480

479～400

399以下

計

64％1 22％＃ 14％

38%i39%123%

16%i35%! 49%
5%i 21%| 74%
4%i 6%!90%
5%| - | 95%
22%#31%147%

121人

1,250"

1,246"

663〃

222〃

37〃

3,539人

○は、

●は、

●は、

国公立大学の2校に合格した者

’1 の1校に合格した者

〃 の2校に不合格の者

○
○
●

根深い知職のフエテシズム(fetishism)を克服

マークシート （まるばつ）方式による「よ
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「進学校」に追いつき追い越させるのでなく 、

「進学校」の在り方にメスを入れ、尽きるこ

とのない敵対的競争の根を絶つことである。

乱暴ないいかたで、パラドキシカル(para-

doxical)だが、受験のための「頭に間借りの

学力」を捨て、人間らしく真に独創力と思い

やりのある生徒たちを育てるべきは、 「進学

校」にこそ必要である。

世間の評判の「良い学校」は、果たして受

験法則＝競争での「有利き」 とひきかえに、

その子のための個性的自立の芽ばえの多くを

犠牲にしていないのか？

校長になったつもりで建設的統治能力の発

揮につとめる「蔭の校長」群は、生徒の立場

にたって、名を捨て実をとり、 しばしば国家

の意思を優先せざるをえない法認校長と、争

わざるをえないが、世間の評判の壁も厚くた

ちふさがる。

り多くの正答を、 より早く」のテストシステ

ムは、やがて「剥落」する「頭に間借りの学

力」をためして、それで青少年の序列をきめ

てしまう。

「わたくしたちの教育改革」が目ざしてい

るように、 1次共通テストにあたるものは、

大学受験資格試験的なものとし、得点の算出

はせず、合否の判定だけをし、資格は3年間

有効とする。大学受験テストは、マークシー

ト方式をやめ、筆記方式に変えていく。

学校に対する世間の序列評価を履えせ

受験のための知識の物神崇拝は、その「頭

のよい子」を集める有名進学校に対する偶像

崇拝を生みだす。諸外国に較べ、企業の終身

雇傭制の根づよい日本で、一流会社への登龍

門がこの進学校→「一流大学」 と直結してい

て、学校制度は序列による選別装置となって

いる。 まるばつ式知識で「ドライに公平に」

序列づけられるのは止むをえないという前提

がある。だから、学校のよしあしは、進学率

の高低を軸として決まる。人間としての優劣

まで、器に過ぎない学校の進学有名度できま

るという錯覚が生まれる。

県高教組が行った「進学校」 「既設校」「新

設枝」 「職業校｣別の生徒意識調査をみて、ハ

ツとしたことがあった。

「自分の学校の名前をひとまえで平気でい

えますか？」 という質問で、進学校以下順に

「ハイ」の率がさがっていくのである。のび

のびと個性を伸ばしていく姿は消えていく。

コンピューターのお蔭で、同世代の全国の若

者たちが、コンマ以下の差を争って、順番が

つけられている。それが極に達して、教育は

生気を失った。それが若者たちの心にひずみ

を与えている。

序列の頂点にたつ学校の変革が必要で、大

学では東大・京大、高校では進学トップ校群

の吟味が必要である。 「周辺校」「底辺校」を

子どもたちに自主管理を？

現場教師たちの道徳的力の源泉はどこにあ

るかといえば、ひとりひとりの子どもたちの

心に、その子のやる気を継続的に起こきせる

何かを生みつけ、己れもそれに感応すること

によって結織れるところにある。蔭の校長た

ちの教育労働の生産物は、内奥から成長する

子どもたちを通してしか示されない。教育労

働が子どもたちの心に植えつけたものを起動

力として、内発からの自己実現に協力する教

師の労働はプロダクティプなものである。教

育の目標は、根源的に、少年少女時代からの

自主管理にある。小学校からそんなことはム

リだというかも知れない。だがそれが間違い

だと思う。

「蔭の校長」たちの、…国家意思＝法認校

長の「校務」のそれとは違ったもう一つの…、

自主管理の教育的力の源泉は、 まさに子ども

たちの自主管理の段階に応じた熱度と、その

共育的営みに結実した子どもたちとの信頼関
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直に学ぶことである。 「教師｣たちが｢教える」

のは、学生たちが生みだす新しい文化から学

ぶためにである。学生の自主管理はだから共

学を意味する。

係にこそ根ざしている。

その力をひき出してこそ、現場の「シャド

ウの校長」の名に価する。ここでも、 自前の

学校でモデルを試みてみる意義を強調したい。

モデル校の建築仕様や先導的教育方法に似つ

かわしいデッサンも、衆知を集めて作成した

らよい。

学校の評判は、そこに学ぶ子どもたちと教

師の、のびのびとした自主的管理の熟度を基

準とすることが健全というべきである。

ことは自由の重さを味わうことから始まる

日教組の「わたくしたちが求める教育改革

への提言」が、 「｢一人ひとりの子ども・青年

のための学校｣が創造されなければならない」

として、いくつかの問題を整理していること

は先に述べた。

その多くをすでに実現している学校がある。

①「教育課程の自主編成の保障｣、②｢授業

時数の削減｣、③｢授業形態を子どもを主体

とした活動的なものに工夫｣、④｢学校5日

制｣、⑤｢中学から高校課程の選抜試験の廃

止｣、⑥「35人以下学級の実現｣、⑦「大規

模佼の解消」

学校協同組合「共学舎」は上のすべての事

項を実現しているばかりでなく、｢教育課程の

自主編成」は、学生のカリキュラム自主編成

として貴重な試みを実行に移してすでに1年

半になる。

大学から改革を

大学ともなると、 日本では児童（小学）生

徒（中・高）から、その呼び名も学生と変わ

り、いわゆる成年年齢に達する若者となる。

学ぶものが主体となった自主管理の可能かつ

必要の熱度は、いっそう整うこととなる。

敗戦後の高揚と断続をつづって、学園の改

革主体として登場した学生運動（大学）は、

この年齢層が主体となったが、 10余年前、大

学解体などを唱えて動いたのを最後に、この

学生運動は消滅した感がある。その後は、高

校・中学生へと低年齢化してくすぶり、この

最後の自然発生的で未熟な抵抗は「教育の荒

廃」の反映とみなされた。企業国家の統一意

思の合意体系と人材選別の、装置としての学

校への管理が奏功した。いま学生運動（大）

は、カリキュラムの自主編成を含む学生自主

管理運動としてよみがえることによって、教

育改革の不可欠の一翼をなす展望が予察ぎれ

る。 10余年間の学生運動の消滅は、①これ

までの学生運動が質的転換を要晴されていた

こと、②小中高学校過程で若者たちの受験

体制による蝋骨抜き〃がすすんだこととの相

関による。

若者たちがどこまで自主管理能力を示すか

を、大胆な権限委譲によって確かめ育てるこ

とである。

そこから生みだされる若者の文化から、率

アンケートにみる若者
凸卓

ここの学生(21歳平均）のアンケート調査

結果（表2）によれば、学費（入学時一括払

50万円）は7割がた親に依存しながら、時間

励行や掃除などにルーズではあり、出欠をと

らぬことや通信簿のないことをよしとしなが

ら、すべてが「自主管理はいいものだ」と、

例外のないことである。

「いま熱中できるものがある」 「進路や生き

方が決まった」の項に見られるように、悩み

はけっして小きくないが、 とにかく自主管理

に望みをかけている。

自分たちの手で学校を、講座をつくれるん

だという希望が、その自由の重たさを凌いで
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共学舎では、入学希望者にたいする説明会

から、新入生の歓迎会、一切のイベント、学

校通信の編集発行にいたるまですべて学生が

主体でやり、理事会の経営財政の論議決定に

も参画している。ここでは法認校長ざんはま

ったく必要がない｡｢いまどきの若い者はなど

と申すまじきこと」である。 （共学舎学長）

いる。 もちろん各自の理解の範囲はだいぶ広

い。「よくわかんないけど、人に押しつけられ

るのはいや｣という感じから、 「もちろんよい

ものだが、個人がしっかりしなければ、だら

しなくなるだけでは」 「いいものだと思うけ

ど、自由な分、難かしいと思う」「結局自分自

身の問題にかえってくるのでは」などと反問

している。

(＊調査人数7人）

はい いいえ中間解答なしアンケート項目

1．学費は親が払っている

2．生活費遊興費は、 自分で稼いでいる

3． いま熱中できるものがある

4．時間厳守がしっかりしている

5．掃除はしっかりしている

6． カリキュラムの自主編成をするのが
よいと思う

7．出席をとる必要がある

8．通信簿はあったぼうがよい

9． 自主管理はいいものだ

10．毎日が至極楽しい

11． どんなふうに生きたいか決まった

12．進路はもう決めた
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’ 第2章

横浜市教文研の活動

－父母とともに歩む教育の発展を願って一

1 ． 5．29（横浜大空蕊）横浜の平和を考

える日を中心とする平和運動

はじめに

県教文研ならびに横浜市教文研が設立され

7年の月日が経過しました。この間、本市教

文研は、 「5．29（横浜大空襲）横浜の平和を

考える日」を中心とする平和運動を基軸に教

育文化事業を推進してきました。父母・市民

に対する映画会、全市一斉の平和教育の推進、

昨年より始めた「各区の教育を語る会」を主

な事業として本年度は展開しました。今後、

これら事業の充実・発展をはかっていかねば

なりません。

平和教育は、すべての者が、あらゆる機会

を捉えて日常的に取り組まなければならない。

しかし、時には横浜に住む全市民が同一期日

に平和について考え、決意を新たにすること

も意義深い。

浜教組は、1980年度その手始めとして、「横

浜の平和を考える日」を設定、横浜市立のす

べての小.中.養護学校で、全学級の全児童．

生徒が、平和についての学習をすることにし、

その実施を5月29日とした。
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くる言葉の意味の難しきから、人が集まるか

どうか不安でしたが、大変好評であり終了後

もフイルムの貸し出しが、かなり活発に行な

われました。

この映画会も年々定着してきており、父母

の皆さんも大きな期待をもっているようで、

各支部とも希望者が殺到し、厳しい抽選によ

り入場券を配布している状況です。

次頁の表はその実施状況である。

また、参加きれた方々から多くの感想文が

寄せられたが、その一部を次に紹介します。

その理由は、

①第二次世界大戦の際に、横浜は何回か

の農撃を受けたが、最もひどかったのが

1945年5月29日の横浜大空襲であった。

②5月29日は、年度始めの学年．学級の

組織づくりも一段落し、落着いた時期に

なる。平和憲法と呼ばれる日本国憲法の

施行きれた5月3日を受けた取り組みが

可能である。

③ 「横浜の平和を考える日」を「点」 と

してのお祭り行事に終らせず、年間の教

育活動の中で「線』として、 さらに「面」

として組織的．計画的・継続的活動とす

るために、年度初めに位置づける。

ということであった。

したがって、 5月29日に平和教育を実施す

れば、それでおわりではなく、今年度の出発

点であるという認識で取り組もうと確認しあ

ってきたところである。

今年度の実施状況は次の通りである。

この平和を求める声をさらに大きくし、学

I

！

I

｜
I

父母アンケートより~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

○戦争映画は今までに何回も見てきたが、学童疎

開をテーマにした映画はあまり記憶になかった

ので、とても感動的でした。沖縄の子どもたちが

対馬丸で犠牲になった数の多いのに驚き、 その

悲惨きに改めて戦争というものの恐しきを知ら

きれました。戦後生まれの親ですが､公開のよう

な映画を通して戦争について語り合い考える機

会を得たことはとても有意装だったと思います。

娘が小三､息子が三才ですので､アニメ映画でわ

かりやすかったこともよかったと思います。こ

れからもこのような映画会を持続きせてくだき

い□ （小学校、母親）

I

’

I

1．実施期日 〔分会総数467校〕

（1） 5月29日に実施した。 54％

（2）.期日をかえて実施した。 49％

（3）実施できなかった。 4％

2．実施形態

(1)朝会等で全児童・生徒

に話した。 58％

（2）学活・朝の会等学級で

扱った。 58％

（3）一単位時間の事業とし

て扱った。 62％

※一部堂複回答あり

I
○沖縄でこのようなことがあったことすら知りま

せんでした。戦争を知らない世代の人々にもっ

と戦争というものが与えた影響の大ききを知っ

てもらうべきではないでしょうか。私たち戦争

を経験していない者にもっと事実を知る機会を

多く与えて欲しい。そして二度とこのようなこ

とがおきないような世の中になって欲しい。戦

争とはどういうものかわかる年頃になった時に、

是非子供達に見せてあげたい映画です。親と子

でこのような時をもてればと望みます。

（中学校、母親）

１

１

I

↓

校から地域へ広げるために横浜市教育文化研

究所主催で、 5月29日を中心に、各支部毎に

「親子で平和を考える映画会｣を開催し、 「ア

ニメーション対馬丸」を上映しました。沖縄

戦を扱ったものなので、知名度や映画に出て

－89－
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みていた人なんか、ないていました。でも水の中にと

びこんだ人もいました。一人く．らいは生きている人

はいるかなと思いました。その中の二人は滴と清の

お母さんでした。わたしは、そのころいたら死んでし、

たなと思いました。ぼんとにほんとに、せんそうのな

いころに生まれてよかったです。 （小学校4年生）

子どもたちの感想

対馬丸を見て

清君は、かわいそうだなあと思いました。溝君はせ

んそうのころ生まれたんだけど、わたしは､せんそう

ではないときに生まれたので､滑君は、きけんな時に

生まれたんです。わたしの生まれたころは、きけんな

ことがなかったのでよかったと思ってます。ふれが

しずんだ時どんな気もちだったんだろう。わたしは、

その時、むねがドキドキして、みんなだいじょうぶか

なぁと思いました。 〈･ちゃぐちやになったころには、

わあもうだめだと思って目をふさぎました。ほかに

答いどの方が、とってもかわいそうだった。私たち

が、こんなことになったらどうしよう。平わをまもる

ことは、たい切だ｡ぜつたいせんそうなんかしてはな

ら悲いと、心にきめた。 （小学校3年生）

~

5．29親子映画会実施状況

| 実施時間 ’実施時間 入場者数
今
垂 場実施日支

部

鶴見公会堂 40014時～5月10日 （土）鶴 見

13時30分～
15時～
神奈川公会堂 1,0005月24日 （土）神奈 川

一
一
分
分
０
０
３
３
時
時
４
７
１
１

800西セ ン タ 一6月14日 （土）西

教育会館ホール 35014時～6月28日 （土）中

一
一
分
分
０
５
３
１
時
時
３
５
１
１

今
奉 堂 1,200南 公5月17日 （土）南

一
一
分
分
０
５
３
１
時
時
３
５
１
１ 港南公会堂 1,2005月31日 （土）港 南

一
一
時
時
４
６
１
１ 保土ケ谷公会堂 8005月24日（土）保土ケ谷

一
一
分
分
０
５
３
１
時
時
３
５
１
１

今
塞 堂 800旭 公5月10日 （土）旭

13時30分～

15時～
磯子公会堂 1,2005月24日 （土）子磯

13時30分～
15時～
金沢公会堂 1,4005月24日 （土）金 沢

14時～

15時45分～
港北公会堂 1,0006月21日 （土）北港

一
一
分
分
０
５
３
１
時
時
３

５

１

１
堂

今
塞 1,000緑 公5月31日 （土）南緑

一
一
分
分
０
０
３
３
時
時
３
５
１
１ 山 内小学校 1,0005月17日 （土）北緑

一
一
分
分
０
５
３
１
時
時
３
５
１
１ 戸塚公会堂 1,1505月31日 （土）塚戸

本郷台小学校 40014時～6月7日 （土）栄

中 田小学校 4005月31日 （土） 14時～泉

’
一
一
時
時
４
６
１
１’ 瀬谷小学校 1,2005月17日 （土）瀬 谷

15,30030回計
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て行ったのも事実です。私達教職員は、当初

からこのような結果になる事は予想していま

したので別にどおとも思いませんが、父母・

国民力望んでいる教育改革については、ぜひ

とも実現せねばなりません。

このような時、私たちは、父母・国民とと

もに、今日の教育問題を考え、子ども･父母・

教職員一国民の側立った教育改革実現のため

の一助して、昨年より、 「各区の教育を語る会

なぜせんそうなどやるかぼくは、ふしぎでした｡ぼ

くは､せんそうなどしないで、 〈にとくにがたすけあ

ってなかよくするべきだとおもいます。そうすれば、

どのくにもしあわせになるとおもいます。

（小学校3年生）

つしままるをはじめて見て、はじめにしんでしま

ったなかよしの男の子がしんでしまったとき、 自分

がしんだような気もちでした。あんなにしんだなん

て、わたしはしんじられませんでした。とてもかわい

そうだったです。 （小学校3年生） 映画「やがて…春」上映のご案内
横汲市敬職貝組合港南支部長堀野節雄

港南区の父母の皆ざん、私達、横浜市敬駈貝組合港南支部で
は様々な教育研究の取り組みの中で､｢わかる授業･梨しい学校」
づく キ)を目指してまいりました。そして、 そのためには父母と
散職貝の連携がなによりも大切だと牙えています。今回上映い
たします映画「やがて…春」は、いじめの問題を通して子供連
への関わり方を、父母にも敢職貝にも深くさせてくれるもので
す。この磯会に是非ご滝いた超き、一緒に敬育について考えて
みましょう。

夕方のお忙しいりとときとは思いますが、是非おでかけ下き
いますようご渠内申し上げます。

記

1. 日時11月6日耐午後6 :00
~8 :00

2．会場港南公会堂5Fホール

3．内容映画「やがて･･･春」

4．参加港南区内の父母と教職員に限らせていた
だきます。

宇小・中学生の参加は二連忠下さい。

入場無料ですのでお気軽にご来鶚下さい。

とても心にしみたえいがでした。ぼんとうにあの

えいがをみて、せんそうはやるものではない。せんそ

うは、はんたいだ。こどもや年よりをぎせいにしては

いけないと思った。 （小学校4年生）

戦争で自分と同じくらいの子がたくざん死んでと

てもかわいそうだった。生き残った人も、仲間が死ぬ

のを見､食べるものもなく、やはりとてもかわいそう

だった。戦争はふつうの市民もまきぞいにするし、絶

対にやってはいけないと思いました。 （小学校6年

生）

私は対馬丸をみて､ふれにのった人たちは、たすか

ると思ったけど、ばくはつしてしまって、おおぜいの

人たちが死んでしまった。私は、せんそうが、どんな

に、こわいのかわかりました。せんそうはだいきらい

です。 （小学校5年生）

7 －

~

’
項

目
｢やがて……春」 上映会

支

部
時間

ム
ヱ 場日 程

一
一
時
時
３

２

10月29日 （水）

2月7日 （土）

菅田小学校

神奈川公会堂
神奈川

西
中

5時～横浜市教育会館6月5日 （木）

2．父母との敦育対詰の展開について 1時一10月25日 （土） 婦人会館南

5時～11月6日 （木） 港南公会堂港 南

中曽根首相は「戦争政治の総決算」を唱え

「上からの教育改革」を強行しようとしてい

ます。三年前に「臨時教育審議会（臨教審)j

を多くの父母・教職員・国民の反対を押し切

って設置しました。そして、今年の8月には

メンバーの任期が切れ、最終答申が行なわれ

ます。 しかし、 「臨教審｣設置時は、多くの父

母・国民が期待を持っていたのですが、答申

の出るたびに、それ力壊切られ失望に変わっ

1時～10月18日 （土） 保土ケ谷公会堂保土ケ谷

5時30分～3月3日 （火） 職子公会堂磯 子

5時30分～10月23日 （木） 金沢公会堂金 沢

1時～10月18日 （土） 港北公会堂港 北

1時一11月22日 （土） 弼居小学校緑 南

2時～もえぎ野'1,学校11月15B (土）緑 北

2時～戸塚地区センター10月24日（金）戸 坂
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よせられ、この運動の正しさを確認したわけ

です。

今後、いかに多くの父母・市民に参加をし

てもらうか力ざ大きな課題となってくる事は確

実でもあり、来年度の取り組みに自信を持ち

得たのではないでしょうか。また、父母・市

民向けだけでなく、私達教職員の力量向上の

ための自主編成講座も実施しましたので合せ

を下表のように実施しました。

本年度は、 「やがて…･･･春」の上映会と兼

て、かなりの支部が実施したしました。ここ

では、一人でも多くの父母と話し合い、互い

の理解と協力体制の確立を最大のねらいとし

て、宣伝にはかなり力を注いで実施いたしま

した。どの会場でも多くの父母力惨加し、関

心の深さを再認識した所です。事後の父母の

アンケートでも、来年も実施してほしいとか、

教職員組合で、このような取り組をしている

事を初めて知ったとか言う意見・感想が多く

て報告をいたします。

自主編成講座

師諾ロ 程 テ ー マ

9月20B (r) 平和教育視聴覚資料学習会
南

12月13日（土） 私たちの生活と労働時間

保土ケ谷 10月29日（火） シュタイナー教育について

平和教育視聴覚資料学習全
私たちの生活と労働時間

9月20B (r)

12月13日（土）
南

高木郁郎（日本女子大学教授）

松、仁(シュタイナーハウス講師）

松田利夫（都田中教諭）
山川暁夫（軍事評論家）

広島修学旅行の取り組みと平和教育
も

国家秘密法と軍事大国化の現状
11月7日（金）

2月17日 （火）
緑 南

作本幸秋（国労執行委員）
二瓶和秀（緑ヶ丘中教諭）

労働問題学習会

平和教育学習会
11月22B (土）
12月5日〈余）

緑 北

家本芳郎〈教育評論家）緑南・北l 2月248 (火) | 児童生徒指導の現状と今後の課題

森崇

（北九州市立津屋崎病院副院長）
愛情の処方菫11月29日（土）

瀬 谷

各区の教育を語る会

講

南支部小・中代表者

師テ ー マ
ー

南区の小･中学校の教育(教研活動の実践報告）

日 程

11n29H (土）南

第一-回父母と語る会
第壼会父母と語る会

磯子区親子映両会

同上

7月7II (土）

1月24n (土）
8月6日 （水）
4月3日（金）

磯 －1

境野勝悟氏（道塾慶陽館塾長）心に生きる

瀬谷の教育を語る会、､堆活指導〃

金
一
瀬

1月28H (土）

5月24H (上）

沢
一
谷
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‘

また、昨年度と同様に、視聴覚資料の充実

をはかりました。今年度は「パパママバイバ

イ」を始めとして、 16ミリ・VTRとも次の頁

にあるようにそろえる事ができました。今後、

視聴覚資料以外の資料の充実もはかりたいと

思っています。

（横浜地区教文研担当矢羽亮一）

3．市教文研各種資料作成･購入について

昨年度より、定期出版物を手がけ始めまし

たが、今年度も、 「生活指導講座｣講演集を発

行いたしました。今後、この事業をひき続き

充実きせて行く方向です。

Ⅱ

Ⅱ

Ⅱ

・

Ⅱ

‐

■

Ｆ

Ⅱ

Ｉ

ｄ

ｑ
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！

■
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横浜市教文研所蔵フィルムライブラリー

１

１

１

[吾亭牙1
○「警告たばこがからだを蝕む」 20分

○「警告となりのたばこ」 20分

○「子言」 41分

○「核戦争後の地球」 1 ． 2部 各30分

○「ガラスのうぎぎ」 90分

○「ああ、ひめゆりの塔」 120分

○「ザディアフター」 120分

○「教員差別の免許法改悪と

教科書統制法」 30分

○「はだしのケン」アニメーション100分

○「風の谷ナウシカ」 120分

○「あふれる愛に」 60分

○「ファントムと母子像」 30分

○「指紋押捺拒否」 50分

○「にんげんをかえせ」 20分

○「生きる権利一川崎公害」 20分

○「太陽と緑の子どもの国」 30分

○「かよこ桜の咲く日」 60分

○「歴史、核狂乱の時代」 120分

○「戦争、子どもたちの遺言」 60分

リフィルム｜
｢いじめっ子。いじめられっ子」

｢にんげんをかえせ」

｢予言」

｢BOOM」

｢もし、 この地球を愛するなら」

｢おこりじぞう」

｢二十四の瞳」

｢いじめをなくす」

｢戦場ぬ童」

｢海と太陽と子どもたち」

（市内上映のみ）

｢対馬丸」

’
、
〕
、６

○

○

○

○

○

○

○

○

○

○

１

分

分

分

分

分

分

分

分

分

分

１

０

１

０

６

７

５

０

６

０

３

２

４

１

２

２

７

３

２

０
１

I

I

L

1

I

’
75分○

’’ スライド （解説・テープ付き）
１
１ ｢原爆を葬れ」

｢なぜいま有事立法か」

｢いのちと平和の尊ざを

一東京大空襲」

｢教科書問題を考える」

｢小田原にも空襲があった」

｢ヒロシマのこどもたち」

マ

マ

コ

．

２

０

４

６

○
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！

ｉ

Ｉ
マ

マ
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マ
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９
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充実する川崎教育文化研究所の活動

られた報告の内容に従ってすすめられていく

わけですが、 '87年はじめからスタートした具

体的な事業を検討する行政と教育現場の代表

者からなる検討委員会にも川教組として参加

し、 1つ1つの施策をどうすすめるかに意見

反映を行っているところです。

しかし、川教組として期待する国民合意の

教育改革を推進するには、以上のようなとり

くみだけでは十分ではありません。

とりわけ、 「教育荒廃｣といわれる状況を克

服して「臨教審」路線によらない下からの、

国民合意の教育改革をすすめるには、何より

も学校が父母・地域住民に開かれたものにな

り、学校自治と教育の住民自治のあり方の探

究がなきれる必要があります。

そこで川教組として、教育文化研究所の専

門委員会に位置づけた「地域に根ざす教育を

探る専門委員会」を'85年11月に発足きせまし

た。

メンバーとしては、海老原治善東京学芸大

学教授をはじめとする表1のメンバーで､ '87

年，月までの間、月1回のペースで計'7回の

会合を重ねてきました。

その討議の中では、各委員からの研究報告

にもとづく討論をはじめ、市当局やPTA、

市民団体、マスコミからの説明や意見、事例

研究校の調査、海外での学校自治のあり方の

研究等を行ってきました。

この専門委貝会のまとめは､｢校区教育協議

会の研究」というタイトルで冊子化し、可能

ならば市販することも含めて現在校成、加筆

作業をすすめているところです。

内容は概略表2のようになる予定ですが、

その基本的な主張を海老原座長の巻頭の言葉

より引用しますと次のようになります。

川崎教文研は、 '81年に定められた規定にし

たがって、 '86年度の事業計画について6月の

評議会(18人の大学教授、 日政連議員、労組

役員、主婦、 PTA等で構成） と中央委員会

で検討・決定してきました。

その事業の3本の中心的な柱について、以

下、経過と成果について報告します。

1 ．地域に根ざす教育を探る専門委員会の

活動一間もなく報告書の出版へ

すでに何回か報道されていますが、川崎市

では'84年から2年計画で､伊藤市長の提唱に

よる「川崎の教育推進事業」が重点施策とし

て実施きれました。

その成果として一方の組織である「川崎の

教育を考える市民会議」 (PTA、校長会、教

組、町内会、医師会、商工会議所、社会教育

団体など40団体で構成）による、 4万名の参

加者6,500名をこえる発言者からの教育討議

の集録が「教育をめぐる市民の声」として'86

年6月にまとめられました。

また、学識経験者13名からなる二つめの組

織である｢川崎市教育懇談会」 （会長確井正

久日大教授）は、その最終報告「いきいきと

した川崎の教育をめざして」を11月に市長に

答申しました。

これらの事業について川教組は、その方向

を基本的に支持し、積極的に参加して意見反

映をはかることを組織として決定し、対応し

てきました。

その結果、懇談会の答申は多くの部分にお

いて私たちのめざす教育改革の方向と一致す

るものになっています。

これからの川崎の教育にかかわる市政は、

2年間の草の根からの教育論議を経てまとめ

－94－
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表2

専門委員会メンバー 目 次

｜
ト (研究者）

1 ．海老原

2．岩漁

3．照沢

4．嶺井

5．赤尾

6．斉藤

7．相庭

はじめに

I 地域に開かれた学校づくりと教育の住民自治一

一「校区教育協鰯会」を求めて

1I 「校区教育協盟会」の可能性を探る

｜ ･川教組の教育改革運動から

2．学校現蝿の教育実践から

3. PTAの現状と実践から

4．地竣における教育懇談・対括集会から

5．市行政の努力から

6．市民運動・社会運動から

7．校区教育協鰻会の必要性と可能性

111 校区教育協凝会の栂想と展開

1 .校区教育協醗会を栂想する

2．校区教育協醗会の実現にむけて

3．楠輪

1V資料

おわりに

’ (東京学芸大学教授）

(川崎地方自治研究センター理事長）

(神奈川大学教授）

(専修大学教授）

(洗足学園短大鱒師）

(東洋大学緊師）

(東京学芸大大学院）

治

英

椎

正

勝

善

之

昭

也

己

寛

彦

ト

和

(執行部）

1 ．森

2~，菅

3．川

4．内

5．桑

6．高

7．神

8．内

9．誉

定

敬

次

信

祥

(執行委員長兼文化研究所所長）

(執行副委員長）

（ 〃 ）

(笹記長）

(書記次長）

(賃金対策部長）

(教育財政部長）

('86年度執行副婆員畏）

(‘86年度書配次長）

山

原

辺

田

畑

橘

田

田

田

雄

子

郎

之

生

弘

夫

洋

雄

’

益

一

鉄

一三-ﾆｰ ｰ ｰ且 - - - --且 - - g- --

表3教育の職蒸発〃をたち切り、平和と人権の確
立をめざす民主主義教育を創造することが私た

ち教育改革の課題である。

~ その教育実践にとりくみ、教育の制度改革に

ふみだすことを今ばど求められている時はない。

そのためには第1に、教職員が、子どもたちの

背負っている生活をみつめ、子どもたちにむか

いあ秘、かかわりあって、地域にねざした教育

実践を展開することである。生活・地域認識を

欠いた教育方法・技術の巧みきや管理にばしる

だけの教育実践では、今日の子ども・教育の危

機は救えない。

第2に、学校を父母・地域住民に開くことで

ある。明治以降、そして今日においても、学校

は、公権力一お上のものとして存在し、父母・

地域住民が教職員とともに、子どもたちを、人

間・主権者・市民に育てあげていく場とはなり

えていない。教職員と父母・地域住民との共同

の力で学校づくりをすすめることが、子どもの

成長と発達を保障する。

そのために､教職員･父母･地域住民の子育て･

教育をめ〈･る懇談・対話という話し合をすすめ

ることが重要な活動となる。その交流のなかで、

解決への課題がお互に確かめあわれ、学校での

実践による解決や、さらに、地域努力、家庭内で

のとりくみによる実践が展開きれよう。そして、

さらに教育行政への要鯖・要求による行動も必

要となってくる。

そこで､今日､教育改革運動は､この話し合い・

交流の段階から、 きらに関係者相互の｢協議」に

よる解決への行動へと高まりをみせてきている。

ここに｢協議｣の機能･権限をもつ制度の必要性・

重要性も生じてきている。

すでに、欧米では、1970年代以降、学校の自治

と、教育の住民自治の拠点として、 「学校教育協

議会」や「地域教育協議会」などがつくられ、教

職員・父母･地域住民による学校づく りとそれを
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2．出版事業の推進一応募多数で組合員

と教育界に定着すすむ

ふくむ地域教育計画運動がすすめられ、子ども

の成長と発達がめざされてきている。

わが国においても、この基本的方向の現実化

が問われる段階を迎えている。しかし、草の根保

守主義、ときに地域ファシズムの様相さえ呈す

る現状にあって、その可能性が､単純でないこと

も明らかである。とりわけ､草の根民主主義のに

ない手の主体形成が、地域教育改革運動の要で

もある。 （以下略)」

（1）教育総合誌「形成」第2号

川教組では、 「自主的創造的教育研究実践、

創作等への意欲を盛りあげ、またそれらの成

果を全体のものにするために」を目的として’

85年度より出版事業にとりくんできました。

出版の一方の柱である教育総合誌、形成〃

は、 ’86年3月に創刊号を出版しましたが、そ

の第2号を'87年1月に完成させることがで
この報告書は、近々組合員分プリントして

分会討議を組織していく予定です。前述の市

教育懇談会の報告についても組合の費用で増

刷りして全組合員に配布、意見集約をはかり

ました。

ここ数年、川教組は大会決定申し入れ等で

「校区教育協議会」の設置を要求してきまし

た。市教委は'86年度から、私たちの主張と教

育推進事業の中からの意見一答申の中で川

教組のいう校区協議会の検討の必要性を指摘

している一により 蝋学校･地域連帯モデル事

業〃なるものをスタートさせています。

これをさらに発展させて、真に地域住民に

開かれた学校をつくり出すため、この専門委

員会の成果を生かしていきたいと思います。

瀞式
Ig〃／誘春

第2号

JII崎教祷文化研究所
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表6

顧問弁護士、組合員OBなどのみなさんへの

依頼も行うと.ともに、公募については特集以

外のジャンルでも受け、また、カットや写真

も編集委員あ手づくりですすめてきました。

1000部印刷し、約500部を学校や関係者､機

関に贈呈、残部は希望者へ1500円で購読運動

を組織的にとりくんでいます。

ただ、方針としては年2回発行を目ざして

いましたが、やはり1冊の書籍をつくるのは

大へんなことで、 2号にのみとどまりました。

きました。

その内容は表4の通りですが、教文部長を

中心とする編集委員会では、2号の特集を｢い

じめ・登校拒否」として広く学校現場の状況

や実践報告を求めるため原稿の募集も行いま

した。

そのほか、大学教授、教育センター研究員、

(2)単行本一教文研双書

単行本についてはここ2年間で、 5冊（講

演集録、学級通信、演劇脚本集、障害児教育

実践集、生徒の理科研究集録）を刊行してき

ましたが、 ’86年度も募集要領（表5）をもっ

て希望を募りました。

その結果8編の応募があり、学識経験者と

本部役員からなる2回の審査委員会を経て次

の3編を出版することに決定しました。

○川崎市海外教育経験教師の会「異文化を

越えて」

○川崎市小学校創作劇研究会「川崎の学校

劇集」

○中村文雄(川崎市立商業高校教論） 「高校

日本史教科書の検証一『新編日本史』
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(3)夏休み親子映画会－1万人の参加で成

功

を中心に－」

これらの審査通過作品は現在編集を急いで

いますが、実際に出版に至るのは'87年度にな

ります。

その代りに双書Nu6として'86年度に完成

したのは、前年度からの持ちこしであった高

津中学校における「生徒が主人公の文化祭」

のとりくみを記録した｢子どもが輝く』(表6）

で、新聞報道でもとり上げられ大きな反響を

よびました。

「形成」 と同じく贈呈と1冊1000円での販

売にとりくみましたが、高津中では卒業生を

中心に700冊も希望がありました。

最後に、単行本に必ず添える言葉（表7）

を記しますが、 日頃の成果を機会が得られれ

ば出版物としたいという組合員の熱意が沢山

あるという現実に励まぎれ、今後の教文研活

動の中心として大切にしていきたいと考えて

います。

他地区教組と同様に川教組も、反戦平和の

課題を中心に親子映画会をとりくんできまし

たが、 7作目を迎えた来年度は、 5社6本の

作品から3本にしぼり、支部教文部長を中心

として試写会を行い、 「はだしのケンII｣ (7

ニメーション）に決定しました。

市内8会場でそれぞれ1日3会上映､100円

の整理券方式でとりくみ、計11,231名（前年

比+1,343名）の親子に鑑賞していただきまし

た。

上映の際には、必ず執行部が主任手当の拠

出金を含む映画会の経過を説明することにし

ています。

また、多くの子どもたちや父母からの感想

文を得、組合の情報等でその成果を確認して

きたところです。

（川崎地区教文研担当川辺次郎）

表7

「
教
育
」
と
い
う
営
み
を
考
え
る
と
き
、
子
ど
も
た
ち
を
一
定
の
「
枠
」
に
は
め

こ
む
の
か
、
そ
の
子
ど
も
の
持
っ
て
い
る
可
能
性
を
引
き
出
す
の
か
、
大
き
く
二

つ
に
わ
け
ら
れ
る
。
戦
後
の
一
時
期
を
除
く
と
「
枠
」
に
は
め
こ
む
こ
と
が
国
お

よ
び
社
会
の
要
鵠
に
も
と
づ
い
て
強
調
き
れ
て
き
た
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
し

て
「
教
育
改
革
」
が
国
民
的
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
昨
今
、
そ
の
こ
と
へ
の
反

省
も
出
は
じ
め
て
い
る
。

し
か
し
、
教
育
を
、
子
ど
も
を
国
や
産
業
界
か
ら
の
要
硝
に
も
と
づ
い
て
「
能

力
」
や
「
適
性
」
か
ら
見
て
い
こ
う
と
す
る
視
点
は
依
然
根
強
い
。
す
な
わ
ち
、

教
育
の
個
性
主
義
を
と
な
え
つ
つ
「
能
力
開
発
」
と
か
、
「
人
的
資
源
の
開
発
」
な

ど
と
い
う
言
い
方
に
そ
の
こ
と
が
端
的
に
表
き
れ
て
い
る
。
今
後
も
教
育
や
子
ど

も
た
ち
に
対
す
る
管
理
強
化
や
競
争
主
義
は
一
層
強
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

わ
た
し
た
ち
は
本
来
、
教
育
は
子
ど
も
や
親
国
民
の
側
か
ら
見
直
き
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
人
ひ
と
り
の
子
ど
も
の
持
っ
て
い
る

「
願
い
」
「
興
味
」
「
可
能
性
」
に
立
脚
し
、
生
き
る
力
を
育
て
て
い
く
こ
と
こ
そ

が
強
調
ぎ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
そ
う
し
た
教
育
を
可
能
に
す
る
た

め
に
は
、
教
職
員
一
人
ひ
と
り
が
自
由
で
創
造
的
な
研
究
と
教
育
実
践
に
と
り
く

ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
学
校
や
教
育
行
政
を
追
い
求
め

る
と
と
も
に
、
わ
た
し
た
ち
教
職
員
集
団
も
団
結
の
意
味
を
問
い
直
し
つ
つ
自
ら

育
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

主
任
制
度
に
反
対
し
、
新
し
い
学
校
の
創
造
を
め
ざ
す
た
た
か
い
の
中
で
艇
生

し
た
川
崎
教
育
文
化
研
究
所
は
こ
れ
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
運
動
を
す
す
め
て
き
た
が
、

》
易
ほ
ど
①
す
ぐ
れ
た
教
育
実
践
の
記
録
研
究
や
創
作
の
成
果
③
専
門
家
の

発
表
や
鵠
演
等
を
中
心
に
研
究
総
合
誌
な
ら
び
に
単
行
本
の
編
集
な
ら
び
に
刊
行

を
推
し
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
の
ね
ら
い
は
、
教
育
研
究
や
実
践
の
交
流
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
を
通
し
て
研

究
・
創
造
・
実
践
意
欲
の
一
層
の
向
上
で
あ
り
、
わ
た
し
た
ち
の
、
王
体
的
な
努
力

に
よ
っ
て
自
由
で
創
造
的
な
教
育
を
作
り
出
し
、
よ
り
確
か
な
教
育
の
た
め
に
貢

献
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
意
裳
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
。

各
位
の
穣
極
的
な
購
読
を
お
願
い
す
る
と
と
も
に
、
研
究
や
実
践
の
成
果
あ
る

い
は
創
作
等
を
お
寄
せ
い
た
だ
く
等
御
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
出
版
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
財
団
法
人
川
崎
教
職
員
会
館
の
協
力

を
あ
お
ぎ
た
い
。

二

九

八

五

年

六

月

）

教
文
研
出
版
事
業
の
出
発
に
あ
た
っ
て
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ゆく三浦半島地区教文研のと み

ひらくコンサート

両．市民教養セミナー

1 . 1986年度事業計画の概要

1986年度、三浦半島地区教文研事業計画は

下記のとおりでした。

(1)基本方針

本研究所は、地域・父母~教職員の要望す

る教育・文化の課題にとりくみ、その成果

を地域の父母や市民に環元します。

同時に､主任制度反対の運動を､広く父母・

市民に訴えます。

(2)事業内容

①教育懇談会

イ．小学校区単位教育懇談会

ロ．教育懇談会総括集会

②教育研究活動

イ．教育相談

ロ．所報「風知草」の発行

③教育研究事業

イ．平和と文化の発展を願い、未来を

2．事業実施概要

(1)教育懇談会の実施概要について

地域居住教職員組織による小学校区単位

の教育懇談会は、 4年目を迎えました。

今年度はのべ62回開催され、父母・教職

員の参加は、 2387名を数えています。子

どもをとりまく状況や、さまざまな教育

の諸問題、平和、地域のかかえる問題に

ついて、父母・教職員がひざをまじえて

話し合いました。

テーマ；「学力とは、生きる力とは」「子ど

もの遊びを考える」「子どもの心の動き」

「子どもと人権｣｢子どもにとって戦争と

は」「見ざる・聞かざる・言わざる」「親

ー
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て提起を受けました。池子の米軍家族住

宅建設反対運動をとおして、政治に住民

が主体的にかかわっていくことの重要性

を訴えられました。

(2)教育研究活動

く教育相談活動＞

研究専門委員会の一戸三郎氏よる蝋グ

チのお相手いたします〃の気軽な呼びか

けで、教育相談が月・水・土・の週3回

行なわれています。

教職員・父母・子どもたちがはぱ広<

相談におとずれ、好評を博しています。

〈所報「風知草」の発行＞

「子どもから学んだこと」をテーマに

した現場からの投稿も含め、教育現場へ

の課題や問題提起を中心に、月2回発行

しています。 1987年3月末で、 38号を数

えました。教育関係諸機関も含め、広く

配布をしています。

(3) 教育研究事業

く平和と文化の発展を願い、未来をひらく

と子のふれあい」「高校の存在価値を問

う」など地蟻に居住する教教員が父母と

して、地域の学校と協力するなかで懇談

会を組織し､､特に子どもをとりまく深刻

な状況を、学校のみならず家庭・地域の

問題としてとらえ、教育力をいかに回復

していくかが話し合われました。

学校・教職員に対するきびしい批判や

連帯の声も父母から率直に出きれました。

耳を傾けなければないない意見がたくさ

ん出され、改めて教育懇談会の重要性を

確認しました。

<教育懇談会総括集会＞

3月17日(木)、横須賀教育会館におい

て教職員60名の参加のもと開催されまし

た。今年度のとりくみを総括し、次年度

に向けての課題をあきらかにしていくた

めに講演会をもちました。

「池子の自然と子どもを守る会」の大

久保楽栄さんに､｢池子の市民運動に学ぶ

もの」 と題し、住民自治とは何かについ
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和史について学ぶなかから平和について

考える教養セミナーを葉山地区、横須賀

地区で2回18講座開催しました。また木

村雄之助氏を講師に、楽しくわかりやす

く歌舞伎を学ぶ講座も1回10諾座開催し

ました。参加者は570名を数え、好評を得

ました。

（三浦半島地区教文研担当常田和子）

コンサート＞

平和と地域文化の発展を願い、地域に

居住する音楽家によるつどし､を10回開催

し、 1900名の参加がありました．参加者

からは、 「これからもずっと読けてほし

い」との声が多く聞かれました。

<市民教養セミナー＞

平和と地域文化の発展を願い、今年も

地域に居住する作家秋吉茂氏を迎え､昭

平和教育フ ィ ルム・ ビデオリ ス ト

市民グループが浦郷弾薬血での、米軍の動きを監視した記録映画。核兵器の搬
出入を配録し、告発する映両。' ~雁？れ韻視淵
黒ぬりの赦科書に始まる．第二次世界大戦後の教科書をめぐる歴史と、現場敬
師の悩み、子どもたちの率直な反問等々の事実を描き‘国民の教育轍を守る運動
を進めることを父母・教職員に罫える作品。

2． 「教科書百年」
（]6ミリ カラー30分）

自衛隊の本質や実態を告発し、自衛隊一再軍備に反対して立ちあがる市民の姿
をえがく。

3． 「自衛隊」
（16ミリ カラー30分）

広島の被爆の状況を短編アニメ・ ドキュメントとしてまとめた異色作品。『ピカ ド ン」アニメ
(16ミリ カラー9分）
(ビデオ・ベータ. vHS)

4

÷告

1937年（昭和12年) 7月7日董溝橋に始まった日本帝国主穣の中国本土に対す
る全面侵略の過程と、 その泥沼化のなかで行われた南京大窟殺三光作戦をえがく。

「侵略」
－踊らればかつた戦争一
（8ミリ 60分）
（ビデオ．ベータ. VHS)

5

胎内被爆者、森香世子さんの生活の記録を通して原爆の恐ろしさを癖える作品。｢生き る」 ．
－その証のために－

膳;､廼吹VHS)

6

】0フィート運動として知られる「子どもたちに世界に被患の記録を贈る会」の
制作した第二の作品である。被爆者の目は、この果てしなき核軍拡の時代にあっ
て何を解えているのか。

｢にんげんをかえせ」
(16ミリ カラー20分l
<ビデオ・ベータ）

7

「子どもたちに、世界に被爆の記録を贈る会jの制作した第二の作品である。
被爆者の目は． この果てしなき核軍抵の時代にあって何を訴えているのか。

8． 「予宮」
（ビデオ・ベータ41分）

1977年に結成された「子どもたちに、世界に被爆の配録を贈る会」によって企
画．制作された広島、長崎の被爆の記録と同会の活動の紹介、そして10フイート
運動アピールを目的とした映画。

9． 「明日への伍冨」
（ビデオ・ベータ7分）

ビキニ環礎での水煙実験を、海の世界からとらえたものである。核兵器の恐ろ
しさ．平和の尊さを親から子に語りつぐことを期待してつくられた作品です。

｢とびうおのぽうやは
びょうきです」

(]6ミリ カラー20分）

10.

小学校の教科書にも掲載された山口勇子著「おこりじぞう」を人形アニメーシ
ョン映画にしたものである。核兵器の恐ろしさと、平和の尊さを親から子に鵠り
つぐことを期待してつくられた作品です。
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'2~膳騨戦蝉:耗謝第1部一地球炎上一と謡溌識萢難繋謡濟需悔あ息耀潔蕊驍淑鵠
的データに基づいて想定し、核の恐ろしさを映像化したもの。
第2部一地球凍結一
核戦争から百年後まで影轡する地球の環境変化をえがく。科学的データを基に
核戦争の恐ろしさを映像化したもの。

｢ひろしまから
子どもたちへ、全3巻」
(ビデオ・ベータ）

第1巻一ヒロシマー
広島攻送周所蔵の記録フィルムおよび．広島原曝記念資料館協力にほる被災資
料等を収録した作品。
第2巻一ヒパクシャー

ぃ野認議雛躯掻瀧篭認蔬懇樺が始めてその更いﾛ豊関
第3巻一炎の中に原爆をみた一
戦争を知らない子どもたちが、原爆がわらの発掘運勧を通して戦争を学び、平
和の担い手としての自分を自覚していく姿をえがく。

13．
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湘南教文研の活動報告

い映画だったという声が多く聞かれました。

教育懇談会運動の取り組みと合わせて良い映

画を多くの人々に見てもらう努力を今後も読

けていきたいと思います。

はじめに

湘南教育文化研究所は、今年も地区におけ

る教育文化事業を推進するために、 「平和｣に

視点をあて、父母、教職員と共に下記のよう

な活動を行ってきました。 2．学習・講演活動

（1） 6月25日(水)講師嶺井正也氏

約200名参加

演題 「なぜ今『教育臨調・臨教審』

なのか」

〔講演要旨〕明治以後の日本の教育行政をみる

と､社会権としての教育を受ける権利を国民に保

障するのではなく、国家にとって必要な富国強兵

をになう人材を育てるという目標をもって行わ

れてきた。

戦前の教育行政をみると、たとえば｢学制」の

公布以来、文部省には全国の教育事務を総括し、

全国のあらゆる学校を管轄する権限(小学校教則

大綱制定権､小学校週時間の制限および祝日大祭

儀式等の規定権小学校校長及び教員の職務およ

び服務規則制定権など、教育内容､教育課程や教

員管理に関するもの)が与えられたのに対し、地

方には独自の権限はほとんど与えられず､ただ学

校設置や教員給与の負担という教育活動を外か

ら支えるものに関する権限が､むしろ押しつけら

れた｡そして国の事務としての教育行政を地方段

階で遂行する場合は､内務大臣によって選ばれた

知事が国の行政事務一般を地方で統轄する国の

機関としてこれをおこなった。従って､教育行政

は独自の機関によってなされるのではなく、行政

一般の中でおこなわれたので､官僚制がストレー

トに教育行政に入りこんできたきである。加え

て、教員自体が、官吏＝天皇の官僚、とみなされ

官吏制度に組みこまれてきたのである。

具体的には、第一に、視学制度の確立により、

湘南教文研事業

1．親子で平和を考える｢夏休み親子映画会」

映画「春駒のうた」 計9回上映

7月24日(木)鎌倉勤労福祉会館

7月25日(金)茅ケ崎市文化会館

7月26日(土)藤沢市労働会館

8月9日(土)寒川町民センター

合計約1500名参加

参加者がやや少なかった力ざ、見た感想は良

1
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しかし、 このことは「能力」と「心身の発達」

という尺度を伴ない、これによって小･中学校の

「普通教育」と「特殊教育」諸学校との「別学体

制」をとっていつたこと蛙、能力主義的差別.選

別教育だということを認識しないわけにはいか

ない。

そして1950年代になると産業界は､その人材餐

成.配分機能を公教育に要求するようになり、政

府.文部省は再び中央集権的な公教育支配体制の

確立をはかってきた。中央教育審議会(1952年）

以後､各種の審議会は上記の方針にそった答申を

繰り返し､それが文部省によって次々と具体化き

れていった。

中曽根首相の設置した「臨教審」は、新国家主

義の重要な施策のひとつである。そのねらいは国

家を効率的に機能させるために学校教育におい

て選別していこうとするものである。それは｢障

害児｣を差別するだけでなく、これまで｢健常児」

として「普通教育」を受けてきたものも、今以上

に「個性｣＝「能力」の名のもとに差別･選別しよ

うとしています。

従って、これらの差別・選別に抗するために

は、 これまでの「障害児」教育の見直しをはか

り、共に生き共に学ぶ視点から「障害児｣教育を

考え、運動をすすめていく必要があります。

「視学本来の姿である視察の励行をとおして､勅

語の趣旨の徹底化と教授訓練の改善、ざらに、諸

般事業の基礎としての教育、たとえば勤勉･忍耐

の徳を徹底化する役割を期待きれる」ようになっ

た。

第二に、教育は養成段階から、師範学校教育に

より強い管理の下におかれ､全寮寄宿制や兵式体

操による軍隊式教育を受けた｡そして教員となっ

てからは、 「官吏服務規律｣で束縛したり、本属長

官の人事権による身分･生活の支配などの行政的

統制と､聖職論的観点からの道徳的統制がおこな

われた。

第三に、天皇制イデオロギーは、教育内容の国

家統制や教科書国定化､教育勅語の趣旨を奉体す

る教員の管理だけでなく、学校儀式を通しても侵

透きせた。

その結果､当然のことながら富国強兵に役立た

ないものは切り捨てられ、その他は、それぞれ効

率的に役割分担するために､学校が多様化してい

った。

しかし戦後教育改革により、わが国の公教育体

制総体は大きく変わり、憲法および教育基本法を

中心とする近代公教育体制が成立する。

その柱は､⑦従来の官僚的な画一主義と形式主

義の是正､①教育における公正な民意の尊重､、

教育の自立性の確保と教育行政の地方分権など

を提示し､地方に公選制の教育委員会を設置する

ことを、中央に文部大臣の諮間機関として中央教

育委員会を設けることなどである。

そして、なによりも「権利としての教育」を保

障し実現していくためにスタートしたのである。

それは、門地･性別・身分・階級などによって

学校を区別することを一切なくし、人間の成長・

発達に即し「国民」の総てに「機会均等」に開放

することにした｡そして戦前に国家によって切り

捨てられてきた「障害児｣にも教育の｢機会均等」

を保障するために、小･中学校に「準ずる教育を

施し、あわせてその欠陥を補う」ことを目的とし

た「特殊教育」諸学校の小･中学部を装務制化し

た。

（2） 11月20日 （木） 講師藤島宇内

約200名参加

演題 「国家秘密法がだめなら防衛秘

密法だって！

〔講演要旨〕1978年11月27日に策定され、 日本政

府の国防会議と閣謡で了承された「日米防衛協力

のための指針｣は､自衛隙と米軍が情報活動で｢緊

密に協力」し、情報の「保全に関しそれぞれ責任

を負う」と定めた。それを受けたかたちで「スパ

イ防止法制定促進国民会議｣と名づけられた団体

が、設立発起人会を開催したのは、1979年2月24

日であった。

この「国民会調なるものの中心的な実働部隊

は、KCIA力宥成に努力したといわれている韓国
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有識者懇談会｣なるものを発足させ、会長に元首

相岸信介をかついだ。

ところで、 この「国民会議」なるものの運営費

は、初めから「国際勝共連合」が丸がかえだっ

た。 「国際勝共連合｣を支えている母体の｢統一協

会｣は宗教法人であり、その経理は闇につつまれ

ているが､その金あつめの主要な舞台は日本であ

る。

この統一協会の実態について、 84年7月号『文

芸春秋』所載、副島嘉和の手記「これが統一協会

の秘部だ」は次のようにいっている。

系の極右翼新興宗教｢世界基督教統一神霊協会」

の政治団体である｢国際勝共連合｣｡そのほかには

「国際勝共連合」の系列の右翼的学者団体｢世界

平和教授アカデミー｣や、新日本協識会、北方協

会、婿国会、 日本民主同志会、 日華問題協議会、

養成会、防衛政策研究会、内外情勢調査会などの

右翼団体が参加団体として名を連ねた。

この「国民会識」は「スパイ防止法」を制定き

せる目的をもち、そのために国民啓蒙活動を行

う、と明記された規約をもち、全国都道府県に下

部組織をつくり、それぞれの地方の保守的｢有力

者｣の名を連ねて、 「スパイ防止法制定促進｣を各

級地方会議に決議きせる工作を展開してきた。そ

のために、購演会、研修会、 シンポジウム開催、

専用宣伝カー派遣、機関紙｢平和と安全｣やいろ

いろなパンフ､単行本などの領布など活発な宣伝

活動を行なってきた。

その結果､この法案の制定促進を要望する地方

機会決議は､1985年8月1日現在1503ヶ所に達し

ている。

この地方議会決轆を全国的にふやして国会へ

攻めのぼるというやり方を採用して､最初に目的

どおりの成功を収めたのは､1977年から79年にわ

たった元号法制化運動であった｡その運動の実働

部隊の主力は、神社本庁、生長の家とその系列の

青年団体・日本青年協議会など、国家神道の復

活､大日本帝国憲法の復活をのぞむ右翼宗教勢力

だった。

その運動の運営委員長として采配をふるった

のは、旧陸軍中野学校出身の活動家、末次一郎

で、情報関係者の中では「対心理学情報｣部門の

組織活動の専門家として高い評価を得ている人，

物だ｡1947年の選挙が初めて中曽根康弘譲貝が国

会に登場したときから、そのプレインの一人にな

っている。

この「元号法制化」成功に刺激きれて、 79年2

月24日に発足した｢スパイ防止法制定促進国民会

議｣も地方議会決議促進に熱をあげることになっ

たのだ｡84年4月18日には、問題を国会に持ち込

む圧力団体として「スパイ防止法制定促進譲員．

「とくに（昭和）53年ごろから資金あつめにやつき

となったが、53年から54年にかけ、 21日、 120日、50

日、 80日という『経済路線』を下部協会員に指示して

いた。この間の目標額は1人1日1万円、 1年間に

270万円の献金であった。その後、このノルマは上が

る一方で、末端の信者にまで月々100万円もの献金を

求めるようになった。……略･…･･信じ難いことでは

あるが、これまで宗教法人､統一協会の地方組織だっ

た各協会は、今ではほとんどセールスの支店に変わ

ってしまっている｡」 「実際統一協会員が資金カンパ、

議末助け合い募金、印鑑、大理石のツボ、多宝塔の販

売などによって、金集めに狂奔している実態は宗教

法人の宗教活動の域をはるかに逸脱している。昨年

来、世界日報社員もインドシナ難民救援の街頭カン

パを実施したが、これら街頭カンパの実態も、自分た

ちの資金づくりをすることが目的であると断言して

いい｡」

1985年3月20日に発表きれた同名法案の｢修正

案｣で、 これを自民党は関係各機関にかけて了承

し、同年6月6日衆議院に持ち込んだ。

これに対しては、野党の反対はもちろん、自民

党との連立に加わっている新自由クラブも河野

洋平代表が記者会見で｢反対｣を表明、新聞は全

国紙､地方紙を問わずほとんどが社説で反対の論

陣を張り、自民党内にも慎重誌が潜在していたの

で､大方の観測は議員運営委員会で廃案になると

みていた。 ところが通常国会最終日の6月25日、
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の等しい参加を阻害する要因となっていること

は、改めて指摘するまでも明らかであろう。長時

間労働の解消、労働時間短縮の必要性は、労働者

にとってはもちろんのこと､政府も国際経済摩擦

の回避､内需拡大のためにも重要な課題であると

位霞づけている。

しかしながら労働時間は短縮どころか逆に増

加する傾向されみられ､男女雇用均等法や労働者

派遣法が､いっそう労働条件を悪化きせたことは

いうまでもない。 とくに労働者派遣事業の公認

は、企業の強い要求で行なわれたもので、経営者

団体は、企業内の「余剰人員」を派遣労働に従事

きせることを考えている。このままでは派遣労働

者が､正規雇用の常傭労働者の代替として激増す

る危険があります。経済企画庁の委託鯛査では、

現在は6人に1人の非正規雇用者が15年後には

3人に1人になると予測している。

労働者派遣とは

①派遣元が労働者を雇用

②派遣先が労働者を指揮命令

③派遣先が労働者を雇用しない

ということだから､派遣労働の野放しは労働者に

とって重大な事態を招くことになる。

そこで労働組合として､次のような対策が必要

となってくる。

○違法な派遣かどうか､次のような点をチェック

することが必要。

1．請負形式をとって派遣法の適用を免れよう

とする派遣事業でないか。

2．適用対象業務として許可･届出の手続きが

とられているか。

3．実際に行なってﾔ､る業務が適用対象業務に

あたるか。

○事前協議

外部労働者の導入は､正規雇用者の削減

や仕事内容の変更につながり、職場の労働

条件にかかわる問題であるから､派遺労働

の導入に関する協定を結んで、必要性、人

数､業務内容、期間などを事前に労使交渉

によってチェックすることが重要である。

自民党は議運の新自由クラブ委員を自民に差し

かえ、委員を可否同数として、自民の議長採決に

より、｢内閣委員会において閉会中審査すること」

とし、本会議に持ち込んで、異例の記名投票によ

り継続審議を決めたのである。レーガン政権の要

求を受け入れ､中曽根首相がみずからの指揮によ

り強行突破をはかったのだ。

国家の情報公開の原則が確立しておらず､情報

取扱いの全システムが政府権力の自由裁量にな

っている日本では、国家の「備報公開法｣輪議の

そもそも土台が欠落しているのであり、そのエサ

につられて「国家秘密法」を認めることは、 この

法案立案勢力の思うツボにはまることでしかな

いのである。

(3)2月23日(月)講師柴山恵美子氏

約250名参加

演題 「労働を問う」

〔講演要旨〕 日本の80年代の労働時間の推移は、

世界の時代の流れに逆行して、延長傾向にある。

1985年現在､わが国の年間実労働時間は2110時間

で、 1975～85年の10年間に(所定外労働が51時間

増加､所定内労働時間が5時間短縮)､49時間増加

している。

欧米諸国の年間実労働時間を製造業でみると、

1983年現在、ベルギー1500時間、西ドイツ、フラ

ンス、イタリア、フィンランド1600時間台、デン

マーク、オーストリア1700時間台、アメリカ、カ

ナダ1800時間台、イギリス、スウェーデン、オラ

ンダ、スペイン、オーストラリア1900時間台を

ど、すべす2000時間以下である。

週休2日制、時間外労働時間規制、年次有給休

暇等の諸休暇の拡充の停滞がこのような事態を

招いているといわなければならない。

労働時間の短縮は、労働者が心身ともに健康

で、人間的な暮らしを営むために、早急に実現す

べき課題となっている。日本の長時間労働が労働

者の健康を損なわしめ、家庭の崩壊を引き起こ

し、また家庭に責任をもつ女性労働者の就業継続

を困難にし、地域生活･社会生活への男女労働者
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年次有給休暇の国際比較
(1983年初頭現在〕

ｌ
ｌ
ｌ

’ 国 名 （・印労働日を示す)｜

ルクセンブルグ， スウェーデン．デンマーク， フランス

アルジェリア．アンゴラ，マダガスカル． トーゴ，アッパーポルタ，パナマ．アラブ

首長国連邦．ブラジル， キューパ．サントメプリンシペ

ノルウェー(1985年より法定5週）

アイスランド。 フィンランド．ベルギー， オーストリア

スペイン“日)，パラグァイ（24日．以下同じ)．マリ･，イエメン･,ガボン･,ベニン･，

アイボリーゴースト･

コンゴ｡,エジプト．ケニア｡．セイシェル、 タンザニア，バルバドス．バーレーン． イ

エメン(21日～1カ月),雷ドイツ． ′、ンガリー． アイルランド，ニュージーランド．

薄ルトガル(連轆1日)． オーストラリア， オランダ，スイス(多くの州3週．その多2週）

ウルグァイ． イラク

ガボン，中央アフリカ共和国， チャド軍.ジブチ・,ギニア・,モーリタニア･,毛ロッコ･，

ニジェール・,ゼネガル・,ウガンダ･，東ドイツ・､ユーゴスラビア， カメルーン・

篭定量低輝(1年連鋤

5週(35日）

30日

4週十1日(29日）

4週(28日）

23～24日

3週(21日）

20日

18日

ソマリア． スーダン，ボリビア．、チリ･， コロンビア・，エクアドル.ジンバブエ．(15~
18日)．ハイチ， ニカラグア、ベネズエラ・， レバノン．モンゴル･，サウジアラビア．

ルーマニア｡， ソ連．， ジンバブエ(15～18日）

15日

エチオピア｡，スリジィランド． カタール．ブルガリア，チェコスロバキア．ギリシア．

ポーランド・･コスタリカ，クウェート．ドミニカ． ドミニカ共和国， ジャマイカ， イス

ラエル，パキスタン(14～15日)，パプアニューギニア． スリランカ(14～21日), スイ
ス（2～3週)，ガーナ『 リベリア

ボツワナ(12～3週)．ブルンディ・､レソト･，リペリア．モーリシャス・,ザイール・，ザ

ンビア， アンチグアバープーダカナダ，ギニア． スリナム｡，インドネシア。，イラン．

トルコ．チュニジアむ

ボンジュラス･(10B.以下同じ).ブルマ， フィジー｡,イタリア.．キプロス・(9B).マ

レーシア（8～10B)． シンガポール(Ig),アルゼンチン(10日～14B),サンマリノ

(10日～12日）

2週(14日）

12日

1g(7B)～10日

マラウイ（6日.以下同じ).ルアンダ． ホンジュラス， メキシコ．パラグアイ．.日本｡．
ナイジェリア・，ベリーズ（6日～12週)．エルサルバドル(6～15B)． グアテマラ(6~

15日)．バングラデシュ(lB), インド(1～30B)． タイ・

6日未潤～6日

■■’ アメリカ， イギリス(単ぼる限られた範囲の規定）法制度なし

函’ ’ 国 名 （・印労働日をm

フランス．西ドイツ（5～6週)， スウェーデン． フィンランド（6週）

サントメプリンシペ． スペイン

オーストラリア．オーストリア，ベルギー， ギリシア、 アイスランド． イタリア，オ

ランダ(4～4十週)． ノルウェー(4～5週)， イギリス

セイシェル， カナダ． スリランカ． スイス（3～4週)，バルバドス(21～42日)， ポル
トガル(21～30日）

ドミニカ(18日)，アイルランド(17日)，ザンビア(17～36日)， フィリピン(15日)， ナ
イジェリア(15～30B)．ベリーズ(16～28B),ベネズエラ(20～38日）

シンガポール， キプロス

マラウイ(10～12B),バングラデシュ(10～20B)， フィジー(10～30日)． インドネシ

ア(12日）

■アメリカ（1～2週)． メキシコ（7～12日）

団体笛約最低休暇

5週(35日)以上

30B

4週(28日）

3週(21日）

15～20日

2週｛14日）

10～12B

’1週

資料: ILO-HOlidayswithpay･柴山恵美子作喪．
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エジプト． アルバニア{乃～蝿％1． イスラ
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一国F

1童君{副u｝
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フギンヲンF{7｡-鋤％)〃､ンガリー牌5～

'四％)． チユニリア【“.“％､．ブルマ

(“､韓％l， イランI鐸.“粥1．ペヰズエラ

(“.…lロ曰本(釦％〕.パルパFス(錘L
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印～7口％

卸％ 中央アフリカ．子やF， コンゴ．マダガエ

カル．七＊ガルqサウジアラビアfモーリ
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週所定労働時間の国際比較（145カ国）
路杓・畑罰 睦十略Fj・旧脾一

淀法
Z力I淵《1．4]％

“ （30．，）

ベルギー

ヂン千一ク． Fiド・イツロ アイル

ランド， イタャ』丁． イギリス．

オランダ． サンマリノ． ヂーュニ

リア．バルバドス．アンチグア
バープーダ

jFリシア

キプロスロ 館一ランド

チエコスロパ抑フ’

ナイジェリア

1カ国⑩‘7％）

35 （21 ．1）
プランス

オーストラリアfニュージーザンド． アメリカ． カナダ，ノルウ.唯一・スウエーザ'シ・
フィンランド． 刻一ストリァ． （ベルギー）． ルクセンブルグ・アイスランド・ スペ
イン．セオ.がルロマリ． 子守I芋．プルキナ・プアソ・ ジブチ可・ コモロ鮒晶・ マダ
対スカル． ギニア． コートジjドワール． トーゴー．ベニン・ カメルーン・中央アフ
リカ． ゴンゴーロ ガ承ン． 丁うぎニスタン． ジャマイカ。 Fミニカ･エクアFル・
インドネシア， モーリタニア．ニジェール．モーリシャス

ソ連
ユーゴ．ハンガリー

プル野リァ

東ドイツ．

アルジェリア．プンゴラ． カー承ヴェルヂ， 車ンヅユラス，エルサルパドル・ キュ
ーバ． ドミニカ共和囚， ビルマ． シンガ献一ル・パプアニューギニア

スイス， タンザニア．ルワンダ．ブルンディ・サントメプリンシ尹角レソト・ガーナ・
1頭一子ンF】． （チェコスロバキア)．モンゴル，南イエメン
イスラエル

(西ドイツ)． （ギリシア]， ［アイルランド〕． （イタリア), （オラン”・【砿ルトガル】・
Iサンマリノ)． （ルーマニア)．エジプト． i子､ユニジア)・スーダン・エチオピア・ リビ
ア． ソマリア，ギニア今ビザオ． リペリア． 《ウガンダ)・ザイール・ザンビア・寺ラウ
ィ．券inギニア．モザンビーク．モロブコ． グアテマラ・ペリーぜ・ニカラグア・ コス
タリカ．パナマ、バハマ． メキシコ．ハイチ．けンチグアパープー”・ベネズエラ、
ガイアナ． スリナム． コロン･ビア．ぺL一・ ブラジル・ 蝦1Jビア・パ9グアイ・ ウ
ルグァイ． ヂーリ．アルゼンヲーン，バハレーン．北イエ〆ン・ イラン・イラク・クウェ
ート、 レバノン． カタール．サウジアラビア． ヨルダン． シ‘jア・アワプ打長嗣、
パキスタン．パンゲヲヂシュ． インド・ ＊パール． トルコq スリランカ・ ラオス・
マレーシア， フィリピン． タイ．緯囲､中隅・茜諏、 日本〔略約獅～4811）
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2 （1．4》14 （9.71ス)．ケニア〔協約41～45Fl)． 〔シェザレオヰ1・ （七
(ジンバブエ)． （誤ツワナ)． （スワジーランド）･
ンマーク）． グレナダ

(キプロス〕． （マルタ）．“ギリスルヶニア

ィシェルズ)． 〔ナイジェリア)ロ （ジンバブエ
〔バルバドス1． （フィジー〕， （デンマーク）．

嵯哩定

なし

宮料:①両~冒壼而売~5r語Fﾐｰｽ~E壼亟孟亟湿甦甦垂里唖竺yn堅1局頸.上腎幽聖輩よ.峯理鯉璽雷鳥息里鰯im.,摘聴し鱈・
爵i踊弔蒟曹麓翫裁,難ｱ.i佑認面F璋函蒼唾垂壷云唾壺壼巴画聖J鼬･一望笠?齢fWll_嗜黒X騨瞳鴬謡黒甦・
齪説窪鴬漉輪蔓掛錦I澤踊撫置周壷謹画壷E曲融琵垂Z醗酵警埜L.畠酔嘩躍乳零醸}狸噌F料①曙よ”･圃舗畠し庭・

睦篭の謹冨誼諦繭灌手蒔間も垂面匂唾嘩琶需の垂唾堅誕'三理事壇段豊足E唖営狸皿壗患恩竪謹藍踊W
②確定の■、I 抑f”睡定友切fj■的・晦禰。'上困るか■又睡陸■定唾な、堀口であうて鰹防・櫨哲上の毒戸口司醐血I瞭噌＝凰顧司吋されている函藍衷寸・唖L・ グレナダ・ ケ
ニアは厚4才の喉蜘嗣誹■唾剰の内専不写'のだの（ ］缶づけてもb掌い－
①弘渚誰鰯騨轤睡鷺'識魂鷺琿､痴録,講弐動壷2唾皇_H宣垂P堂ど陛翠三里型．!垂睾肇r蠅醗鰡喋鞭鯉濯鶚騨辞露て$Ⅷ
艶t震考;謂了瀧鷺謡も酷溌胃醗"…ふ宿i篭垂魂壷唖璽入j垂亜再壷?硬壷雰里迄堅鯉鷺蛭鰻鰹堤dLっ葛淫:竪對茜

の睡穿封由呵囲唾g轟本労嘩旬閣』でF－④．年少己．坑内労口庚時鈍■・里勘や車胸堅鋤持■唾どそ“上り画い”白魚命函の通師ぞ受Iナ巳労、唇と。■罹扇豈雰津.■頭・
毒牙潮幽など長Lb究歯封間の遇瑚笠曇ける労■、のお番■鄙らもt‐

⑤申印：ガーストラリア哩仲画ほ竃印fh．
⑥モーリ歩守エ唾冑F1①でば．遍輻I]・宙早1命で哩鯉脚・ザント〆プリンレ記睡冑舞①では理45棚・ 買甲fゆでば4RHと暫毎TL･心‐

（F労いの榊字J ､荘”如月印． '1h匹■文よ勺予1mI

3．教育懇談会派遣労働者は雇用形態や労働条件の差別を受

け、組合の結成も困難と思われる。組合として提

携･交流の場をもち、派遣労働者がかえる問題を

解決することが､職場全体の労働条件を向上きせ

るためにも重要である。

また､今国会に提出している労働基準法の改正

案は、変形労働時間制等がもりこまれているの

で､成立を阻止しないと大変な問題になると思い

ます。

（4） 7月10鯛講師土田康氏

約200名参加

演題 「被爆体験を聞く会」

昨年につづき、今年度も国家による「教育

改革」の強制は、父母地域住民の切実な教育

改革要求とは程遠いものであるとの視点に立

ち、 「反臨教審｣の鰻も効果的な情宣の場とし

て教育懇談会運動に取り組んできた。

多数の父母に参加していただくということ

は大変なことでしたが、今後は、さらに学習

を深め、 「反臨教審｣の視点を明確にしながら

懇談会の輪を広げていきたいと思います。

4．平和教材の購入

(5) 12月16日㈹講師北村苔よ氏

約200名参加

演題 「障害児」教育について

本年度は16ミリフイルム「おこりじぞう」

「戦場ぬ童」 「おかあちゃんごめんね｣の3本

を購入しました。これまでのフイルムとあわ

せて、教育懇談会等に、大変利用きれていま

す。
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問題があり、運動が広がっていかないという

のが実態です。そこで、今度、 「障害児倣育

の冊子をつくり、父母とともに、この問題を

考えていきたいと思っています。なお、冊子

の完成は、今年の5月の予定です。

（湘南教文研担当安食浩二）

5． 「障害児」教育の冊子

「障害児」教育は「臨教審」に抗するとき

のカギになる重要な問題であるという認識か

ら、 「障害児｣といわれている子どもを普通学

級に受け入れる運動に、これまで積極的に取

りくんできました。 しかし、現実には様々な

湘南教文研所属フィルム・ライブラリー一覧表

Oにんげんをかえせ(20分）

○おかあちゃんごめんね（25分）

○戦場の童（26分）

8mm

0侵略（40分）

スライド

O許すなトマホーク （50枚）

ビデオ(VHS)

○ヒロシマからこどもたちへ（3巻各22分）

○教育二法(20分）

16mm

○あやまちはくりかえしません(20分）

○戦争・子どもたちの遺言（53分）

Oひろげよう平和憲法（27分） ‐

○おこりじぞう （25分）

O予言（40分）

Oとびうおのぽうやはびょうきです（19分）

本
o私たちは戦争を見た(100冊）

Oねらわれた学校（50冊）
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湘北教文研の活動報告

のとなるまで憲法教育を子どもたちに行って

いくことは私たちの責務です。湘北地区の、

父母・地域住民にもよびかけて多くの人から

の協力もいただぎ小冊子として『私のした憲
法の話II」を刊行いたしました。沢山の人た

ちに読まれ活用されることを願っています。

はじめに

子どもの自殺．いじめ・登校拒否・「非行」

等の問題行動が連日マスコミで報道されてい

ます。中曽根首相は、国民の間にある教育荒

廃の解消を願う気持を利用し臨教審を設置し、

三次にわたる答申を出きせました。しかし、

子どもたちを苦しめている最大の原因である

学歴社会・受験体制には一切メスを入れず、

教職員の管理統制をねらう初任者研修制度を

打ち出してきています。国民の期待に応える

答申とはほど遠いものです。教育の国家化を

一層強め、憲法改悪をねらっていることは明

らかです。軍事費の大幅増等合わせて考える

と、平和と人権、民主教育の危機とも言えま

す。そこで、湘北教育文化研究所は、運動の

基本方針を「平和と人権を基盤にした教育文

化を地域からつくりだす」として、父母・地

域住民・教職員の連帯をはかりつつ、運動を

展開してきました。

2．教育文化講座のとりくみ

「あすの教育を考える」 というテーマで開

催しています。この講座は、単に技術論的な

ものに限定せずに、今日的な教育問題等も含

めて様々な角度から内容を考えて開催してお

ります。特に、父母・地域住民への呼びかけ

を新聞などを通して行ない、湘北地区だけで

なく、県内、県外の広い地域からの参加を得

ています。

鵠座の日程と内容

1．映画会「授業・からだといのちと食べも

のと」 鳥山先生と子供たちの1ケ月

6月21日 （土） 相模原あじきい会館

「みんな生きているものを食べている。教室にプタ

ー頭をもち込んで、みんなでいのちについて考え

た｡」こうした映画を上映し日常の授業実践を考え

直すきっかけとした。 （参加者40名）

1 ． 「私のした憲法の話II」の刊行

戦後の教育は、 『あたらしい憲法のはなし』

(1947年文部省）をはじめとし、再び悲惨な

戦争を繰り返さないため新しい平和国家・文

化国家の建設をめざして出発しました。 日本

国憲法はその根幹をなすものです。国民の大

多数は、 この平和憲法を支持し、改憲の気持

を持っていません。

しかし、歴代の保守政権は、軍備をはじめ

として基本的人権についてさえも抑圧し、憲

法を一方的に空洞化・形骸化させる政策を取

り続けてきました。政府・自民党の教科書検

定強化もその政策の一貫です。そこで、憲法

を生活の中に根づかせ、平和がゆるぎないも

2．映画・ビデオ上映会「沖縄戦．未来への

証言」「戦場ぬ童」「風の谷のナウシカ」「核
戦争後の地球」他

8月26日 （火）

湘北教文研所蔵の映画・フィルムを上映し

学校だけでなく、広く地域の人にも見てい

ただき教文研の運動をひろめた｡(参加者80

名）
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蚤

3． 「平和展｡青い目の人形展示会｣の開催3．講演会講師野坂昭如氏（作家）

演題あすの日本を考える

10月4日 （土） 相模原あじさい会館

「学校をとりまく状況と、その中で、教師は歴史の

真実と事実をどのように子供たちに教えていくの

か」を話した。 （参加者250名）

87年1月16日～18日にかけて相模原教育会

館で、神奈川に現存する「青い目の人形」を

展示した。 18日には、童話作家武田和子氏

より 「青い目の人形」についての識演も行っ

た。 （参加者200名）

4．講演会講師村上義雄氏（朝日ジャー

ナル編集委員）

演題 「子どもが見えてますか。

教育－誰のため､何のた

め」

11月8日 （土） 厚木婦人会館

「自分の考えを子どもに一方的に押しつける大人。

気長に待つどころか、いかに早く結論を出せるかを、

子どもの優劣の尺度と考えている｣等を述べ、子ども

を理解する上で参考になった。 （参加者100名）

（青い目の人形は、アメリカから「人形親善使節団」

として盛大なセレモニーで迎えられ、全国各地の小

学校や幼稚園へ贈られた。この人形は、1941年の日米

開戦と共に数奇な運命をたどることになる。戦禍を

くぐりぬけた青い目の人形たちは、現在､全国で195

体が確認きれている。そのうち県下には、 6小学校に

7体残っており、本展で5体を展示した。息をひそめ

て戦後を生きのびてきた｢青い目の人形たち」を見な

がら、戦争の悲惨ざと平和を守ることの大切号を考

え巻せてくれた｡）
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'ノキュラム等を掲載した冊子を刊行した。教

文研が発展していくためにも、この資料が多

くの人に使用されることを願っている。

（湘北教文研担当者鈴木賢）

4． 「教育文化N0. 6」の刊行

野坂昭如氏の「あすの教育を考える」とい

うテーマの講演内容と、湘北教文研所蔵フィ

ルム・蔵書等の一覧や平和教育についての力

湘北教育文化研究所視聴覚資料一覧
16ミリ．8ミリ映画

時間

8分

20分

41分

5分

10分

27分

10分

11分

24分

19分

55分

55分

53分

26分

弱分

44分

40分

40分

90分

20分

20分

11分

116分

種 類

ドキュメント

〃

〃

〃

ア ニ メ

抑

ドキュメント

ア ニ メ

〃

〃

ドキュメント

〃

アニメ＋実録

ドキュメント

〃

〃

『F

〃

〃

〃

アニメ＋実録

ア ニ メ

ドキュメント

内 客題 名

明日への伝冨

にんげんをかえせ

予曾

悪魔の火球

ピカドン

おこりじぞう

8月9日長崎

ヒロシマの詩

ふるさとの動物園

トビウオのぼうやは病気です

子どもたちの昭和史

もしこの地球を愛するなら

戦争一子供たちへの遺言一

戦場ぬ童(いくさばぬわらび）

沖縄戦一未来への虹百－

熱い街 白黒

侵略 8ミ Iノ 白黒

侵略原史 8ミリ 白黒

たとえば障害児敬宵

妊娠と出藍

100ばんめのサル

雨はやさしく

歴史(核狂乱の時代）

広島.長崎のﾛ鍵長崎に投下きれた原子爆弾のさく裂

10フィート運動第1fE197秤発見の未公開フイルム

10.フィート運動第2編核軍拡の時代への被爆者の解え

広島に謡ときれた隠爆の実写フィルム

照埠の恐ろしざをストレートに表現したアニメーション

6亀のひろちゃんが全島大やけど､おじぞうきん力鰐こります

8月9日､B2部ボックスカー｣力螺音とともに現われる

広島で助けられた少女が知る17年目の事実

大飯天王寺蠅銅でおきたことを風船力1少女に路りま十

1954年3月1日､ビキニの水爆実験を背景にした通路

第21大世界大城中のニュース峡睡にみる子どもたちの婆

医学的立場から､擴問函の本質をわかりやすく解明

原遅資料館駐び~アウシュピ‘ソヅ､そして東京ﾒ…のアニメ

沖縄睡の実態を子供たちの姿にしぼって描いた映函

米軍の擬影したブィルムを沖縄②民粂の目でみなおす

1985年川崎てｳ〕指杖押描拒否問晒

｢三光｣とは何か.われわれ日本人が中国鴎で行なった行為

日本人がいかにして｢台滴｣を植民j醐二したか

１
１

豊中の敬師と子どもたちの密をえがいたH…画

妊姪から出産までの神秘的なメカニズムを描いた作品

平和を噸う気持ち全世界に広げるために

｢核の冬｣の鞭りつすべき世界をイメージ化した反核アニメ１
１ 未公開フィルムを中“こした技兵謝二間する諺織f塵』

ビデオテープ

内 容

全3老｢ヒロンマ｣､｢ヒバクシャ｣､｢炎の中にげんばくをみた」

時間｜ 種 類
各25分｜ ドキュメント
各30分 〃

116分ア ニ メ

85分 『'

37分ドキュメント

120分 ド ラ マ

120分講演会

120分ア ニ メ

120分 ドキュメント

65分 ド ラ マ

86分 〃

86分 ！『

86分 〃

93分 〃

妬分 Ⅱ

題 名

ヒロシマから子どもたちへVβ

核戦争後の地球 V

風の谷のナウシカ Vβ

はだしのケン Vβ

ひとすじの道 Vβ

キティ、アウシュビッツに帰る~

野坂昭如鱗演会 V

銀河鉄道の夜 Vβ

授業としての入学試験 Vβ

大地の冬のなかまたち Vβ

ともだち Vβ

アフリカの烏 Vβ

4年3組のはた Vβ

先生の通惜簿 Vβ

走れトマト Vβ

1984年NHKテレビ放映のダイジェスト版

技職争で文明力憾ぴた地球で生き盛ったﾉl担｢風の谷牌蔭L

原母の恐ろLさと孤児ケンのたくましく生きる喪を描く

籏永三期人生そして癖斗密を謝る

NHK放逆ドラマより他子供たちに伝える戟争錘VHS

1986年10/4あじきい会髄で行なわれた鱈減の様子

ねこを主人公Iﾆ宮沢賢治めf禮iをアニメ化Lたもの

自由の森学掴の中学校と高校の入学試験に見せる子供達の操子

姫母適の大自然にこだ虫する少年途の厚い友梢

少年の,劇土さけぶ－いのちの尊さを一

アフリカの烏に大きな夢をたくして､美しくひろがる友情と愛

先生のおなか力‘動いている､小さな念力唾まれるってすばらしい

先生と生徒のあり方を郷fかける…)珠玉f億も

さすらいのワン公トマト団を待ちうける未知と冑倹がいっぱい
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中地区教文研の活動報告

4会場の参加者総数2,690名は、各分会の宣

伝徹底と全家庭数配布のパンフレット、子ど

もに夢と希望を与える映画の内容がもたらし

た成果だといえます。

はじめに

中地区教育文化研究は、中教組第22回定期

大会で、これまでの設立準備委員会の討議を

踏まえ中教組規約の改正を提起し、86年9月

30日、中教組129回委員会で運営規定の承認を

うけて設立されました。

今日まで、神奈川県教育文化研究所をはじ

め、他地区教組・教文研には多大なご尽力を

いただいてきたことにたいして深く感謝を申

し上げます。

87年度は、中地区教職員組合結成20周年に

あたり、新たな出発が教育文化研究所ととも

にできることは、今後の中教組運動にとって、

父母地域との連携・地域文化の発展・授業実

践の深化という観点で大変喜ばしいことであ

ります。中地区全組合員は、この教育運動が

地域とともに発展すべ〈、取り組みを進めて

いくことを確認し合いました。

7月25日

二宮町福祉センター
「ク．リックの冒険」
「おかあちゃんごめんね」

397名

7月28日

伊勢原市民文化会館
「白い町ヒロシマ」
「おこんじようるり」

314名

7月30日

秦野市文化会館
「時計は生きていた」
「おこんじようるり」

495名

7月31日

平塚市中央公民館
「ク．リックの冒険」
「おかあちゃんごめんね」

1.484名

(2)親と子による写生会

7月23日大磯港、27日秦野市運動公園、 8

月3日伊勢原ふじ山公園と三日間にわたって

開催された「第9回親と子による写生会」は、

好天に恵まれ、多数の親子の参加をえて講師

の先生方も役員も大汗をかきかき、子どもた

教文研事業

86年度の事業は、執行部が進めてきた事業

とともに準備委員会の中で具体的な組織機構

作り、情宣として「中地区教文研準備会だよ

り」の発行などを行いました。

1 ．地域文化活動事業

(1)親と子でみる映画会

第13回をむかえた親と子でみる映画会は

「平和の大切さ・人間愛の大切さ・勇気の大

切さ」をテーマに4会場で開催されました。

特に平塚会場では、昨年の三倍以上の収容

力をもつ中央公民館を使用したものの、入場

しきれないほどの盛況ぶりでした。
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ようになっていました。今後も、内容の豊か

な活動と地域にねざした運動を追求して、楽

しい文化行事をつくっていきたいと考えてい

ます。

(3)教育講演会

7月7日、秦野市文化会館を会場に、 「今、

教育に求められているものく人権教育の視点

から＞」と題して、東京都教職組合墨田支部

長内田宣人先生を講師に教育講演会を開催し

ました。

中野区のいじめ問題に対する都教組の対応

取り組みの問題点をはじめ、学校内外におけ

ちやお母さん方の間を指導して歩きました。

各会場とも、子どもたちにまじって真剣に

筆を走らせるお父さんやお母さん、手をとり

あって一枚の絵に取り組む親子の姿などほほ

えましい雰囲気の中で写生会が行われました。

最後に、出来上がった作品に一枚一枚てい

~ ねいな指導を受け、自分の作品ばかりでなく

友だちや他の学年の人の作品も、熱心に見入

てとても楽しく写生会に参加できました。

中地区のこの二つの夏休み文化行事は、参

加者も年々増え、子どもたちや地域の父母に

定着し、いろいろな要望や感想が寄せられる

蕊

映画会

霧第鱒回 蕊露画 【主膣〕

神奈川県教育文化研究所

［主管］中地区教聴興組合

［後擾］顕野市教青委員会
伊勢原市教育萎員会
大磯町敬爾餐侃会

P
二宮町教育要員会

平啄市教青雲員会

教育を守る会平塚支部
饗野支師

・壁匿菌フ月巳a日燗
フ月三フ日旧）
巳月e日旧）

午前B"30分~11"30分

（雨天中止）

国対睦

中地区の小学捜犯敵と係戯種の方A･

鐘擬師
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・伊勢塵唯区

麹井宛之0竜由榊吾井捧暉《六m』』士》

垂内誠Ifp■患旬q、醗中油知岬令怜守，

親と子による

零謹爽簔
親と子で見る

(日野・会岨・上映作品〕

言悪壽壽鴦調｡ . ｜ α、”““
一
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一
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ロ
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7乃冨ロ《盆1
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~
》

…大磯･二宮地区＝大磯竜
秦野地区＝秦野運動公園

伊勢原地区＝ふじ山公園

【期象〕中勉区小・中年唾の児庶・生脆と俄雁おの方今

・促岻希の方々が同体して交通率故辱をも･よう見守って下きい．
｡なるべく自家剛逗の9MJWl2さ吋毛ようにしてTきい．
・金暑内での欧文Iユー一切で＆xせん．

・舎哩の竺雪L貝哩一平趨・七百軸．窪野・炉幹歴・四面秘．二宮・大図
十ので．入唱は尭扇皿です．

史・二面名82どで

塩は農科です．

回用甦すろもの

睦興セブi， ・水ばけつ・クレヨン・

縄鍾・えんｰ・水面・フエルトベ

ン・詞しゴム

4邑埋垂喋室歴署で認謹しまブ副

匡父母のみなさんへ

。録謹看の万が固停して垂理夢歓零

ないよう見守って下壱い、

｡なるべくg家用軍の剥用はさけて

下さい。

容参、害堪た方に$全垂孝晶を垂し上
げ垂式

【主砿〕神奈川眠牡冑文化研究所
【主野〕 019鎗厘砿旦閲躯合
【艇腫〕平垣市肱W費風食 襲勘W;肱河芸H倉

二な町肱W委艮金 大玩可賦冗費貝金
鉱官監守る金平理壁唾・彊野支鉱

fP勇厘獅絃冑書風金

鑿 蕊’

漣
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る教育の問題点と課題を人権教育という立場

から話されました。また、中国残留孤児に対

する行政施策と学校での実践についても述べ

られ、私たちが人権教育に取り組むことの重

要性など多くの示唆をしていただきました。

その中で氏の言われた「一人の灰色の子を助

けないで教師といえるのか」というなげかけ

は、私たちに教育の原点に立ち返ることを改

めて考えさせる言葉として印象的でした。

◎参会者の声

切り捨てることなくたずさわっていくこ

とは､､雑務に追われる毎日を考えると難し

いことだと思います。しかし、より多く接し

ていかなければならないことを強く感じま

した。がんばっていこうと思います。

で失い、悲しみにくれな力ぎら日本に着いたと

きの氏の兄の顔など、参加した父母・教職員

の心を大きく揺さぶるものでした。

2．平和教育事業

教育課程研究委員会を中心に研究実践を進

めてきました。

1学期の研究会

平和教育についての学習会及び研究テーマ

の設定と年間計画、「7月5日平和教育の日」

実践資料づくりなどに取り組みました。

2学期の研究会

中教組の取み組みとしては初めての企画

だと思います。今後は運動の輪を広げてい

くための具体的な活動が必要です。

2月21日から4月11日にかけて､｢みつかわ

幸子教育講演会」を中学校ブロックで開催し

ました。講師の36年間にわたる教育実践、親

と教師の相談室･父母相談員の経験、 「みつか

わ教育相談室講演会」室長という立場から、

地域の教育力・現代の教育問題などをテーマ

に講演をいただきました。延べ1820名に及ぶ

父母・教職員の参加を得る中で教育研究活

動・教育懇談会運動．ふれあい教育運動など

草の根の教育改革を踏まえた講演は、父母・

地域住民と教職員の連携という今日最も重要

な課題にせまる意義あるものでした。

子どもたちの未来を語る中で、特に平和に

ついて強調され、教育の根本基盤に平和教育

がある事を氏自らの体験から話されました。

女学生時代に、動員で何を作るのかも知らさ

れず軍需工場へ行き、ただ一生懸命働かされ

ていた事。大陸からの引き上げ船の中で、掛

け替えのない姪をなすすべさえ無く栄養失調
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職みつかわ幸子教育講演会帆日程
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2月21日

25日

26日

27日

28日

28日

3月4日

5日

6日

14日

16日

17日

18日

4月9日

11日

松が丘公民館

中原公民館

金目公民館

八幡公民館

横内公民館

平塚青少年会館

城島公民館

神田公民館

旭北公民館

花水公民館

諏訪町公民館

吉沢公民館

須賀公民館

平塚市中央公民館

旭北公民館

’

、

「一つの花」 今西祐行作

「一つだけちょうだい」が口ぐせになって

しまったゆみ子に悲しみながらも、明るく強

く育ってほしいと願う父親と母親の愛情を読

み取り、生命の尊さ、人間の情愛などについ

て考えを深める。

戦争への憎しみ、平和への願い、幸せへの

祈りといった人の心は、戦争を越える不滅の

ものであることを深く読み取る。

「平和教育の日」の実践報告のまとめ、実

践事例の研究、教育実践学習会報告資料づく

りなどに取り組みました。

3学期の研究会

実践報告のまとめと今後の研究のあり方、

（主な実践題材とそのねらい）

小学校低学年

「おこりじぞう」 山口勇子作

「わらいじぞう」が「おこりじぞう」に変わ

っていったあらすじを読み取るとともに、 じ

ぞうの心情を読み取る。

「おこりじぞう」の読みを通して戦争とい

う事実を知る。

小学校中学年

「一つの花」 今西祐行作

登場人物の気持ちや行動と場面の状況、さ

らに時代背景を結び付けながら、ささやかな

人間の幸せをも奪ってしまう戦争の残酷さを

読み取る。さらに、その戦争を乗り越えて生

き続ける愛情の美しさを読み取ることによっ

て人間の情愛や生命の尊さ、平和について考

えを深める。

小学校高学年

「戦争と平和について考える」

戦争体験者に話を聞き、ビデオ、スライド

本などで調べることによって、戦争の本当の

姿や悲惨さを知り、平和を守っていくことの

大切さを考える。

中学校

文化祭クラス発表「平和への道」

クラスのひとりひとりが協力して一つの行

事を創造することの喜びを味わい、創造して

いく過程方法を学習する

自分たちの生きているこの社会力賓「平和」

であるとすれば、それは過去のどんな過ちを

へて達成されたのか、注目し気づく。

小学校高学年
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として、また、授業実践の教材としても利用

されました。索引を各分会に配布し、利用を

呼び掛け、分会員のニーズにこたえられるよ

う今年度も整備してきました。

平和教育関係のフイルムが一様整ってきた

ことから、今年度は、映画フイルムとして、

おもいやりをテーマにした「おこんじようる

り」、子どもの全面発達をテーマにした｢きく

らんぼ坊や・2」「さぐらんぼ坊や・ 3」を購

入しました。ビデオテープとしては、 「性、い

ま性＝生を考える」「いのち、死ぬなんて早す

ぎる！」を購入しました。

（中教組教文部長 伊藤博彦）

以上のような実践研究を進めながら平和と

は何か、平和教育とは何か、 という大きな課

題にせまるため研究討議を重ねました。

また、平和教育資料の収集・紹介などの活

動をしました。

3．教文ライブラリーの充実

教文ライブラリーは書籍・映画フィルム・

VTR･スライドなど年々拡充し、中地区の各

分会・教職員をはじめ地域の他の労働組合な

どに広く活用されています。

教育懇談会や学習会の中で問題提起の一助

中地区教文研所蔵フィルムライブラリー

｢V〒~可
①予言

②にんげんをかえせ

③ヒロシマから子どもたちへ

④核戦争後の地球

その他多数

｢写真蘂1
①太平洋戦争

②アウシュビッツ

③オキナワ

④ヒロシマ・ナガサキ

⑤15年戦争とひろしま

’ '6ミリフィルム｜
①おこりじぞう （2本）

②にんげんをかえせ

③ピカドン

④予言

⑤ トビウオのぼうやはびょうきです

⑥ヒロシマ

⑦ナガサキ

⑧核戦争のもたらすもの

⑨おかあちゃんごめんね

⑩戦場ぬ童

⑪くつかんこ鬼

⑫戦争一子どもたちの遺言

－119－



西湘地区教文研の活動報告

期間中に延べ1200名の参加者を得、同時に

『あらためて、平和の大切さを感じた』とい

う感想を多く聞きました。

また、並行して映画会、ビデオ上映、記念

行事としての作品募集も実施し多くの市民、

子どもの参加、協力を得られました。

1 ． 「平和と人権｣を基盤にした教育文化活動

一『市民と子どもの戦争展」－

、

西湘地区教文研では、発足以来いつかんし

て平和をテーマに地区の教育文化の高揚をめ

ざしてきました。

戦後40年がたち、私たちの仲間でも戦争体

験者は数少なくなってきました｡｢今残さねば

永久に残せない」風化しつつある戦跡・体験

を子どもたちに語り伝えようとした『語りつ

ぐ言の葉j l集(83年)、 11集(85年）また、

スライド｢小田原にも空襲があった』の制作・

活用をはかってきたところです。

それらに続き、今年度は、地域く･るみのイ

ベントに取り組もうと『市民と子どもの戦争

展』を計画し、 8月25日～27日の3日間、小

田原市民会館において展示開催しました。

取り組みについては、平和教育検討委員会

を中心に、ブロック代表の「戦争展準備委

員｣、分会からの｢平和教育担当者｣の協力に
より、開催の諸準備がされました。資料借用

の呼び掛け、資料収集、資料の整理・説明そ

2．第11回親子映画会の開催

西湘地区教文研の事業として、地域にも定

着してきている「親と子の良い映画を見るつ

どい」は、今年度も夏休みを利用して開催し

ました。

☆映 画 「想い出のアン」

☆アニメ映画 「トビウオのぼうやは

びょうきです」

7月26日 松田町民文化センター

7月29日 小田原市民会館

7月30日 〃

子どもたちをめぐる文化状況は、コマーシ

ャルと「ドタバタ」等と大変心配な側面があ

ります。本当の感動が得られる場を、 と企画

し

品

の

た

＆

晶恥

~
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責任を負う学

校・家庭及び地

域社会がどう手

を携えていくか

が重要です。

今年度も、中

学校区を単位に

教職員が積極的

に地域へ出て、父母とともに、「いじめなどの

問題行動」「子供の生活実態」「平和について

考える」などをテーマに、問題行動への対応、

父母と教職員の連携、地域く．るみの対応等に

ついて、率直な意見交換をおこないました。

諸問題の中でも、 「性｣に関する課題も多く

あり、父母とともに考えることが必要で、そ

れをテーマに講演会を開催しました。

されたのが今回の「想い出のアン」です。幼

い少年少女の純真な愛の世界と平和の大切さ

が、美しい映像とメロディーにのせて描かれ

た作品で、参観者からは、心を打たれた様子

がうかがえました｡「トビウオのぼうやはびょ

うきです」は、アニメ版ながら自然破壊への

警告や生命の貴さを通して、やはり平和の大

切さを訴える作品です。

参加者数については課題を残しましたが、

親子で「平和」や「愛」を考え合う機会とな

っている『親子映画会』を今後とも継続発展

させる必要があります。

3．教育対話集会と文化講座の開催

今日の子どもをとりまく教育状況は、一層

複雑で深刻なものとなってきています。 とく

に「自殺」「いじめ」などは、大きな問題で

す。

このようなときこそ、子どもの教育に直接

西湘地区教育文化講座

日時 12月5日（金) 17:00～19: 15

会場 小田原市中央公民館大ホール

講師 北沢杏子氏

「発達段階に合わせた適切な、計画的な指

導が大切である。そして、女性が一生で作る

400の卵子のうちのかけがえのない1つが､自

分であるということが、基本である。その意

味では、性教育は、人権教育であり、女子教
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育でもあり、人間教育である。そのためには、

性教育に対する大人、教師自身の戸惑いをな

くすことが先決である｡」

と、明快に講演されました。また、スライ

ドを用いての資料提示とともに、実際の授業

方法についても詳しく説明されました｡400名

近くの教職員、父母も感銘を受け、実践に役

立てようという声が聞かれました。

日時 11月27日 l7f00

講師 松井堅氏

（横浜市立都田中学校長）

演題 『子どもたちにとって信頼

できる学校であることを

めざして』

「不適応行動には、①甘え自己顕示型、

②我侭と自己主張型とがあるが、最近

は両者の交わり型が多い。そのどちらか

を見極めて指導することが必要であるが、

生徒に身近な自治活動を計画させ、自分

の存在感が得られる学校づくりが大切で

ある｡」

(3)女子教育問題学習会

日時 12月11日 17：00

講師 久場嬉子氏 （学芸大教授）

演題 『男女平等教育と家庭』

「母親像が空洞化している現状の中で、

母親の自立を生活の場で子どもに見せる

ことは、むづかしい。性別役割分担を排

し、父母が協力して『自立できる子』に

育てたい｡」

(4)平和教育学習会

日時 1月20B 17:00

講師 今西祐行氏 （作家）

、

4．学習講演会（西湘地区教文研講座）

会場：小田原労働センター

(1)人権・障害児学習会

日時 11月13日 17:00

講師 福井達雨氏（止揚学園園長）

演題 『子どもの笑顔を消さないでj

「35年間の障害児とのふれあいからの経

験をもとに少数の弱い人たちにも光を与

えるべきことを中心に講演されました。

そして、広い大きな見方で子どもに接し、

共に生きる世界を造り出すべきこと、『自

分で考え、管理されにくい子』を育てる

べきではないか、 と巧みな話と自作の歌

で講演されました｡」

(2)生活指導問題学習会
……酌… 哩凸むゆ｡■｡■凸八缶具哩奥■凸●八年ヂー昼qも、、民弓免、
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た｡」

5．教文研ライブラリイー

演題 『文学と平和教育』

「広島の悲惨さから特攻隊の出動等の体

験のみでなく 、 『相手（作者･子ども）の

送信を、 自分自身が発信しながら受信す

る』受け取り方を通して、今こそ平和を

守ることが大切であると強調きれまし

今年度も平和教育を中心にライブラリィー

の充実を図ってきました。

（西湘地区教文研担当高梨悦雄）

西教組平和教育資料

第1部 （22分）

〃 第2部 （24分）

〃 第3部 （24分）

③「ザ・デイアフター」 （127分）

④「性」 ･･･いま「性＝生」を考える
（25分）

⑤「いのち」 （45分）

⑥「がれきの日本列島」

広島・長崎縄 （45分）

⑦「がれきの日本列島」

主要都市縄 (60分）

⑧「NAZI絶滅収容列島」 (60分）

⑨「侵略」

V.写真パネル

1. l6ミリ映画フイルム

①「おこりじぞう」 （27分）
②「核戦争のもたらすもの
～ヒロシマ・ナガサキ～」 （46分）

③「人間をかえせ」 (19分）

④「予言」 （41分）

⑤「悪魔の火球」

⑥「おかあちゃんごめんね」 （26分）
⑦「戦争子どもたちの遺言」 （53分）

⑧「戦場ぬ童」 （26分）
⑨「トビウオのほうやはびょうきです」

（19分）

11． スライドフイルム
－

①「小田原にも空襲があった」
55コマ

②「トマホーク～核ミサイル」
52コマ

③「平和の島沖縄」 75コマ

④「国家機密法」 54コマ

皿8ミリ映画フイルム

(13分） ①組写真「ヒロシマ・ナガサキ」 （20枚）

②平和教育教材パネル
第1部「太平洋戦争」

〃 第2部「沖縄戦」

Ⅵ．写真記録集

(13分）

(16分）

(14分）

①「子どもたちの昭和史」

②「これが沖縄戦だ」

③「沖縄戦記録写真集｣、 「沖縄戦と住民」

④「広島・長崎～原子爆弾の記録～」
◆「平和教育教材資料（小学校網)」

「平和教育教材資料（中学校)」

①「ピカドン」

Ⅳ、 ビデオテープ

分
分

０

０

３

３

①「核戦争後の地球」 第1部
〃 第2部

②「ヒロシマから子どもたちへ」
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’ 第3

情報化社会の教育(2)

嘱託研究員林 洋一

威力を発揮するのは、学習における個人差を

考慮に入れながら教育に取り組むことが可能

になることである。つまり、教師の立場から

言えば「集団的に個別指導ができる」ことを

意味するものであり、まさに学校教育に革命

をもたらす可能性を秘めている。

だが、このように優れた能力を持つパソコ

ンも導入や運営の仕方を誤れば、その能力を

充分発揮できないばかりではなく、教育に弊

害をもたらすこともあるかもしれない。本稿

では、林（1986）に引き続いて、学校教育に

コンピュータを導入する場合の問題点につい

て考察することにしたい。

1 ．はじめに

わが国の現在の状況から予測すると、情報

化社会ないしは高度情報化社会の到来は不可

避である。今後、社会の情報化の速度が加速

することはあっても、減速するという事態は

考えにくい。したがって、教育界においても、

速やかに情報化社会への対応策、より具体的

に言えば教育へのパーソナル・コンピュータ

の導入の問題を真剣に検討すべきである。し

かしながら、教育現場のこの問題への対応は、

現状ではやや鈍いと言わざるをえない。

その背景には、一般の教職員ｶｾコンピュー

タそのものに慣れていないため、その利点や

問題点の評価がやりにくいという事情がある。

そして、コンピュータに関する知識や経験を

豊富に持っている教職員は、概してパソコン

の導入に積極的であり、弊害よりは利点の研

究に取り組むことが多いからであろう。

たしかに、パソコンは教育現場にすばらし

いインパクトを与えうる機械である。たとえ

ば､周辺機器として開発されたCD-ROM(音

楽用のコンパクト ・ディスクをコンピュータ

の外部記憶装置として利用する）は膨大な記

憶容量があり、場所を取らずまた検索が容易．

な電子百科事典として大いに利用できるであ

ろう。日本語ワードプロセッサーは、国語教

育に有効に利用できる可能性があるし、 日本

人に使いやすい英文ワープロが開発されれば、

英語教育に大きな変革をもたらすかもしれな

い。教育には煩雑な事務処理や成績処理がつ

きものであるが、パソコンはそれらの仕事を

手助けしてくれる。そして、何よりも大きく

2． コンピュータ導入に対する基本方針

教育の現場にコンピュータ（現状では、パ

ソコン）を導入することに対して、二つの対

立する基本的な考え方がある。コバーンら

（1984）は、学校教育へのコンピュータの影

響に対する見解を、表1のようにまとめてい

る。

この表を見ても、コンピュータ導入に対す

る基本的な考え方に大きな対立があることが

わかる。たとえば、計算能力について肯定的

な立場では「コンピュータによって新しい形

に変化する」という見方をとる力喜、否定的な

立場では「計算能力が低下する」と見ている。

また、肯定的な立場では「子どもの能動性．

創造性・個性の発揮にコンピュータが寄与す

る」と見ている力苛、否定的な立場ではその反

対の結論が出るであろう。｢情報ネットワーク

を利用して有用な情報を得ることができる」
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表l コンピュータの学校教育への影響

否 定 的 立 場肯 定 的 立 場

1）情報ネットワークを利用して有用な情報を得
ることができる

2)在宅勤務の増加で.子どもや学校に関心を持つ
親が増える

3）小規模で充実した学校を作ることができる

1） コンピュータに頼るため計算能力が低下する

2）ケームのような刺激がないので学習を嫌った
り欠席する子が増加する

3）ケームの模倣･ストレスにより暴行行為が増加
する

4）読書時間が短くなり，学校の基礎である活字文
化が破埋される

5） コンピュータが貧富の差を増大きせ教育機会
の均等への圧力が増大する

4）読み･書き・計算の基礎技能力噺しい形に変化
する

5）子どもの能動性・創造性・個性の発揮にコン
ピュータが寄与する

(コバーンら(1984)より作成）

確な情報が得にくい。 しかし、神奈川県相模

原市の中学校などの例が「NEW教育とマイ

コン」誌（1987年5月号）に紹介きれている。

なお、学校教育にコンピュータを導入する

ときに必要な注意事項を、坂元（1986）は表

2のようにまとめている。この表の中で、 1）

と2)は高度情報化社会に対応する能力を菱成

するというものであるが、 3)はやや質を異に

している。 「先端技術に対する教育の機会均

等」とは、家庭の経済的な事情で高価な情報

機器が購入できない子どもたちが、情報化社

会の中で不利益にならないような配慮が必要

なことを示している。4)と5)は、導入にあた

っての重要な前提条件である。とくに､初等・

中等教育にコンピュータを導入する場合には、

このような慎重な配慮が必要なのである。

可能性はあるが、将来はともかく現状におい

ては、必ずしも有用な情報が充分に準備きれ

ているとは限らない。このように、 コンピュ

ータの導入に対する研究者や実務家の考え方

の間には、大きな対立があるのである。

だが、肯定的な立場と否定的な立場のどち

らが正しいかは、実証的な研究が乏しい現在

の時点では結論を出すことができない。した

がって学校教育、 ことに初等・中等教育への

コンピュータ導入には、かなり慎重な姿勢が

必要であろう。 しかし、現実の問題として考

えると、学校へのコンピュータ導入は避けら

れそうにない。 したがって、できるだけマイ

ナスの影響を出ざないようにしをがら、導入

モデル校のケースを詳細に検討していく必要

があると思われる。(モデル校でどのような目

的でコンピュータ教育が行われ、そのために

どのような事前措置が必要であったか、 また

教育設備を整備するためにはどの程度の予算

が必要かという問題については、なかなか的

3． コンピュータリテラシーの概念

高度情報化社会の中の教育を考えるとき、

表2 学校教育にコンピュータを導入するときの注意事項

1)二十一世紀人の新しい資質を育てる
2）教育のための新しい有効な道具として役立てる
3）先端技術に対する教育の機会均等を保障する
4）子どもの心，体．知恵を育てる教育を乱さない
5）子ども同士，先生と子どもの人間関係の中で，実物，現実とふれあいながら活用
する

く1）から3）は，導入のねらい。 4） 5）はそのための条件｡＞
(坂本(1986)より作成）
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て、 コンピュータを使いこなすためにはこれ

らの言語の文法を理解し、 自分でプログラム

を作成するという能力が必要だったのである。

また、 コンピュータ自体が非常に高価で巨大

な機械であり、空調の完備した専用の部屋に

置かなければならなかったために、誰でもコ

ンピュータが利用できるという状態には程遠

かった。つまり、一般の人々には、コンピュ

ータリテラシーなど全く無用だったのである。

だが、 1970年代の末期になると、 コンピュ

ータの心臓部である大規模集頼回路(LSI)が

安価になり、個人でも利用可能なパーソナ

ル・コンピュータ （個人用コンピュータ）が

市販されるようになる。それは、大型や中型

のコンピュータの能力とは比べものにならな

いほど低い能力しか持っていなかったが、机

の上に置けるほど小きなコンピュータの出現

は、 まさに画期的なことだったのである。誰

でもコンピュータカ特てる時代の到来に、狂

喜した人は少なくなかった。

しかしながら、発売当初のパソコン（当時

は、マイクロ．コンピュータまたはマイコン

と呼ばれることが多かった）は、 自分でプロ

グラムを書いたり理解したりする能力のある

人しか使えなかった。そして、主記憶容量が

非常に小さく、 また演算処理の速度が遅かっ

たので、ケーム用プログラムを作ったり、個

人的な仕事に利用するだけしか使いみちがな

かったのである。つまり、パソコンは知的な

オモチャだったのである。

このような状況が大きく変化してきたのは、

パソコンの能力が急激に向上し、 さらに性能

に対する価格が非常に低下してきたことによ

るものである。現在の主流になっている16E

ット ．パソコンは、 ノ､一ドディスクなどの周

辺機器を揃えれば、実用的な事務処理ができ

るだけの能力を持っている。 もちろん、最新

の大型コンピュータとは比べることができな

いほど遅いし、 また処理できる情報量は少な

いが、主記憶容量だけから言えば、十数年前

コンピュータリテラシーの問題を避けて通る

ことはできない。 コンピュータリテラシー

(computerliteracy)の定義は研究者によっ

て多少相違するが､｢人々が現代社会に適応し

ていくために、 コンピュータについての最低

限の知識、実際的操作、親近性、能力を習得

すること」 （中野， 1987)というものが代表的

であろう。 リテラシーとは、 もともと 「読み

書き能力があること」を意味している。つま

り、 これからの社会ではコンピュータについ

ての認識を持ち、またそれを利用する能力を

持つことが大変重要であり、その重要性は基

本的な読み書きに相当するものである、 とい

う考え方を示しているのである。

だが、気をつけなければならないことは、

コンピュータのﾉ､一ドウェアやソフトウェア

の進歩は急速であり、 コンピュータリテラシ

ーという概念それ自体が急速に変化している

ことである。たとえば、世界で最初のコンピ

ュータであるエニアック (Electronic

NeumericallntegratorAndCalculator)は

1946年に作られたのであるが、現在のコンピ

ュータと異なり10進法を採用していて、プロ

グラム内蔵という考え方もなかった。 したが

って、エニアックの場合のコンピュータリテ

ラシーは、現在のそれと全く異なるのである。

それほど極端な例でなくても、初期のコン

ピュータは、 2進法のコードに近い｢機械語」

という人間には非常に理解しにくい言語でプ

ログラミングを行なう必要があった。 しかし、

コンピュータの記憶容量の増大とともに、ア

センブラーと呼ばれる簡略化された機械語が‐

用いられるようになる。そして、 1950年代の

末期になると、フォートランやコボル、そし

てアルゴルなどの高級言語が開発され、 日常

言語（英語）に比較的近い形でのプログラミ

ングが可能になった。だが、 コンパイラーと

呼ばれるこれらの言語によるプログラムは、

全体をまとめて機械語に翻訳し、それから実

行するという方法を採用している。 したがっ
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ユータを基にしてそのシステムを利用できる

能力を考えるだけでは、真のコンピュータリ

テラシーとは言えない。コンピュータは現在

も発展途上の機械であり、その将来の変化は

予測できないからである。

このように、 コンピュータリテラシーとい

う概念はその基本的な部分に様々な問題を含

んでいるので、 リテラシーの教育に当っては、

慎重な配慮が必要であろう。 しかしながら、

筆者は、 コンピュータリテラシーの教育の必

要性それ自体を否定するものではない。遠い

将来はともかく、現在の時点においては、あ

る種のコンピュータリテラシーを身につける

ことが社会生活を送る上で大切なのは当然の

ことである。だからこそ、 リテラシーの教育

が、単なるパソコン教育に終始してはならな

いし、学校が商業ベースでのパソコンの売り

込みをそのまま受け入れてはならないと思う

のである。

の大型コンピュータ並のものになっているの

である。そして、 日本語ワープロやデータベ

ース・ソフトなどのソフトウェアを得て、急

速にオフィスに浸透していった。

このようなパソコンの急速な普及は、急激

にユーザー数が増加したことを意味する。そ

して、これらのユーザーの大部分は、 自分で

プログラムを作成したり、また理解したりす

る能力は持っていないと考えられる。つまり、

コンピュータの原理やプログラミングを知ら

なくても、 コンピュータを仕事に使用できる

ようになってきたのである。このような時代

になれば、 コンピュータリテラシーの概念も

変化してくるのは当然であろう。

現在の時点では、本体・キーボード・フロ

ッピーディスクなどの諸装置の利用方法を理

解していないと、 コンピュータの利用はでき

ない。だが、最近の機種では操作の面倒なキ

ーボードに変って、ディスプレイの画面を見

ながらボタンを押すだけでコンピュータに必

要な指示を与えられる「マウス」という入力

機器が用いられるようになってきた。将来的

には、 自然言語の音声による入力が可能にな

り、そうなれば文字通り誰にでも使えるコン

ピュータにをるはずである。そういう時代に

なれば、 コンピュータリテラシーという概念

はなくなるであろう。 （現時点でも、特定の人

の音声を認識して入力する日本語ワープロは

存在するが、漢字への変換効率が悪く、完全

に実用化きれるには至っていない。蛇足であ

るが、ワープロとパソコンは本質的に同じも

のであり、文書作成や編集専用に用いられる

パソコンがワープロ専用機である。それとは

別に、様々な用途に使える汎用パソコンにも

ワープロ用のソフトウェアが市販されていて、

それもワープロと呼ばれている｡）

このように、 コンピュータリテラシーとい

う概念も、 コンピュータのハードウェア・ソ

フトウェアの進歩によって、 しだいに変化し

ていく。したがって、現在の時点でのコンビ

4． コンピュータリテラシーの教育
一

コンピュータリテラシーの教育にも、様々

な方法が考えられる。たとえば、 コンピュー

タそのものは教室になくても、ビデオやビデ

オディスク等の教材を用いてその概念や機能

を理解させたり、算数の授業でコンピュータ

の演算法である2進法について教えることは

できる。子どもの好きなファミコンを教材に

して、 コンピュータの話をすることも可能で

ある。また、人間とコンピュータの違いはど

こにあるのかを、その両者を比較しながら説

明することできるであろう。 （表3は、その例

である｡)さらに、デモンストレーション用の

パソコンが1台あれば、 より深くコンピュー

タについて学ぶことができるはずである。

だが、最も優れたコンピュータリテラシー

の教材はパソコンであり、児童・生徒が直接

それを操作することである。コンピュータリ

テラシーを学習するためには、 コンピュータ
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表3 人間とコンピュータの情報処理の比較

’ コンピュータの情報処理人間の情報処理

後で検索するデータだけを記憶す

る。検索したデータは正確。
想起することを前提としない。想起
ぎれた結果は記銘時の内容が変容き

れている。

思考過程と想起のプロセスは互いに

並存する。思考が想起を必要とし，想
起が次の思考を生む。

問合せの意味の解析がなきれる。

過去の記憶とのつながりで新しい記
憧がなされる。新しい情報を受け

とったとき記憶構造の再構成がおこ

る。

惜報の関連づけや自己組織化ができ

る。

忘れるときは部分的保持である。想

起できないだけで，忘れ去ることで

はない。

1.検索（想起）

検索のみ実行できればよい。思考は

システムの外で人間が行なう。
考2.思

問合せにそのまま応ずる°

あらかじめ約束した構造によって規

定される。過去のデータとのつなが

りをつけることが苦手である。

3.問合せの解析

4.過去との

つながり

情報相互の関連づけがむずかしい。
櫛造は固定的である。

捕報の消失と検索不能による。

5.自己組織化

6.忘 却

(森本(1979)より引用）

いため、印刷したものには色を塗る必要があ

った｡）

さらに、子どもたちは、手書きでは使えな

い漢字もワープロのカナ漢字変換機能を用い

て使うようになったという。つまり、書くこ

とができない漢字でも、表示されたものの中

から選択することはできるのである。

同じく西之園が紹介している事例の中に、

子どもたちにワープロの辞書を作らせたもの

がある。小学校4年生の子どもたちに、数人

のグループで単語登録をきせ、子どもたちな

を使うの力環適なのである。ただし、 コンピ

ュータを学ぶということは必ずしもコンピュ

ータ言語のプログラミングを学習することで

はないし、ハードウェアやソフトウェアの仕

組みを知ることではない。 もっと違った形で、

コンピュータリテラシーを身につけることも

できるのである。

西之園（1987）は、子どもが「コンピュー

タを使ってコンピュータを学ぶ」ための方法

や事例を紹介しているが、それらの事例の中

でとくに興味深いのは、ワープロを小学生に

使わせた研究である｡彼らは､｢絵本を作ろう」

という名のソフトウェアを作成して、子ども

たちにワープロで絵本を作らせたのである。

「絵本を作ろう」は、パソコンのカナ漢字変

換機能と作図機能を組み合わせたものであり､‐

その実例を図1に示す。

子どもたちは、最初に紙の上で物語を作り、

次にそれをワープロに入力する。そして、何

度も修正しながら、ストーリーと絵を完成さ

せた。そして、プリンターで印刷した物語に

色鉛筆で着色･して、物語を完成させたのであ

る。 （着色は、ディスプレイ上では簡単にでき

るが、プタンターがカラープリンターではな

図l子どもがつくったパソコン絵本(出力例）
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u

ぴ、次にワープロとしての使用法を学ぶ。そ

して、子ども用に工夫きれたやきしいコンピ

ュータ言語であるLOGO(ロゴ)を用いて、 コ

ンピュータ・グラフィックスを学ぶ。 （ロゴ

は、簡単にいえば「お絵かきプログラム」で

ある｡)そして、データベースの使い方、 コン

ピュータの構成と作動原理などを学習した後

に、 コンピュータの社会的役割や応用につい

て学ぶというものである。

従来の教育用カリキュラムでは、パソコン

用に開発きれたBASIC(ベーシック）言語を

学ぶことが多かったのであるが、 このカリキ

ュラムではLOGOやワープロ・データベース

などを用いている点に特撒がある。 （表4）

このように、 コンピュータリテラシーの教

りの言葉の定義を入力したのである。たとえ

ば､広報車は､「日ごろからかきいよほうのPR

活動をするほか、いじようかんそう注意ほう

のでている、 ことをじゅうみんにしらせたり

する｡」ということになる。その他にも、子ど

も用に開発されたデータベース・ソフトウェ

アを用いて町の名所の紹介を行なった例もあ

る。つまり、子どもたちは楽しみながらコン

ピュータの機能を学習するとともに、国語や

社会科の勉強をしているのである。

中学生になると、かなり本格的なコンピュ

ータ~リテラシーの教育が可能になる。表4は、

東京学芸大学の篠原文陽児らが提案している

カリキュラムである。このカリキュラムの導

入部分では、パソコンの基本的な使い方を学

表4 中学生用コンピュータリテラシー・コースのためのカリキュラム試案
（ ）内は単位時間

；習義 実講

| ・導入

コンピュータシステム，キーボード，ディスク，
カセット等の使い方

（2）

ケームあるいはシミュレーションプログラムのメ
モリー上への配置(LOAD) と実行

（4）

2．文書作成

ワードプロセッサ(文書の作成，縄集消去，挿

入，形式合わせ(formattmg),印刷装置の制御，
等）

（4）

編集，消去，挿入，等を活用した文書の作成

(8)

3． LOGO

グラフィックス（基本命令，図形定義のしかた，
複雑な図形の作成順序とその技法）

（4）

学習者の能力と技能に応じた問題演習

(8－12）

4．データベース

検索，並べ換え．および，
報告，報告書の作成

小集団活動を通じての演習単純な統計処理による

（8） (16-20）

5． コンピータの構成

（ハードウェアとソフトウェア, bit, byte,
RAM,ROM, I/Oなどの用語， コンピュータの
動作原理，等）

（4）

コンピータの樽成とその動作原理を示すシミュ
レーションプログラムを活用しての実習

(8)

6．電卓としてのコンピュータ利用

（単純な式とその解答，表の作成，等） 困難度に応じた演習問題
(6)(3)

7． コンピータの社会での応用とその将来

社会科学．物理，化学，数学等自然科学，等の利用
の実際についてCAIパッケージを活用

qO(5)

(後藤他縄(1987)より引用）
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育といっても、子どもの発達段階に応じた対 ついては、当面希望する生徒を中心として特

応が必要なのであり、 また、ソフトウェア作 別活動等でより深い指導が行なわれることが

成能力を育てることだけが教育の目標ではな 望ましい。将来的には、必要に応じ、関係す

い。文部省の「情報化社会に対応する初等中 る教科の内容の一部として指導することを検

等教育の在り方に関する調査研究協力者会議 討すべきである。

第一次審議とりまとめ」 （昭和60年8月22日） 以上のように、小学校や中学校でコンピュ

よれば、小学校・中学校におけるコンピュー －タリテラシーの教育が開始されれば、当然

夕教育のあり方には次のような方針が必要で それを教える教師側にもリテラシーが要求き

あるという。 れることになる。表5は、東京学芸大学にお

〔小学校〕 小学校におけるコンピュー ける「教育情報学」関係の科目のカリキュラ

タ等の利用は学習指導方法の改善・充実に資 ム案の概要である。これから教師になるとい

することを目的とする。したがって、 コンビ う者には、情報化社会に対応するための知識

ユータ等の機能についての理解や操作そのも や技術が必要であり、学際的なアプローチが

のを目的とした指導ではなく、教具として活 必要であるということであろう。

用することを通してコンピュータ等に触れ、 さらに、今後は教員養成段階だけではなく、

慣れ、親しませることを基本とする。 現職教員の研修という形で、教職員に対する

〔中学校〕 中学校では、小学校以上に コンピュータリテラシーの教育が行なわれる

コンピュータ等の持つ特性（シミュレーショ ようになるであろう。現在の時点ではコンピ

ンや情報検索等の機能） を学習指導に活用す ユータを導入するモデル校等に限られている

るとともに、それらを通してコンピュータ等 ようであるが、いずれは全ての学校において

に関する理解や能力を得きせること力哩まし 何らかの形で実施されることが予測される。

い。さらに、 コンピュータ等に関する教育に このような事態に対してどのような対応をと

表5 「教育情報学」 .カリキュラム（案）東京学芸大学

〔教育学部設置科目〕

教育情報学カリキュラムは，教育の場で発生する問題を， より広い立場からシステムとしてとらえ，適
確な情報収集・分析を通じて計画・実践し問題解決を図ることのできる人間の育成を目標としており，学
問領域としては，教育学，教育心理学，情報科学，憎報工学，数学，言語学，図書館学と深いかかわりあ
いをもつ分野である。我々はこれを次の4学科目で櫛成した。

①情報基礎学

一般教育として全学生を対象とし，教師に必要な情報科学･工学に関する基本的知識を習得させ，社
会・教育に適用するシステム的思考方法・対処技術を理解させる。

②教育情報学

専門科目として位置づけ,今後予想ぎれる教育現場への傭報処理機器の導入において,教師側が主導
権をもって本来の教育活動を行える能力･技術を育成巻せることを目的とする。また，教育事業のしく
みを科学的に思考し， よりよいシステムの設計･遂行能力の育成を目的とする。きらに情報の意味と妥
当な分析手法の適用およびその解釈力の育成や憎報の収集・管理・組織化の能力の育成も目的とする。
③計算機科学

情報処理の中心的存在であるコンピュータに関する知識･情報技術を理解･習得答せる。ハードウェ
アよりもソフトウェアに重点を置き．問題解決に正しくコンピュータが活用できるようにその理論･技
術を習得きせる．

④教育情報構成学

教材およびその伝達方法に関する技術を習得言せる。また．測定や憎報の成育が重要であることを認
鐡きせる。単なる一般的技術だけでなく，学習者の発達差，個人差などの認識能力の差異やその撰造を
考慮した上での教育情報の作成･表示法に関する科学的視点も育成する。また．各種情報処理機器の構
造と機能およびその利用法と限界についての正確な認鐡力の育成もねらいとする。

(後藤他編(1987)より引用）-130-



抵抗ですからどこまでいってしまうかわから

ない危険性をはらんでいます。 .…･…･そして

非常に矛盾が大きくなってから初めて考え出

し、できることは少しするけれども、できな

いことに関しては、課題を後へ後へと残して

ゆくわけです。 ところが、今後の機械は、開

発きれるものの性質上、解決できにくいもの

の方が多いと思うのでね。そういう点から考

えますと、機械親和性がつのるということは、

とりも直さず落とし穴の部分を同時につのら

せているということになるわけです｡」

そして、彼は子どもの最近いじめの背景に

は、対人困難性の増加（適切な対人関係を持

つことができず、ちょっとした欲求不満にも

耐えることができないこと）があり、それを

機械依存性が増幅していることを指摘してい

る。また、最近は機械を介ざないとうまく人

とつき合えない子がふえていて、それは暴走

族の少年、マイコン少年、ケームセンターに

通いつめる子どもなどに認められるとしてい

るのである。

このように機械親和性の高い日本人なので、

現在では欧米よりかなり遅れている学校への

パソコンの導入も、今後は急速に早まり、い

ずれは欧米諸国の水準をはるかに越えるよう

になるであろう。パソコンは高価な機械であ

るが、わが国は世界的なコンピュータ生産国

であるから、いずれはそのようになると思わ

れる。 もちろん、 コンピュータの学校教育へ

の影響は非常に大きく、その利点はすばらし

いものがある。だが、稲村が指摘するように、

機械である以上マイナスの影響もありうるは

ずである。ましてコンピュータは、「知的な機

械」であるから、その影響はヘッドフォン・

ステレオなどの比ではあるまい。コンピュー

タの学校教育への影響、 ことにマイナスの影

響がどの程度認められまたその問題の解決の

ためにはどのような工夫が必要であるかを、

充分検討することも、教育関係者の重要な責

任ではないだろうか。具体的な問題が発生し

るかを、教育現場の問題として充分に検討し

ておく必要があると思われる。

5． コンピュータ社会の問題点

林(1986)において、筆者はコンピュータ

社会とその中での教育を考える上で、重要と

思われる問題点のいくつかを検討した。 した

がって、ここではそれを繰り返すことはしな

いが、現代社会における「人間と機械との関

係そのもの」に問題があるという指摘力撮近

行なわれているので、それを紹介することに

したい。

稲村（1986）は、わが国では大人も子ども

も「機械親和性を高め、それと反対に対人関

係能力の低下を招いている」 という傾向を指

摘し、それに対する強い警鐘を発している。

この場合の機械とは、必ずしもコンピュータ

だけではなく、テレビ、ラジカセ、ヘッドフ

ォン・ステレオ、 さらにはバイク．オートバ

イ・自動車、産業用ロボットやOA機器、農業

機械、家庭電化製品など、われわれの日常生

活の全ての部分に存在する機械を指している

のである。

たしかに、 日本人は概して機械化に寛大で

ある。そして、どちらかといえば機械化の利

点のみを追求し、問題点に目を向けないとい

う傾向が認められる。稲村は、次のように述

べている。

「イギリスは産業革命を世界一早くやった

国ですから、機械に一番早くなじんだと考え

られていますけれども、実際には最も抵抗し

ながら乗り越えた歴史を持つ国です。ですか

ら、今だってロボットに最も抵抗しているわ

けです．………そこへゆくと日本人は無節操

で、 ロボットの弊害など大したことはないと

か、いいことじゃないかとか、 うまく利用す

ればいいじゃないかなど合理的に考えている

わけです。 ところがその合理性は、ある意味

ではいい面ですけれども、どこか無節操、無
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てからでは遅いのであり、 このことは、今す あると思われる。 （白百合女子大学助教授）

ぐに始めなければならない重要な教育課題で
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､共生の世界〃をめぐって

嘱託研究員 斎藤 寛

的ひろがりと根づきを示すよろこばしき事態

などというものではないだろう。むしろそこ
、 、 、 可 ℃ 、 、 、 ､ ､ 、 、

では、言葉がただ言葉としてだけ(注3）流通

してしまうことによって、何か大切なものが

根こそぎにされていきはしないか、 という危

機感がいだかれているのではないだろうか。

また、いだかれてしかるべきなのではなかろ

うか。

共学・共育・共生・共遊・共働……と私た

ちが言うとき、そこにこめられている思い、

存在感覚､ひととひととのかかわりよう、＜社

会＞のイメージ、等々をひとたびは書き言葉

のレベルで整理し考えてみようとすることも、

やはり必要なことではないかと思われるゆえ

んである。以下、その試みの第一歩を記して

みたい。

共に学び共に育つ、 という言葉が、 「教育」

をめ<･るさまざまな討論や論文などで、この

ところひんぱんに発せられるようになってき

た。また、同様にして、共に生きるという言

葉もざ 「教育」ないしは「福祉」をめぐる議論

において、 目ざきれるべき基本理念としてか

かげられることが多くなってきているように

見受けられる。

「福祉」の領域の問題はひとまず措くとし

て、「教育｣にかかわる問題について言えば(注

1)、後述するように、そもそも蝋共生＝共育〃

という理念は「障害」児教育連動（ないしは、

より広く言えば、 「障害｣者解放運動）のなか

から拓かれ提起きれてきたものであった。そ

こには、 雨共生＝共育"といういわば未見の地
、 、 、 、 、 、

平への存在感覚とともに、 職共生＝共育"を限
、 、 、 、 、 、 、 、 、 ､ ､ 、 、 、 、 、 屯 ，

りなくはばみつづける社会構造への批判が=－

－具体的にはさまざまなかなしみやウラミツ

ラミの集積として－含意書ていたはずであ

る。

ところが昨今は、そうした運動に対して敵

対してきたはずの行政側が､何くわぬ顔で蝋共

に生きる街づくり〃等々の理念をかかげはじ
、 、 、 、 ■ 、 、

めている。なるほど言葉としてなら、 恥共に〃

と言われて異をとなえる人々はこの国には

（一とあえてここでは言いたい（注2)）あ

まりいないだろう。 とすれば、 蝋合意"のとり

つけにはうってつけの便利な言葉として、共

生あるいは共育といった言葉が行政マンから

も注目きれたとしても、ある意味ではそのこ

と自体はきほど不思議なことではない。

しかし、こうした事態は、 ．共生＝共育"を

提起してきた側の者にとっては、理念の社会

（1）

「ビッグコミックオリジナル』誌連載の「人

間交差点」 （矢島正雄・弘兼憲史）のなかで

も、 とりわけ私にとって印象深い作品に「蒼

き果てにて」 （注4） というストーリーがある。

千代という若い女性には、夢を抱ける相手

としての彼がいた。 ところが彼はある日、勤

め先の上司に、金を持ち逃げしたように見せ

かけて殺きれてしまう。当初、ほんとうに彼

が金を持ち逃げしたと思った千代は、裏切ら

れた思いで酒を飲み､｢こういうことは今日だ

けにしようと決心し」ながら職場の同僚の男

と一夜を共にする。その同僚との子どもをみ

ごもった彼女は、後日真相を知る。妊娠中絶

から逃げ、彼の死体のあがった海に身を投げ

ようとする彼女を、 また薬を飲んで死のうと
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、 、 、

閉じてしまう関係を破って、 3人目のひとが

かかわりをもつこと、ではないかと私は思う。

「蒼き果てにて」の千代もまた、殺された

彼との2人の閉じた関係の中で､死という‘夢

のつづき〃へ引きこまれようとしていったの

であった。その彼女がこの世へ、生へひきと
、 、 、

められることとなったのは、 3人目の登場人

物である民宿のおやじがそこに介在したから

である。

この3人目の登場によって､蝋閉じられた2

人のかなしみの向きあい〃力鞁られ相対化さ

れるとき、 もはや例えば母子心中は蝋共死の
、 、 、 、

美学"といった風のものではなく、 「子殺しプ
、 、 、 、 、 、 、 、 、 ､ 、

ラス親の自殺、つまり、親子自他殺」 (注8)以

外の何ものでもない、 と見えてくるだろう。

人間がこの世で生きていくためには、つまり
、 、 、

．美しい共死〃から蝋困難な共生〃へと転ず

るためには、 2者関係が3者（もしくはそれ

以上の）関係へとひらかれてゆくことが、ど

うしても必要なようである。

今村仁司力観くように(注9)､そもそも人間

は2者関係ではく社会＞（あるいはく共同

体＞）をなすことがでぎない。＜社会＞をな

すためには第3者が必要なのである。 ところ

が、従来「病い」としての職共生〃 とみなき

れてきた状態とは、母と子の向きあいという

典型的パターンに見られるように、ひととひ

ととのかかわりあいが2者関係で閉じてしま

う状態だったのではないだろうか。つまり、

そこでは、ひととひととのかかわりあいが、

＜社会＞的存在としての（あるいはく共同存
、 、 、 、 、

在＞としての）人間のあり方にさからって追

求きれていたのではないだろうか。 （注10)

する彼女を、彼の死体の第一発見者でもある

民宿のおやじが、 さりげなく 、 しかし全力を

あげて、この世へ、生へひきとめようとする

後半部が、 このストーリーのヤマ場になって

いる。朝の光の中で千代が思いを綴りはじめ

るラストシーンは、その後彼女が蝋未婚の母〃

として強く生きつづけてゆくであろうことを、

読者に予感させてくれる……。

執共生〃という言葉が、人間心理の「病い」

を示す言葉として使われることがある（注
乃 、 、 、 ℃

5)。 （蝋学術〃界では従来むしろそうした用法

の方が通念化されていたのではないかと思わ

れる（注6)｡） もとより私たちはそのような意

味での蝋共生〃を語りたいのではない。 とす

れば、私たちは「摘い」 としての職共生〃 と

いうような発想を､いかにしてのりこえる（そ

んな考え方はまちがっているなどと説教する

のではなく、そうした考え方が生じる根拠と

その限界とを示す）ことができるのだろうか。

私は当研究所において、電話教育相談の応

答という仕事にもたずぎわっているが､｢登校

拒否」 （注7）等々の子どもをかかえる母親の

訴えを聞いていて、わけても執しんどいなあ〃

と思ってしまうのは、母親と当の子どもとが

2人で向きあったまま、限りなく涙を流しあ

い、かなしみの底へ沈んでいってしまうよう

な場合である。子は母に甘え、母は限りなく
、 、 、 、 、 、 、

子に寄り添い、その2人きりで関係は閉じら

れてしまう。あるいはこうした状態こそが｢病

い」としての蝋母子共生〃等々と呼ばれるの

かも知れない、 と受話器をもちながらふと思

うことがある。

しかし、 これは恥共生〃と呼ばれるべきで

はないのではなかろうか。この限りをい帆か

なしみの母・子〃の行き着く果てに予感され
、 、 、

るのは、 この世における生ではない。むしろ、

それは峨共死〃の世界であり、私たちの聞き

慣れた言葉を使えば、母子心中への道ゆきで

ある。この悲惨からぬけ出すには、どうすれ

ばよいのか。唯一最大の手がかりは、 2人で

（2）

ところでしかし、 「病い」としての蝋共生〃

の典型例は、なぜ母と子なのだろうか。どう

して父と子ではないのだろうか。－だって

母親が自ら産んだ子に対して母性愛をいだく

のは当然のことではないか、 という答は、近
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いては、もはや、 蝋父は父らしく、母は母らし

く〃とか、 蝋男の子は男の子らしく、女の子は

女の子らしく〃 とかいうような、ステロタイ

プ化きれた性役割パーソナリティーが求めら

れるのではなく (注13)、むしろそこでは、 （も

ちろん性関係の無化ではなく） 蝋両性具有"的

なかかわりあいの豊かさを私たちは生きはじ

めることができるのではないだろうか。

きて、人間がかかわりあいの中で生きてゆ

く場は、 もとより家族のみではない、子ども

たちは外で遊びまわり、近所に友だちをつく

り、＜地域＞へとその生活圏を広げてゆく。

そして、近所の友だちみんなが通う 蝋地域の

普通学校の普通学級〃－たしかにそれは、

古川清治の言うように、現行制度およびその

運用の実態上からすれば｢文部省の出店」 （注

14)以外の何ものでもないのだが－もまた、
、 、 、 、 、 、 、 や 、 、 、 、 、 、 、

子どもたちの生活空間からすれば、そうした
シヤパ

＜地域＞の生活圏（娑婆）の広がりの延長上

に位置するものでもあるだろう。

蝋共生＝共育〃の思想は、何よりもまず、

ある特定の子どもたちが「障害」児として<
、 、 、 、 、

〈られ、 よりよい発達の保障の名のもとに、

このく地域＞の生活圏でのかかわりあいから

排除されてしまう、そのような制度のあり方

（｢障害」児別学体制）を批判し、 1979年度か

らの養護学校義務化（｢障害」児別学体制の完

成＝義務教育制度の完成）に反対する運動の

なかで語り出されたのであった。ここでは、

公教育制度（をその重要な一環とする近代社

会の再生産構造）の変革という課題は、 職共

生＝共育〃をトータルに実現することのでき

るく社会＞のあり方を希求することと不可分

のものとして、 より鮮明に意識きれることに

なったのであった。また、それだけに、現行

公教育制度の擁謹（｢発達保障｣理念の肯定と

その徹底化の追求）か、その変革か、 という、

教育運動内部での対立も、先鋭なものとして

あらわれることとなったのである。

代社会においては一種の常識と化しているが、

近代以前の社会をも視野に入れるなら、それ

は決して人類に汎通的な常識などではないこ

とが知られる(注11)。とすれば、ほんとうの答

は、その種の常識にではなく、そうした常識

を成り立たせてしまっている近代社会の基本

構造の問題性にこそ求められるべきであろう。

すなわち、家族の中で、つねに父ではなく

母こそが子と向きあってしまう、 という関係

をもたらしているもの－端的に蝋男は外・

女は内〃と称きれるような、近代における男

女の性別役割分業の構造こそが、問題化きれ

なければならない（注12)。

執お父さん、子育てにかかわってくだきい。

家族に参加（ 1 ）してくだきい°〃というのが、

教育相談貝の常套句となっているのだが、そ

うした常套句がたとえ100万回くり返きれよ

うとも、 また、そうした標語をポスターにし

て町内にはりめぐらそうとも、それだけでは

性別役割分業の構造それ自体はビクともしな

いだろう。求められていることは、やはり、

男たちと女たちとがともどもに、この性別役

割分業の構造をほんの少しでも変えていける

ような、多少なりとも意識的なく動き＞を、

世のカタスミにおいてであれつくり出してい

くこと、であろう。それは、説諭や啓蒙によ

ってひとが蝋動かされる〃こととは少しばか

りちがうことであり、そしてその少しばかり

の違いこそが決定的に重要なことであるよう

に私には思われる。

かくて、母と子の2者の向きあいの関係を

つき破り、家族という、今日の社会にあって

最小にして基本的な蝋集団〃を真にく社会＞

的（＜共同＞的）なかかわりの場にしてゆく

ためにも、すでにして性別役割分業の構造の

変革という、 より広い社会構造の次元にかか

わる問題が視野に入れられなければならない、

ということになろう。そして、つけ加えるな

ら、そうしたく動き＞の中でつくり出きれて

（あるいは、つくり直されて） くる家族にお
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（3）

．共生＝共育〃が「障害」児教育運動（な

いしより広くは「障害」者解放運動）のなか

から提起されてきたとき、それは決して、 ま

ず専門家の蛾理論〃がうちたてられ、次にそ

れがﾞ実践〃にうつされた、などというよう

に進められたのではなかった。事態はむしろ

その逆であり、特殊教育の存在意義や「発達
可 、

保障」理念の善性を信じて疑わなかった専門

家たちは、 蝋分けられるのはイヤだ"という子

どもたちの声につき動かきれて、 自らの職理

論的信念〃にゆきぶりをかけられ、その再点

検へと進んでいったのである。 （このとき、子

どもたちや親たちの訴えに耳を傾け、徹底的

に自らの理論のつくりかえに着手した噸ミネ

ルバのふくろう〃たちと、なおも眠りつづけ

た蛾ミネルバのふくろう〃たちとの相違が、

現在のいわゆる蝋共生＝共育〃派と 蛾発達保

障〃派との理論対立を形成するに至ったよう

に思われる｡）

例えば、篠原睦拾(注2参照)はこんなふう

に語っている。

＜ある普通学級に通う小学校6年生の男の

子のことですが、勉強がとってもできない子

で、 IQ的にも、特殊学級に入れられそうな子

どもがいました。そのおとうちゃんが、学校

の先生と結託をして、中学の段階では特殊学

級に入れようとしているんですね。たまたま、

そこへ出入りしていた大学生のお兄ちゃんに

相談をして、子供問題研究会(注15)にやって

きました。その時、彼が第一声に語った言葉

が、 「オレ、普通に行きたい｣っていうことな・

んですね。で、これは、ぼくらの本(注16)の

題名にもなっているんですが。そういう点で

は私たちは、こういう親子(注17)の願いにつ

ききされて、 自分たち専門家の仕事のだめさ

に気づいていくわけです。そういうことの中

で、私などもものを言い出していく。＞（注

18)。

一方、行政側一わけても特殊教育課をは

じめとする文部省の官僚たち、そして当然

（？）のことながら、その職配下〃で動かさ

れている教育委員会のお役人たちは､.共生＝
、 、

共育〃の思想と運動に一貫して敵対しつづけ、

現在に至っている。 （注19） しかしそのかれら

としても、 「障害」児と「健常」児が、時とし
、 、 、 、 、 、 、 、

て、可能な限度内で（現在の公教育制度の基
、

本的な秩序にさしさわりのない限りで） 「交

流」することはヨイことであり、教育的意義

のあることだ、このような｢統合教育」 （とい

うタームをかれら自身がつねに使うかどうか

は別として） をこそわれわれは推進していき

たい、とつけ加える。かれらが、 ．ええ、そう

ですよ、 「共に｣ということがヨイことである

ということは、私どもも十分に承知しており

ますし、そのための研究も重ねてきておりま

す〃などと言うとき、念頭に置かれているの

は、あくまでも、この「交流教育」なるもの

（たとえば、学校行事だけはいっしょに、 と

か、給食の時間だけはいっしょに、 とか、図
、 、

工・音楽・体育等だけはいっしょに、等々）

である（注20)。

あくまでも、 「健常」児と「障害」児をまず

基本的に分けたうえで、そのような「分離」

のもたらす蝋問題点〃をうめあわせるものと

して、 この「交流」が導入されるわけである。

こうした政策動向の起点となったのは、特殊

教育総合研究調査協力者会議(辻村泰男議長）

の報告「特殊教育の基本的な施策のあり方に

ついて」 （1969年＝いわゆる辻村答申（注21)）

であり、以降指導要領改訂(1971)などによ
、 、 ℃ 、 、 ､ 、 、 、 、 、 、 、 、 ､

り、 「分断」と「交流」をワンセットにして徹

底させる政策がとられつづけてきている。

こうしたやり方が、教育的なるもの、 うる

わしいものとして自賛されればされるほど銅

そこには「健常」者の側の傲慢きがおのずと

漂い出てしまう（注22)。私たちが鴫共に〃と言

うとき、 こうした意味での｢交流｣ないし「統

合」を、行き着くべきイメージとして求めて
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さを快いと感じてしまう感性をもふくめて)、

．共生＝共育〃論はと’う批判しそれをどうこ

えてゆくのか、 という2つの課題が、表裏を

なすものとして問われつづけなければならな

いだろう。さらには、 「障害」児の咽人史〃

に沿って言えば、学校卒業後の就職及びく地

域＞やく職場＞のあり方(注25)を、少しでも

帆共生〃の世界のかいまみられるあり方へ変

えてゆくことが、なお大きな課題として残さ

れていよう。教育とは何かのみならず、労働

とは生活とは何か、総じて蝋ひとが生きるこ

と〃 とは何であるのかが、根匿から問われる

ことになるだろう。

②その根塵からの蝋共生＝共育"のく社会＞

構想とかかわって言えば、つとに岡村達雄が

指摘しているように(注26)、マルクスの『ゴー

タ綱領批判』にスケッチされているﾞ社会主

義〃イメージにあっても、なお少くともその

、第一段階〃では「富」の分配において「障

害」者等は別ワクの存在とされていた（注

27)。 蝋共生＝共育〃論はこの蝋社会主義〃イメ

ージをそのまま肯定し継承してよいのか。否

とすれば、それにかわるどのようなく社会＞

構想を提起できるのかがやはり問われること

となろう （注28)。

③とりあえずはこの資本主義社会にあって、

その基底的な関係のあり方に思いをめく．らせ

るならば、例えば蝋労働力の商品化〃という

フィクションは、労働力というモノとそれを

所有している自我とが分裂しているという前

提(｢肉体｣と｢精神｣、つまりは身心二元論！ ）

の上に成り立っている。 蝋共生＝共育"の思想

は、こうした分裂、こうした二元論をこえて、
、 、

「我々は身体を所有するのではなく身体を存

在するのだ」 （注29） という世界への展開力を

秘めた存在感覚をひらき、つちかうものであ

ろう、 と私は考える。

④､ひとが生きること〃は、 まずもって｢生

む」こと「生まない」ことの問題領域にさか

のぼって問い返きれることになろう。言うま

いるのではないこと、言うまでもなかろう。

20年間、中学校の「特殊学級」を受けもっ

てきた北村小夜は、こう語っている。

＜私は分けられた悲哀を少しでも減らそう

と、交流にのりだした｡ ところが、交流のた

めの学較の態勢はすでに整えておいて､｢同じ

学校の生徒なんだから一緒に学芸会やろう

よ」と私が言ったとき、H<んはまじまじと

私の顔を見て、 「一緒がいいんなら何で分け

た？」と迫ってきた。またしても、私が何も

わかっていなかったことを思い知らされた。

子どもは分けられたがっていない、特殊学級

に来ている子どもたちはほんとうは来たくな

かったのだ……考えてみれば「交流」はもと

もと別のものだから成り立つ。分けなければ

交流は必要ない。交流が掲げられているとこ

ろには、必ず前提として、非人間的な隔離や

冷酷な排除がある｡＞（注23）

（4）

残されたスペースで、以下に続くべきいく

つかの論点を－とりあえず①～④の4項と

してメモしておきたい。

①、共生＝共育〃論者がくり返し課題とし

て語ってきた（したがってまた融発達保障〃

論者があくまでも避けて通ってきた）論点で

あるが、問われるべきは「障害」児を蝋じゃ

ま〃な存在（とは誰もタテマエでは言わない

が） とみなし、 く くり出してしまうような、

現下公教育制度における蝋普通学級〃そのも

ののあり方であり、その変革であろう。そこ

では少くとも、 (i)<かかわりあい＞ないし

く生活＞よりも、＜個人＞ないしく知識の伝

達＞を重視する思想(注24）とそれにもとづく

現行制度をどうこえるか、髄)｢日の丸」「君が

代」の愛国心教育（ナショナル．アイデンテ

ィティ ！ ）に端的に示されるような、 蝋みなが

整然と同じ方向(ないし価値ないし記号……）

を向く〃ことによって心のきづなが結ばれて

いくような「共同性」の質を（そうした整然
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である） という風に表現されるだろう。

（ちなみに私は「共生」という言葉を

英訳しようとして訳語の選定にひどく

困ったことがある｡)なお、 この点につ

いては、篠原睦治『｢障害」児教育と人

種問題』(現代書館)－日本の蝋共生＝

共育"論者のアメリカ体験力鴇られて

いる本である－を参照きれたい。

（3） 「多くのひとは、 目に見える部分、つ

まりことばにだけ着目して、卓抜な表

現だとか、見事な比嚥だとか、言い勝

ちだが、 しかし、 目に見える部分は、

目に見えぬ部分に対比してはじめて、

生きると言って然るべきではなかろう

か。そこにこそ、読者をして単にこと

ばでなく、存在そのものを感じきせる

所以のものがひそんでいるのだからで

ある。共有する沈黙があってはじめて、

ことばは生命を得る｡」と、故･黒田三

郎は言う （｢共有する沈黙｣＝「新選黒

田三郎詩集j思潮社、所収)。行政側か
、 、 、

ら発きれるﾞ共に〃 ということばには、

この黒田の言う 「共有する沈黙」が何

ら感じられないのだ。 （－そう言え

ば､｢概念はなくてもことばはやって来

る」 （レーニン） という格言もあった

……）

（4） 「人間交差点」 （小学館ビッグコミック

ス）第9巻所収

（5） 例えば『岩波心理学小辞典』 （宮城音弥

編）の「共生幼児精神病」の項を見ら

れたい。そこでは、子どもが母親との

蝋共生〃からちっとも自立できないで

いることが、 コマッタ状態、イケナイ

状態として考えられている。(こうした

発想を飛躍的に展開すれば、 日本的甘

えの土壌とか、母原病とか、父性原理

なき日本文化とか、 蝋毎度おなじみ"の

評論を限りなく生産することもでき

る｡）

でもなく 、 ．共生＝共育"の思想は、 「生産性」
、 、 、

に寄与しないムダな人々は生きなくてよい、
、 、 、 、

生まれない方がよい、 とする優生思想の最大

最強の批判者でありつづけなければならない

（注30)。もとより、優生保謹法のさらなる改悪

や母子保健システムの徹底化の戦略に見られ

るような、 「生む」「生まない」に対する国家

管理の強化に対しては、 「生む･生まないは私

（たち）が決める」と言いつづけることがま

ず必要であろう。しかしそれは、 「｢子どもを

生む生まないは女の自由』 とアッケラカンと

言い放って治まる問題ではなかった。多くの

問題がそれに引き続いて残きれていた。すな

わち－なぜ『生みたくない』のか、なぜ『生

めない』のか、あるいは、なぜ性みたい』

のか。……それはもはや女だけの主体的な選

択の問題に留まらない。男・女ふくめた人間

にとってのく性＞的課題なのである｡」 （注31）

ちなみに先の｢蒼き果てにて」の千代は、 「生

む」ことにからだが向くことによって「生き

る」ことへからだが向いていったのであった。

中絶からの逃避は必ずしも負債のまま残きれ

たのではなかった…･･･そうしたひとそれぞれ

のみちゆきを、それが切実で真蟄なものであ

る限りはすべて等価なものとして大切にしあ

い、性急に結論を求めようとすることを自戒

しながら考えあっていきたい、 と私は思う。

（注32） （東洋大学講師）

〔注〕

（1） もとより本来は、ここまでが「福祉」

ここからは「教育」などというような‐

分類精神それ自体を問題化すべきとこ

ろだが、その点もここでは措く。

(2) 西欧近代人であれば､慰共に"よりは｢個
人」 「自我」「主体」 「基本的人権｣等々

を何よりも優先すべき価値とみなし、

そうした「人権」主体としての「個人」

相互間のパートナーシップは、 蛾友愛〃

（かの「自由・平等･友愛」の「友愛」
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（6） しかし上記岩波小辞典（1979年初版）

も、 「共生」の項においては、 ．もちつ

もたれつ〃の生物界の様相を示す語か

ら転じて、人間相互の愛情という感情

を伴う欲求（共生欲求）を示す語とし

て、 帆共生〃という言葉を解説してい

る。 蝋共生"はもはや基本的には少くと

も「病い」を示す言葉ではないものと

して、心理学界のメジャー（多数派）

の部分にも 蝋認知〃されつつあるよう

に見受けられる。

（7） 「登校拒否」という、 、学校なんか行く

ものか〃といった意思を感じきせる言

い方は、当の子どもたちの苦しみをう

まく表現し得ていないと私は思う。最

近は、その点に気づいて、 「不登校｣な

どと言うひともいるが、 これも、味も

そつけもないﾞ記号〃のように思えて

しまう。蝋学校という場所ではどうにも

うまく生きられない〃という、子ども

たちのからだを少しでもあらわせる言

い方として、例えば「学校違和」 とい

う言い方をしてみてはどうだろうか、

などと私は考えているが……。

（8） 高橋重宏・島村忠義編著「社会福祉を

考える』川島書店p"14(高橋執筆)付点

原文。

（9） 今村仁司『暴力のオントロギー』勁草

書房、参照〔オントロギー＝存在論〕。

なお私はこの今村の所説に全面賛同す

る者ではないが、その点はここでは措

く。

(10) では恋愛関係という 蝋2人の世界〃は

どうなのか、 と問われるかも知れない。

私はいまだこの大問題（ 1 ）に十分答え

る用意がないが、少くともこんな風に

は言えそうな気がする。－－弓恋愛関係

もまたしかり、それは極限にまで純化

して言えば人間のあり方にさからった

蝋反社会的な夢〃であるからこそ、美

し<、 また時に狂暴であり、それゆえ

にはかなく消えゆくか、あるいは結局

は子どもが生まれ（3者関係！ ）家族

という散文的現世へ帰結するほかはな

いのである……。

(11) E・バダンテール『プラス・ラブ』 〔歴
、 、 、

史的にプラスきれたラブとしての母性

愛、の意〕鈴木訳、サンリオ、参照。

バダンテールは、近代におけるく子

供＞の蝋発見〃 と相即してく母性愛＞

もまた蝋発見〃されほめたたえられる

ようになったことを分析している。な

お近代におけるく子供＞の蛾発見〃と

とじこめについては、当所報前々号

（1985）生活指導委員会報告（松井堅

執筆）で紹介ぎれている中村雄二郎論

文(｢問題群としてのく子ども＞｣＝｢世

界」 1981.12)、およびその中村論文で

援用きれているアリエス「＜子供＞の

睡生j (杉山光信･恵美子訳、みすず書

房）を見られたい。

(12） 広瀬裕子「近代的男女平等論をどうこ

えるか－性別役割分業批判のため

に｣、池田祥子「近代における『母性』

批判一生産・教育との関わりにおい

て」 （ともに「季刊クライシス』20号所

収)、参照。

(13） ちなみに、 、家庭の崩壊"という危機状

況を基える財界の教育提言は、父役割、

母役割の再確立一「家父長」的権威

をもった夫＝父親、 「献身や自己犠牲」

を惜しまない妻＝母親一を説諭して

いる。 （日本経済調査協議会｢21世紀に

向けて教育を考える」(1985]p.51-61)

(14） 岡村達雄・古川清治編著『養謹学校義

務化以後一共生からの問い」柘植書

房p.10 (古川執筆）

(15） 、教育相談の共同化〃をめざして、篠

原らが1972年に発足させた子ども・

親・教師たちの集まり。 ミニコミ 「ゆ
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どにおける「ノーマライゼイション｣、

アメリカにおける「メインストリーミ

ング｣)も､やはりこうした意味での｢交

流」ないし「統合」であって、それ以

上の（日本において運動の中から提起

きれてきた峨共生＝共育〃のような）

内実をもつものではない｡(この点につ

いても注2でふれた篠原著を参照され

たい｡）
、 、

(21) ただし辻村個人は、例えば謹謹学校義

務化については、 咄共生＝共育"論者と

似かよった批判の観点に立っていたが
、 、 、 、 、 、

（辻村「特殊教育一一分離と囲い込み

の百年｣＝『文部時報j1972･10臨増〔付
、 、

点斎藤〕)、 この彼の私念は辻村答申の

基調とはなり得ていない。

(22） 例えば「交流」のﾞ効用〃として、 「健

常児」は「心身障害児の障害克服の意

欲に触れて、 自分の生活の姿勢や、学

習の態度を正すきっかけとなる場合も

あります」などということが平然と述

べられる（文部省「交流教育の実際」

p.10)。 ．元気印の｢障害｣児"は｢健常」

児たちにとって恰好の蛾道徳教育の教

材〃だ、 というわけだ。そんな場面で

子どもたちはどんなまなざしをかわし

あうのか……想像しただけで私は息が

つまってしまう。

(23） 北村小夜「一緒がいいならなぜ分けた

－特殊学級の中から』現代害館p.37

(24） この思想をそのままにしたうえで執ど

の子も地域の学校へ〃という方向がと

りいれられた場合、そこでは必然的に
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

同一校内に於ける教授の個別化~ (たと

えば「公文塾」のやり方を想起きれた

い）がすすめられるであろう （当所報

1982〔1983年刊〕所載の拙稿p.71-72参
照)。欧米諸国の｢ノーマライゼイショ

ン」や「メインストリーミング」にお

ける「統合」には、必ずこの職個別化〃

きわたり』 （月刊） を刊行、現在に至

る。

(16) 子供問題研究会編『俺、 「普通」に行き

たい』 （1974） 『続・俺、 「普通」に行き

たい』 （1976） ともに明治図書。

(17） ただしこの事例では父親は教師（専門

家） と結託した、 とされているが、他

方、 「障害」児の親が自らﾞ共に〃の関

係を願いつづけた事例も多い。こうし
岨 、 、 、 、 、

たﾞ親の願い〃は、 「障害」児(者>への
L ， 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

ごくふつうの差別意識をもっているひ

とには、性々にして、親がわが子かわ

いさのあまり、エゴイスティックに見

栄をはり、理不尽な要求をしていると

いうふうに映るものらしい。

(18) 篠原睦治｢地域の学校で共に育つ｣(『新

地平』1986･ 2)p.94

(19) かれらの発言や著述を引こうと思えば

キリがないほど山ほどあるが、ひとつ

だけ挙げておこう。 1981年3月16日参

議院予算委員会における田中文相（当

時）答弁（質問者は前島英三郎議員）

より－「……何はおきましても、比

較的に障害の重い児童生徒の方に対し

ましては、義務教育を施す場合につき

ましては養護学校におきまして特別の

配慮をした教育を行うということがや

はり必要な場合も多いということは御

了承いただけると思います｡」 （ついで

ながら、この文相答弁のあとに、鈴木

首相〔当時〕が、 「普通」か「特殊」か

は行政の強制ではなく親の選択による‐

べきだという、打ち合わせになかった

（？）発言をして、文部官僚があわてふ

ためいた一幕を、今でもなつかしく

（!?)記憶きれている読者の方もおられ

るのではないかと思う｡）

(20) なお、欧米諸国において「特殊教育」

政策の基本方向とされている理念（デ

ンマーク、スウェーデン、 イギリスな
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なくて、 『奇人jとか『変人』とか「超

人」 とかにホンヤクすればものどとは

明るく見えてくる。わたしもフリーク

スを産む機会があったらそういう楽し

いフリークスたちの世界に入れる。そ

こで、いかなるフリークスも産みます。

育てます。 とわたしは考える。わたし

は力いっぱいかれらを許容したい｡」

（伊藤比呂美『良いおっぱい悪いおっ

ぱいj冬樹社pl44-145)－ついでな

がら、ウチの小2の息子は、どこで聞

いてきたのか､｢ヘンジンっていうのは

サベツゴだから、言っちゃいけないん

だ！」とダンコとして主張しているが

｡

戦略がふくまれているのである。

(25） 北村小夜（前掲〔注23〕害）のいくつ

かの報告を参照きれたい。

(26） 日本臨床心理学会編「戦後特殊教育・

その構造と論理の批判」社会評論社p・

112 (岡村執筆）

(27） 『ゴータ綱領批判・エルフルト綱領批

判」国民文庫p.40-42参照。

(28） ちなみに、 ソ連においてはこの分配関

係を通じて「官僚機構＝国家ブルジョ

アジー」による「国家資本主義」的な

~ 階級支配が維持されている、 という分

析も提起されている （シャルル・ベト

レーム『ソ連の階級闘争1917-1923』

高橋･天羽・杉村訳、第三書館)。この

点、従来マルクス主義のサイドにおい

ても必ずしも十分に考えぬかれていな

い問題であるように思う。

(29） 関曠野「イリイチ氏への手紙」 （『クリ

テイーク」 1号) p.27,付点斎藤。

(30) 拙稿「優生か共生か」 （｢季刊クライシ

ス』20号）参照。

(31) 池田祥子｢｢子どもを生む｣ということ」

（｢文化生活』 〔東京文化短期大学〕 26

号)p､48

(32） 詩人の伊藤比呂美はさわやかにこう記

している。－「……フリークスとい

うコトバを『崎型』 とか「先天異常』

とかいうコトバにホンヤクするのでは

〔追記･1〕先般の臨教審第3次答申（1987.

4）は「障害者教育の振興」にふれているが

（第2章第4節)､そこに記されているのは従

来の政策基調の追認以外ではない。特に「行

き過ぎた統合教育」の批判にわざわざ言及し

ているのが注目きれる。

〔追記・ 2〕当所報前々号（1985）の拙稿末

尾に注記した、亜紀書房刊予定の財界教育提

言資料集は、諸般の事情により刊行が大幅に

遅れていましたが、 このほど『資本と教育の

戦後史』と題し、 ’87年8月ごろまでには刊行

ぎれる見こみです。
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第4章

子どもたちに遊びの回復を
一自らの回想から－

松井 堅

扱ったとき、原始人の生活の心をイメージ豊

かに子どもたちに理解させることができたよ

うに思うからである。こうした自然との触れ

あい、自然体験で同様の経験を横浜に引越し

てから繰り返したことを覚えている。

当時の横浜（戦前）はいまふうにいえば緑

の多い町であった。いま高台にある住宅や学

校等は雑木林に覆われていた山であった。郊

外の低地はすべて田であった。こうした田や

山は子どもたちにとって絶好の遊び場であっ

た。蟻地獄をさがしに行く道であり、木登り

のできるところであり、友とつれだって探検

気分を味わせてくれ、野イチゴや栗や椎の実

がある自然の宝庫であった。セミやトンボな

ど昆虫も目にとまり特に横浜名物のホンチ

（喧嘩グモ）採りに絶妙な笹藪もあった。土、

日曜は勿論、ふだんの日から子どもたちの遊

びの場であった。夏の暑い日の草いきれなど

あの青くさい臭いはいまでも鼻の奥に残って

いる。

或る日、そうした山に何をしにいったか定

かでないが、いつも通る山の道で数人の友の

ひとり力斜め上45度く．らいの高さの木の枝に、

こちらにむけて怒りの赤い目をむけていまに

も襲いかかりそう~な蛇を発見し、皆にそれを

教えたのである。思わず一斉にそれに眼をむ

けた私たちは声もでずに肩をすくめ、固唾を

のんでそこにたちすくんでしまったのである。

釘づけである。釘なら無表情であるがそこに

たちすくむ友はみんな恐怖の気持ちで共通し

ていた。みんな恐れていたのをいまも覚えて

いる。だれもその蛇にむけていた眼をそらせ

ないでいたように思う。ただただ細おっかな

間もなく定年退職だという私はいまもって

、カミナリ〃と雷鳴を呼びすてにできないで

いる。 咽カミナリサマ〃と敬称する。 蝋カミナ

リ〃と呼びすてにすると罰があたると思うか

らである。それくらいであるから雷鳴がおこ

るとおどおどしてしまい仕事に手づかずの状

態になる。自宅で遭遇すればふだんの父親の

威厳はどこへやら家族の潮笑の対象になって

しまう。ピカッと光ればすぐ数をかぞえる。

数秒たてば安心する。安心といってもいつま

た光り落雷するかひやひやなのである。何故

こうなったのか答は簡単である。小学校2

～3年生の頃自宅の近所の電柱に落雷力rあり

肝を冷やした経験があったからである。その

とき落雷というのは恐い、おっかないものだ

と心底から肝に銘じられてしまったのである。

自然現象による恐怖の経験である。たった一

度の体験がいまに及んでいるのである。加え

てその直後近所の慈恵医大の大学祭に落雷や

その防止についてのコーナーがあり、さきの

軌こわい〃体験力:小2， 3年の子どもにその

展示について強い関心をもたせたのである。

「雷がなったら電燈の下にいくな、便所のよ

うに柱が接近する狭い室にいくな」などの知

識はそのときに身につけたものである。近く‐

での落雷の経験は恐怖という実感を深く強く

小学校低学年の子どもの脳裏に刻みこんだの

である。こうした自然が人間にもたらす恐怖

の体験は、カミナリサマ〃という態度形成と

併わせ後年恐怖ということとからむイメージ

を豊かに身につけたことにつながったように

思う。

成人して教師となり歴史学習で原始時代を
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山の下であった。都心地のなかでは自然に恵

まれていたのであろうが自然体験は殆んど覚

えていない。覚えていることの第1は狭い道

と密集する家並みである。私たち兄弟を可愛
すてE

がってくれた私たちにとって素敵なオジさん

が私たちの室にむけて自分の窓から私たちに

大好きなお菓子を投げ入れてくれたものであ

る。あらん限り開けた窓をめがけて投げこま

れるお菓子ひろいを兄弟とときに友と競いあ

ったものである。高級なお菓子や投げ込めな

いお菓子のときは物干竿のききにく くりつけ

て私たちに届けてくれたものである。物理的

にも心理的にも距離のない下町的な職おとな

と子ども〃のかかわりである。よい蝋オジサ

ン〃が身近かにいたのである。そうしたオジ

サンたちの言うことには私たちはイエスマン

であったのは勿論である。その家族とわが家

族は年に数回は連れだって旅行したものであ

る。遠く逗子まで海水浴にいったことを覚え

ている。

また私たちの住んでいた近くには忠臣蔵で

有名な佐久間屋敷跡などもあったがそこに住

む人の多くはいなかから東京へ移住してきた

新住民であったように思う。こうした新住民

たちであったが物理的に狭い空間感覚という

なかでの人たちとが重なり、いわゆる下町的

な地域の雰囲気はつくれていたように思う。

お葬式が終ると近隣を一軒一軒歩いて霊にま

きこまれないよう告げていたことを思いだす。

またこんな素晴しい経験を覚えている。お盆

というと私は長男としてわが自製のおはぎを

重箱に詰め近所へ配り歩くのであった。挨拶

の仕方や重箱の渡し方、返してもらうときの

受けとり方、親からの言葉の伝え方など親か

ら教示をうけ他家を訪問するのである。恥ず

かしさを越えねばならない自己努力とおとな

からよくできたと褒められることのミックス

した成就感、成功感、それに加えて紙によじ

られたお駄賃を貰うことの嬉しさ、 こうした

満足感は次の機会には殊にお駄賃において期

かつた〃のである。どのくらいの時がたった

のか明らかでないが誰かが勇気を出してどな

ったように思う。一寸も遅れてならないと数

人の友は一斉にかけだしたのである。一目散

に全力疾走であった。安全と思われるところ

まできて立ち止ったが足の震えは止まらなか

った。誰いうともなく帆おつかなかったなあ〃

とうなづきあったのも覚えている。それ以来

恐しさを含め、蛇は大嫌いな動物になってし

まった。

恐怖ということを自然から私は再び教わっ

たのである。こうした強烈な恐怖という情感

体験は私の感情に厚味と深味を加えたように

思う。教師として子どもの発達を考えるとき、

特に最近の子どもの発達を考えるときに情感

や感情の発達不足を問題にしたいのである。

恐怖ということでなくてもよい感動体験をさ

せることによって感情、情感の啓発、発達を

促したいという実践上の問題意識も子どもの

頃のこんな経験がもとになっているように思

われる。 日常の教育実践でこうしたことを重

視するように心掛けているが自然教室など冒

険とか危機克服など喜びにつながる内容をと

り入れるようにしている。こうした自然との

触れあいで得た恐怖の経験と対称的にひとつ

間違えば一命を落とすようなことにも遭遇し

たが落雷や蛇のときのような感慨はいま持っ

てないから不思議である。

東京での経験である。 「宮城｣に近いところ

であったので行幸道路と言われていた広い道

路があり、そこでリヤカーに友を乗せ自分も

乗り、引っぱって遊んでいたときトラックに

はねられたのである。みんなすっとばされた

が不思議と怪我人はひとりもでなかった。か
とっさ

なり強くはねられたように思うが咄嵯のせい

かよく怪我を誰もしなかったということ以外

に感慨めいたものはなにも残っていない。

私の子どもの頃の生活というと大きく分け

て小学校3年までの東京とそれ以降の横浜と

に大別される。東京では放送局のあった愛宕
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う。水雷として母艦にタッチするためどうし

たらよいかを考えながら遊んだものである。

こうしたことは愛宕山女坂の途中にある地蔵

さんをめがけての肝だめし遊びなどとも関連

すると思う。この肝だめしはおとなのいない

子どもだけのものである。恐いことを友人関

係という子どもにとってかけがいのない紐帯、

連帯のなかで自力で克服しなくてはならない

のである。あとあと弱虫と言われないための

自己努力が傾注きれるのである。厳しいが素

晴しい子どもの集団性である。自然と遊んだ

ことの少ない私の東京時代であるが、 1年生

のとき日本橋にある三越まで銀座にあるデパ

ートを巡りながらひとりで往復したことを覚

えている。帰宅後デパートと言えずアパート

といって笑われたがそんな子どもの行動を受

け入れてくれたおとなと自慢話を聞き入れて

くれたおとながいたのである｡往復20kmはあ

ったと思うひとりでの探険であった。

小学校4年生になるとき共進小学校(横浜）

に転校してきた。アスファルトのない土の運

動場や帆ヒャッコイ〃などわからない言葉に

出合ったことを新鮮な体験として覚えている。

東京ではベーゴマがきかんで3年生ながら年

上の人に勝ち煙草の缶やベーゴマでズボンの

両方のポケットをいつぱいにして得意になっ

て帰宅したことや道路で竿のききにコマをつ

けて磨き強くすることに励んだことなど覚え

ている。小巻い頃から勝負ごとを通して闘争

心が義われたのである。勉強に競争心や闘争

心をかきたてたのはもっと高学年になってか

らであった。子どもの頃の友だちや自然との

触れあいが伴なう遊びこそ一番の勉強なので

はないだろうか。話がそれた力蝋浜の町なみ

は市電通りは勿論、町内の道幅が大変広く子

ども心に東京の爽雑きとの違いを強く感じた。

（横浜の町は広く明るくきれいだった）その

せいか近所での異年齢集団の結集は東京と比

べ遙かに弱く人数も少なかった。女の子との

遊びが増えたのも東京との違いであった。小

待感となって一層の励みになるのである。異

家庭での対応の仕方のちがい、お駄賃の多寡

から子どもなりに感じのよい家、悪い家、気
おn

前のよい家、ケチな家など勝手に判別し自ず

と他というものを理解し、そうした力も身に

つくのである。地域にも意図する教育力と無

意図の教育力があったように思う。小学校低

学年でのこのような体験は異、他の理解、社

交性・社会性を育み人間信頼の思いを自ずと

身につけたように思う。社会性、文化性を高

めるという自我や人格の滋謹につながると思

う。このような体験は登校拒否だとか家庭内

暴力など最近言われる非社会的問題行動とは

無縁な育ちにつながると思う。関連してこん

なことも覚えている。小学校1年生として入

学式に連れだつ母親より先に、親しくしてい

た友を迎えにいった。いつも「清麿ちゃん」

と呼びに行っていた友に母からの仕込みで

「住野君」と呼んだのである。友の家で働い

ていた丁稚ざんに大笑いされたのである。笑

った丁稚さんは主人にたしなめられていたが、
＆ め

当時の親の肌理の細かい験の一端ではなかろ

うか。

東京では6年生を頂点とする異年齢のガキ

の集団が色濃く形成きれていた。 リヤカー引

きや町を一周するリレーやお寺の庭での上ベ

ース（テニスボールでの野球）などよく遊ん

だものである。そのなかで一番よく記憶して

いるのが輸母艦水雷遊び〃である。母艦を水

雷がタッチすれば勝負が決まるのである。他

に駆逐艦がいて三すくみになっている遊びで

ある。電信柱が基地であった。私はその異年一

齢集団のなかで10回のうち8回は水雷であっ

た。母艦を射止めるのであるから敏捷性が要

求きれる。私にとって適役であると集団から

認められたのである。私もその役を希望して

いたのである。自分のはまり役で異年齢集団

のなかに位置づいて遊ぶ。無意識のうちに自

己存在の確認、振舞方、社会性や自我の形成

に後年役立つ子どもの生活ぶりであったと思

-144-

）



長男としての自覚が高まっていたことに触れ

たい。私には男兄弟が三人おり幼いときから

仲がよく今もってその関係が続き家族<・るみ

交際している。子どもの頃からもそうである

が今でも長男として常に弟たちのリーダーで

ある。子どもの頃兄弟は暇があれば家の内外

で遊んだ。 5歳と7歳の開きがある弟たちで

あったので何をやっても常に私は勝った。弟

たちの母に代わる世話役であった。こんな些

細な関係のなかから長男としての自覚が芽ば

えたと思う。この兄としての自覚は高等科へ

入学して以降強まったように思う。この自覚

は家や家族について責任をもたなければなら

ないのだというように高まっていったのだと

思う。長男として家庭の内外で振舞うように

なった。近所の人々から「堅チャンは孝行息

子」だと評価されるようになった。こんな自

覚は少子家族では育ちにくい人間的費質では

なかろうか。こうした長男としての自覚は家

が貧しいことによって増幅きれたように思う。

今でいう中1の冬から1年余私は新聞配達を

した。家の貧しさを少しでも軽減したいから

である。今の青年と違って家計を助けるため

のアルバイトである。戴いた月給は母に手渡

すのである。母はそれを「有難う、ご苦労き

ん」 と言いながらすぐ-に仏壇に備えたもので

ある。通いはじめの寒い冬の早朝、可能な限

りの防寒をして母のいっておいでの声に送ら

れたものである。母のこの一言は一切の困難

を克服するカンフル剤であった。貧乏を克服

するという親子の共通課題のなかで親子関係

は一層深く強くつながっていったものである。

弟たちへの思いも常に頭にあった。貧乏克服

のため早くから働くことと長男としてこのよ

うに振舞うよう上手に育てあげた母の存在は

いつまでもいつまでも私の脳裏に大きく位置

づいていたものである。こんな逆境のなかで、

新聞配達に一生懸命働く私に「お前になって

不着の苦情がなくなったよ」 というお褒めの

言葉を店主からいただき、私をどのくらい激

学校の高学年になってきたせいか学級の友人

と遊ぶことが多くなったように思う。

横浜は自然が多いので遊び場所はアスファ

ルトの道路でなく山や土の広場が主になって

きた。親にとっても子育ての状況が変わり親

にとっての問題も変ってきたようである。共

稼ぎの母親には遊び盛りの3人の子どもの着

衣が東京のときと比べ汚れることが問題であ

ったように思う。着衣の汚れに随分口うるき

かつた。母親から汚れで怒られることが多く

なった｡怒られたときは次は汚さないように

しな~くてはと自覚するのだが子どものことで

ある。遊びに夢中になれば忘れてしまう。汚

してしまうことと怒られることの繰り返しが

続いたものである。親のおっかなきと遊びの

おもしろさの狭間でどうしなくてはならない

のか幼いながら葛藤が始まるのである。こん

な葛藤で悩むのはいつも帰宅の道すじであっ

た。併わせて帰宅時間がそれにからむことも

あった。叱られないように遊びのなかで努力

したり遊びに夢中になって叱られる羽目にな

ったときの言訳を道々考えながらの帰宅をい

まも覚えている。これも中学生の心理や行動

理解に後年大いに役立ったように思う。しか

しこうした繰り返しのなかで自他の関係、 自

律心、 自己統制等力壗われたものと理解でき

る。こうした葛藤とそれに伴なう努力は学校

の課題にとりくむとき以上に内面的、 自発的

であった。

いくつかの海岸でのハダシ体験と今に残る

足の裏の感触、海に通ずる小川のカイボリで

動物の骨運びをしなくてはならなかった嫌な

辛い体験とそれをこなきなくてはならない子

ども集団．仲間集団の紐帯、連帯の強き、 こ

れはツッパリグループの連帯の強ざの理解に

役立った。共進小学校の頃と師範学校予科1

年のときのともに1年上級生からイジメられ

た経験など書きだすと題材の多いことに驚い

ている。それらをすべて記録にできないので

最後に遊びや勤労、ことに働くことのなかで
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子どもの把握を深めるために日頃から私が奨

励したい事のひとつである。それ故私は家庭

訪問を重視するし、父母と本音で語りあえる

関係を樹立して欲しいと願うし、いまの補助

簿の形式に疑問をもつのである。人や自然と

ふれあうことを媒介とする遊びやゆとりをい

まの子どもたちにおとなたちはもっと保障し

なくてはいけないと思う。現代社会の教育体

制は受験体制と管理体制を基調としており、

上述のことを自明の理としながら実は逆行す

る方向に陥りがちである。私たち教職員は集

団としてこうしたことの充実のため制度や環

境を整備、充実する視点と運動の実践をふま

えながら一層努力する必要があると思う。

励してくれたものか計り知れないものであっ

た。私の指導技術の基調が褒めるということ

にあるのもこんな経験の積み重ねがあるのか

も知れない。嫌なくらいの貧乏からの脱出が

働く事への意欲を一層かきたてたものである。

貧しきとその惨めさは母に連れられた質屋通

いで頂点に達したものであるd働かなくては、

お金を家に入れなくてはという思いが私の青

年期のすべての基底にあった。これはきっと

旧人類と称される者の共通体験であるように

思う。

をがながと書きたてたが、書けば書くほど

教師たちが自分と接する、自分が指導する子

どもたちの理解や把握にあたって生育史を顧

みる視点を大切にして欲しいと願う。これは
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雪。風。花 ● ● ●

---心の灯一一

清水芳男

雪や地面の広いキャンパスに木の枝で絵や文

字をかいては楽しんだものだ。

雪どけの季節になると、雪の下からのぞか

せる土は春を告げる使者のような新鮮な喜び

と感動をよんだ。 リラの花力却咲き、ポプラの

並木が風にゆれ､山一面力纈色に輝き､夕日
が空を茜色に燃えたたせる。この生きている

自然は、心のなかに炎を点火させる魔性をも

っている。

草原に寝ころび聞いたヒバリのさえずり、

海に乱舞するカモメの群、山の木々をかけめ

<･る森のアイドル、 リス。この豊かな創造物

である自然は人間にすべてのものが共存して

いくためのく厳しい秩序と愛と生態系のリズ

ム＞を教えてくれた。山の樹木、こぼれ陽の

森の光と色のハーモニーは万華鏡の境地へと

誘う。川、海の水の透明な輝き、海のおと姫

ざまの美しい世界に魅せられ感動したことの

ある子どもは、山々を荒したり樹木をもぎと

ったり、海の中に空カンを棄てることは絶対

しないだろう。

現代のように核家族ではなく、おじいちゃ

ん、おばあちゃん、犬、猫、烏などと、いろ

いろな出合い触れ合いのなかで育ってきた。

おじいちゃん、おばあちゃんから聴くく語り・

話し＞をどんなに心待ちにしてきいたことか。

また、学校に年に何度かお話しをして下さる

おじさんが来て、手振り、身振り、表情豊か

に聴かせてくれたくお話し＞は大変印象深い。

自分とのいろいろま触れ合いとの交感のな

かで、培われ育ってきた。そのなかでいつく

しみ親しんできた般愛のものとの別離、悲し

み、 〈病気、看謹、死>という体験。自分が親

今の子どもたちは大人が作った環境、多種

多様な遊具の洪水のなかで、一見物質豊かき

が満ちあふれている日常生活の錯覚のなかで

温存され育てられている。 しかしみせかけの

豊かざとは裏腹に子どもの心から、やさしき、

人をおもいやる心遣いが失われてきているの

は、どこに起因しているのだろうか。

我々の育った時代は戦後の物資の乏しい食

べるものにもことかく、 ましてや遊具さえ少

ないときだった。遊びを楽しくするため、 自

然のなかで創意工夫をこらして遊具を自分の

手でつくったものだ。遊ぶところは自然界で

あり、山、川、海、砂丘、木、花、水、氷、

雪、霧、動物く犬、猫、山羊、ウサギ、 リス、

ニワトリ、あひる、昆虫、貝がら＞すべてが

遊びの仲間であった。四季折々の織り成す自

然界の変容とそのなかでの豊かな生活は、子

ども心にいろいろな感動をよび起し、創造力

を、夢をはく、くみ発芽させる原点になってい

た。寒い北国での長い冬のつきあい、福寿草

の咲く春を待ちこがれつつ、雪の世界での遊

び｡美から舞い落ちてくる六角形の宝石、キ
ラキラ輝く雪の舞いの美しさは北国のもので

しか味わうことのできない世界だ。その雪を

つかって斜面をつくり、手製のソリや竹スキ

ーですべっては仲間と競ったり、ウサギの足

跡をつけてかけずり、 ころげまわって遊んだ。

また、雪をまるめてウサギをつくり、つば

きの赤実を．目玉にしたり、雪を足で踏みなが

ら、いろいろな家をつくったり、かま<らを

作って仲間とモチを焼いて食べたり、貝がら

に枝を割ってきしスプーンを作ったりして遊

び＝創作のドラマの日々でもあった。また、
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なるものを創り出していく習慣がかくされて

いるように思う。

幼児がひとりでトイレにいけるようになる

ということは、幼児が社会的に有意義な行動

の糸口を学んだということであり、それは生
、 、 、 、 L

物的必要を満たす行為としてのみ見るべきで

はない。

○教育と養護の統一とは、子どもの｢おもり」

をすることと「教育をする」ことが一体とし

てとらえられればといった程度のことを超え

て､｢生活者としての幼児にとって必要な行動

を指導するのだ」ということであると思う。

だから、仲間とあそぶ能力を育てたり、集

団として行動する能力を育てることをはじめ

として「生活指導」 といわれていることは、

幼児の人格形成についての道筋と見とおしを

明らかにすることができていくということで

ある。

○手を洗うことのあそび＝指導。ボタンの掛
、 、 、 L ，

け方の演劇的要紫＝あそび＝指導。箸の持ち

方のあそび＝理科的指導。 クレパスの持ち方

のあそび＝指導。お話を聞くときの姿勢のあ

そび＝指導。

ならびかたを幼児たちと話し合って考える。

配置配合の機能性と美しぎ、構図……等々。

○研究と工夫が発展して夢のようなものが現
カノン

実と交錯しながら、そして教育の原理として

整理したものを教師集団ば「紀要」 として、

実践記録として、教育財産として残すべきで

ある。 ．
延 、 、 、 、 、 、 、 、

○でききえすればよいというような荒っぽい

指導、機械的練習と威圧とによる管理主蕊的

指導は「あそび」から高まってきたものには

なり得ない。 もっと子どもにとって自然で、

やる気のおこる形での指導が生まれてこなく

てはならない。

○また幼児にはむずかしいからといって他の

判方で置きかえるのではなく、 うまく最初
からできなくても、 「それをやらせる-という」

厳しきと変化と順序性をふんですすめていく

しんできたものへの愛着、それは自然の樹木

であり、川、海であり、人間、動物である。

自然界のなかで動植物が共存し、連綿として

うけつがれてきた生活の歴史を身をもって体

現し、体験をとして通過してこないと、やき

しさとか、おもいやる心は育ってこないよう

に思う。

回遊びに打込むエネルギーをどう学習に

高めるか一就学前教育をめぐって一

回あそびの指導一昔の遊びはエネルギー

があり無目的で差別がなかったというが

ほんとうだろうか。

○遊びの指導とか遊びの実態から子どもたち

の構造を組み立てることの重要性とともに、

しかし、親たちの要求でもある「身辺的自立

のための訓練」をも含めて「仕事の指導」 と

いうことが、 もっと重視きれないと幼児教育

は大きくゆがむ。特に幼児の人格形成にあた

って「心棒」が抜け落ちてしまう。

○「あそび」はどうしても架空の世界という

性質を持つ。これに対して「仕事」は抜きさ

しならない現実性を持って子どもに迫るもの

である。

○子どもたちの遊びは、親たちもにこにこし

て見ている。 しかしお泄らしをしたら、いつ

もにこにこというわけにはいかない。 「遊び」

をとおして、ただ、だくきせたり、昼寝をさ
、 、 、 、 、

せたりという身体的配慮きえすればいいとい
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

うことと共に、 「たべることを教え」 「ねるこ

を教える」のである。

○生活に必要な初歩的行動のしかたをきちん

と教えることのなかみに蝋遊び〃はひとつの

「文化的伝統」の流れとしてくみこまれてい

くべきであろう。

○一日の生活行動に「愛と規律とリズム」を

与えることによって、人格形成に「心棒」と
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子どもがその洗うということをとおして「実
生活の一角に座を占める」 ということであり、

、 、 、 、

また「子ども仲間」とかかわるということで
しつけ

ある。験とは、着物を縫う 「しつけ糸」 とい

う語源のように、縦と横の構造、仲間どうし
がぶつかりあって育っていくための、子ども

が仲間との生活を仲良く自分たちの手でどう

作りあげるかという、夢や意欲のなかで、い
ストーリー

、 、

わば、生活の物語のなかで、 『手を洗うこと

が』が教えられてゆくものなのである。
○「絵をかきましょう」といって絵をかきき

えすればよいのではなく、そのことをとおし

て何かが子どもの血となり肉となることを期

待していくのであり、そのために、 どうやっ
て描かせようか、何をかかせようかと工夫す

るのだろうとおもう。つまり く指導＞を工夫

するわけである。 「やらせきえすればよい主

義」はいちおうやらせる順序などは考えるだ
ろうが、最後は「あの子は駄目だ」 という指
導放棄になってしまう例があるようである。
、 ､ 、 、 、 、 毛

指導に心を砕くことがことばでは簡単である

が心労多いことだとおもう。

「お店やさんごっこ」をするのに、家でや

ってた時のほうが楽しく子どもなりの夢がふ

くらんでいたものが、すばらしい園の実践で

はもっと生活と夢を織りまぜた発展と仲間の
なかでのルールも学びとるように、子どもに

とっては、場面場面での小集団のダイナミッ

ク毒や、 ざらに大きな集団での感動のなかで

の自分を発見して、 「感じとる力」が｢学びと

る力」に育っていくのである。

「やらせきえすればよい主義」のことを管

理主義と呼び、それは事務を処理するように、

教育活動をし、取り締りや命令で「指導」に
代えたがる主義という特徴をもっていると考

える。管理主義的保育に反発して、子どもを
のびのびと育てたいと考えている先生のなか

、 、 、 、

には、何かを教えるとか、何かをしつけると

かいうことに反対し、何かを教えようとか、

こんなことをやらせようとか考えること自体

「待ってやれる」親や教師の努力も大変重要

なことのひとつである。

たとえば、箸はむりだからスプーンでとい
、 、 、 L ， L

う現在の給食教育の姿勢は､(発達の道すじと
しても）いつまでも箸を持つことのできない

子どもを育ててしまった。
、 も 、 、 、 、

昔の人は、幼児はこぼしこぼし食事をする

ことを重ねることによって箸力特てるように

なることを待ったのが親たちだったことを想

い起こす。少しは自分の手を切っても小刀を

使わせてきた。その手でつくった竹とんぼが

どうしてとばないのか、紙ひこうきの折り方、

切り方もやらせた。

手・指を使うことで脳が発達した。おじい

ちゃんが「ぐるみ」をふたつもって「コリコ

リ」音をたてていたり、竹の足ぶみをする竹
ふし

をなたで二つにわるとき、なぜ節のあるもの

を使ったのかを実践的に子どもは教わったわ

けである。
毛 、 、 、

○今では親も保育者も教師も、大変せっかち

であり、子どもがそれを学習するのをやらせ

ながら待つというゆとりがないし､それを｢教
可 、 、

えるためのくふうと道筋」とを究明する努力

が欠けてしまったようである。

○このことは験ということともすこしちがう。
、 、 、

蝶主義というものには「あそび」に打ち込む
エネルギーを生かきれないことが多かった。

ある動作ができることだけを目ざしており、

しかもそれを監督と威圧までくわえて点検し

反復きせながら定着させようとするようなや

り方が小学校・中学校の管理主義に延長きれ

ていった歴史もある。

ある幼稚園で子どもたちが「スキップ」を

教わるところを見たことがあるが、できない

子は本当にかわいそうであった。叱られたり
、 、 、 、 、

無器用扱いぎれて、当時の蝶主義は、子ども

の行動の全体をみないで「遊び」は悪いもの

「教育」ではないものとする明治以降の日本

の道徳観が根強く作用されていたのだろう。

「手を洗う」ということをひとつとっても、
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がよくない､｢子どもを自由にしておけば子ど

もはさまざまな「あそび』を発見し、仲間と

もなかよくやっていくようになるものだ」と

主張する人がいる。そういう立場からすると、

保育する先生はたかだか道具や材料を用意す

るだけで、あとは子どもたちのやることを外

側から見守っていることが基本で、そのほか

には子どもたちが困っているときに、ちょっ

と声をかけてやればよいということになる。

この立場からは、子どもについての観察記録

はありえても、指導記録である保育実践記録

は原則としてありえないということになる。

しかし、ほっておけば、子どもがのびのび

育つというのは誤りである。ほっておけば子
ゆが

どもは社会のさまざまな歪みを、むしろ、一
、 、 、 、

面的に受けとって、おとな社会のみにくい行

動のしかたや考え方を、そのまま自分たちの

生活の原理にさえしかねない時代であるし、

子ども集団の動き、何をどう指導していくか

そして教師集団は仲間に自分の実践を問うた
堂

めに「問いと答え」の間をじっくりととって、

遊びに打込む子どもたちの顔つきや動作がよ

り高められていく学習＝指導、教え育てるも

のになってほしいとおもう。

○学校でひどく荒れている生徒が、家ではと

てもやさしいということ、あるいはまたその

逆のことに出会って、驚かされることがよく

ある。病弱で寝たつきりになってしまった叔~

父のそばに寝て叔父に粗相がないように何く

れとなく世話をしていて、 しかも学校ではひ

どく荒れてゆくという生徒に出逢ったことが

人間の心は、 とくに未成熟な子どもの心に

は、残酷でよこしまで醜いものと、やさしく

純粋で美しいものとが、ひとつのものとして

あって、その表われかたが相手によって違っ

てくるのだと思われてならない。

深いところにやさしさをもっているから、

荒れるのだと思う。

○いま子どもたちを取り巻く環境は、一方で

は、 ものも豊かで便利でそれなりに裕福な生

活がある半面、 自立への意志を育て、他者の

心を感じとることが少なくなっている。

競争と成績という一元的な価値基準による

格づけを余儀なきれている学校で、生徒の心

は疲れ病んでいる。成績万能の風潮の中で、

子どもが人間として育つために必要な子供社

会がなくなってきている。

そうした人間関係のジャングルで生きるた

めに、子どもはしょっちゅう鋭い感覚をとぎ

すましていなければならないのだろう。

そういう世界で、教師や親が「生徒がほん

とうに人間らしい人間として成長することを

助ける」ためには、やさしきと同時に、それ
、 、 、 、 、 ℃

をひとつのものとしてあるきびしさがどうし

ても必要である。生徒の悩みや迷いの発言を

大事にして純粋な心を信じ、 しかもいい加減

なことを見逃ざない。そして生徒自身に自分

をきびしく問い返させる力を教師や親がもつ

ことが必要なのだろうと思う。

それ力蝿の面倒をみること、つまり教育の

動きだと思うのである。

○教師の中の多数は、 自分のしごとを「出来

上がった、決められた、一定の知識や技術」

~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~
~

I

I

I

＄

’

ある。 ‐ 上がった、決められた、一定の知識や技術」

自分で自分を支えることができない状態に を教えることだと考えているに違いない。

ある人を見捨ててはおけない－そういう状 確かに、 日本の場合は、明治以降、教育と

況に置かれた時には、叔父に対するやきしさ 国家との関係が深くなって、教師は国が子ど

が十分に流れ出てやぎしい配慮を絶えず病弱 もにこれだけのことは教えておかなければな

な叔父にそそぐ。そのこまやかな心．やさし らないとみなす知識や技術を教えるという任

きが学校や社会などで教師や大人から「雑で 務を引き受けてきた。

心ない扱われ方」をした時に荒れるという形 しかし実際の学校の現場で教育といういと

でそれに対応するということになるのだろう。 なみを続けている教師の動きを見ていると、 ~
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そのことからしか教育は始まらないし、それ

が教育の源流なのだという想いである。そう

いえば、教師の教育学に当たるペタゴギーの

言葉の起こりは、パイダゴーゴス（子どもに

連れ添う）であったことも意装深いことであ

少数ではあっても教師のしごとの根本を、 も
、 L , 、 、 、 牡 ， 、 、 、 、 旭 、 、 い

つと違ったところで押きえている教師がいる。

という思いを深くしないわけにはいかないの

である。

それは絶えず生徒たちのそばについてやっ

て一緒に歩くこと、必要な時に力になってや

るという素朴な、際限のないしごとであって、

る。

(川崎市労働組合協議会事務局長）

三 F
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子どもの時の思い出

一「滅私奉公」の教育一

大槻勲子

的なことの為には、私的なものは、犠牲にな

ることは当然であり、 「公｣の世界では政治な

どの面の重要なものであり、 「私的領域」は、

子供の世話など、軽い仕事だと考えられ、公

は私に擾り、私は公に譲る。 また「公」は、

男の担当、 「私」は女の担当であると、 「滅私

奉公」 「男尊女卑｣をワンセットにした役割分

業意識や習慣が、当時の多くの人々の意識に

浸透していたと思う。

元はといえば、武士型の家制度にもとづく

性別役割分業観を認めて「女は家庭にて家事

にいそしむこと」こそ幸せな生き方ときれ、

一般的な社会通念となっていた。

「富国強兵」時代の男と女の位置は、 「女の

内役割」の意識をつくることで、国を支える

家の守り手としてインフォーマルな働きに組

込まれていったのであり、私の子供の時代は、

人権意識などは考えられない。むしろ人権を

主張することは悪であるように、 自分を減し

て何かに捧げる意識、特に女は男を戦場に送

り出し、家を譲る「良妻賢母」教育の過程を

ふんでいた時代であったと、教育の威力に今

更のように恐怖を感ずる。

子どもの頃を想うとき ﾞ誰のために生きる

か｡〃 蝋自分は誰のために勉強するのか｡"を考

えさせてくれた小学校の女の先生のことが、

思い出されて懐かしい。ざいはての地といわ

れる北海道の釧路市での暮しが私に、生きる

ことと、教育の意味を考えるきっかけを、つ

くってくれたのであった。

当時、小学校3年の私は、担任の女の先生

から「あをたは、誰のために勉強するのです

か」 「誰のために生きるのですか｣と質問きれ

た時、迷わず「お父ざん、お母ざんのためで

す」と答えた。他方、 日頃、おとなしい目立

たないタイプの女の子は「自分のために勉強

します｡」と、力強く答えて、譲らなかった光

景が、浮んでくる。

ほぼ昭和の年数と共に生きている私の年代

は、昭和史を体験しつつある貴重な世代では

ないのか。私が、小学校3年当時、生きる目

的をつかんだ頃は、 もう 「満洲事変」は始ま

っていて、上海事変、 5 ．15事件と続いたの

だが、子供のことで殆ど記憶にない。戦争へ~

と傾く時代であったことは、教育的に、子供

の心に拭いがたい影を落としたと思う。

しかし、家庭では、裁判官であった父親と、

三つ指ついて父につかえる母を見て暮らす．

日々は、皇国史観教育に、どっぷりひたった

ものであった。 「滅私奉公」 という四文字が、

壁にはってある家であった。

「両親のために、私は勉強し、立派な人間に

なって孝行をつくす｡」ことを目的に、生きる

のだと、あれ程信じさせたのは、 、滅私奉公〃

の教育観であったと思う。

「公私の別をはっきりきせよ｡」といわれ、公

私たちの学区は、山の手の住宅街であった

が、近所の子供達は全員仲間でよく遊んだ。

「ガキ大将」は、やはり体格の良い女の子と、

上学年の男の子であった。下校すれば、男女

共毎、親に家の手伝いの仕事をいいつけられ

ないうちに、 とんで出てくるのが、ちょっと

したスリル感でもあった。レンケやタンポポ

を踏みつける原っぱが、遊び場であった。東

北海道の原っぱを思いきりかけ廻ったのが､~
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令と共に全校生徒が北海道の東端から、東京

に向かって深々と最敬礼したのである。 ~

儀式ともなると､紫のふくさをかぶせた｢教

育勅語」が運ばれてくる。白い手袋にモーニ

ング姿の校長先生が、 うやうやし<読まれる

間、生徒一同頭を下げてきいているのが習い

であった。御名御璽といって終るや否やあち

らでもこちらでも咳ぱらいが、ごほんごほん

と起きたのは、つまらない形式に対抗してい

る子供心にも嫌悪の意志表示をしていたよう

だ。

あれは小学校六年生の秋であったと記憶し

ている。北海道を舞台に当時の陸軍大演習が

行われ天皇が行幸になった。この行列の長か

った印象が深いのと、長時間にわたって道路

に並び、 とうとうお出迎えした方はよく見え

なかった。それにも増して、子供にとって長

時間の敬礼の訓練と、写真などの対象の明ら

かでないものに、 「畏れ多くも」と云う言葉を

ききつつ、 蝋おじき〃をする意味に至っては、

判らないままで終った。

儀式の日、学校から紅白の噛ら〈がん〃を、

もらって帰ったこともあった。忠君愛国と結

びつきそうもないことだが、楽しみな日と心

に残るのは効果があったということだろうか。

今の健康を作ったのかと思う。近所の仲間で

見当らない者がいると、その子の家まで迎え

にいくので勉強などはあとまわしである。年

上の子は、 ものを教えてくれたので先輩はと

ても頼もしいまとめ役であった。遊びのルー

ルを教えられ、靴の中に入った石ころを取り

除いたり、転んで膝小僧をすりむいた子をい

たわる等、学校の優等生と遊びのリーダーと

の両面を持っていないと、仲間の支持は得ら

れないのだと悟ったものであった。

「いじめっ子」に悪きをされたことも仲間に

は告げても、決して親に子供の苦労を話した

ことはなかった。遊びの連帯感力強〈、 こう
した友達とうまく交ってゆくことに大きな関

心があり、遊び優先の暮しになるので、母親

は、 「家の手伝いをしない」 と、嘆いていた。

玄関の掃除、お風呂の薪運び、近くの店への

お使いなど、私どもに課せられる家事手伝い

がきまっていて、 自然に仕事を通して生活上

必要なことを身につけていったと思う。古風

な明治の女性である母親が、労働の尊ざを示

し、物を粗末にすることは最も悪であるとい

い、冷蔵庫も洗濯機もないのに、上手に家事

を処理し、女の子の教育をしようとしていた

と思われるのをかなり裏切ったことになるよ

うだ。

銀時計への道

北海道への行幸を記念して奨学のための御

下賜金が市に下され、行幸記念賞力設けられ

た。以来、男女、それぞれ一個づつの「銀時

計」を目ざして競争は熾烈となり、十代の私

は、庁立高女卒業の時の銀時計受賞者になり

たいと目標を立て、やみくもに勉強した。さ

ぞエゴイスティックで、鼻もちならぬ女学生

であったろうと、今、顔を赤くしている｡~ 目

ざすのは、品行方正、学術優秀、身体また強

健にして、衆生の模範たることであり、服装

検査などというのが毎週行われ、制服はスカ

ートの長き、 ヒダの数まで一定、髪も余分な

飾りなど一切なし、賛沢は敵とばかり、質実

「畏れ多い」 という意味が判り難かったの

も思い出深いことの一つである。

小学校の近くに、三吉神社があって、そこ

を通る度に、道路上で立止り深衛と最敬礼す

る習わしであった。試験のある日など一段と

丁寧に拝礼したものであった。

校門を入ると、奉安殿という、 ここだけは

コンクリートのいかにも宝物が入っていそう

な建物があって、中には、天皇、皇后の写真

と教育勅語を納めてあるとのことで、生徒は

毎日その前で氏神様のときと同じに最敬礼し

てから学校に入った。

学校では、朝礼の時、 「宮城遥拝jという号
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そして卒業の時、大げさな受賞式の上、銀

時計を手にした時、親孝行の謡務をはたした

ような感があったが、 自分のためにはよろこ

べなかったことを覚えている。

その年、 日本は、 「日米戦争」に突入した。

私の子供の頃は、絶えず戦争の渦中であっ

た。人間が生きていくことは、教育と切り離

せないものであれば、人権を尊重することが

身にしみこむような、現在の憲法教育力輔底

した時代に、 もう一度、子供心を体験してみ

たいものである。

剛健、梅の花のように、ひっそり匂う女らし

きも失わず、 と、校則に忠実な日々であった。

勿論、映画館へは出入り禁止、父兄同伴でな

ければ喫茶店にも入れない。テレビもない時

代で、映像に接するのはニュース映画く‐らい

なもの、楽しみは、徳川夢声の宮本武蔵をラ

ジオで聞く位であった。

管理しつくされた中での、没個性的な日常

には友達づき合いといっても今度のテストの

傾向と対策を話し合う相手だけのつき合いで

あった。 まして異性に関心をもつことすら出

h

l

’

’

I

I

(日本婦人有権者同盟副会長）来ないコチコチ聖人が出来上っていった。 Ⅱ
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子ども時代の回想

一自然との触れ合い一

目代智啓

私がこの世に生を受けたのは、戦後間もな

い頃であった。物資に恵まれぬ、いわゆる耐

乏生活の時代であった。生家はお金こそをか

つたが、農家だったので食べるものにはこと

欠かなかった。今と違って、麦の多く混った

御飯を主食とし、野菜中心の食事であった。

物心ついた頃から家の手伝いはあたり前の

如くしていた。その頃の子ども達は皆そうで

あった。朝学校へ行く前に、必ず縁側の拭き

掃じ、庭掃じをした。それができないうちは、

学校へ行かせてもらえなかった。親自身．家

庭は労働、勉強は学校でやるもの〃 という意

識が強かった。その当時を振り返ると、学校

での生活の方が家での労働よりはるかに楽だ

と思えた。学校が如何に肉体的に休まる所で

あったことか。それでも低学年の頃は、 まだ

自由で学校がひけると近所の仲間とよく遊ん

だ。

今の子ども達の多くが、お金を媒介とした

遊びを好むのに対して、私の子ども時代は自

然を相手にして、 もっとクリエイテイブな遊

びを楽しんだ。例えば虫採り。 まず虫採りの

網を作る。針金で輪を作り、竹の棒につける。

朝5時頃起きて、その輪に蜘蛛の糸をはりめ

<･らす。それで虫採りの網ができあがる。な

ぜ朝作るのかというと、蜘蛛の糸は昼頃にな

ると粘りけを失って、虫採りの網には適さな

いからだ。今日デパートなどで売っている網

とはかなり違うが、性能は勝るとも劣らない。

独楽まわじ、凧あげにも熱中した。買っても

らった独楽のしん棒は弱い。 しん棒は独楽の

命だ。そこで山から樫の木をとってきて、一

生懸命削る。それをしん棒にする。誰にも負

けない独楽ができ上がる。実は樫の木が強い

ことを、木登り等で知り得たのである。凧は

自家製、乾燥した竹をさがしてきて、削るこ

とからはじめる。重さとバランスができ不出

来を左右する。だから完成してうまく凧があ

がった時は感慨無量である。その他、 2階の

屋根から乗るような竹馬を作って遊んだり、

チャンバラごっこもよくやった。が、一番好

きだったのは魚とりである。学校から帰ると

一目散に集団で川へ行く。別の地域の子ども

達の間に、いわば暗黙の了解とでもいうもの

があって、早く来たグループが広範囲の領域

を独占できた。でも、魚とりには悲しい思い

出がある。昭和30年頃、小学校4年の時だっ

たか、稲につく病虫が大発生した。被害をく

い止めるため、人体にも影響ある強い農薬を

散布した。学校の朝会で、赤い旗が立ってい

る間は、田に立ち入らぬようにと厳重に言わ

れた。その赤い旗も取り除かれ、待ちに待っ

た魚とり解禁の日、胸をはずませ小川に行っ

てみると、たった1ヵ月の間に、川は以前の

川ではなくなっていた。鮒やはやが腹を上に

して、あちこちに浮かんでいる。強いと言わ

れる鰻きえ皆死んで浮かんでいるではないか。

「川は死んだ」子ども心にそう思った。淋し

かった。無性に悲しかった。 もう川では遊べ

ない。胸がきゅんと締めつけられる思いであ

った。あれから30年経った今でも、あの出来

事は私の心に焼きついて、消えはしない。

今日、 自然界の汚染・破壊に対して、関心

が強いのも、幼い頃の体験が無関係ではない

と思う。思慮分別なく、人間の身勝手な都合

で、 自然を破壊し、擁護することを忘れてい

れば、結局巡り巡ってそのつけは、人間自身

にまわってくるのである。現にアマゾンの森
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子ども達は、闇に受けるきわやかな風のここ

ちよざも、木の葉がこすれ合う音のやきしき

も感じる機会のないまま大人になってしまう

のである。今後、 自然に触れる体験学習が、

盛んに行なわれるようになるのかも知れない

が、昔と違って、お金を使って自然を買うよ

うなことを考えると淋しい気がする。子ども

達が集団遊びをしなくなった他の理由とし、

家庭の核家族化、近所の連帯感の欠如がもた

らす閉鎖的な人間関係があげられると思う。

私たちの時代は、上は小学6年生、下は3歳

〈・らいのみそつかすといった人員構成、つま

り年齢の違う集団、凝集団が普通であった。

年上の子どもは下の子どもの面倒を見ながら

遊びの知恵を伝えていったのである。親の価

値感の変化も見逃せない。家の手伝いより学

業の方にウェイトを置いている。当然のこと

ながら、子ども達の価値感も変わった。勉強

ができなければ、無能な人間と判断してしま

う。人の能力は学力のみで計ることはできな

いのに、学力がすべてであるかの如く錯覚し

ている。それは学歴社会の反映であり、多く

の心の病いを引き起こしている。TV、ファ

ミコンを創り出したのは大人である。利用方

法が悪いと、子どもをだいなしにしてしまう

危険がある。

これから私達大人がやるべきことは、子ど

も達に心の安定をとりもどすべく、情操教育

に励むことと、 自然破壊をくい止め、自然の

中での体験を多くさせ、人間同士の触れ合い

の場を多く作ることである。

（大和市立光丘中学校教諭）

林地帯の破壊はこれを物語っている。地球全

体の異常気象をひき起こす原因になっている

という。また工場から排出きれる煤煙が酸性

雨となり、植物を枯らしたり、工場排水が、

生命の源である水を汚したりしている現実が

ある。地球が生まれた時、水ができたがゆえ

に、今の地球がある。そんな奇跡ともいえる

地球の命を、地球から生まれた人間が縮める

ような行為をしてよいものかどうか、 自然の

大切ざを身を持って感じる一人として、未来

に自然という尊い財産を残してゆきたいと願

って止まない。

先に触れたように、現代の子ども達は、そ

の多くが、室内での遊び、例えば、TV、フ

ァミコン、ケームセンター、マンガなど、体

を動かす必要のない遊びに興じている。こら

はすべて視覚を酷使し、脳を疲労させるもの

ばかりである。おまけに、 これらを楽しむの

に仲間は多くいらない。たった一人でも十分

遊べるのである。仮に友達と一緒であったと

しても、一人一人の体は一方向を向き、互い

の顔を見ることもない。その結果コミュニケ

ーションの欠如という事態を招く。友達同志、

膚と膚のぶつかり合いもない希薄な関係は脆

い。昨今深刻化してきたいじめ、登校拒否、

自殺などの問題についても、子ども達の心の

病いを誘発する多々ある原因の一つに、希薄

な友人関係があげられるのではないか。集団

で野山を駆けまわったり、大木の根元より5

mから10mの高きのところに、共同作業で丸

太を運んでは縛りつけ、寝〈･らを作って、昼

寝をしたりというような遊びの体験を持たぬ

→二

男
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｢労働。遊び」と教育改革

－－農村での子ども時代から－

｜

」

斎木孝道研究員

I

はじめに 出版）によれば、今の日本には三世代が同居

しているという。第一のグループは、戦前の

貧しい時代に生まれ、生活上からただ必死に

働くことのみを余儀なくきれ、儒教道徳と天

皇教とがミックスしたイデオロギー社会の中

で成長してきた世代である。遊ぶことが出来

ずただ働くことのみに生きがいを求める「ア

リ人種」である。第二の層が、昭和20年から

30年までの団塊の世代である。小きい時は飢

えを体験し貧しさの中で育てられ、中学．高

校生時代になって始めてテレビも家庭に入り

生活も少しずつ豊かになっていった。この世

代の特徴は働くことも遊ぶこともある程度出

来る「アリギリス人種」であるという。最後

の世代が、 '60年代の経済発展とともに生まれ

育った人たちで貧しさも経験せず、テレビに

小守りをしてもらいながら成長してきた。だ

から、感性・直感力を極めて好み論理性．自

主性・忍耐力はあまりなく、働くことより遊

びが得意な「キリギリス人種」だと述べてい

る。

確かに、社会．経済・文化環境の急速な移

り変わりとともに生活方法や物の見方．考え

方が変化していくのはやむを得ないことであ

る． しかし、現在の子どもたちの「生命力の

弱き」をみるにつけ、大人たちが何らかの方

策を講じなければならない時である。そこで、

今までの大人たちがどのように育ってきたか

を考えることも教育改革を推し進めていく上

で参考にしなければならない重要なポイント

である。特に、人間の成長にとって極めて大

きな役割をもつ幼・少年期の過ごし方、 とり

■
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「ジーン」と電話が鳴る。 「子どもが学校へ

行くのを嫌がるのです｣｢小学校3年生だとい

うのに､友だちと遊ぶと疲れるというのです」

「外で遊ばないで1人でファミコンをしたり

テレビをみているのです」等の悩みが父母か

ら連日教育相談室に寄せられてくる。登校拒

否・対人関係の未熟な子、 自我や耐性が弱く

すこしの困難を克服出来ずに挫折してしまう

子どもたちが急激に増加している｡｢親と教師

の教育相談室」の約53％がそのような内容で

ある。学校でも、友人に悪口を言われたから

といって登校を拒否したり、皆と協調出来な

い子、 自分の思い通りにならないとすぐ･に興

奮してしまう子等、依存的で甘えの目立つ自

立出来ない子どもたちが増加している。

1960年代からの日本の高度経済成長以降、

子どもたちを取り巻く生活環境は一変してし

まった。 自然や遊び場の減少、都市化により

地域共同体の崩壊、高層化・人工化された街、

マスコミの発達により遊びの商品化・節約よ

り消費の促進・享楽主義．刹那主義の氾濫、

子どもの少子化、核家族化、受験戦争の激化、

家事労働の減少等々数えあげればきりがない。

このような社会環境のなかで子どもたちは生

活している。一次産業が中心の時の蝋貧しさ

の社会〃とは、生活方法．考え方．価値観も

当然のように違ってきている。 珊貧しきの社

会〃が要請した質素．検約・勤勉・努力の価

値観が急速に薄らいできている。

藤岡和賀夫の『きよなら大衆』 (P．H， P

」
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１

北風も、桜の花力剥咲く頃になると止むように

なる。

そんな気候風土のなかで、子どもたちは農

業を手伝いながら暗くなるまで遊でいた。当

時は、 どこの家にも沢山の子どもがいた。私

の同級生も、一つの集落だけで12人もおり、

4～5歳上の人がガキ大将格でいつも徒党を

組んで遊でいたのを覚えている。小川には、

清流が流れ、 ドジョウ、カニ、 メダカ、フナ

も泳いでおりウナギも捕れたこともある。夏

にはホタルが飛び交い、田からはカエルの合

唱がきこえた。収穫時期の田圃には、 イナゴ

やバッタが多くおりそれらを捕えて食用にも

した。 イナゴと追いかけっこしていると、瞬

発力や忍耐力もつく。小きな相手をめがけて

突進し逃げられ、その繰り返しを何時間も行

った経験もある。そんな時、空にはトンボの

大群力嘘回していた。道路も舗装きれておら

ず、バスやトラックが土煙りをあげながら

時々走り抜けた。どこの家にも、テレビや冷

蔵庫、洗濯機等の家電製品もなくラジオを聴

く 〈･らいで、そのラジオも小型化きれていな

かった。村の秋祭りや盆・正月が唯一の行事

であり御馳走もふるまわれ大人・子どもとも

楽しんだ時であった。

わけ遊びや手伝い（労働）がどのように変遷

してきたかを知ることは大切である。そこで、

不惑の年でも迷い続けるアリギリス人種であ

る私の農村での生活体験と現在の子どもたち

の姿を比較し、教育改革の方向をも考えてみ

たい。

1

’

1 ． 自然と社会環境 I

「塀天下と空っ風」 「雷と義理人情」で有名

な群馬県が私の故郷である。榛名山と赤城山

の裾野がぶつかり合う田園地帯で生まれた。

昭和20年代は、ほとんどどこの家でも農業を

主に生計が営まれ、米作と養蚕が盛んであっ

た。特に、養蚕は、多大な家庭内労働を必要

とし女性の労働に適していたので、時には、

働きの悪い父親より母親の方が頼りになると

いうことで「蝉天下」と呼ばれるようになっ

たらしい。気候も、夏は暑く冬は寒い。名物

の雷は、 6月～9月頃の間、晴天の日であれ

ば夕方になると天のどこかで「ゴロゴロ」と

雷鳴が鳴りひびいている。一日に数回職カミ

ナリ〃が襲来することも時々ある。午後の1

時、 3時、 6時と雷雲に青空が覆われ闇の世

界に引きずり込まれ､「ピカッー｣と光って「ド

ドオゥン」と地響きをたてながら雷鳴が轟く。

一番怖いのは、雨が降らないで稲妻が走って

5秒以内に大音響をたてる場合である。その

ような時は必ず近くの電柱や大木に落雷があ

り、木は真二つに裂けてしまっている。だか

ら、田畑で働いている人たちは、遠くで雷が

なり始めると、農機具はそのまま蓋きざりに‐

して家に逃げ帰ってくる。家の中で、電源コ

ンセントをはずして蝋カミナリサマ〃の通り

過ぎるのをじっと待つのである。私も小きい

時の体験から、 ．カミナリ〃とのつき合い方を

学んだ。雷鳴が止むようになると北風が吹く

ようになる。 日本海から運ばれた雲が三国山

脈で雪を降らせ、空っ風となって吹きまくる。

強い風の時は、歩くのにも苦労を要す。その

~
~
~
~

~
~
~
~
~
~
~
~
~

2．遊びと労働

私の家も農家だったので、家の仕事を手伝

わざるを得なかった。養蚕の時は、桑摘み一
指に爪をはめて桑を切る一を行ない、子ども

には小きな背おい龍が用意きれていた。家の

中にも、蚕棚が沢山組み立てられており、 日

に数回、蚕に桑を与える仕事も労苦を要した。

時々、蚕と一緒に堂々と桑を食んでいる尺取

虫や毛虫を摘み出した。始めは気味が悪いが

すぐに慣れてしまう。が、今でも毛虫は気色

が悪い。この蚕は、湿気を嫌うということで、

部屋も暖かくしておかなければと、囲炉裏に

火をたき大きな火鉢に炭を熾していた。蚕は
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ちが何度も会合を持ったのを覚えている。こ

の水見番や、田や土手の除草作業等も子ども

たちの仕事であり、学校から帰ると田圃に出

かけたのである。また、父から叱られるので

そうせざるを得なかった。

収穫の終る11月以降になると、山に木を伐

採に行き、燃料となる薪を作った。冬の日曜

日の氷つくような寒い朝、牛が引く荷車に乗

って出かけるのであり、荷車から見たﾞ日ノ

出〃の素晴しきを思い出す。子どもは、枯木

拾いを行ない仕事の合い問に山の果実の食用

か否かも自然に覚えていった。

家庭内の労働でも、電化製品も普及してい

ない為、炊事は、カマドに火を燃して煮炊き

した。火燃しや庭掃除も子どもの仕事であっ

た。また、家には、牛、山羊、羊、ニワトリ、

犬、猫、ウサギ、小鳥もいたので朝・晩の餌

を与えるのも大変であり、特に、 ウサギの飼

育は子どもたちにまかされ小遣い銭用動物で

もあった。農家の生活は、太陽と共に働き始

め日没には就寝というような一日で、父や祖

父は長兄に対しては口癖のように「百姓は、

真面目に一生懸命働くことが一番だ。勉強な

んて出来なくていいんだ」 と言っていたのが

耳の底に残っている。子どもたちには、親の

働く姿を、可視的にとらえることが出来、 自

分も半人前以下だが、一緒に仕事をしたりし

ているので大人の仕事量に感心した。だから、
、 、 、 ､ 、 、 や 、 ℃ 、 、

労働一自ら体を動かし体験一することによっ

て、忍耐力・自主性・自立心もつき筋力や体

力も自然に身についていったような気がする。

遊びは、多忙の時は許きれなかったが、そ

れでも抜け出して遊んだ。いつも戸外で、真

冬の北風が吹きすさぶ中でも野原で遊んだ。

当時は、ナイロン製の靴下は普及してなくて

足袋をはくか素足であった。ズボンのポケッ

トには、 咽キリボシイモ〃と称するサツマイモ

を干して小きく切ったものを一杯入れていた。

．キリボシ〃は固いので何度もかじりながら

飛び回っていた。鬼ゴッコ、木登り、ビー玉、

病気に弱く、伝染病にかかると全滅してしま

う恐れがあり細心の注意が払われていた。繭

の生産量は家計に大きな影響を及ぼすことを

子ども心に感じていた。

しかし、養蚕は年に数回、集中的に短期間

行うだけだが米作はもつと大変だった気がす

る。当時は、耕運機やトラクターもなかった

ので、その代わりを牛や馬が果たしていた。

馬は早く歩くのですく・に疲れてしまい動かな

くなるので、牛が主に働いていた。田を耕す

華を牛に引かせ、その牛の鼻面を掴んで田の

中を引き廻すのを職鼻取り〃 といって子ども

の仕事であった。牛も飼主の顔を覚えており、

角を向けたりすることなく体中から汗をダラ

ダラ流し、口から泡を吹きながら必死に華を

引いていた。その牛の背に乗ったりしても怒

らなかった。当時の学校には、農繁休暇制度

があり、田植時の数日間全校一斉に休みにな

った。が、この期間中に家の仕事が終了すれ

ばよいが終らないと学校よりも仕事が優先で

あった。泥田での職鼻取り〃は、泥がバチャ

バチャと顔に飛び気持が悪いのと、学校へ行

きたい気持ちと力噸雑に混ざり泣きながら牛

とともに一日を過ごしたのを小学1年・ 2年

生の時の記憶として持っている。田植えの時

は、多くの人が手伝いに来た。隣近所・親戚

等沢山の人が集まり共同で行っていた。子ど

もも苗運び等出来る範囲の仕事をしなければ

ならなかった。田植えは、中腰の姿勢で一日

中作業を行うので、腰が疲れ体力を消耗する

労働の一つであった。親の目を盗んで、田に

いるドジョウを追いかけまわした。田植えが

終っても、翌日から毎日蝋水見番〃が始まる。

川から田への給水路のところに立ち、夜遅く

まで他者に水を取られないように番をするこ

とである6上流の田の人の隙をついて水を取

ったり、油断していて下流の人に取られたこ

ともあった。自分の田には水を少し入れ多く

は下流に流すのがマナーであったが、守られ

ないことも多く水をめぐるトラブルで大人た
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先であった。だから、その村には幼稚園も保

育園も、 まして塾なども無かった。小学校入

学時に自分の名前が書けない子も沢山いた。

私もlから10まで数えるのに7をよく抜かし

て親に叱られた経験もある。勉強といえば必

然的に学校の授業を真剣にうけざるを得なく

なる。小学1年の時は、友だちと一緒に平仮

名だけノートに何冊も書いた記憶もある。本

も沢山買ってもらえなかったので学校の図書

室の本を読んだ。結局、勉強とは自分で学ぶ

のだということを理解せざるを得なかった。

メンコ、陣取りケーム、チャンバラ遊び、野

原や庭で行ったソフト ・ボール、 ．カイセン〃

と称した遊び一電柱や木が相手の陣地の中心

にあり、それに早く触れた方が勝ち一等をよ

く行った。チャンバラの時は、棒や篠竹で刀

を作り、相手の顔面を叩いたりしないことや

切られた人はすぐに地面に倒れ百の数字を数

えきるまで起きてこない等の細かなルールを

最初に決めて行った。なかには、倒れるとす

ぐに起き上がるようを友だちもおり、その度

に皆で彼の非を責めて守らせるようにした。

小さい子も 蝋みそつかす〃としてその遊びに

入れた。 蝋みそつかす"の場合は少しばかりの

ルール破りも認めてあげていた。同級生同士

の遊びよりむしろ何学年にも渡っていた異年

齢集団であったので上級生の人が主導権をと

っていた。学校でも、その集団は仲が良く 、

先藍があれこれと面倒みに教室に来てくれた

のを覚えている。 しかし、集団内ではよく喧

嘩もした。喧嘩といえば、男ばかり4人だっ

たので兄弟喧嘩はすきまじく障子を壊したり

していつも親に叱られていた。が、棒や道具

で相手を叩くことはしなかったし医者に診て

もらうほどの怪我もしないしきせなかった。

これらの集団遊びの中から、規範意識、集中

力、忍耐力、思いやりの気持も生まれていく

のではないかと感じている。当時は、 また、

商品化されていた遊び道具はあまりなく、む

しろ、ナイフや小刀で自ら作る物が多かった。

竹トンボ、水鉄砲、パチンコ、笛、 コケシ人

形等もよく作った。何度も指や手に切り傷を

つくりながら、良い物を必死に作ろうとして・

いたことも思い出す。手先の器用さ、創意工

夫する力、独創力等もこれらの作業や遊びを

通して深まっていくように感じている。

勉強については、家でも学校でも「勉強し

ろ」とは口うるさく言わなかった。現在では、

幼稚園の頃から子どもに文字を教えたりする

親もいるが、当時の親は子どものことよりむ

しろ自分たちの生計維特が大変であり仕事優

3． ~子どもたちを取り巻く現在の環境

このような農村地帯も、昭和30年代の半ば

から急速に変化し、田畑には家や工場が建ち、

小川はコンクリートの水路に変えられ道路も

舗装きれて自動車が頻繁に通るようになった。

農機具の普及により、田植えも機械化され、

除草作業も農薬散布に替わっていった。蚕の

飼育方法まで変わり、戸外に建てられたプレ

ハブみたいなところで桑も木ごと与えられる

ようなった。家事労働も、電気器具とガス・

水道を使用することにより大幅に軽減される

ようになった。その結果､子どもたちの労働・

手伝いもなくなり家でファミコンをしたりテ

レビを見て、夕方になると塾に通う生活にな

ってきた。以前、夏になると飛び交っていた

ホタルはいなくなり、 ドジョウや川魚もいな

いし、農薬によりイナゴを始め昆虫類もいな

くなってしまった。都市は、 もっと農村地帯

より変貌も早く急激に移り変わっていった。

その結果、 日本のいたるところで、産業構造

の変遷と経済成長にともない自然は減少し都

市化・人工化きれ、道路は車で埋めつくさ･れ

るようになった。子どもたちは、戸外の遊び

場を奪われ、マンガやファミコン・テレビに

招待を答れ体を動かすことが大儀になってい

った。家庭電化製品等の普及により、母親の

家事労働からの解放と父親が企業戦士と．して
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因はここにあると思われる。 また、困難に直

面し苦しみを伴っても創造的に対処しようと

しないでこれも避けていると、 自我が弱く人

間性の貧しい挫折しやすい人間になる。登校

拒否、いじめられっ子、校内暴力等の問題行

動もこのことと密接な関連がある。つきつめ

て言えば、筋力もトレーニング積めぱ強くな

るように精神力も多くの訓練を経ないと強化

をされない。それも、若い時が大切である。

現在の子どもたちに一番必要なのは、多くの

他者に操まれる事と労働の体験である。

出征していることと相俟って母性化社会が一

層進行し子どもの過保護化に拍車をかけた。

子どもたちの大切な体験学習場であった手伝

い・労働がなくなり、代わりに受験学力のみ

が唯一の一元的価値尺度として登場し塾へと

子どもたちは駆り立てられていった。子ども

の数も、一人っ子8％、二人兄弟58％（日本

青少年研究所、 1983年12月、対象小学4年

～6年生2845人調査） というように少子化

し、異年令での集団遊びはかげを潜め兄弟喧

嘩の体験きえ十分に味あえないような状況に

なってきた。かようにして、子どもたちの遊

びは集団から孤独へ、戸外から屋内へ、動か

ら静へ移り豊かな教師であった労働の減少と

ともに生活体験の乏しい知的肥大の依存的・

消極的・感覚的・自分主義的な甘えの強い大

人なれないモラトリアム人間が大量に出現す

るようになった。

子育てについては、洋の東西を問わず多く

の格言や表現が昔からある｡｢労働によって人

間性を鍛える｣｢他人の釜の飯を食うことによ

って成長する｣｢多くの人に操まれないと成長

しない」 「可愛い子には旅をさせよ」 「若い時

に苦労しているから人間が練れている」等の

言葉や"Sparetherodandspoilthechild."

（むちを惜しめば子供をだめにする）の諺、

英語で過保護の子はaspoiltchildと訳し、駄

目な子、わがままな子を意味をする。何千年

もの期間、子どもの成長には、労働と多くの

人との人間関係が重要な役割を果たしてきた。

それが、現代社会では消滅してしまったこと

が子どもたちに大きな影響を与え様勾な問題

行動を起こしていると考えられる。

他人とのまじわりによって生まれる共感や

反発を通して人間性が養しなわれ、全人的な

深い人間関係のなかから、他人への思いやり

や他人の喜び、悲しみに共感する心が芽生え

るのである。他者との相互作用の反復と避け

ていると自己中心的なまま成長し人間性が十

分に育たない。いじめや思いやりのなさの原

4．教育改革の視点

臨教審は、三次に亘る答申を出したが、残

念にも現在の子どもたちが直面している様々

な教育問題の解消に何ら答えを出していない。

六年制中等学校を創設したり教職員の研修強

化で、解決出来る容易な事ではない。まず、

子どもたちに遊びを復権させなければならな

い。そのためには、受験体制の解消、遊び場

の確保、テレビ放映時間の縮少、指導要領の

弾力化、大学入試制度や企業の指定校制度の

弊害等々の問題を早急に解決していかなけれ

ばならないはずである。それとともに『当所

報1986年」で田中正司氏が述べているように、

自然的成長環境を回復させるために自然との

接触や労働体験を多く頼ませることが必要で

ある｡小学校低学年時での､山村への1年～2

年間の留学、手作業の重視、集団遊び、 自然

観察、スポーツ等を重視した教育を一刻も早

く実現しなければならない。

まず、実行可能なものから取り組むことが

大切である。以前の大人たちの人間形成に重

要な役割を果たした執労働〃 と 蝋人との触れ

合い〃が失なわれた現代社会に子供達は生を

うけたのである。子育てにとって、人類史上

初めて直面した未知との遭遇の時代であり困

難な時でもある。今こそ、過去の歴史を紐解

き教育改革の最大の糧としなければならない．

＊
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第5章’’ …霧

1 ．活動日誌 所員会議

生活指導委員会

「私たちの教育改革」委員会

地域文化振興委員会

教育行政検討委員会

所員会議

教育相談委員会

「子ども文化の創造」委員会

生活指導委員会

「私たちの教育改革」委員会

所員会議

教育相談委員会

研究評議委員会

8日

16日

18日

27日

27日

11月7日

8日

20日

11月27日

29日

12月5日

6日

19日

ｳ

1986年

4月11日

12日

19日

25日

28日

5月9日

10日

12日

12日

6月6日

7日

21日

7月4日

5日

12日

14日

21日

8月4日

5日

22日～24日

9月5日

13日

13日

16日

18日

10月4日

所員会議

教育相談委員会

研究評議委員会

理事会

教育行政検討委員会

所員会議

教育相談委員会

理事会

教育行政検討委員会

所員会議

教育相談委員会

研究評議委員会

所員会議

教育相談委員会

地域文化振興委員会

生活指導委員会

「私たちの教育改革」委員会

教育相談委員会

所員会議

兵庫教育文化研究所視察

所員会議

教育相談委員会

「私たちの教育改革」委員会

地域文化振興委員会

生活指導委員会

教育相談委員会

1987年

1月9日

10日

17日

29日

30日

2月7日

9日

24日

25日

28日

3月2日

7日

14日

19日

31日

所員会議

教育相談委員会

「私たちの教育改革」委員会

「子ども文化の創造」委員会

生活指導委員会

教育相談委員会

所員会議

「子ども文化の創造」委員会

生活指導委員会

「私たちの教育改革」委員会

所員会議

教育相談委員会

「私たちの教育改革」委員会

生活指導委員会

「子ども文化の創造」委員会

“
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１

■
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■
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1
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教文研だよ り

1986年5月第17号 軍事費のGNP1%比枠の問題を考える

－平和教育の重要性を再認識しよう一

6月第18号 子どもの自殺

一対応を求めてその根源を問う一

9月第19号 教師の自己形成

一新任教師へのメッセージー

10月第20号 私たちの教育改革を求めて

一臨教審二次答申の批判をとおして－

11月第21号 地域・父母と真に連帯した学校を求めて

－地域文化振興委員会最終報告一

｢戦後教育総決算」をねらう

教課審の「中間まとめ」

11月号外
（

12月第22号 現代社会と家庭の子育て機能

1987年2月第23号 今、教育に問われているもの

一体罰を考える一
1

2．今年度の購入図書
1

害図 発行所名

「待ち」の子育て

教育の環境と病理

西洋人名辞典

学校のもつ教育カーその退廃と再生

いま、小学生の世界は

農文協

第一法規

岩波書店

黎明書房

NHK

「
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3． フィルム・ライブラリーの貸出状況と所蔵フイルム

|貸出状況’

1986年度の状況
(1986.4～1987.3〉

校種別 利用回数利用人員(人）タ イ ト ル

小学生

中学生

高校生・大人

4,690

650

370

８

２

４

トビウオのぼうやは病気です

3,207

200

214

小学生

中学生

高校生・大人

５

１

５

ふるき との動物園

800

630

40

小学生

中学生

高校生・大人

、

／

』

、

″

と

Ｔ

Ｉ

▲

おかあちゃんごめんね

3,528

300

300

小学生

中学生

高校生・大人

６

１

２

ヒ ロ シ マの詩

小学生

中学生

高校生・大人

1,059

629

63

２

２

２

もしこの地球を愛するならば

592

172

小学生

高校生・大人

ｎ
／
』
ｎ
く
》

100 番 目 のサル

1,750

890

小学生

中学生

、
嚴
凸
、
〃
“

人 間 を 返 せ

600中学生三
口

ワ
堂子

343中学生ひろげよう平和憲法 1

800中学生 1上 ~ン マロ

小学生

中学生

高校生・大人

452

90

130

１

１

１

証言

南京虐殺(VTR)

小学生

中学生

高校生・大人

16，078

5,132

1,289

28

15

18

計
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◎貸し出し期間利用日含め三日間

◎借用書と利用報告醤を提出

◎費 用無料

◎予約受付 045 (241) 3531

－－－－－－－一凸．一一一一一■■一一一－■上 ，■ヒーーー，■上F一一一一一一一一．．－，■『 ■『一＝寺一一一一一一一一一，■．－，■．一一，■『＝■■＝■． ．、一一一一一坐二一■． ，■『 ，■『＝■＝島』■ ■■一一一一一■－－－－，■． ，■ロー■■＝ロ 『

･世界に被曝の記録を贈る会製作

･世界最初の原爆映画

･ 10フィート運動の未公開フィルム

・中国侵略、三光作戦等

・ 日本国憲法の成立とその背景

･核の脅威と全廃を訴える

．核狂乱の時代について

･珊瑚礁の美しい海に突然水爆が

予言(16mm)カラー約40分

ひろしま(16mm)白・黒100分

人間をかえせ(16mm)カラー約20分

侵略(8mm)白・黒60分

ひろげよう平和憲法(16mm)カラー約27分

もし二の地球を愛するならば(16mm)カラー約26分

歴史(16mm)カラー約116分

トビウオのぽうやは病気です(16mm)カラー約19分

（アニメーション）

ふるさとのどうぶつえん(16mm)カラー約24分

ヒロシマのうた(16mm)カラー約11分

（アニメーション）

おかあちゃんごめんね(16mm)カラ-25分

（アニメーション）

100ばんめのサル(16mm)カラー20分

（アニメーション）

小田原にも空襲があった

（カラースライド53コマ） 13分

太陽がおちた広島､長崎､第五福龍丸

（カラースライド83コマ)13分

ひろしまの絵（カラースライド46コマ）約15分

1 ．

2．

3 ．

4．

5 ．

6 ．

7．

8．

戦争末期に四天寺動物園の動物が薬殺きれる

ヒロシマの原爆の悲しい話
①
。

９

０
１

･大阪大空襲を描いた人形アニメーション11．

･戦争や核の恐怖のない世界を考える12．

･小田原の空襲について13．

･原爆被爆のありきま14．

市民が描いた原爆の絵15．
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4. 1986年度神奈川県教育文化研究所各種名簿

◆理 事◆

宮島 肇

牛窪全浄

奥津心一

関野安夫

松井 堅

小林 正

繁里 昭

福永泰明

諸江 卓

江成直士

遠藤重夫

森山定雄

金子成八

井上紀通

小中儀隆

横川正夫

田中邦臣

横浜国立大学名誉教授

神奈川県教育公務員弘済会理事長

神奈川教育文化研究所所長

神奈川県民主教育政治連盟会長（県議）

横浜市立宮田中学校校長

神奈川県教職貝組合執行委員長

神奈川県教職員組合執行福委員長

神奈川県教職員組合書記長

神奈川県教職員組合書記次長

神奈川県教職員組合書記次長

横浜市教職員組合執行委員長

川崎市教職員組合執行委員長

三浦半島地区教職員組合執行委員長

湘南教職員組合執行委員長

湘北教職員組合執行委員長

中地区教職員組合執行委員長

西湘地区教職員組合執行委員長

◆願 問◆

露木喜一郎 江藤正一

◆研究評蟻員◆

宮島 肇

山田 勉

河村十寸穂

平出彦仁

田中正司

村田泰彦

滝沢正樹

富山和夫

金原左門

横浜国立大学名誉教授（哲学）

横浜国立大学教授（教育学）

横浜国立大学教授（社会学）

横浜国立大学教授（心理学）

一橋大学教授（社会思想）

神奈川大学教授（社会教育）

関東学院大学教授（社会心理）

関東学院大学教授（経済学）

中央大学教授（政治学）

一

‐
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1986年度神奈川県教育文化研究所各種名簿

さがみ市民生活会議代表

婦人有権者同盟副会長

全川崎労働組合協議会事務局長

横浜市立宮田中学校校長

県会議員地域行政研究家

県会議員地域教育研究家

県会議員地域運動研究家

主婦

主婦

主婦

主婦（厚木市母親クラブ連絡協議会

主婦

主婦

横浜市教職員組合教文部長

川崎市教職員組合教文部長

三浦半島地区教職員組合副委員長

湘南教職員組合教文部長

湘北教職員組合教文部長

中地区教職員組合教文部長

西湘地区教職員組合副委員長

(厚木市母親クラブ連絡協議会

家坂哲男

大槻勲子

清水芳男

松井 堅

石川 滋

安部 正

東野陽子

篠田千恵子

小野田美家子

宮島郁子

雨宮やゑ子

二見初枝

貴島京子

矢羽亮一

桑畑祥生

角野竹博

安食浩二

鈴木 賢

伊藤博彦

牧野勝代

会長）

1

＃

3

I

ｉ
ｈ
ｉ
Ｉ
■
Ｉ
ｐ
Ｌ
Ｉ
Ｉ

ＬＩｌ
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1986年度神奈川県教育文化研究所各種名簿

●各種研究委員会委員●

◎印座長

回生活指導委員会

◎松井 堅 田中正司 安部 正 矢羽亮一

安食浩二 目代智啓 （大和市立光丘中教諭）

加藤明美 （平塚市立山下小教諭）

吉田光子 （横浜市立帷子小養護教諭）

回教育相談委員会

◎山田 勉 平出彦仁 滝沢正樹

増賀光一 （作家県立湘南高校定時制教諭）

山田研一 （横須賀市立大矢部中教諭）

大内千秋 （相模原市立上鶴間小学校教諭）

中川園子 （横浜市大病院4,児神経科医師）

川島令子 （岩崎中学校養護教諭）

回「私たちの教育改革」委員会

◎家坂哲男 ~ 金原左門

大槻勲子 石川 滋

牧野勝代 中村浩幸

山田 勉 富山和夫

桑畑祥生 伊藤博彦

(藤沢市立湘南台中教諭）

回地域文化振興委員会

◎東野陽子 河村十寸穂

篠田千恵子 小野田美家子

二見初枝 貴島京子

田村泰彦

宮島郁子

清水芳男

雨宮やゑ子 手

回「子ども文化の創造」委員会

◎河村十寸穂 村田泰彦

宮島郁子 角野竹博

吉川恵子 （横浜市立汐入小

長島徒利 （川崎市立虹丘小

東野陽子 清水芳男

鈴木 賢

教諭）

教諭）

回教育行政検討委員会

◎宮島 肇 山田 勉

松井 堅 奥津心一

村田泰彦

(神教組教文教文

金原左門

佐藤一俊 部長）
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編集後記

I

中曽根首相は、戦後政治の総決算路線の一環として臨教審を設置

し三次に亘る答申を出きせた。 しかし、財界・企業優先の人づくり

政策一エリート優先、管理主義、国家主義、民活重視等一の提言に

終始し、多くの国民が期待していた受験体制・偏謝直教育・「非行」

等の教育荒廃解消策を何ら提示していない。当研究所では、「子ども

の健やかな発達」を阻害する現代社会の摘理の解明と真の教育改革

のあり方について研究を深めてきた。そこで、臨教審答申批判を所

収したので各研究論文と合わせて読んでいただき、 日常の教育実践

の糧にし教育改革の小さな一歩にしていただければ幸甚です。

I

ノ

茜

９

I

1

I
;‘…ｰ．｡＝…ー．｡ー…=…ー.｡ー.｡ー..＝…ー．.ー｡．ー｡｡ー･･－．．－．．=－．－…＝．｡一･･一･･一･･一･･一…；

I " ニ ュ津心一
事務局スタッフ

I 副 所 長 佐藤一俊（神教組教文部長）
i 研究評議会議長 宮島 壁(横浜国大名誉教授）
i 嘱託研究員 林 洋一（白百合女子大学助教授）
i 嘱託研究員 斎藤 寛(東洋大学講師）
！ 研 究 貝 斎木孝直

…一④ー①ーひ＝＝一

「

｢

『

１

１

j

I
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神奈川県教育文化研究所
所在地〒220横浜市西区藤棚2-197 神奈川県教育会館内


